


　子どもの虹情報研修センター紀要が創刊されますことをお喜び申し上げます。

　ご承知のとおり、平成12年11月に「児童虐待の防止等に関する法律」が施行されました。

爾来、同法を児童虐待防止対策の中心として、国及び地方自治体はもとより、民間団体を含

めた幅広い関係機関等による施策や取組の充実が図られ、また、広く国民一般の理解の向上

や関係者の意識の高まりがみられます。

　しかし、全国の児童相談所に寄せられる児童虐待に関する相談件数は近年急増し、また、

その内容も親の意に反して施設入所を家庭裁判所に申し立てるといった、対応が難しいケー

スが増加するなど、児童虐待問題は依然として早急に対応しなければならない社会的課題で

あり、各方面において、児童虐待防止制度の見直しに向けた議論も活発に行われています。

　虐待の背景は多岐に渡ること、また、虐待は身体発育や知的発達の阻害、情緒面の問題、

更に世代間連鎖なども引き起こすと言われており、その対応には高度な専門的知見が必要で

す。

　このため、関係職員に対する質の高い研修機会の確保は急務の課題であることから、子ど

もの虹情報研修センター（日本虐待・思春期問題情報研修センター）が、児童虐待及び非行・

暴力などの思春期問題に対応するため、第一線の専門的援助者の養成と、高度専門情報の集

約・発信拠点となるナショナルセンターとしての機能を担うものとして、平成14年４月に設

立されました

　この間、センター長を中心にその専門性を最大限に発揮した各種研修や研究を実施し、各

自治体や関係団体等からも高い評価を得ていると承知しております。

　厚生労働省としても、貴センターがその取組を一層充実されることを期待しており、今後

とも緊密な連携を図っていきたいと考えております。

　もとより、すべての子どもは家庭において豊かな愛情に包まれながら健やかに育まれるべ

き存在です。子どもたちが未来の担い手として、個性豊かに、かつ、たくましく、そして、

何より安全に、安心して育っていけるよう様々な取組を、今後とも総合的に進めてまいります。

　最後に、この紀要により、子どもの虹情報研修センターについての理解が深められ、子ど

もの健やかな育成の一助となることを祈念いたします。

　　平成15年８月

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長　

岩　田　喜美枝

発刊にあたって　（子どもの虹情報研修センター紀要創刊号）
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　現在「児童虐待」は多発していると考えられるが、昔からあったし、またいろいろな社会文化のなかでもみ

られている。それは文学の世界に現れる子どもの虐待からも明らかである１。さらには、われわれに最も近いチ

ンパンジーでも、Jane Goodall博士は、状況によっては、大人のチンパンジーが子どものチンパンジーを虐待

することを報告している２。もっとも、生みの親が虐待するかどうかについては確認していない。さらに後に述

べるように、より下等な哺乳動物でも、いろいろなパターンでそれはみられている。従って児童虐待の原因と

なる心は、人間の原罪、あるいは業（サガ）のようなものに見える。換言すれば、われわれ人間は「児童虐待

の遺伝子をもっている」とさえ言えるのではなかろうか。

　本センターが紀要を発行するにあたり、その巻頭の論文として、文献に基づき、以下、表題の問題を可能な

限り医学・生物学的に考えることにする。内容については内心忸怩たるものがないではないが、関係者からの

ご批判を戴ければ幸いである。

�

　Ⅰ　スペクトルムとしての児童虐待とは、Child MaltreatmentとChild Abuse

　現在、「児童虐待」としてまとめられている子どもを虐待する行為は、「子どもの権利」から広く見れば、親

ないし養育者が、わが子を単に暴力的・心理的に虐待することばかりでなく、その昔わが国でみられた「間引

き」から始まって「親子心中」まで考えられる。

　アメリカの小児科学教科書でも、親ないし養育者の暴力的さらに強制的（命令的）な行動によるばかりでな

く、すべての養育に関わる責任行動の怠慢・無視によって起こる、子どもの病的状態・死亡状態を、社会病あ

るいは社会問題“Social Issues”としてまとめ、“Child Maltreatment”としている。これを「広義の児童虐待」

とよべよう３。

　“Child Maltreatment”は、愛し、世話し、必要な教育や医療を提供してくれるはずの養育者によって起こさ

れる子ども達の悲劇のスペクトルムであって、身体的や性的な虐待（狭義の「児童虐待」“Child Abuse”とよ

べよう）から、いわゆるネグレクトまで含まれる。わが国も同じ立場であるが、「児童虐待」という言葉には、

「広義」と「狭義」の区別がないようである３・４。

　以下「児童虐待」という時は、「狭義」のものをさす。

�

　Ⅱ　子どもの虐待は、豊かな社会で増加しているのか

　筆者が初めて児童虐待をみたのは1954年の秋であった。大学卒業の直後、本場でインターンをしたいと渡米

して研修を始めた。２ヶ月程経ったある夜、救急当直の筆者のもとに、「ベッドから落ちた」と訴えて１歳前後

の我が子を抱いて、白人の女性が現れた。骨折を疑って片手をもち上げると、赤ちゃんは激しく泣いた。筆者

児童虐待はどうして豊かな社会に多いのか

小　林　　　登

（子どもの虹情報研修センター長）
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の診察をみていた指導医は、全身のレントゲン写真をとるよう指示した。「なぜ？」と思ったが、写真をみると

その理由は明らかであった。疑った上肢の骨折ばかりでなく、下肢にも治りかかった古い骨折があった。すな

わち、「多発骨折」である。

　この事例をみて、私は何故この豊かなアメリカで、親がわが子を虐待するのかと疑った。第二次世界大戦の

敗戦後10年、まだ焼け跡の残っていた東京から来て、食事・住宅などあらゆる面で、物質的に豊かなアメリカ

生活を始めたばかりであったからである。更に、愛を説くキリスト教文化の国で、何故かとも思った。

　親の虐待による多発骨折の事例は、1950年代に入ってアメリカの小児医療の現場に現れ、急速にその数は増

加した。Kempeは、それをまとめて1962年のJAMAに、“the Battered Child Syndrome”として報告した５。

その後、性的虐待が問題となり、併せて「身体的虐待」“Child Abuse”として整理され、さらに心理的虐待、

育児放棄（ネグレクト）などの新しい問題も含めて、現在は広く「児童虐待」“Child Maltreatment”としてま

とめられている。虐待の多様化とともに、“the Battered Child Syndrome”から、“Child Abuse”、そして“Child

Maltreatment”と、小児医学の中でスペクトルムとして、その概念も拡大し整理されたのである。

　このようにして、第二次世界大戦後アメリカで増加し、小児疾患のひとつに位置づけられた「児童虐待」は、

ヨーロッパの先進国にも広がった。わが国でも、1960年代に経済状態が良くなるにつれ、児童相談所などで対

応する事例は増加している。しかし、小児医療の現場には、少し遅れて現れたようである。筆者は帰国後、“the

Battered Child Syndrome”を「被虐待児症候群」として小論を書いたりしていたが、実際に初めて事例をみ

たのは、東大病院の病棟で1970年のことで、「多発骨折」ではなく口腔の「火傷」であった。

　児童相談所と違って、小児病棟でみらる児童虐待は、医療の対応が必要なもので、ある意味で重症である。身

体的虐待ばかりでなく、低身長などがみられる重症の心理的虐待、そして性的虐待などである。しかし、この

身体的ならびに性的虐待“Child Abuse”の増加は、第二次世界大戦後に現われた現象と考えられ、発表論文

をみても、豊かさとともに、事例数の増加ばかりでなく、重症化していると言えよう。

　筆者の関係した調査研究によると、社会的介入を要する（広義の）児童虐待は、平成12年で年間３万５千人、

０～17歳人口1,000人中1.54人と推計された。問題は１年間で解決されないので、累積される結果、当然なが

らその数は多い６。しかし、増加したのではなく、隠れていたものが表に現れただけという反論は、常に聞かれ

る。

�

　Ⅲ　人間は虐待の心のプログラムをもっているのか。

　現在、（広義の）児童虐待“Child Maltreatment”として、主に４つのタイプがあげられているが、その虐待

する親は、夫々のタイプで異なり、育児放棄（ネグレクト）・心理的虐待は、性格・人格の異常に関係し、また、

特に心理的虐待では、他の虐待行動と重複する特徴を持っている。（広義の）児童虐待の親と、現在教育現場で

問題になっている「暴力」「不登校」さらに「いじめ」などの子どもとには、心理的に共通の基盤さえあるので

はないかと考えられる。性的虐待は、当然のことながら特殊な問題である。本論文では、戦後問題になった、い

わゆる「身体的虐待」“the Battered Child Syndrome”および「性的虐待」などの“Child Abuse”を中心に

考えることにする。

　初めに、人間は児童虐待の遺伝子を持っていると述べたのは、全くの個人的見解であるが、別の表現をすれ

ば、人間は生まれながらにして、児童虐待する心のプログラムの根源的なものを持っていると言える。そうだ

とすれば、それは一体何であろうか。

　一般論として、憎しみや不満さらに敵意や怒りをもってわが子を虐待するのであるから、それは正に心理学

や精神医学でいう「攻撃性」“aggression”に関係すると考えざるを得ない。K. Lorenz７・８・９によれば、攻撃
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性は遺伝的にプログラムされていて、憎しみ・不安・不満・敵意・怒りなどの特異的な状態で発現する本能的

な行動のパターンのひとつであるとしている。勿論、その逆もあって、攻撃を体験したり見たりして、攻撃性

を獲得するという考えである９。

　「子どもを虐待する心のプログラム」は、正にこの「攻撃の心のプログラム」に関係するもの、あるいは表裏

の関係にあるものと言える。人間では、「攻撃の心のプログラム」と「子どもを虐待する心のプログラム」とが

全く同じとすべきという考えもあるが、「攻撃の心のプログラム」が大きな柱になって、他の心のプログラムと

組み合わされて、「子どもを虐待する心のプログラム」が出来ると筆者は考えたい。

　柱となる「攻撃の心のプログラム」を人間は何故にもっているのであろうか。それは、人間進化の長い歴史

の中で、自然の異変ばかりでなく、人間を含めた多くの動物と闘い、自らを守るために必要であったからであ

ると考えられている。自らの生存を確かなものにするため、安全に対する脅威を警戒し、逃走など、それに対

処する行動をとるために脳が持ったのが、この特別なプログラムであることは否定出来ない。それは、「怖れる

こと」「憎むこと」などの心のプログラムが中心になって作動するものであり、お互いに深く関係するものであ

り、あるいはその組み合わせかもしれない。攻撃行動のいろいろな発現パターンをみれば、そう考えることが

出来る10。

　ネコの脳のある特定の部分を刺激して、背を丸め、毛を逆立て、歯をむき出すなどの攻撃的な兆候を引き出

した有名な動物実験があるが、それは攻撃のプログラムの存在を示すものである。勿論、その裏には、それに

よって働くニューロンのネットワークシステムが存在しているのである。また逆に、脳の別の領域を除去する

ことにより、サルは突然の危険に対して、恐怖反応を示さなくなることからも、そのプログラムの存在は支持

される７・９・10。

　人間の脳にも、そのような特別なニューロンのネットワークシステムがあることは、関係する領域の損傷や

腫瘍によって、それまでおとなしかった人が攻撃的になったり、またその逆も起こることでも明らかである。そ

ういった領域には、上述のような特別なプログラムもあって、それによってシステムが作動すると考えるので

ある７・９・10。

　勿論、そのニューロンのネットワークシステムとそのプログラムの局在は、従来の研究から、大脳基底部に

ある視床下部・偏桃体・前梨状葉皮質・中脳被蓋などを結ぶ、ニューロンのネットワークシステムと考えられ

ている。脳科学の進歩とともに、今後その詳細はさらに明らかにされ、「憎しみ」や「怒り」などとの関係も明

らかにされていくであろう９・10。

　動物行動学や社会生物学の進歩とともに、「攻撃」とは、「他者のもっているものや権利などを剥奪するため

に、身体的な行為や威嚇することによって相手を自分の支配下におく」、あるいは「相手の手に入れたものを放

棄させる行動」と定義されて来ている。「攻撃」は生物界でいろいろなパターンでみられているが、Wilsonは

下記の様に整理している11。

　１）縄張りをめぐる攻撃、２）順位を決める攻撃、３）性的な攻撃、４）親の躾としての攻撃、５）離乳を

めぐる攻撃、６）道徳的な攻撃、７）捕食的な攻撃、８）捕食者に対する攻撃。

　人間の児童虐待を考えるとき、４）５）にみられる哺乳動物が示す攻撃行動との関係が問題となろう。哺乳

動物の「親の躾としての攻撃」は、子どもを手元から離さないようにする、自分で活動するようにせき立てる、

喧嘩を止めさせる等を目的とした比較的おだやかなものである。「離乳をめぐる攻撃」も、児童虐待との関係で

関心を引くが、母乳が必要な時期を過ぎた離乳期に入ってもお乳をねだり続ける場合、ある種の哺乳動物では、

親が子どもを威嚇したり攻撃したりするが、これもおだやかなものである。

　ダーウィン的な生存競争の立場から見れば、子どもは、母親依存によって遺伝的適応度を高め生存の確率を

上げているが、逆にそれによって母親の適応度を低め、生存の確率を下げる結果になる。そのバランスをとっ
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て、生存のために離乳期には、プログラムされた攻撃行動をとると説明されている。動物の攻撃のプログラム

が、おだやかであることは、同じ立場から見ると、生存を確かなものにするために、それを抑制するプログラ

ムも進化させていると考えられよう10・11。

　人間の児童虐待が、躾を理由にしたりして乳幼児期の子どもに集中することは、系統発生学的にみても重要

なように思われる。「虐待する心のプログラム」は、「攻撃のプログラム」を柱にして、母性を含めた養育（子

育て）の裏にあるプログラムかもしれない。

�

　Ⅳ　子どもを虐待する心のプログラムはどうして出来るか。

　人間として遺伝的にもっている、多様な基本的心のプログラムが存在することを認めた上で、何故子どもを

虐待する心のプログラムを持つようになるかを考えてみたい。上述のように、「攻撃の心のプログラム」を柱

に、どうして「子どもを虐待する心のプログラム」が出来るのか、ということである。

　筆者は、プログラムとかニューロンのネットワークシステムという用語をすでに用いたが、心の発達を、こ

のようにシステム・情報論的な立場から考えると理解しやすいと思う。すなわち、脳の精神・心理機能は大脳

皮質にあるが、大脳皮質は、その単位構造であるカラムの組み合わせであり、それが組み合わされて領域に、さ

らにそれが組み合わされて頭葉（前頭葉、後頭葉、側頭葉、頭頂葉の４頭葉）になる。それぞれのカラムには

大脳の機能の基本単位を果たすニューロンのネットワークシステムとそのプログラムがあると考えられるので

ある。上述のように、攻撃のプログラムは本能的なもので、脳の基底部（辺縁脳）にあるが、脳の新皮質には

それをコントロールする仕組みのあることが明らかにされている点は、特に重要である７・８・９・10。

　乳幼児期の脳は可塑性が高く、生活環境の情報によって基本的なプログラムを働かせながら、ニューロンの

ネットワークの配線図を変えて、爾後の事態に対応出来るようなネットワークとそのプログラムの複雑な組み

合わせを組織すると言える。それは、下記の事実からも明らかである12・13。

　妊娠10週にもなれば、超音波によって胎児が手足を動かし、心臓が拍動している画像を見ることが出来る。

すなわち、受精卵としての１個の細胞が分裂を繰り返し、増殖し、分化して手足が出来て、心臓が形成がされ

れば、それを動かすニューロンのネットワークシステムと、そのシステムにスイッチを入れるプログラムが脳

の中に自己組織化される。勿論、そのネットワークとプログラムの局在は異なり、手足の動きは、大脳皮質運

動野と脊髄に、心拍動は脳幹にあるのである12・13。

　心拍動は、生存に対して本質的な循環機能を果たすからであろうか、成長によってほとんど変化しない、あ

る意味でいうと固いプログラムでコントロールされているといえる。産声とともに作動する呼吸のプログラム

も同じである。

　手足を動かすプログラムは、成長とともに中枢支配が強くなる。胎児や新生児の下肢の動きは、反射的、非

特異的で、「ステッピング反射」とよばれ、新生児ではその反射運動が歩く姿に似ているところから、「原始歩

行」ともよばれている。生後１、２ヶ月のうちにこの反射のプログラムは一旦消失するが、一年ほどたってヨ

チヨチ歩きが始まる時には、大脳皮質で、ついで前頭連合野で発達した、知性のプログラムのコントロールに

入っている。すなわち自らの意志で歩くようになるのである10・12・13・14。

　やがて、その子どもが大きくなり、幼稚園や保育園に入れば、「まねる」「学ぶ」「憶える」などの高度の精神

機能の心のプログラムによって、原始歩行の歩くプログラムを、生活環境の情報によって変えて、あるいは他

のプログラムと組み合わせて、スッキプしたり、ダンスしたりするようになるのである。それは、ニューロン

のネットワークシステムの配線図を変えて、プログラムを組み合わせることによって行っているのである10・12・

13・14。
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　体に関係する歩くプログラムについて述べたが、心に関係するプログラムも同じである。超音波でみると、

妊娠後半の胎児が笑顔のような表情をみせることがある。すなわち、胎児の脳には、「うれしい」「たのしい」

「気持ちのよい」という心と、それを表情に表す表情筋の動きに関係するニューロンのネットワークシステムと

プログラムの組合せがすでに存在することを意味する。当然、新生児が産湯につかってニンマリするのも、全

く同じとは言わないが、同じプログラムを使って、同じニューロンのネットワークシステムを働かして微笑ん

でいるのである10・12・13・14。

　しかし、その子どもがお母さんにあやされて笑うとき、小さな子が漫画をみて笑うとき、大学生が落語で笑

うときには、胎児のこの笑いのプログラムが、高度の精神機能のプログラムと組み合わされて、その大脳皮質

さらには前頭葉の知性のコントロールに入っているのである。勿論、ニューロンのネットワークシステムもお

互いにリンクすると考えられる10・12・13・14。

　このように、遺伝子によって決まる基本的なプログラムの中で、生存に直接関係するような、呼吸・循環の

体のプログラムは、成長によってあまり変化しないが、運動に関係する基本的な体のプログラム、さらには精

神・心理に関係する基本的な心のプログラムは、胎児期・新生児期には、バラバラになって大脳皮質の中に分

散して存在しているが、体の成長とともに、大脳皮質の中でお互いに統合され、前頭葉の支配下に入り、その

指令によって働くようになる。すなわち「中枢集中化」するのであり、それが「心の発達」であるといえる10・

12・13・14。

　筆者は、大脳基底部にある「攻撃のプログラム」も同じように考えられると思う。人類進化の中で、生存の

ためにもった「攻撃のプログラム」は、人間として進化によって形は変わってはいるものの、われわれの脳の

中にあるのではなかろうか。しかし、乳幼児の脳の柔らかい時期の生活環境によって、すなわち子育てによっ

て、この「攻撃」のプログラムも中枢集中化して、前頭葉（知性）のコントロールに入るが、大人になっても、

特別なことがなければそれが暴発することもない。この特別なこととは、戦争のような場合が代表である。こ

の度のイラク戦争でも、それがおこっていると考えられる映像も少なくない７・８。

　虐待する親の場合には、子育てなどのストレスにより、その中枢集中化が弱くなり、「攻撃のプログラム」が

他のプログラムと組み合わされ、「虐待のプログラム」になることがあると考えられる。そして、生活条件によ

り起こる「憎しみ」「恐れ」あるいは「不安」などによって、それが作動すると考えられる。生活条件とは、夫

婦関係、経済状態、アルコール依存など多様な問題が関係する３・４・７・８・９・10。勿論、生まれながらにして、「強

い」あるいは逆に弱い「攻撃」の心のプログラムを持つこともあろう。

�

　Ⅴ　児童虐待は人間生態学からどう捉えられるか。

　人間は、生物学的存在として生まれ、社会的存在として育つ。子どもは、上述のように生まれながらにして、

遺伝子によって決まる生存に必要な心と体の基本的なプログラムを持っている。その心と体の基本的なプログ

ラムを胎児期から作動させ、脳のニューロンのネットワークシステムを働かせながら、生後は生活環境の情報

によってその配線図を変え、プログラムを組み合わせて、体を成長させるばかりでなく心も発達させている。

　このようにして、成長・発達した成人も、生物学的存在と同時に、社会的存在として生活する。虐待する成

人の子どもの時の心の発達を、そして大人になって虐待するときの心を、豊かな社会との関係で、「人間生態学」

Human Ecologyの立場から考えてみた15。

　人間生態学とは、動物の生態学と同じように、人間を生活環境との関係の中で捉えようとする生物科学の中

の一つの分野である。子どもを含めて、人間の生活環境は、肌の接するような身近な人間関係を含めた生活環

境、すなわち「微小生態システム」（micro-ecosystem）、家庭の生活環境、すなわち「小生態システム」（mini-
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ecosystem）、そして地域や国の生活環境のような上記を大きく包む「大生態システム」（macro-ecosystem）と

に大きく分けられる。更に「大生態システム」と「小生態システム」の間に「間生態システム」（meso-ecosystem）

をおくことが出来、社会施設、すなわち保育園・学校・病院などのハードウェアばかりでなく、行政・ジャー

ナリズムなどの社会文化も入る。人間の生態系は、このような同心円状構造をしていると考えられる15。

　それぞれの生態系には多様な生態因子（ecofactor）が存在する。気候とか地形の様な「自然因子」、空気・水・

光などの「物理・化学因子」、植物や、人間も含めた動物、細菌・ウィルスなどの感染症の原因などの「生物学

的因子」、そして人間に特有な行政、ジャーナリズムなどを含めた「社会文化因子」などに整理される。しかし、

社会文化因子を除く全ての生態因子は、極言すれば「物理・化学因子」に還元され、同じように、社会文化因

子を還元すれば「情報」になる。

　物理・化学因子は、生体の中では呼吸器系・消化器系を中心に処理され、体を構成する材料になり、またエ

ネルギーとして生きるために利用される。一方、情報は脳で処理され、行動として発現され、生きるために利

用される。この場合、感覚器で受け取られた情報は電気信号に変えられ、脳の中で樹状突起や軸索の神経繊維

を介して作られたニューロンのネットワークの中を、ニューロンからニューロンへと伝播され、処理されて、行

動に発現する。ニューロンを変えて情報が伝えられるときには、シナップスを通るが、そこで伝達物質によっ

て化学信号に変えられ、次のニューロンに伝えられ、再び電気信号にもどる。これを操り返しながら、情報は

ニューロンのネットワークシステムの中で伝達・処理されているのである。シナップスで化学信号を伝える伝

達物質の主な分子は約15程で、アセチルコリン・モノアミン・アミノ酸・ペフタイトなどに分けられ、夫々が

情報の種類によって変わるのであろう９・10・13。

　脳は、上述のように多様なニューロンのネットワークとそれを働かすプログラムをもつカラムの薄い膜であ

る大脳皮質でカバーされているが、前頭葉、側頭葉、頭頂葉、後頭葉との４つの葉に分けられる。大脳の前頭

葉と頭頂葉の間に深い溝が入り込んで中心溝をつくり、その前方の前頭葉に運動野、その後方の頭頂葉に体制

感覚野がある。運動野のプログラムが働けば体は動き、皮膚などを刺激すれば、体制感覚野にあるプログラム

が働いてそれを感ずる。生活情報を処理するのは、側頭葉にある聴覚野や、後頭葉にある視覚野で、それぞれ

耳からの聴覚情報、目からの視覚情報を処理するニューロンのネットワークシステムと、それを働かすプログ

ラムを、大脳皮質そして前頭葉にもっている。味覚・嗅覚は本能的なもので、それらの情報は、大脳皮質、前

頭葉も関係するが、主として脳底部にあるシステムとプログラムで処理される。これらは、遺伝子によって決

まるもので、上述の胎児・新生児の行動に関係している12・13・14。

　上述以外の大脳皮質はいわゆる連合野であって、生後の生活環境の情報によって、そこにある基本的なプロ

グラムを働かせ、そのニューロンのネットワークシステムを機能させながら組み合わせて、高度な精神・心理

機能のプログラムを発達させ、上述の運動野、体制感覚野、視覚野、聴覚野のプログラムとリンクして、いか

なる事態にも対応出来るようシステムとプログラムを構成する。そのプロセスが、前に述べた分散システムか

ら中枢集中システムへの展開、すなわち「中枢集中化」である12・13・14。

　ニューロンのネットワークシステムを、生態系の生後の生活情報によって働かせながら配線図を変えるとい

う点が重要で、その時使っていないニューロンのネットワークシステムのシナップスは除去され、場合によっ

てはそのニューロンもアポトーシス（遺伝子の作動による細胞死）を起こす。この機序によって、ニューロン

のネットワークの配線図が変わるのである。乳幼児期は脳の可塑性“Plasticity”が強いため、それが可能であ

る12・13・14。

　生活の場である生態系の情報は、「感性の情報」“Sensitive Information”と「理性（論理）の情報」“Logical

Information”とに分けられる。乳幼児期に子どもが優しく育てられなければ、行動問題から犯罪まで、心の発

達に障害を来すことは、広く知られ多くの報告がある。「基本的信頼」“Basic Trust”、それにつづく「心の理
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論」“Theory of Mind”の形成に、経験的にも子育ての「優しさ」が重要であると考えられる。「優しさ」は、

正にポジティブな感性の情報といえる。

　虐待する親の中に、乳幼児期に親の愛情を充分に受けなかった、さらには虐待された体験を持つものが多い

ことは、「感性の情報」が上述の心の発達の仕組みに重要な役を果たしていることを示す16。これを理解するに

は、脳進化に基づく「脳の三位一体説」“Triune Theory of the Brain”が有用である13・14。

　進化論的にみると、脳は脊椎動物になって、全身に散在していた神経組織系を一つにまとめることによって

出来、哺乳動物でよく発達したと言える。まず、生きるためだけの体のプログラムをまとめて脳幹“Brain Stem”

が出来、呼吸・循環さらに運動とそのバランスがとれるようになった原始的な脊椎動物（魚とか爬虫類など）の

脳が進化のはじめに出来た。それが、原始的な哺乳動物（カンガルーとかカモノハシなど）に進化し、自らの

生存を確かなものにするために、食欲・性欲・情動などの本能的な心のプログラムをもつ「辺縁皮質」“Limbic

Cortex”が脳幹脳をカバーし、「古い脳」すなわち辺縁脳が出来た。さらにこの原始的な哺乳動物の進化が進む

と、社会生活・集団生活を営み、自然に適応し、うまく生きていくための心のプログラムを持った「新皮質」

“Neocortex”が辺縁脳をカバーして、「新しい脳」が出来、哺乳動物の多くがそれを持つようになったと考えら

れるのである。さらに哺乳動物の進化とともに、この新皮質も進化し、霊長類でよく発達し、人間では特に前

頭葉が発達し、文化・文明の創造まで可能にした、高度の精神心理の機能を果たす心のプログラムが出来たの

である13・14。

　進化の順序からみれば、脳幹脳、辺縁脳、そしてわれわれの脳（新皮質脳）が出来たわけで、脳の個体発生

からみても、脳の機能からみても、辺縁脳と新皮質脳は、お互いに影響し合う可能性は否定できない。

　「感性の情報」は辺縁皮質、「理性の情報」は新皮質の心のプログラムに作用すると考えられるので、「小児生

態学」“Child Ecology”からみれば、乳幼児期の良い、あるいはポジティブな感性の情報が、辺縁皮質をよく

働かせることによって、連合野中心に行われる脳のプログラムの中枢集中化に重要な役を果たしていると考え

られる。乳幼児期におけるスキンシップ豊かな子育てによる「微小生体システム」、また家庭という「小生態」

のポジティブな「感性の情報」の重要性はここにある15。

　情報がニューロンからニューロンに伝達される時、シナップスでは、伝達物質によって化学信号として伝え

られることは先に述べた。ニューロンのネットワークシステムの中には、伝達物質として、アミンを利用する

特殊な神経細胞系が古い脳と新しい脳の間にあり、それが乳幼児期の脳の発達にとって、睡眠のリズムと運動

機能とに関係して、重要な役割を果たすという考えがある17。「感性の情報」も、アミン系ニューロンのネット

ワークシステムに、直接的あるいは睡眠リズムや運動機能を介して間接的にこの中枢集中化のプロセスに関係

しているのかもしれない。

　ひとたび脳の中枢集中化が進めば、言語発達とともに、理性の情報が新皮質脳の心のプログラムを働かせ、高

度の精神・心理機能を発揮することになる。したがって、幼児・学童期の家庭の躾、さらには学校教育の意義

も出てくるわけである。もっとも、「理性の情報」で新皮質の心のプログラムが働く場合でも、「感性の情報」で

辺縁脳のプログラムが円滑に作動していれば、そのプログラムもよく働く。それには報酬系Rewarding System

も関係するが、「学ぶ喜びいっぱい」になれば、学習効果も上がることからも明らかである。ここでは、学校の

ような「間生態システム」のあり方が問われるのである９・10・13。

　上述の攻撃のプログラムの中枢集中化のプロセスに支障があって、理性のコントロールが弱く、虐待のプロ

グラムが出来てしまったような場合は、生活環境のポジティブな「感性の情報」が少ない、また、逆にネガティ

ブな「感性の情報」が多いと、当然そのプログラムが作動しやすく、虐待に走ると考えられる。家庭という「小

生態システム」ばかりでなく、社会という「大生態システム」のあり方も考えなければならない。

　われわれの社会は、現在20世紀の科学・技術の時代を終わったところである。デカルトの「方法序説」以来
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366年の思想の流れの中、“Cogito、 Ergo Sum”から始まる自他分離、要素還元論を基盤として科学が体系づ

けられ、技術も大きく進歩した。それによって、20世紀は豊かな社会を築くことに成功した。しかし、その哲

学が科学・技術を使う人間の心にも影響を与え、それによって誤った技術の使い方ばかりでなく、人間行動に

もいろいろな問題を起こしているとも考えられる。それは、生活廃棄物・産業廃棄物の山、空気・水・土壌の

汚染、自然環境の破壊ばかりでなく、学校でみられる子どもたちの行動問題、社会で見られる犯罪・行動問題

など、そして児童虐待（広義）も、考えれば枚挙にいとまがない。この科学・技術に影響された人間の心、特

に行過ぎた物質万能主義・個人主義・拝金主義などによるものと考えられる。21世紀はパラダイムを変えて、

ある意味でカルテシアンの哲学を取り込み乗り越え、「共生」を社会の柱とする「心の時代」にしなければなら

ない。

　豊かな社会を人間生態学的にみれば、社会の全ての人が豊かに生活していることを意味しない。あれほど豊

かなアメリカでも、スラムは存在し、大きな経済格差の中で生活している人もいるのである。豊かな社会の「日

の当たる部分」“Bright Side”が大きければ大きいほど、「陰の部分」“Dark Side”は、それが例え大きくはな

くても、深刻なものになるものである。大・間・小の生態システムは、お互いにインタラクションしているの

である。

　豊かさは「物質的」だけではない。「情報的」な豊かさも、またその裏には、情報的な貧しさもあろう。高度

情報化社会では、情報の流れの速度と量が大きく、“Bright Side”から流れる豊かさを示す情報が、情報的に

貧しい人々を逆に、不安、憎悪など、虐待のプログラムを作動させる心的要因を増加させていることも無視で

きない。

　子育てに関係する虐待問題として、核家族化もある。豊かさを維持するためには労働力が必要となり、生産

性を高めなければならない。その結果、都市化が進み、核家族化がおこっているのである。それが、さらに豊

かさの“Dark Side”を強化することになってもいるのではなかろうか。

�

　まとめ

　豊かな社会は、物質的な豊かさはあっても、「優しさ」で代表されるポジティブな「感性の情報」の豊かさが

充分でないと考えられる。それは、ある意味では、それによって人間関係を維持しなくても、それぞれ独立し

て生活することが可能な程豊かであるといえるかもしれない。殆どの人は、生活を維持するのに、他人に優し

くする、他人を思いやる、人の心を読みとる等の必要がないのである。そのような社会環境が、子育て不安を

起こし、作動しやすい虐待のプログラムを作動させ、虐待を多発していると思うのである。

　全ての人は｢攻撃の心のプログラム｣を程度の差こそあれ持っていると考えられるので、それが「虐待の心の

プログラム」として育たないように、「共生」を柱として、ポジティブな感性の情報が豊かな「優しい社会」を

作り、「子育て支援」から始まって、子ども達の育児・保育・教育の質を上げ、充実させることが、児童虐待予

防の第一であろう。また、不幸にして「虐待の心のプログラム」を持つようになった人に、その作動を予防す

るためにも、「優しい社会」を作る必要がある。それには、微小生態システム（人間関係）・小生態システム（家

庭）・間生態システム（学校など）・大生態システム（社会）の感性の情報を含む情報環境のインタラクション

のメカニズムを少しでも明らかにしなければならない。特に大生態システムである社会とのそれが大切である。

�

　（本論文執筆に当たっては、子どもの虹情報研修センター顧問の四方燿子先生にいろいろとご教示を戴いた。

ここに感謝申し上げる。）

■ 巻頭に ■
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■ 記念論文 ■

　「最近の子どもは変わった」という言葉を、いろいろな場面で見聞するようになって、もうかなりの年月が

たっているように思える。それはテレビ、新聞、雑誌などの論調でもそうであるし、教育・福祉・医療・矯正

の分野でも、最近の子どもたちについて同じような印象をもつと述べる人々がふえているように思えるのであ

る。「昔の子どもはこうだった、　昔はああだったのに・・・」という具合で、大体は現状を嘆く調子の意見や

論述が多いように思える。あるいは「今の子どもはかくかく、しかじかでかわいそうだ」という人もいれば、

全く逆に「昔ではとても考えられないような様々の恩恵に浴していて、今の子どもたちはうらやましい限り

だ」という人もいる。昔より恵まれているというのは、子どもの心身両面にわたる成長・発達について、また

子どもの生活条件をめぐる物理的・金銭的な面について、更には様々の選択の可能性の巾の拡がりについて、

種々の論議がなされているわけである。　

　いろんな論戦がなされていること自体は結構なことであろうが、もし最近の子どもたちは変ったとして、な

ぜ変ったかが問われねばならないだろうし、またどのように変ったのか、その変化が意味する所は何かも問わ

れねばならないであろう。そしてその際には家族・学校・社会の変化や、現在のあり方も同じく問われねばな

らないだろう。なぜなら子どもはまず家庭の中で生れ育ち、やがては保育園や幼稚園をへて学校にいき、そし

て更には一般社会での生活を営むことになるからである。つまり子どもは生れて以来、家庭・学校・社会とい

う場で生活していて、どんな意味においてでも常にそれらからの直接の影響の下にあるのである。この３つの

場はまた互いに深くかかわりあい、影響を与えあいながら、有機的なつながりの下でしか存在しあえないもの

なのである。したがって子どものあり方、生き方を考える時には、この３つの場のことを念頭におきながら考

えをすすめるべきなのである。

�

　家　庭

　日本に古来からあった「家」は戦後、制度として消滅することになった。家父長制度の下、主婦は家にいて

世継ぎ（男子）を産み、家を守るというあり方はもうない。父親が家の大黒柱としてすべてを一手にひきうけ

て働くということはないことになったのである。制度としてはなくなったといっても、もちろん個々の家では

それぞれの事情がある。新しい時代の新しい要請に対して、すべての父親が心から納得してそれに従っている

とは限らないだろうが、かといって無理してそれと対抗する態度をゴリ押ししても、うまくはいかないことが

多いであろう。それは葛藤を生みこそすれ、スムーズな解決に向くことはないであろう。

　今日では主婦の実に70％近くの人がなんらかの形で働いているという時代になった。経済的な成長の一助も

あって、一旦は核家族がふえて、それはまたそれでそれなりに様々の問題をかもし出す時期はあったし、今も

それはつづいているともいえよう。主婦が家の外で働くこととなれば、核家族化にもやや歯止めがかかり、実

利をとって二世代が共に暮す場合も再び歓迎されるようにもなった。とはいえ、どちらにしてもなんらかの葛

藤を生じるのはさけられない。

　社会的経済的な状勢もあって、仕事をもつ母親はわが子を自らの手で、はぐくみ育てることが困難になり、

「本当に子どもは変わったのか」

小　倉　　　清

（精神科医・クリニックおぐら）
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■ 記念論文 ■

ごく早期から赤ちゃんは保育園なり、類似の施設にあずけられて、複数の人々によって養育されるようにもなっ

ている。働く母親の立場が優先して考えられる結果、24時間保育とか長期保育とかが、生物としての赤ちゃん

の自然な成長への考慮なしに、政治的なレベルで推進されようとしている。赤ちゃんの立場に立ってものを

いおうとする力は抑えつけられているのである。

　最近のトピックスの一つは、半数に近い女性が結婚を願望せず、また結婚したとしても子どもを産みたくな

いという人が増えているということである。男性もまた、もし結婚したら小使いが半分に減るから結婚しない

という人が40％近くも存在するという。

　高齢化とか少子化の問題の拡がりはとてつもなく大きい。子どもを産むといっても一人だけのことが多く、そ

れは中国での一人っ子政策が大反省の下に見直し、手直しをされているということにも示される通り、大変な

問題を提示することになるのは必須であろう。2050年には日本の現在の人口は半分になるという予想もあり、

様々の問題の派生が憂慮されている。要するに家庭のあり方、家庭がもつ機能のあり方が大きく問題となって

きているということになるのであろう。

　人の成長を考えてみると、建築でたとえるならば、その基礎工事に当る部分が人では生れてから３才位まで

の間の体験ということになる。家の基礎工事というものは非常に入念、丁寧になされるものであり、しかもそ

れが地中にあることから建築完成後には、人の眼に直接ふれることはない。ふれることはなくても、そこに存

在しているのは確かなことであり、基礎工事なしに家が建つことはない。そして基礎工事のあり方は、その上

に建つ家のあり方と直接結びついている。しかも後年、増改築を行う場合には基礎工事の設計図をみることな

しには、それはできないことであるという。このことを人に当てはめてみると、生まれてから3才位までの間

の体験がどんなに重い意味をもつかが理解されよう。しかし今日このことが本当に重視されているとはとても

思えない。3才児神話として揶揄されることはあっても、まともな論議の対象となることはない。

　そもそも人は生れてその最初の３年位の間にその後の人生で体験するであろう殆んどすべての情緒的体験をす

るものであると信ぜられる。それらは愛、いつくしむ心、淋しさ、悲しみ、ねたみ、やきもち、しっと、怒り、憎

しみ、攻撃、そう失、罪の意識、つぐない、そして性愛の情まですべてを含む。そしてこれらの体験は私たちの

もっとも奥深い中核をなす部分として体験されるという点が重要である。ところが今日においてはこれらが体験

される場そのものが確かに保証され、支えられるものとして用意されることは、むしろ少なくなっているというし

かない。つまり両親との密でひそやかな関係の中で、これらの体験が保証されるのではなく、両親以外の複数

の人々との間で、断片的、非連続的にのみ提供されることがより多いのである。もっとも深いところでの人との一

貫性あるつながりを安心して体験することができない。このことについての十分な認識と、そしてそのことが子ど

もに与えるであろう永続的なインパクトの大きさについての認識が、一般に大変に薄いように思えてならない。

　そういった状況の結果として様々の事柄が観察されることになる。たとえば、抱っこをしたときに赤ちゃん

の身体が石のようにコチコチに硬く、磐石のように重く、肌にぴったりとよりそってこないというようなこと

があったり、夜はなかなか寝つかず、眼を皿のようにしていて、おびえているかのように音に対して非常に敏

感になり、緊張しつづけるというようなことがあったりする。あるいは冷たくさめた表情のまま、まわりに反

応しない状態が続いたり、逆にいつも同じようにニコニコと笑った表情をして、誰に対しても愛想よくおじぎ

をしたりする。しかし結局のところは誰にもなじんではいない、そしてなつかない赤ちゃんであったりする。

まわりの人にはわからない理由で突然、まるで火がついたかのように泣きさけんだり、頭を壁などに打ちつづ

けたりするようなことがみられる。赤ちゃんらしい赤ちゃん、子どもらしい子どもはもう余りみられなくなっ

ているように思えるのである。

　一般家庭の生活の中で、子どもと大人の生活の区別がはっきりしなくなり、夜、レストランに赤ちゃんも大

人と一緒に来ていたり、雑踏や騒音の中に長時間、赤ちゃんが親にお伴したりする風景がみられたりする。幼
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い子どもがパチンコ店の中に長時間とじこめられている場合もある。夜中すぎてもテレビがついている部屋で

幼い子どもが、殆どヒステリックにさわいでいたりする。保育園で生活のリズムの乱れが指摘されたりするの

は、そういうことの反映であることもあろう。

　保育園ではまた、子どもが勝手気ままで、他の子と一緒にいられなかったり、一緒の行動にまるで参加でき

なかったりする。おちつきがなく、他の子に噛みついたり、他の子のオモチャをいきなりとりあげて、それで

たたいたりするという具合である。保育園では一定の社会性や協調性が求められるわけだが、それが身につく

ような訓練やしつけが準備されるような状況は、現在の家庭では存在しないようになっている。

　親との関係のあり方によっては、もちろんただひたすら手がかからず、おとなしい子で、その存在が忘れら

れてしまいそうな子どももいる。しかしそういう子も何年かのちには、何かをきっかけとして突然、変貌して

様々の問題を呈するようになるのかもしれない。きびしいしつけの下、４才で二桁の掛算・割算をこなし、漢

字の音読みと訓読みに強い関心をしめした子が、小学校に入った所ですっかり意欲を失い、無気力・無関心と

なり、虚無感にさいなまれる状態になったりする。

　臨床的な問題を呈するまでには至らなくとも、自分を信じたり、ある信念をもつことができず、その時その

時の状況にただ身をまかせ、ただよっているだけのような生活を送る人になるのかもしれない。積極的で生産

的であるよりも、静かで控えめで余り動きを示さず、何かストレスが加わると様々の身体症状を出したり不眠

を訴えたり、あるいは他の人と協力して生き生きとした楽しい生活を送ることができないような人になったり

するのかもしれない。

　このようにみてくると、家庭のあり方によって子どもの成長・発達、ことに情緒的な面での発達・分化は大

きく左右されるものと考えられる。もし今日の子どもたちが変ったとするならば、それは直接・間接的に家庭

のあり方やその機能が変ったことと関係が深いといわざるをえない。家庭のあり方や機能の仕方というものは、

その時代の風俗一般とか文化一般と密接にかかわりあっているものであり、つまりは社会的な広がりをもった

ものであるともいえる。先に家庭・社会、そして次ぎに述べる学校の三者は有機的なつながりの下で存在する

といったのも、この意味であったわけである。

�

　学　校

　少し古い統計でも、小・中学生の20万人が不登校、11万人の高校生が中退となっている。現在ではもっとの

数になっていることであろう。

　「勉強をして何になる」、「学校へゆくことにどんな意味がある」というのはよくきくセリフである。これは

結局は「生きていて何になる」「生きていてどんな意味がある」というのと殆ど同じ意味で語られている言葉で

あろう。これらの言葉をそのような疑義としてとらえて、さてそれに対して真摯な教育的配慮をもって教師が

ちゃんと答えられるのかどうかが問われているといってよいであろう。

　生徒が「あの先生はよく話をきいてくれる。分かってくれるからすきだ」という。また逆に「あの先生はこ

ちらのいうことをきこうとしない。一方的におしつけてくる」という。あるいは「あの先生は真剣にしかって

くれる」という。これらは生徒が先生との間で人間的な心のふれあいを求めているものと解せられる。人間教

育という言葉もあることである。

　私たちは誰でも小学校一年生の時の担任の先生のことをはっきりと憶えているものである。お名前はもちろ

ん、そのお顔、声、しぐさ、姿勢、くせなど、何年たっても鮮明に思い出すことができるのが普通である。と

ころが学年がすすむほどに先生の印象はうすれる。中学・高校ましてや大学になると、余程の出来事でもない

限り、印象に残る先生はいないのである。小学校以外で強く記憶に残る先生がいるようなことは、むしろ例外

■ 記念論文 ■
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といわねばならない。これはなぜか。

　人は例外なく、生まれてから小学校に入るまでの間に、もう相当な体験をもってきている。そしてその大部

分は自分の意にそわないものなのである。自分が受け入れられ、認められ、安心できるような類の体験はむし

ろ例外であって、殆んどはさんざん傷つくような体験である。子どもはまわりに依存しないではいきのびられ

ないのだが、依存しようとすればするほど、よりむずかしい状況にはまることになり、その点において辛酸を

きわめる体験をもつことになる。親のことを信じきれないといった所で自分の親なのである。否でも応でもか

けがえのない自分の親なのである。何はどうあれ親に依存するしかないのだから、親に対して矛盾した気持ち

をもたざるをえない。そんな状況の中で子どもは小学校に入学してくる。そして最初の担任の先生と出会い、交

流が始まるのである。親以外の大人と毎日毎日、長時間交流をもつのである。

　大袈裟にいえば、一年の担任の先生との間で新しい人生が幕を開くようなものである。先生は決して親の代

わりになりうるものではないものの、親との間で満たされなかったもの、あるいは親とのやりとりの中で心の

傷となって残っているものが、今度は先生とのやりとりの中で取り扱われることとなるのである。少なくとも

子どものほうはそういう期待を無意識のままにもって先生に近づく。それに対して先生はどこまで応えられる

のか。常識的に考えてみて、一人の先生が多数の子どものこの種の要請を十分応えられるわけがない。それで

も子どものほうは勝手にというか、ただひたすら期待に胸をふくらませるのである。そしてその期待・願望の

強さ故に、子どもは空想の中で生きるしかなくなる。この空想は結局はそのまんま、何十年でもその後続くの

である。そんなに何十年でもつづく所以は、それがさめることのない空想であるからこそである。これは実際

さめることができない空想なのである。そうでなければ人は生きていかれない。それほどのものである。だか

ら一年の担任の先生の記憶は鮮明でいつまでも残るのである。小学校に入ってきた時点での子どもの心は、事

ほど左様に追いつめられている。一年生の一学期というものは、子どもにとって非常に心のエネルギーを使う

時なのである。体調をくずす、つかれる、うつになって当然のことなのである。

　子どもはそんな風で、学校に対して大きな期待をもっているものなのだが、学校の状況は今日、実際そんな

にウエットで人間味あふれているとはいえない。もっとドライで現実的にはきびしすぎる位の課題があり、枠

があり、時間的制約もある。他方また寛容度の低さがあり、思いやりや理解・想像力の乏しさがある。試行錯

誤を許容しないし、だまって見守る・待つという姿勢は殆んどないといってもよいであろう。要するに人間を

はぐくみ育てるというセンスがないのである。

　日本の学校の教科書の内容は世界にその類をみないほど高いレベルになっている。外国から視察に来る人々

はそろって首をかしげる。なぜこんなにむずかしい内容になっているのか分からないという。子どもたちは本

当にこれらを理解し、こなせるのかと問う。当然こなせるわけがない。それでもかまわずどんどん先へ進んで

ゆく。ちなみに日本の大学における学力は、もともと世界にその類をみないほど低いのだが、昨今それが更に

ひどく低下してきて、多少は話題をよぶほどになっているのと好一対をなしている。

　学校には個性を尊重するといいながら、成績の点数とか偏差値とかで人を区別する面があるかと思えば、た

とえば徒競走で一番二番という順位をつけてはいけないというようなナンセンスがある。昔の子どもにはなかっ

たとされ、今日の日本では全国どこでもみられる学級崩壊、不登校、家庭内暴力、いじめ、非行一般などはた

だ単に学校教育に対する不満だけではなくて、大人へのあるいは社会全般に対する子どもからの告発という面

もあるのであろう。子どもの眼にはどうにも理解できぬこと、矛盾にみちていて納得できない状況ばかりが映っ

ているのであろう。子どもたちにしてみれば、そうとしかみえない事柄をありのままに提示し、さらけ出して

いるのであろうし、それが大人からみれば種々の問題行動ということになるのであろう。

　そのように考えれば、教育のあり方が鋭く問われているといえようし、更にそれにとどまらず、人間として

のあり方についてあるいは新しい時代にふさわしい新しい人間像を求めて、皆で模索しなければならぬという

■ 記念論文 ■
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問題提起を子どもたちがしていることになるのであろう。学校は社会全体の動きに対して鈍感にすぎ、一人と

り残されている感がある。単なる知識や技術の習得だけでは世の中はもはやまわらなくなっているという現状

がいかにもはっきりしてきているのである。知識や技術のみが追い求められる結果、人の心のアンバランスや、

ひいては自然破壊が大規模にすすんでしまっているという現実があるのである。そんな中で、改めて人間教育

の大切さが重く認識されなければならない。

�

　社　会

　子どもが育っていく家庭には普通は複数の人々が共に生活している。その意味では家庭も一つの社会といえ

なくもない。「家庭」の項で述べたように、子どもはごく幼いうちから様々な情緒的体験をもつわけだが、その

背景をなすのは家庭という社会的環境なのである。学校としても様々の人々がそこにいて、様々の種類と方向

性をもったやりとりが交わされる。それも一つの社会的体験となる。

　そうやって子どもは年齢を追って、より複雑にからみあってゆく社会の中で生活をするようになる。そして

大きな広がりをもって共同生活を営む人間集団である社会を、子どもなりに観察し、考察し、判断し、少しず

つ体験を重ねていって、やがてはその一員になる日に備えてゆくわけである。

　子どもはどんな幼くても、自分をとりまく環境をつぶさに観察している。６～10カ月位の年齢の赤ちゃんは、

初めて会う人の眼を２～３分間でもじーっと眼をそらさずにみつめつづける。その真剣さに大人の方がたじろ

ぐ位である。１才もすぎれば人の心の動きをじっとみすえて、すっかり見分けることができるようになるもの

である。２才にもなると、たとえばこんな風である。ある２才2カ月の男の子が突然、父親に向って「パパは

ママのことを本当に愛しているの？」ときいた。びっくりした父親はドギマギしながら「当たり前だよ、愛し

ているさ」と答える。するとこの子は「そう、それをきいてボクは安心した。心配で心配でしょうがなかった

んだよ。でもこれで夜もよく眠れる」といったのである。しかしそれから１年半後に父母は離婚した。

　近親者の死がなかったとしても３－４才の子どもは死について真剣に考え、それを言葉にすることができる。

「どうして人は死ぬの？死んだ後はどうなるの？」という具合である。家庭の外から入ってくる様々の情報に

も眼を向けているし、それに反応する自分自身についても考えをめぐらせている。ある４才半の女の子は、人

は嘘をつかねば生きていかれないと述べた。両親の不仲、激しいけんか、そして虐待をうけていたのである。

　小学校２年の男の子は親に相談することなく、ひとりで精神科外来を受診してきて、思いつめた様子で「ボ

クはどんな考えで、どう生きればよいのかわからなくなったので、それを教えてほしいと思ってきました」と

述べる。半身不随で寝たままでいるものの、今の社長職をやめない祖父、一家を牛耳ろうとする祖母、殆んど

不在でふざけて遊びの生活にひたる父親、そして疲れきってヒステリックになる母親に囲まれて困惑しきって

いた本人というわけである。この子が外来にきたお蔭で、この一家全体が家族としての機能をなんとか修復す

る道程に入ることができたのであった。

　小３－４年の子どもは自分がもらい子ではないかという幻想をもつのが普通である。今一緒に暮している人

とはどうも波長が合わない。自分は自分だ、本当の親がどこかにいるのではないかと思う。今の家を出て本当

の親を探す旅に出たいと思う。そう思える子は家庭の外の社会をしっかりみつめているわけである。幻想をも

つからといって現実をみる眼がないのではない。むしろ逆で、現実が余りにもよく見えるからこそ幻想をもた

ざるをえなくなるのである。

　小５－６年の子どもは「子ども新聞記者」としての役を立派に果たすことができるし、生活状況次第では綿

密に計算された重篤な犯罪を素知らぬ顔をして実行することもできる。

　そういったわけだから社会一般の動きや、その変容の有様をも子どもたちは正確に観察している。その鋭い

■ 記念論文 ■
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眼を大人たちはごまかすことはできない。今日ことにわが国では、政治・行政・司法・経済・教育・医療・産

業、そしてスポーツの世界でさえ、いずれの分野においてもそこに様々の不祥事があり背信行為があり、また

信じられないような事件が相ついで起っている。社会的に責任の重い立場にあるはずの人が、性懲りもなく反

省することもなく、その立場にふさわしくないことをしている。そういう報道に接するたびに子どもたちはど

んな思いをするのか。その影響は計りしれないものがあろう。そういったことの結果の一つとして、たとえば

「生きていてどんな意味があるの？」という疑問をもつ。「真面目に努力し、約束事を守っていても、それで一

体どうなるの？」ということになる。何しろ悪いことをする人が多すぎるのである。

　また日本文化の一面として、いわゆる「横並び」がある。一人目立ってはいけない、皆と同じでなければ具

合わるいというわけである。他方、個を尊重する、豊かに個性をのばすといううたい文句もある。この二つは

両立しないはずのものだが、現実にはこれをうまく使い分けて、上手に帳じりを合わせることが要求される。そ

れはごまかしとして子どもの眼には映るのかもしれない。

　昨今、大きく登場してきているのが環境保全の問題である。人類がその英知の限りをつくし集大成してきた

技術革新の粋が、今や人類の存続そのものをおびやかしている。地球全体を激しく汚染し、破滅の危機におい

やっているという事態にまでなっているのである。本当の意味で大切にしなければならないものは何かが改め

て問われているのである。そんな時に子どもたちが将来について希望がもてるのだろうか。夢をふくらませる

ことが出来るだろうか。正しいこととそうでないものの区別が信じられるだろうか。事はそんなに単純ではな

いはずだし、またはっきりした指針や基準が示されているわけでもない。すべての事について疑問が発せられ、

明確な答えはまだ用意されてはいないのである。

　子どもたちが大人一般、社会全般を信じられなくなっていて、何が正しいのか、何をもって生きる規範にす

ればよいのか、また何を指標にすればよいのか、などが分からないままになっているのである。虚無的になり、

なげやりになるしかないと感じる子どもたちがふえているのではないかと憂慮されるのである。そんなこんな

で子どもはどこかでそれこそ折り合いをつけ、曲りなりにも一定の倫理観なり、人生観なり、宇宙観をもつに

至らねばならない。それは至難の技といわねばならない。しかしそれなしには生きていけない。ひょんなこと

をきっかけとして、大きくふみはずすことになるのかもしれないからである。子どもはたまたま与えられた現

実的な条件の中で、そういった作業を現実的にすすめるべく期待されているのである。

�

　まとめ

　以上、大雑把にみても、家庭・学校・社会一般のいずれにおいても、様々のレベル・局面で様々の変化がお

こってきている。そしてそれにつれて、子どもの生活の中にも多種多様の変化が起ってきているのが現在の一

般的状況である。そういう状況の中で、否や応なしに子どもは生活するしかないのである。最近の子どもたち

が変わったとして、子どもたちは変わりたくて変ったのではないかもしれないし、選択の余地なく変らざるを

えないのかもしれない。

　ではどうすべきなのか。そこは未知の世界であるといわざるをえない。しかしとりあえず、まずもって現在

の混沌とした状況をありのままにみつめることから出発するしかないであろう。現状をしっかり把握し、その

認識にもとづいて、さてでは今後どんな方向を目指すべきか。皆で知恵を出しあって試行錯誤するしかない。材

料はほとんどすべて露呈され、皆の前に提出されているのである。様々な場、様々のレベル、様々の人のくみ

合わせの中で、様々の話し合い・議論をくり返し、深めていく以外にないのである。

　そういう意味ではこれまで人類は歴史的にみて常にそうしてきたのであろうし、今後ともそうしてゆくしか

ないのであろう。

■ 記念論文 ■
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■ 研修講演より ■

　はじめに

　私どもの身近に子どもの問題と暴力という風なこ

と、あるいは子どもがその暴力の被害者になると

いった事件が、毎日のようにマスメディアにのると

いう状況でございます。ご存知のように平成13 年

度、家庭の中で虐待死の件数、警察庁発表が61名、

児童相談所への虐待の通告件数等についても2万を

優に超えているという状況の中で、皆さま方が抱え

る子どもたちの問題というのは、日に日に重くなっ

ているのだろうと思います。

　家族の中で不適切な養育を受けている子どもたち

の数は、われわれの予測をはるかに超えたものであ

るという可能性があると思っております。アメリカ

で虐待件数300万というのはよくご存知の通りです。

そういった数的な比較からしても、今後、これまで

表に現れなかった数字が、ますます顕在化をしてく

る。これは一つには虐待防止法の制定前後から虐待

への認識が広がったということに大きな要因がある

というのが大方の見方ではございますけど、これが

実はまだ２万であるというところにむしろ違和感を

感じている者の１人でございまして、これは数年後

にはうん十万という数字に、たぶんなっていくんだ

ろうと、そういう状況を見据えながらまさに国はこ

の子どもの虐待の問題に特化して力を入れていかな

ければならないというところに立っているのかなと

思っています。そこでこの問題と児童養護施設の現

状を、少し時代をさかのぼって整理をしてみたいと

思います。

　

児童養護施設の今日的課題

加賀美　尤　祥

（山梨立正光生園）

　要保護児童から見る子ども・家庭をめぐる問題

　かつて親がいないのに子どもが育つと言われた時

代がございました。児童養護施設は戦争で親を失っ

た子どもたちのための施設として立ち上げられたも

のであります。その子どもたちが一応社会的自立を

していった時期というのが、1960年代、昭和35年く

らいまででありましょうか。その頃には戦争で親を

失った子どもたちが、なんらかの形で社会的自立を

して卒業をしていき一応の役割を終えるはずの施設

でありました。児童福祉法は、その戦災孤児等の受

け皿の対策として法制化されたものでございますし、

その後、平成９年の改正児童福祉法まで、思い切っ

た制度的な改変というのがなく、きてしまっていま

す。

　1960年代半ば以降、しばらくの間、児童養護施設

に入所してきた子どもたちの多くは幼児期の子ども

たちでした。1960年代から70年代、その10年を高

度経済成長期といっているのはご存知の通りでござ

います。その時代中学を卒業する子どもたちが金の

卵と言われました。具体的には生産工場で仕事をす

る人として、雇われていった子どもたちでありまし

た。中学生ですから、15歳の春にみんなかばん一つ

をもって、国の施策として子どもたちは都会に集め

られていったという事実は、しっかりと認識してお

く必要があります。そしてその子どもたちが都会に

集まっていったその10年の間に、日本の三大工業地

帯に、日本の人口の約半分が集まりました。今でも

その半分はほとんど変わらないのかなと思います。

つまりその時を契機に、都会に日本の人口が集中を

※　平成14年度児童養護施設主任指導員・個別対応職員・主任保育士研修において行われた研修講演をまと

めたものです。
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■ 研修講演より ■

していきました。10年間に半分、これがいかにドラ

スティックな構造変化かというのは、ご存知だろう

と思いますけれども、イギリスで産業革命以降、ロ

ンドン等都会に人口が集中していくのに 100 年か

かっていますから、この10年というのがいかにすさ

まじい人口移動であるか、構造変化であったのかと

いうことであります。

　そういう変化の中で何が起こっていったのか、都

会に集まった若人は、新しい家族をつくっていきま

す。つまりその時点から、日本の家族構成の中の核

家族化というのが急速に進行していって、だいたい

三分の二の世帯は核家族というふうな図式が定着し

ていきます。そこでその核家族化した、養育のなん

たるかの伝承をもたない若い夫婦の家庭では、その

当時まだ、保育施策といったものがまだ不十分でし

たから、ほとんどの家庭では結婚すると母親は家に

あって子育てをする、というのが通常でございまし

た。今日のような共稼ぎという段階にはまだ至って

いない時代でもありました。その当時売れたのがス

ポック博士の育児書という本なんです。つまり、養

育の伝承を持たない人々が子育ての指南書として求

めたのがスポック博士の育児書でありました。いず

れにしても周辺に、養育について相談をする誰彼も

いないままに、育児を始めた母親はやがて育児負担

に押し潰されていく。そしてその子どもたちに対す

る不適切な養育といったものが表面化をしていきま

す。

　当時の養護施設に入所してきた子どもたちのうち、

幼児期の子どもたちがとても多かった時代、その子

どもたちのケースの状況はといいますと、母親の蒸

発、母親の育児ノイローゼ、あるいはやがて少し日

本の経済が右肩に昇っていった時代に入ると、コイ

ンロッカーが国鉄の駅等に作られますと、そこに子

捨てをする。コインロッカー事件と言われた、子捨

て子殺し事件が起こりました。もちろんコインロッ

カーから救出された子どもたちの多くは乳児院であ

るとか児童養護施設に連れてこられたわけでござい

ます。その子どもたちの示していた姿というのが、

私の記憶に今でもかなり鮮明に残っております。緘

黙というのが一番ありました。それから愛着障害と

今日言われるような姿というのはもちろんあるわけ

で、誰彼なし手を差し伸べる子どもであるとか、自

閉の子どもたちといったようないずれにしてもいわ

ゆる情緒的に何らかの課題をもった小さな子どもた

ちが、毎日のように児童養護施設に入所してきた時

代でございます。ここまで記憶しておる方もいらっ

しゃるだろうし、あるいはそんなことだったのかな

というふうにお聞きいただいた方もいらっしゃると

思います。

　その次の10年、1970年代～1980年代、児童養護

施設にどういう子どもたちが入ってきたかと云いま

すと、この時代、非行の低年齢化といったことが象

徴的に言われた時代でございます。最初はボンドな

んてものを吸引する子どもたちが巷にあったり、シ

ンナー、窃盗、そのうちにスーパーマーケットがた

くさん出来始めるといわゆる万引きというような不

適応行動。そのうちに学校内での暴力事件、家庭内

の暴力事件等々が多発します。これは、地域社会の

中に広く顕在化をしていった子どもの不適応行動、

あるいは逸脱行動といわれるものでありました。当

然、児童養護施設に入所してきた子どもたちも同様

でありまして、児童養護施設にはいわゆる高学齢児

という子どもたちが入所をし始めます。そして、そ

の子どもたちは先ほど申し上げたような様々な発達

上の課題をもっていました。つまりもうみなさんお

わかりの通りですね、かつてコインロッカー事件が

象徴する時代に乳幼児期を家庭で過ごしていたけれ

ども、結局、思春期を迎えたら、やっぱり家では見

切れなくなった子どもたちが児童養護施設に入所し

てくるという図式でありました。そしてその子ども

たちの抱えているのは皆さんが現在育てている子ど

もたちが持っている、あるいは呈するさまざまな養

育上の課題そのものでありました。つまり1960年代

以来、児童養護施設に入所してくる子どもたちは何

らかの形で発達上の課題をもって、高学齢児になる

といわゆる不適切な、あるいは逸脱化した行動を示

す子どもたちとして、今日まで連続してあるという

ことであります。ということを前提にして、今われ

われは、この児童養護施設の取り組みがどこかで変

わらなければいけなかったという過去の検証をして
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おく必要があるのだろう、という風に思うわけです。

　子ども虐待の顕在化と児童養護施設の課題

　もちろん制度の問題もあります。先ほど申し上げ

たように50年近く経って変えたけれども、やっぱり

その視点はなかった。ところが平成12年に虐待防止

法が取りざたをされる頃から急に、実はという話が

いっぱいあちこちに出てきている。もちろんそれよ

り以前に民間の研究者も含めて、子ども虐待の問題

を日本の将来の危機としてとらえて運動を始めた有

意の人々はおられたということももちろんあるわけ

ですが、それが実体化をされるには、10 年以上か

かっているということでもあるわけです。いずれに

しましても、親がいないんだけれども子どもが良く

育っているという風に言われた、親を失った子ども

たちの時代から、やがて親はいるんだけどもどうも、

子どもが育ちにくいねという風にいわれてきたと思

ううちに、親がいるから子が育たないなどという風

に変化をしていくまでに、あまり紆余曲折なく

すーっときてしまったな、そういう思いをしておる

１人でございます。

　要保護児童の問題ということで、申し上げるなら

ば、今申し上げた流れの中で今日の子ども虐待が、

その主訴という風になってきた時代まで、実は連続

した問題であって、そのことは、まさに児童養護施

設に関わりをもってきた人たちには、分かっていた

けども、その分かっているということと、実践とが

今ひとつズレがあったのかなというような思いがし

ております。もちろん、申し上げるまでもなく制度

の問題も含めて、民間施設は昭和51年以来、６対１

という配置基準に甘んじている事実もありましょう

し、そして多くの先達がその最低基準の改正に向け

ての運動をしてきたという事実もある中で、実はな

かなか制度は変えられなかった。その中で実は現場

の先生方は、それぞれの場でその子どもたちにどう

あるべきかという取り組みをしておられたはずです。

しかし、そこが実は十分整理をされていない為、そ

の対応がうまくいってこなかったのが現状のように

思います。つまり制度の問題の一方で、子どもの変

化に対する施設の中の子ども養育の変革といったも

のが十分とり組まれてこなかった、そんな風に考え

ています。

　平成11年、12年、13年、この３年間についてご

くごく最近全国児童養護施設協議会が調査をいたし

ました。その３年間に入所した子どもたちのうち、

虐待を受けたとされる子どもたちの実数は、年々急

速に伸びてきておりまして、平成13年の入所の子ど

もたちのうち、53％、2,895人が被虐待児とされる子

どもたちである、ということであります。これは多

いか少ないか、これは、いろいろ議論があるところ

だろうと思いますけども、つまり虐待への認識は、

それぞれの施設によって違います。特にネグレクト

群、あるいは心理的虐待群等については、随分ばら

つきがありまして、それでも53％という高い数字が

出ているという事実を重く受け止める必要があるん

だろう。つまり半分以上の子どもたちが何らかの虐

待を受けた、重い課題を持った子どもたちだという

事実であります。

　これは実は、虐待を受けた子どもたちの、専門施

設とされる情緒障害児短期治療施設にあっても同様

でありまして、６割近くが被虐待群であります。か

つて不登校の子ども等が中心であった施設は、今や

虐待を受けた子どもたちの入所で、その子どもたち

への対応がとても短期じゃだめだよというところま

できている。児童自立支援施設においても同様であ

るというのが現状であるわけです。つまりこれら、

児童福祉施設に入所している子どもたちの持ってい

る課題は、まったく同じところへきてしまった。つ

まり子ども虐待の顕在化によって、それぞれに役割、

専門性をもっていたとされる施設がボーダーレス化

をしてきている、ということであります。そういう

中で児童福祉法の中身は、制定当時とあまり変わっ

ていないままに、対象となる子どもたちの実態が変

わってきた、ということについての施策的な展開が

どうも欠落しているなという思いは、現場の職員の

一人として長いこと思ってきております。その一方

で、施設の養育現場がその子どもの実態の変化に対

して、どういう養育をするべきかという視点で考え

てきただろうか。先ほども申し上げた通り、そこの
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ところがいささか希薄であったということを、我々

は認めないわけにはいきません。

　衣・食・住を関係性の手段として

　虐待を受けた子どもたちの持っている課題をどう

捉えるかということについて言えば、単純に図式化

して言えば、家族の中で関係性になんらかの支障を

もった子どもたち、という風にいっていいんだろ

う。関係性が形成できなかった、あるいは歪められ

たといったことであります。又、さらに虐待等を受

けた子どもたちの持っている関係性の問題は、それ

ぞれに個別化しているという事実もきちっと捉えて

おく必要があります。そこで、私が提起した、児童

養護施設の内側の問題が整理をされていなかった、

特に養育上の課題について、整理をされていなかっ

たということについて、私が目からうろこのような

話をできるはずもありません。ただ、この辺につい

ては、いささか自分の施設養護の場での体験、ある

いは取り組みというものに特化してお話をしながら、

少しでも参考にしていただけるところがあればとい

うことでお話をしたいと思います。

　少し時をさかのぼります。私が現場で指導員とし

て子どもたちと奮戦をしていた時期でございます。

まさに奮戦、1970年代以降入所してきた子どもたち

の持っている課題、どうしてこんなに子どもたち難

しいんだろう、と思わざるを得ない毎日でありまし

た。入所してきた子どもたちの多くは、万引きの体

験をして、あるいはシンナーの経験も、暴力的な課

題をもっている子どもでした。そういった子どもた

ちへの対応というのは、実に毎日多大なエネルギー

を必要とするものでした。学校へ行っては校内で他

害行為に及ぶ、あるいはそれを止めに入った教師に

対しての、対教師暴力をみせた子ども。そういった

子どもたちの問題について、学校へ呼び出されて、

そして謝り歩くと、そういったことが毎日のように

と言うとオーバーですけれども、本当にない時はな

い。あるいは万引きをして、商品を持ってきた子ど

もたちをつれてお金を払って謝る。通りすがりの子

どもを殴ってしまって傷を負わせてしまった。その

家族に詫びを入れに行く。これは皆さん過去に１回

や２回、あるいは度々経験をされておられるだろう

と思います。そんな毎日が続きます。

　1970年代半ば、なんとか人も少し増えてきた。と

いうのは1976年から６対１というようなことが出て

きて、そのうち年少児加算の問題も出てきてますか

ら、そうすると少し人が増えたという風にはなって

いったわけですけれども、人が増えてもちっとも問

題は楽にならなかった。これは今日も一緒だろうと

思いますけども。個別対応職員、心理職が入りまし

た。随分現場が楽になりましたなんていうことは、

たぶんないだろう。そのくらい、慢性的人手不足と

いう状況が児童養護施設のキーワードみたいな、今

日までずっと同じ状況が続いています。

　その当時子どもの、提起した不適切な行動や逸脱

行動の後始末のために毎日を過ごしていくことが、

とても大変だったし、むなしいと感じるような状況

が連日のように続く。そういう中で、この問題一体

どうしたらいいんだというのが現場のみんなの話に

なっていく毎日でした。その時に、この問題いった

い子どもの問題なのかというところを議論していく

わけですね。これは、子どもが育ってきたプロセス

の中での人間関係の問題だよねというところに当然

到達していくわけです。そうだとすると、我々が

やっている方向を少し変えないとね。というのは少

しずつ出てきました。ただどう変えるかというのが

なかなか見えない。

　子どもたちへの対応というのは、多くの施設がそ

うであったように、戦後の衣食住を提供する、家族

に代わって育てる、というイメージのところでは、

子どもたちに衣食住を提供する、ということが毎日

の仕事であった時代があります。そこではご飯を作

る人がいて、それを食べさせる人がいて、という風

な役割分担をしていった歴史があります。つまりこ

れを専門性というかどうか分かりません。つまり専

門分化した。人が増えていったらば専門分化をした。

調理の人、栄養の計算をして献立を立てる人、子ど

もをケアする人、あるいは指導するという言葉も

あったでしょう。つまりそういった役割分担をして

いった歴史があります。そういう中で、実は反対の
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方向、つまり子どもたちの持っている課題への対応

に、反対の方向に歩み始めてしまったという流れで

はなかったか。賢明な皆さんにはもう、そういうこ

とかと、お分かりいただいたのかもしれませんが。

つまり、そこでは子どもを自分の専門分化した役割

の対象としてしまうということが起こるのではない

でしょうか。つまり、ご飯を作る人がいて、そして

食べさせる人がいる。ということになれば、作ると

いうプロセスは子どもたちにはまったく無縁のもの

で、食べるというところから子どもがスタートする

わけです。当然そこに関わるケアワークというのは

「食べさせる」という仕事になる。「食べさせる」を

つきつめていくと、自分の役割時間が終えるまでに、

食べさせるということが仕事になっていく。早く食

べなさいというのが口癖のように、ケアワークの仕

事のようになっていく危険性はなかったか。その時

に早く食べさせられなかったケアワーカーはスキル

がないという評価になりがちです。それは食事を一

つの例とした場合ですが。

　私がケアワーカーとして、子どもたちとすごして

いた70年代、衣食住については、少し右肩上がりで

施設現場もよくなりつつある時代ではありますけど

も、それでも子どもたちが学校から帰ってくると

真っ先に飛んで行ったのが、お勝手のおばさん。つ

まり食事を作ってくれるおばさん。まさにおばさん

だった。決して福祉の専門家ではありません。おば

さんです。たいがいは子どもの一人、二人は育てた

経験のあるおばさん。かばんを玄関にポッと放り投

げた子どもが「おばちゃん、今晩、飯のおかずなん

だ」と、「うん、今日はね、ハンバーグだよ」とか「今

日はカレーライスだよ」とかいうやりとりがありま

す。そのやりとりがあった後、子どもはどこか落ち

着き、自分の部屋へ戻っていくという姿をよく見か

けました。あるいは、洗濯のおばさんのところへ

いって「おばちゃん、このズボンを細くしてくれ」と

か「広くしてくれ」とか「短くしてくれ」あるいは

「長くしてくれ」。そういう注文を出すわけです。そ

うしますとおばちゃんが「そんなことすると先生に

と怒られるよ」などと言いながらもちょこっとい

じってくれる。そういうやりとりが、施設養護の場

で良く見られ、ケアワークの専門家といわれる保育

士や児童指導員よりも、調理のおばさんや洗濯のお

ばさんが、子どもの人気の的になるという図式がよ

くありました。

　そのことは大いなる示唆を与えてくれたものであ

ります。我々はとかく指導といったような言葉ある

いは処遇といった言葉に振り回されて、何か子ども

にしつけする、させるといったことを、ケアワーク

の中心において毎日を過ごす。かばんを捨てていっ

た子どもに、「さ、宿題やろうよ」などと若い保育士

や指導員が声をかけても耳をかたむけない。その子

どもたちがおばちゃんの「ほら、先生のいうこと聞

かなきゃダメだよ」なんていう一言で勉強に向かう

なんていう場面もありました。そういったいわゆる

ケアワークの問題の中で、いわゆるおばちゃんが果

たす役割というのが、キーになるのではないか、と

いう思いはたびたびもっていました。その後、慶応

大学の小此木先生という方が、今や家族は下宿人か

ホテルの客人のようだというようなことをものに書

きました。でもその家族の中で唯一、家族が家族と

しているのは食の場面ではないか、などというよう

なこともありました。そんなことも若干のヒントに

はなったものです。そこでさんざん子どもの追っか

けに、苦労している職員同士話し合いをしていきま

す。こういうことについてどう考えるか。われわれ

のケアワークとは一体なんなんだ。その結果まず手

始めにケアワーカーが、子どもの食べるものを直接

作るという作業に少し参加をしてみようという試み

が始まります。これは昔戦争で親を失った子どもた

ちの施設の時代、私の母親や父親が直接子どもの食

事を作っていた時代に戻る。かなり抵抗がありま

す。時代が違う。職員も増えて、専門分化して、そ

れぞれの役割が果たせる時代になったのに、また昔

の形に戻るのか。抵抗がなかったわけじゃない。で

もやってみようということになりますと、なかなか

そのおばちゃんたちのところに入っていくのは、お

ばちゃんたちに毛嫌いされてというのがございまし

たけども、それでも、なんとかお手伝いというよう

な形でケアワーカーが直接やることになりました。

あるいはそのうちに繕い物、洗濯物についてもケア
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ワーカーができるところはやってみようという風に、

日常的ないわゆる作業といわれるようなところも具

体的に実践するという試みをしていきました。食堂

のおばちゃんをやってみよう、洗濯のおばちゃんを

やってみようという話であります。

　これはなかなか、しんどい話であったわけですけ

ども、そのことを少しずつ理論として整理をしてい

く必要があったわけで、何のためにするのかという

ことが当然議論になります。そこで議論していった

のは、いわゆる作業と言われるような衣食住の暮ら

しの中の具体的な実践といったものを、これは施設

で生活をする子どもたちにとって、人と人とのやり

とりをするきっかけになるものという捉え方をして

みたらどうか。もう少し言葉を代えると、衣食住は、

子どもたちと職員のつなぎ役として、材料になるも

の。さらに、衣食住は子どもとの関わりをもつ手段

である。つまりかつて戦争で親を失った子どもたち

の時代、まだ衣食住が貧しい時代には、どうしても

衣食住を第一にそれを満たすことを目的として、一

生懸命ものをかき集めたりして苦労した先達がいた

わけです。そしてそのことはその当時にしてみれば

大事な取り組みで、それしかなかったと言えるかも

しれません。だんだん物が豊かになって、物・金社

会が進展をしていく中で、子どもたちの衣食住に対

する考え方も変わってきていますし、我々の考え方

も変わってきました。つまり目的レベルのところは

すでにもう到達してしまったという見方もあります

でしょう。衣・食・住というくらしは、その中で人

と人とのやりとりが起こる、というケアワークの一

番大事な材料であり、それを切り捨ててきてしまっ

たのではないかということであります。以来、私ど

もの施設で衣食住は子どもの暮らしの中で子どもと

大人とが、関係を結ぶための手段であるという整理

になっていきました。

　そんな取り組みを始めてから、少し薄皮をはぐよ

うに、課題を持った子どもたちと職員とが同じ土俵

に立って暮らしているという感慨をもてるように

なった様に思いました。問題を持った子どもがいな

くなったわけではありません。けれども彼らが課題

を呈した時に、その課題に寄り添う職員の位置が

違ってきた。そのことは子どもたちから、職員が共

に暮らす人間として認めてもらえていくという見方

であるかもしれません。施設集団が大きくなればな

るほど子どもの暮らしの場を合理化して管理をして

いくということが通例のようになっています。そう

せざるを得ない部分がないとはいえません。だから

こそ、子どもとの関わりをもつ材料を何に求めるか

ということなのであります。施設養護の場は子ども

の暮らしの場です。子どもが衣食住を軸として暮ら

しているわけです。その暮らしに関わらない形で職

員が存在するというのは絶対ありえないだろうと。

だから明確に衣食住は関係性の手段として位置付け

る必要があるんだろうと思っています。

　虐待を受けた子どもたちとの関わりにそれがどう

効するか。冒頭からお話をしたとおり、入所児童の

実態は、70年代、80年代から今も変わっていません。

もちろん世代を連鎖して、80年代の「積み木崩し」が

象徴するような子どもたちが親になって、次の世代

を送り込んでいる。という風に捉えると少し重く

なってるかなというのはないわけではありません。

見えにくくなっている部分もあるかもしれません。

けれども子どもが抱える問題の本質は変わっていな

いと思っています。施設養護の場は子どもの暮らし

の場です。だから、その暮らしの中で彼らと関係性

をつくるやりとりをどうたくさんもつかということ

だと思います。対面通路という言葉があります、人

と人が対面して通りすがっていく、通っていくその

道であります。関係性とはどうやって作られるの

か。つまりその対面通路がいかに多くあるかという

ことに他ならないだろう。そうすると、暮らしのす

べての場面はその関係を深めるための、つまり子ど

もとやりとりをするための手段に使わなければ、施

設養護の場においては、不適切な関係や歪んで関係

を積み重ねてきた子どもたちを、もう一度変革して

くことはできないだろうと思います。子どもとのく

らしのあらゆる場面でのやりとりの質・量の問題が

問われているのです。つまり、そのことに特化して、

われわれは施設養護の場の組み立てをしていく必要

があるのではないのか、というのが私が申し上げた

いことなのであります。なんだ当たり前だそんなこ
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とは、当たり前のことなんです。ただ当たり前のこ

とが実は整理をされないで、通りすごしてしまって

きた部分がたくさんあるんだろう。そこも整理をし

ていきたい。そういう風に思います。

　建物が人を創る

　その後、70年代80年代とそういった試みをして、

少しずつ定着をしていく中で、その頃くらしていた

大舎式の建物といわれるものも、実は大きな問題を

持っているということに、だんだん気が付いていき

ます。現在、ほとんどが大舎式の鉄筋の建物で暮ら

している施設が多いんだろうと思いますけども、そ

の多くは、原点は刑務所。あるいは学校、病院といっ

たものがモデルです。刑務所というのは真中に

バーッと通路があって、両方に小部屋がある。つま

り管理監視をする。それが学校や病院になってくる

と、危険があったらどこからでも飛び出せるという

様式があります。出入りがどこからでもできる、結

構そういう様式が多いだろうと思います。私ども建

物も昭和39年に国県の補助金で整備をしたものであ

りました。当時モデルがないままに、学校群がモデ

ルだったと思うんです。四角い建物で、まさに中廊

下式というタイプで、その建物は当然どこからでも

入れるし、どこからでも出て行けるということにな

りますから、この建物がどうも、子どもとの対面通

路を豊かにつくろうという思いと違うということに

だんだん気づきます。

　ただ建物については金がかかりますから、そう簡

単にはいかない。紆余曲折があって、なんとかこれ

を建て直すというところまでいくわけですけれども、

その時に考えたのがやはり人と人とのふれあいを阻

害する、どこからでもすりぬけてしまうような建物、

これは変えたい。そこで考えたのは、ごく普通の暮

らしに近いものとして、大舎ではありますけども、

入り口を一つにしよう。つまり、そこは子どもが社

会に出て行って、そして戻ってくる、その入り口で

ある。そして入ってきたところには、広間があって、

そこが一つの通過点、つまりパブリックなスペース。

多くの人々がそこにいて、子どもたちと「いって

らっしゃい」、「おかえりなさい」というやりとりが

できる場。それからそこを通過してプライベート

ゾーンに至るというルート。これもまぁ当たり前と

いえば当たり前でありますけども、実はかつての建

物はそういう風になっていなかったのです。つまり

人と人との関わりをつくるというために施設が存在

するとしたらば、それに役割するという建物はどう

あるべきかということを、議論をしたということで

あります。

　さらに、40人の定員をどれだけ小さく刻めるかと

いうこともありました。10年前でございますから、

その当時、行政の考え方として、グループホームで

あるとか、今で言う地域小規模化みたいなアイデア

については、問題にされなかった時代です。それで

もなんとか少しでも小さいものにしたいというのが

あったので、あれやこれや手を尽くして、40人を15

と25という二つのグループに分けました。で、それ

ぞれの建物は、先ほど申し上げたような子どもとの

対面通路の問題を取り入れる。そして、もう一方で、

これは一つの課題だったわけですけれども、施設養

護されてくる子どもたちの中に、親と養育を協働で

きる子どもたちと、親はおるんだけども、なんとも

親の痕跡がなくなってしまったり、親との対応がで

きにくい状況の子どもたちがおったので、15人の子

どもたちを親との養育を協働できない、つまり親等

の社会資源がない子どもたちのグループ、それから

25を親と積極的に養育を協働する、という二つのグ

ループに分けた。これも子どものニーズに沿ったも

のとしてつくったわけで、あれやこれや建物をつく

るについても、考えたことはそういったことだった

わけですけども、つまりその時のテーマはなんだっ

たか。あのチャーチルの残した「人が建物をつくり、

建物が人を創る」を掲げ、建物が人を創るという部

分があるということを、しっかりと考えようと。建

物は人をつくる。人を育てる、手段であるというこ

とでありました。

　おわりに

　まさに衣食住を、人づくりの手段とするというこ

■ 研修講演より ■

22



とを、徹していくというのが我々の考え方であっ

た、ということであります。ところで、それができ

あがって、虐待を受けて、重い課題をもった子ども

たちの不適応行動が見事になくなりました、などと

いう絵に描いたぼたもちみたいな話にはならないこ

とは事実であります。しかし、基本的に彼らが養育

者（親）との関係を充分にもてなかったということ

のために、育っていない部分を、問題を表出しなが

ら、やりとりをする場面がたくさんあるということ

で解決していく一つの筋道はできたように思います。

絵に描いたようにはいかないけども、そういう子ど

もとのやりとりを繰り返し、それを豊かにもつこと

によって、子どもは必ず変わるという、どこかに自

信は持っています。いや、持てるようになったと言

えるでしょう。現在も児童養護施設の大半は、大舎

で暮らしています。そしてもちろんそれぞれができ

るだけケア単位を小さくして、関係を豊かに持てる

ようにという、努力をされているだろうと思います。

平成12年から地域小規模児童養護施設への取り組み

も始まっています。虐待等、家族の中の不適切な養

育の中で、関係性を歪められた子どもたち、その子

どもたちの関係性の再構築のために、対面通路をい

かに豊かにし、さらに個別的な対応を、よりよくで

きる形をどういうところに求めていくのかが問われ

ています。これから、施設養護に関わる私たちの大

事な課題として大いに議論していただきたいと思い

ます。

■ 研修講演より ■
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　1．はじめに

　　　　－児童養護施設の子ども達との出会い－

　私は施設の職員として勤務した経験がございませ

んので、養護児童と日夜生活をともにして苦労して

いらっしゃる皆さんに対してお話するのは、とても

僭越のような気がします。しかし私が養護施設とい

うものに関心が、というよりこういう世界を知り、

知った後でそれでは「さようなら」とはとてもでき

ないという経験を今から12年程前にいたしました。

今日のテーマに関係することなので少しお話しさせ

ていただきます。17年位前のことです。ある学会の

「近代家族の行方」と題するシンポジュウムに、臨床

心理学者という立場でシンポジストとして発言する

ようにと招かれました。席上、家族が大きく変貌し

ていく、中にはこれから家族というものがなくなる、

それは必要ないというような説を述べる研究者の方

や、家族法も大きく変えて、同性結婚を認める、家

族という概念を大幅に変えたらいい、というような

意見を述べるシンポジストの方々がいらっしゃいま

した。そこで、ふと思いましたことは、そういう議

論をしているのは、当然のこと社会の中核にある大

人なのですね。しかし子どもたちは、家族という概

念をそのように大きく変えてしまい、これまでのよ

うな父と母というものが家族の中核にあるというの

はとらわれだというような考え方を本当に望んでい

るのだろうかということです。そこで次の世代を担

う子どもたちの、素直な気持ちを聞いてみたいと素

朴に思ったわけです。ただ、そういう調査をすると

被虐待児の理解と援助

村　瀬　嘉代子

（大正大学人間学部教授）

きに、普通、調査票を配って書いてもらえば、大量

のデータがすぐ集まり数量化でき、スマートに処理

も出来ますけれど、私はやはり直接子どもと会って、

子どもが安心して話す中で、本音を聴きたいと考え

ました。大人が議論しているようなこれからの社会

とか家族ということを、子ども自身が内心望んでい

るのかどうかを直に知ろうと思ったわけです。

　初めは言葉の話せるようになった保育園の３歳児

から就学前の子どもたちに、子どもが親しみやすく

感じるような熊の親子がいる非常に典型的な生活の

場面の絵を何枚か見てもらい、その絵についてお話

を作ってもらいました。そこで、子どもは「やっぱ

りこういうことはお父さん熊としたい」、「これは

やっぱりお母さん熊だ」などと関わりたい大人を選

びながら、私はその子の中にある生活の記述に心を

傾けました。そのことで子どものもっている家族に

ついてのイメージが捉えられると思ったのです。そ

うしたところ、大人よりも子どもはいい意味で保守

的でした。子どもは実態に即応して、父なるものと

母なるものそれぞれの特質というものを子どもの言

葉で捉えていて、その両性の親が心を通わせお互い

に特徴を発揮して、仲の良い家庭を築いていくのが

いいなあと。それは一見当たり前のことですけれど

も、子どもはとっても真剣にそういうお話を作って

くれたのですね。また驚いたのは、いきなりさっき

まで知らなかったおばさんが来て絵を見せてお話作

りすることを嫌がるかと思ったらとても喜んで、一

人一回で終わるつもりなのが、「もう一回やるやる」

といって、多い子は４回、一回で終えた子はいませ

※　平成14年度児童養護施設主任指導員・個別対応職員・専主任保育士研修の第２日目に、午前中のパネル

ディスカッションで２つの児童養護施設の事例が報告されたのを受け、午後に行われた研修講演をまとめ

たものです。
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んでした。またさらに考えさせられたのは、その子

その子がもっている父親や母親に対してのイメージ

は、何回聞いても同じだったことです。３歳児でも

そうでした。これらのことから子どもはいい意味で

保守的である、むしろ大人の方が観念から少し先取

りしたような議論をするところがあるんじゃないか

と思ったわけです。

　そこで今度は同じことを小学生や中学生、高校生

にもしてみたところ、やはり結果は同じでした。サ

ンプルに偏りがないよう、大体この世の中の縮図に

なるようにと、地域の公立の小学校中学校、それか

ら高校は、非常にトップレベルの受験校と、中堅と

いわれている公立高校と、それから学年の６割以上

の生徒達が、単身の親、もしくは親と暮らせていな

い、という定時制高校の生徒と、全部で464人のお

子さんにそれぞれに話を聴きました。しかし忙しい

生活の中にいる子ども達が、見知らぬ私にこんなお

話なんて、嫌だと皆が言うと思ったのですね。その

子の家庭がどうなのか、お母さんがどんな人かとい

うのを聞くのが目的ではなく、その子が家族という

ものをどう思っているか、大人になったらどういう

ことを一番大事にしたいかというようなことを聴い

ていくのですが、しかし家族は人間にとって生きて

いく一番根幹のことがらですから、それは自ずとそ

の人のどこか生活に触れますね。中には家が今ごた

ごたしている子どもさんとか、突然お母さんがいな

くなったというお子さんもいるだろうし、きっとこ

ういう調査嫌だっていう子が出てくるのではないだ

ろうかと思いました。

　それで、もしそういう子が一人でもいたら、私は

途中でこの研究は止めようと思って始めたのです。

ところが、どの子もすごく話すことを喜び、話を聴

いた後に「どうもありがとう、時間を取ってくれて、

お話とってもいろいろ考えさせられた」と言うと、

大体96、7％の子どもが「ありがとうございました」

と返してくれて、使ったカードなんかをそろえてく

れました。そして、担任の先生が、ホームルームの

時間に「どうだい、君たち、あの調査、どうだった」

と聞かれて、先生は「つまんねえ、やだよ」ってい

う答えが返ってくると思ったところ、口々に「面白

い、面白い」という答えが返ってきて、先生は「何

であれが面白いんでしょうか」とおっしゃいました。

私もなぜだろうって思いました。授業の邪魔になら

ないよう20分休みや昼休み、放課後に行い、決して

この調査のために教室に入るのが遅れてはいけない

と、ベルが鳴る少し前に、「途中だけれど、もうおし

まいね」と終えようとするのですが、「じゃあまた続

き話すよ」というのです。それで、いつ、どこどこ

で待ってるねと約束するのですね。

　学校では、面接室を用意して下さったのですけれ

ど、私はそれぞれの生徒にどこで話したいかを聞き

ました。その子によって場所は違うのです。保育園

のお子さんにどこで話したいかというのを聞くと、

ある子は一緒にピアノの下に潜ってやろう（笑）、あ

る子はここがいいといって私の膝に座り、それから

ある男の子は「ここがいい」と肩車をして後ろから

こう覗き込みながら話す。小学校でも中学でも、面

接室で話をしようと言った生徒はあまりいなくて、

校庭の号令台に腰掛けて陽光を浴びながら足をぶら

ぶらさせて話すとか、それから階段の踊り場という

のも意外に人気があるんですね。ちょっと屈折して、

何かこの子は少し今毎日が重いんだなっていう子は、

落ち着いたところに行きましょうよといって北側の

日のささない校舎の裏のところで、なんか足許がじ

とじとしたような。子ども達がこういう会話を喜ん

だということは、私としてはそれはやはり嬉しいこ

とでしたけれども、でもそれは逆にいうと、本当に

聴く、語るという経験が乏しいのではないか、と

思ったわけです。

　私はこの調査を1987年から開始しました。最初は

保育園から、３年がかりで小学生、中学生、高校生

に面接調査をしました。それから1999年と2000年

と、ほぼ間を10年おいて同じ地域の小学校と中学校

と保育園と、もう一回同じ内容を尋ね、一体その間

に子どもたちのどこが変わってどこが変わらないか、

ということを知ろうと思いました。「大人になって

大事にしたいもの」を８つ位の選択肢から選んでも

らったところ、10年後の方が“家族の絆はさらに薄

れて、家族の教育力は弱まった”といわれるように

なりましたけれども、結果は、10年前も2000年当時
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も「家族・家庭」が一番に選択されていました。た

だ10年前はこれを選ぶ子どもは23％くらいでした

が、2000 年当時になりますと、７割以上がなんと

いっても家族だというふうにいうんですね。そし

て、あまり考え深いというふうには見えない、いつ

も教室で注意されているんじゃないかなあというよ

うな小学生が、「これは時々やるんですか」というの

で「いいえ、今回こちらの学校でお話を通してくだ

さったので、一応今回のみ」というと、「これは毎年

年度の初めに一回やるといいと思います。なぜなら

僕はあれから自分について考えるようになりました」

と小首をかしげながら言うのです。また他の生徒さ

んは、「あれをやると誰でも考え深くなると思いま

すから、たまにやるといいんじゃないでしょうか」

と。

　また真冬に定時制高校に行ったとき、９時40分頃

に授業が終わると、もう寒くて誰も残って居たくな

いわけですね。それをバイクに乗ろうとしてヘル

メットを持っている生徒に、「あの、本当に申し訳な

いんだけれど、私はじかにあなた達の率直な意見を

聞くことで考えたいと思うので、話を聞かせて。簡

潔にポイントをつかんで10分で終わりましょう」と

言ったのです。「しょうがねえな、じゃあ10分だぞ」

といいながら話し始めてくれました。ところがその

うち、そういうたち入ったこと聴こうと思っていな

いのに、「もう何度も自分は逮捕歴があって先が閉

ざされている」とか、「失業した父親がまったく家に

居場所がなくて、見ていても切ないけれど、自分は

何の手助けも出来ない。男もああなればおしまい

だ、結婚とは恐ろしいものだ」とか、どんどん話し

始めて、ふっと気が付くともう４、50分経っている。

「あ、10分って言ったのにごめんなさい、もう10時

過ぎた」「いいんだよ。俺、時間はいっぱいあるん

だ。もっと話したい」という例がほとんどでした。

受験校の生徒達も、少しでも勉強に時間を使いたい

だろう、負担になると思いきや、「あれをすると気持

ちが整理できる。非常にためになるから受けた方が

いい」というので、予定の人数より希望者が出てき

た、というくらいでした。生活の基本の中に、私た

ち大人は本当に聴くということをこころを込めてし

ているのかということを、非常に考えさせられたの

ですね。

　さてそこで、家族と一緒に暮らせない子どもさん

は、大人になるというときのよりどころを何に求め

ながら、そしてそれはどのように形作られていくの

であろうかと考えました。それを捉え理解すること

により、子どもの成長変容に必要な要因が実証的に

分かると考えたのです。一方では当事者にとっては

何か傷口に触れるような部分もあるのではないかと

ためらっていました。ふと、ある児童養護施設の園

長先生が、「大事なことでありながらそういうこと

を真っ向から考えたということは、わが国では一回

もなかった。うちの子どもたちに聞いてみて下さ

い」とおっしゃって、それでその学園にうかがった

のが、12年前のことです。そこで、私は次々「はい

面接」などと、どこかの部屋に子どもたちを呼んで

そんな話をするのは、いろんな意味で不適切だろう

と思いました。もし子どもが本当に私と話したいと

いうことでなければ、私の関心がそこにあってもき

くべきではないと思い、差し支えのない程度に子ど

もとの自然な日常の生活の場面を共にして、そこで

話を聴く、その内容を後でまとめたい、と思って始

めることにしたのです。園長先生は「食事を一緒に

されて、その時に皆に紹介しましょう」とおっしゃ

られ、夕食のときに子どもたちに紹介されました。

突如紹介され説明されても、イメージがつかめない

子が大半だろうと思いながら、食事もあんまり喉に

通らないような気持ちのまま終わりの時間になりま

した。すると一人の子どもが、「ねえ、おばさん、馬

跳びしたことある？」と訊いたので、「あるわよ。小

さいとき」と言ったら、「だったら馬になって」って

いうので、馬になったところ、その子が私の上を跳

んだら他の子が次 「々僕も私も」と出てきたのです。

さすがに中学生は跳びに来ませんでしたけれど、大

体小学校高学年くらいまでの子が順番に跳んできた

んですね。それでその子の体格にあわせて、私の馬

は大きくなったり低くなったりしまして、跳ぶ子は

皆、一応跳べるという。で、その時に私は、「あ、こ

れは子どもが選んでくれたんだ。だから子どもの話

をやっぱりきちんと大事に聴いて、意義のあるよう

■ 研修講演より ■
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にそれを活かさなきゃならない」と思いました。

　その後学園の子どもたちのお話を聞くのが始まり

ましたが、同時に養護施設の現実の厳しさを知りま

した。今家庭の子どもは1.36人ですのに、法律的に

は子ども６人に職員一人ですね。東京都は５人に一

人ですけど、これは大変な基準です。スペースから

考えてもいろんなことを考えても、「この現実」の重

さについて考えました。しかも夏休みも冬休みも、

どこにも外泊に行く先がない子どもさんがいるとい

うことを知って、私はつい、「うちにちょっと来られ

るような子どもさんがあれば夏休みに如何でしょう

か」と申しました。しかしそれを知った知人は大体

皆反対しました。「あなたそんなの、いいことをやっ

ているつもりだけど、子どもをもっと不幸な気持ち

にさせるのよ。あなたの家に行って、あなたの暮ら

しを見た後で、その落差で余計自分の不幸を実感し

たりもっとひねくれるかもしれない。そんなことや

らない方がいい」という人があったのです。…しか

も、「施設に迷惑をかける」と言われたのですね。そ

こで私は「そうかなあ」とも考えて…、それは一つ

の理屈かもしれないけれど、しかし世の中はもとも

と様々な要因があって成立っているわけですし…。

私はやっぱりもっと、一つ一つの事柄に手につくと

ころからやってみて、そこで反省すべきところが

あったら考えることの方が意味あるように思いまし

た。そして実際子どもさんをお招きしてみると、そ

ういう心配はありませんでした。子どもさん達は皆

それぞれの言葉でお手紙を下さるんですけど、「村瀬

さんちに行ったら家は木でした。木の家は暖かいい

い感じがします。私も一生懸命働いて、いつか木の

家を建てようと思いました」などと、その人の素直

な言葉で返してくれました。

　養護施設への調査とその後のささやかな関わりを

通して、どんな子どもでも、問題は問題としてきち

んと見ながら、人間を信じるということが可能なの

だということを再認致しました。今は、他に３箇所

くらいの施設のお子さんを、ほんの少しですけれど

も、お招きするということをしております。また私

は地方に行ったときに、時間があるとそこの養護施

設を見学させていただくということをしてまいりま

した。10箇所くらい伺いましたでしょうか。ですか

ら、養護施設でのお仕事のご苦労というのは、ほん

の垣間見たにすぎないのですけれど、そういう中で

思いますことをお話したいと思います。

　2．基盤として求められるもの

　養護施設は本来養育の場所でしたが、今期待され

ていることは、そこに治療と、更に教育もしなくて

はならない、非常に総合的なことを期待されるよう

になっています。教育とは一つのある基準というも

のがあって、それを原則として守って会得していく

ということが基本に求められる営みです。一方で治

療というのは、すぐれて個人に焦点を合わせて、そ

の人に何が要るかということを考えながら様々な方

法を組み合わせ、関わっていくのが本質です。そし

て一方では治療しながらも、基本的には育ててい

く、ただ傷を治せばいいとか病気を治すとかでな

く、普通の子と同じように発達の道筋に沿って伸び

るようにしていかなければならない。これらを全部

総合的に必要としている子どもさんがおられるのが

今の日本の養護施設の特徴だろうと思います。この

ことを世の中はもっと十分理解してほしいと思いま

す。

　さて次に、生活をしていく日々の営みということ

と、こころのケア、治療的な働きは違うことであり、

治療というのはもっと抽象的な、非常に技術的なも

ので、あるテクニックを使ってやり取りをするもの

だというふうに時として思われる方もおられること

でしょう。しかし私はむしろ先ほど申しましたこの

三つの機能が総合的に求められ、もう一度基本から

生まれて育ち直るということが必要な子どもさんに

対しては、日々の営みの中にこそ、本当のこころの

ケアがありうると思っています。だからあまり最初

から細かく分化した技巧的なことに関心を向けるよ

り、もう一度生活ということにしっかり関心を向け

ることが必要ではないかと思います。「いや、でも生

活っていうと普通の家庭がやってるようなことで、

専門的じゃないみたいだからちょっと…」とおっ

しゃる方もおりますが、そうでしょうか。私は何気
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ない日々の生活をつつがなくきちんと送るというこ

とがとても大切で、これなくして妙な技巧があって、

人が癒されるとか変わるということは発想が逆転し

ていると思うのです。このあたり率直に、少しフロ

アの皆様のご意見を伺いたいのですけど如何でござ

いましょうか。

発言者Ａ：定年を前にして、日々の営みこそ、子ど

もがむしろ育つんだということを今悟らされまし

た。一緒にご飯食べて、一緒にお風呂に入って、一

緒に寝ること。そういうことが大切であり原点で

あるということ。何か私たち専門性の向上と言わ

れていますけれど、自分の人間性を高める、あら

ためて感性を磨くということを、子どもから言わ

れている気がします。今日先生のお話を聞いてて、

そうことを感じました。

発言者Ｂ：日々の営みの中にこそ人間教育の基本が

あるという先生のお話、とても賛成できます。そ

れで専門的というのは、じゃあどういうことを専

門的っていうのかっていう問題があると思うんで

すけれども。（村瀬：そうですね）私は、家庭の中

でお母さん、女性が担っている日々のいろいろな

営み、まあそれは男性も関わっていると思います

けれど、そういうことがわりと軽く扱われてきて

る歴史っていうのが結構あるように思います。子

どもを育てるための仕事、洗濯物をたたむとか干

すとか、掃除とか。そういうのは雑用という範疇

の中に片付けられてしまいます。施設の中でも男

性職員、特に大学を卒業して、福祉関係から卒業

して来る職員なんですけれども、それは雑事だか

らそれは誰かに任せて、自分は子どもとの直接的

な関わりをしたい、というのがよくあるんですね。

じゃあ、そういうその生活の技術を身につけるべ

きものは、じゃあ誰がしていくのか。それこそが

生きるための力であって、休み時間に遊ぶとか、

相撲をするとか、トランプをするとか、そういう

ようなことしか子どもとの触れ合いとは思ってな

いんですね。まあそれも含まれますけれども。そ

の日々の営みとは、生活をしていく上での技術だ

から、それこそを教えるのが専門職だと思って欲

しいと私はいつも思っているのですが、なかなか

納得はしてもらえずにおります。その辺の感じ方

とか重要さを、施設の中だけでなく社会全体で認

識してもらえればと私は思っているんですけど。

　私はむしろ雑事じゃない…一番、生きるベースだ

と思います。今のことに関連してですけれども、よ

く共感性とか人の立場に立つといいますけれど、例

えば食事を一緒にしているときに、大鉢に盛られた

おかずを、順番に取っていくときに、いかにも取り

残しというのを回すのじゃなくて、自分がとって空

いた穴のところをさりげなく埋めて回すというよう

なことが、人への思いやりを育てるのだと思います。

私はそれを何か、すごく人工的な状況を使って、例

えばおもちゃを使って演じながら教えるというより

も、私が言った日々の営みというのはそういうよう

なことです。

　あるとき、苛酷な環境で育ったある統合失調症の

青年が家に遊びに見えました。私が開けた箪笥を見

て、そこに、他の患者さんがお土産にくださった温

泉地のペナントがあったんですね。それがちょっと

けたたましいデザインでしたので、壁には貼らない

で、しかし捨てるというのはとてもできることでは

なく、その人の大切な気持ちだと思って中に入れて

あったものですけど、ぱっと引き出して、「これは先

生の趣味じゃない。なぜこんなもの入れてあるか」

と問われたのです。それで私は今申した説明をする

と、んーと考えて、「それが人の気持ちを考えるって

いうことなんだね」と言ったのです。私はそういう

何気ない立ち居振舞い、暮らし方というものの中か

ら伝わるものの方が、実は効率よく確実に根付いて

ゆくと思うのです。

　では専門とは何かということですけど、私はそう

いうことを公共性のある言葉で、要約して表現した

ときに、「あ、このことは例えば具体的な行為でいう

とこういうことだな」と、ある種の様々なバリエー

ションである具体的な行為を、まず公共性のある、

共通感覚で理解できる言葉にしながら、簡潔明快に

表現し、共有していけるような力をつけることだと
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思います。そういう意味では、勉強は非常に必要で

す。決して本読まないほうがいいとか、講習会は要

らないといっているのではないです。おかしな演繹

的な態度になるのではなくて、こういう臨床の場は

すぐれて帰納的に、現実の行為を大切にしなくては

ならないというふうに思います。

　それで、午前中に発表された先生が「心理の先生

が定期的に面接して聴くことよりも、むしろ生活担

当の職員が暮らしの中で子どもの気持ちを深く聴い

ていく方が」と小さい声でおっしゃいましたけれ

ど、本当はそうではないでしょうか。私も養護施設

に行って、「今日は時間にゆとりがあるので、もしお

役に立てばお子さんが寝つくまで枕もとでお話して、

寝付いてから帰ります」と言って、その子のそばに

いて、「ああもう寝たかな」と思って電気を消して

そーっと帰ろうとすると寝ていなくて、そういうと

きにふと「私のお母さんどんな人やろ」って質問す

るわけですね。その人にとって大事な話というの

は、その人の時間が熟したときに、その人がこの場

所で、この人に問うてみたい、そして自分の中で確

かめたいというものだと思います。臨床の仕事とい

うのは子どもから選ばれるということですね。それ

では若いと無理かっていうと、決してそうではなく

て、若さのフレッシュさというのは、それはまたそ

れで「あなたはこういうことに覚悟を持って向かえ

ますか」と、テストと挑戦を兼ねて子どもは本音を

ぶつけてくれますし、それから経験が５、６年に

なって、少し中堅になり割と手慣れてきて、マンネ

リの「マ」くらいになりかけのときに、そうはなら

じと子どもの方がまた常に新鮮な気持ちで課題をぶ

つけてくるっていうふうに、子どもはいつも問い掛

けてくると思うんですね。私は何か特定の状況で人

工的にしつらえてそこで聴きだすというよりも、そ

の子が選ぶその場所で、その相手に、その時を、と

いうふうでありたい。そこで、もし担当制を決めて

いらっしゃるような施設であると、本当は担当の人

に全部そういう話がいくと想定されてるかもしれま

せんが、ある子どもとしては、別にその担当の方の

個人的な資質や何かがどうということじゃなくて、

その子からして波長が合いやすいなどで、担当でな

い職員を選ぶこともあると思います。そこで何が大

事かというと、そういうお互いの間のコラボレー

ションというか、お互いを理解して支え合う、選ば

れなかった人が選ばれた人をさりげなく支えるとい

うような度量の深さを持つことが必要でしょう。そ

の子がそれをみて「こんな他人同士が、しかも自分

の面子が崩れそうなときに、でもあの人はちゃんと

支えている、それが人間」などと学んだときに、そ

の子の不信感が変わっていくのではないでしょうか。

　そしてほんの10分でも５分でも、例えば学校から

帰ってきた子が何か言おうとするのに耳を傾けるこ

ととかが大切と思うのです。しかし、日本のいろい

ろな施設の職員がどういう単語を一番多く発言して

いるかっていうのは、意外に「待っててね」ってい

うのが多いような気がするのです。「少し後でね」っ

て。これは本当に無理もないんですね。私は今、成

人の重複聴覚障害者の施設に関わっているのですけ

れども、そこでは職員は必死になって手話や身振り

で話されるのですが、仕事が多くて大変で、どうし

ても「後でね」ってなりがちですね。しかしホント

はそういったときに３分でもいい、眼を合わせて

「なあに？」っていう相手があったら、表現すること

もその子なりに洗練されるでしょうし、そして何よ

りも、自分の話を大事に聴いてもらって初めて人の

話を大切に聴ける人になるのではないだろうかと思

うのです。施設のみならず今日の子ども達は、何か

いつも急かされ、頭から前のめりのような生活の中

にいて、小さいときから実は一見幸せに見えるよう

な家庭でも、きちんと聴いてもらうという経験が少

ないままに育っているように感じます。きちんと聴

いてもらえることが、上手に話す、そして人の話を

聴ける基であろうと思います。

　先ほど雑用とおっしゃいましたけど、私は雑用と

いう言葉は当たらないと思いますね。まさしく生活

の営みの基本です。それに心をこめて、大事に普通

に暮らしていることの中から、大人と子どもの生き

たやり取りが生まれ、そういうやり取りの中からの

感性や思考は、その人のものとして根付いていくの

ではないかと思います。ある時私がアイロンかけを

しているときに、子どもが傍らにいて、「やらせて

■ 研修講演より ■

29



ちょうだい」というので、ブラウスにアイロンする

んだったら全部同じようにきちんとするより、たく

さんあるときは、襟とカフスと前だてはピリッとし

て、あと下に入るところはしわがあっても背中やこ

こを綺麗にすればいいとか言いながらかけると、

「おばさん、クリーニング屋でアルバイトしたことあ

るの？やらせて」って言って、お手伝いする気がな

いような子どもさんでもそこから始めますね。それ

から、何か繕い物してると、「一緒にしよう」とそば

にきて、それをしながら、「おばさん子ども育てたこ

とあるの？」「あるわよ」「楽しかった？」「楽しいと

きもあるけれど、難しい･･･考え込んだり悩んだり、

心配があったときもあるし」「ふーん」「あなたどう

思ってるの？」「私は子どもを大事に大事に育てて

く。だけど結婚は絶対したくない」などと、その子

がもっている家族についての考えや、大人になって

どう生きたらいいか、モデルがなくて迷っていると

いう話をするんです。かえって何かアイロンかけた

り洗濯物畳んでいるときなどに大事な話をするわけ

ですね。こんな話をしていますと、もっと何々の理

論に則る、何々の技法ということを期待されている

方には、そぐわないのではないかと恐れますけれど。

しかし、「抱える環境」というような概念があるので

すね。どういう要因があって初めて抱えることが可

能になるかということを考えていると、実は今申し

てるようなことになると思います。

　存在を基本的に否定されたような暮らしをしてき

た子どもにとっては、施設に入ってもう一度心が生

まれなおすというような体験、そして自分は愛され

るに値する存在だという実感をもつことが大事だと

思います。例えば、初めて入所してきたときに、「こ

れがあなたの部屋です」「机です」などと最初に伝え

ますね。施設にうかがってこんなに開きがあるのか

と思ってびっくりしたのですが、学齢期になった子

どもさんが、まだ一人の机を持てないところもある

んですね。かと思うと一方で非常に立派なところも

ありますね。それはそれでいろいろな事情があると

思うのですが、あるケースカンファレンスで、その

子どもさんは、時間割をちゃんと調べないで、全部

の荷物をランドセルと手提げがパンパンになるまで

皆入れて毎日運んでいて「だらしがないんだ」とい

う話を聴きました。それだけ聴くとその子はとても

ルーズだっていうふうに見えるのですけれど、今申

しましたように、その子の暮らしている状況は、と

てもスペースが少ないんです。一方今の学校という

のは私が小学生だった頃に比べると、勉強道具も含

めて持ち物が多いですよね。そこで、自分のスペー

スに持ち物を置いておくと隣の子の物とどうしても

入り混じってしまうので、かえって紛らわしくな

る。それなら一式皆詰め込んどいて持っているほう

がいいという…。それはその子だけの考え方や振舞

い方の問題ではないわけです。つまり、物事は全体

をよく考えながら、そこで問題になってくる焦点の

性質を見ないといけないと言うことです。例えば初

めて入ってきたときに机の上に花を添えて置くなど、

とても質素な場所であっても、質素なら質素なりに

住まいの空間にそういう心をこめてその建物を使っ

ているかどうかというようなことが、子どもにとっ

て、「自分は待ち望まれていて、大事な子どもだと思

われているのだな」というメッセージになるのでは

ないでしょうか。ある乳児院の園長先生が、字が読

めない子どもさんに、自分の肌着っていうのが分か

るように、その子の色を決めて、その子の持ち物に

はそのリボンを縫われました。このような工夫をい

ろいろしていくことが大事なのではないかなと思う

のです。集団でいるときというのは何か、平均化し

て、マスというふうになりがちですけれど、皆で共

有する喜びを味わいながら、自分ひとりにきちんと

焦点があって大事にされているという実感が大切と

思います。それがあって初めて人と協調していける

わけです。例えば幼児さんだったら、折り紙で一つ

何か折ったのを、これがその子の引出しにつけたり

…さりげなく伝えるような振る舞いの中から伝わる

ということを大事にすることです。それが生活の中

の育ち直りと治癒ということの要因だろうというふ

うに思います。

　次に「自立と保護」ということのバランスですけ

ど、大体、人と関わる営みというのは、矛盾したこ

とをその都度考えながら決断しなければならないか

ら難しいわけです。いずれは自分の力で生きていく
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ということを考えると、あまり過剰に手出しをしな

い方がいい、指示をたくさんしない方がいい、とい

う理屈も成立ちます。しかし一方では自立心が育た

ないからという理由で、早めに手抜きして楽をした

いがために十分な保護、配慮がなされないというよ

うなことが、最近の一見恵まれたような家庭にみら

れる気もします。養護の仕事の特質というのは、い

つもバランスを、この子にとって今は少し保護の方

を多くするなどと、いつもこの保護と自律という対

立する二つの命題が、いろんな局面に付きまとうわ

けです。ここをきめ細かに、個別化して考えていく

ことが必要ですし、そのためには、やっぱり的確な

アセスメント、その子がどんな素質を持っていて、

一体今の時点で一番大切なことはなんだろうかとい

う、いわゆる見立てをすることが必要になります。

出会う子ども達はどうしてもいろいろ問題をいっぱ

い抱えて入ってくる、それを見ると、どれも全部気

になることばかりです。そういう時に、あれもこれ

も直すというのはいささか無理があります。まず自

傷他害のおそれに直結するようなことはやめる、そ

してその子が少しでも着手できそうなことを、この

一週間はこれとこれ、次はこれとこれ、というふう

に、焦らずに継続していくことです。その結果とし

て少しずつステップがあがっていくものと思います。

その意味でも、身体的・知的・情緒的にその子は本

来どういう素質をもっているのか、その素質の割に

発達はどれくらいで、それから生育歴や家族歴、あ

るいはその人がそれまで暮らしてきた場所がどんな

ところで、この家族が周りの人からどう見られ、ど

んなふうなやり取りの中で生活していたか、その子

自身が自分がこれからどうなっていきたいと思って

いるか、その子自身の中にある将来への展望などを

捉えることも必要でしょう。

　非常に辛い状況にある子は、将来なんて覚束ない

というところが大方ですけども、その辺りを的確に

考えていくことが必要だろうと思います。本当の見

立てというのは、その人の治療が終わったときにで

きる、ということがいわれておりますくらいでして、

初めの段階でこうではないかということは、実は後

からもっと違う事実が出てきて変わっていくわけで

す。換言しますと、いつも私たちが目の前の子ども

について知りえている、こうだなあと思っているこ

とは、仮説であって、仮説っていうのはいつも修正

して変わっていくものですね。断定的とか思い込み

じゃなくて、いつも少し自分の考え方に開かれた余

地を残すということが大切でしょう。実際は、どう

考えたらいいかなあ、わからないなあというのを抱

えながら仕事をするというのは何か落ち着かないで

すね。しかし臨床の基本というのは実はこの不確定

さに耐えられること、妙に相手を断定的にこうだと

思ってしまわなくて、今の自分にはこうだと考えら

れるけれども、でもここからはもう少し分からない、

変わりうる要素がありうると、いつも開かれた形で

理解を、余地をもっているということが重要だと考

えます。そしてそのことは、子どもにとって、自分

の歴史は変えていける、自分の物語は自分が紡いで

いくのだという気持ちにつながるのだと思います。

　ブルーノ・ベッテルハイムという、シカゴ大学付

属の全寮制養護学校を作られた人がおります。この

養護学校では、重い発達障害や情緒障害の子どもた

ちに、相当の治療効果をあげました。彼はウィーン

で生まれ育って、ウィーン大学を出た後に、まだ

1930年代の終わりから40年代の初めにかけて、自閉

症の子どもさんを二人、自宅に引き取って、６年間

一緒に暮らしたのですね。その当時そんなことをす

るのは画期的なことでした。そうやって日々の生活

を一緒にする中で、実は日常の何気ない営みを大切

にすることによって、非常に重症な人でも変わりう

るのではないか、という自分なりの手ごたえを得か

けた…。得かけたところで、ユダヤ人でしたので、

ダッハウの強制収容所に入れられるわけです。彼は

強制収容所に一年いる中で、外の社会にいたときの

いろんな地位ですとか経済力ですとか、輝かしい経

歴とかみんな剥ぎ取られて屈辱の状態で、その人の

人間性が早く崩れていく人と、そういういろんなも

のが奪われても、なおかつ人としての誇りを持って

いて、精神的なバランスを崩さない人がいることを

見たのですね。そして崩さない基というのは、きち

んとした絆をもっていることだということを悟り、

彼の治療論のもとができたのです。幸い収容所を一
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年で出ることができて、米国に逃れてから、先ほど

申しましたような重度の障害児の全寮制の養護学校

で相当の治療効果を収めたのです。ただ残念なこと

に、ベッテルハイムが亡くなりましてから、やはり

こういうような人というのはそう容易には現われま

せんで、後継者がなくてこの施設は閉鎖されており

ます。ベッテルハイムは著作の中で、この全寮制の

養護学校の経験をいろいろ書いています。その中に

暴力をふるい、物などすぐ壊す、そういう子どもた

ちに普通、施設ではプラスチックのいろいろ食器だ

とか日常使うけれども、自分のところでは極端に高

いものは使えないけれど、瀬戸物の割れるお皿を用

意した。どうせ壊す子どもだからとプラスチックの

食器で食べさせること自体が、自分はこの程度の人

間だという、暗黙のメッセージに食事のたびにさら

されて、もうそこから自尊心は生まれないし、子ど

もは変わっていけないのだということです。このこ

とは何ごとによらず大事なことで、決して高いもの

を使わなくても、同じ金額のものでも、色の配色が

いいものですとか、気持ちがホッとする、そういう

ほどよい趣味を感じさせるような状況をしつらえる

というようなことも、とても大事なのではないで

しょうか。子どもに接するときに、自分の衣服をど

う整えるかということもとても大事なことのように

思います。お食事のときだったら、ちゃんとエプロ

ンをとって食事するとか、ランチョンマット敷いて

ちょっと気分変えるとか、それからテーブルの真中

に小さなお花を飾ってあるというような配慮をされ

たりなどの工夫も大切でしょう。言葉は大切ですけ

れど、言葉が本当の力を発揮するには、言葉の背景

にたくさんのそういう無言のものややり取りがあっ

て初めてそれを集約した言葉が力を発揮すると私は

思います。現代の生活というのは、背景がなくて言

葉が飛び交いすぎている。私は精神文化というもの

はトータルなものでなければならないと思うのです。

そういう感覚は、小学校の４年生くらいから中学生

にかけて、抽象的な思考力がすっと伸びる時期にと

ても敏感になると思います。ある小学４年生のクラ

スを担当されている先生がおっしゃったのですが、

男の子たちがあるときその先生のところに来て、

「僕たちのクラスで父兄会に来ていたお母さんを見て

いて、一番顔立ちの整った綺麗なお母さん、一番金

目のものを身につけているお母さん、それから別に

綺麗じゃないけど感じがいいお母さん」と三人選ん

で、「皆が話し合ってこうなった。先生もそう思う

でしょ」って尋ねられた、と。「いやー子どもって本

当に良く見てますね、すごいそういうとこ敏感です」

と言われましたけれども。この時期に心遣いのセン

スのある大人と一緒に暮らすかどうかっていうのは、

とても大事なことのように思います。決して華美と

か贅沢とかいうことではなくて、一緒に暮らしてい

る人を大事に思うから、そういう身づくろいを大事

にするということです。そういうメッセージを発し

ながら人に影響力を及ぼせる養護施設とは、こんな

クリエイティブで、日々を深く味わって生きること

ができる職場はそうそうないかもしれませんね。

　3．被虐待児に関わるときに問われること

　それでは子ども達に関わるときの姿勢として、ど

ういうことが必要かということを少し抽象的に整理

しましょう。まずは、ものを見るときに複眼の視野

で捉えるということです。どうしても単純な一個か

二個のマニュアルに当てはめてものを見がちになり

ますけれど、でも尺度というのはなるべく幾通りも

持っていたい。そして一見したところ、粗野で、な

んていいますか…そんなセンスがあるとは思えない

ような子どもの中にこそ、実はとても繊細で、非常

に緻密にものを見るまなざしをもっている。それが

うまくチャンネルを見つけて行動に継続して現われ

ていないけれども、独特の繊細なやさしさですとか、

あるいはものに気づいて工夫しようというような心

をもっている子どもがいます。こういう養護の仕事

というのは、大体どの方も難しい子どもさんを担当

されていて、気持ちは疲弊し、明日のエネルギーが

何か沸いてこないような感じになりがちです。でも

考えてみますと、整った容姿で、もって生まれた才

能があって、いろんなことがよくできる人を見て

「あの人素敵ねー」なら、誰だっていえますね。そ

れよりは、ちょっと見たら何もホントにくみ上げる
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ところが見つからない、「わー大変な人」という人

に、人が見つけられないことを見つけてみようとす

る。こんなクリエイティブな楽しい仕事はないと思

うと、私は明日もあさっても活力が沸いてくるよう

に思うのです。隠れた可能性に気づくということを

もっと大事にしてみることですね。

　ある統合失調症の少年が、18歳のとき出会って３

年半くらい経ち、かなり病気が良くなって、簡単な

やり取りなら他の人ともやれて、まあなんとか自分

のペースで働けるというふうになりました。それま

での間というのは、突然夜中に電話してきて延々と

２時間以上話をしたり、いろいろなことがありまし

た。私としてはもう、言葉のやり取りも時間も、そ

れからエネルギーもいっぱい使ったと思ったのに、

彼は「先生のお蔭はとても大きいけど、でも何が良

かったかというと、一緒に行動したことだ。話した

ことは忘れるのに、一緒に行動したことは残る。物

心ついてから自殺ばっかり繰り返し、希望がなかっ

たのが、なぜ生きていこうかと思ったかというと、

みんな病院の食堂で気持ち悪がって自分の周りに座

らなかったのに、村瀬先生は本当に普通に、何にも

ないように傍にいて、一緒にご飯を食べたから」っ

て言われて、私はびっくりしたのです。彼の言葉は、

人間としての営みを共にして伝わることの方が、確

実に相手に残っていくということを教えています。

　私はふとした契機で、聞こえない上に、知的な障

害、もしくは精神疾患、統合失調症やてんかん、あ

るいは視覚障害の方々ばかりがいらっしゃる、大体

中高年の方が多い施設に関わりをもちました。そこ

は人手もなく、入所している方々は不安なときなど

に独特の音声を出されますので、家族も一緒に住め

ない、地域の人も置いておいては困るというような

ことで、お正月も帰れない方々もあるというような

施設です。本人がそもそももっているハンディに加

えて、家族的、地域的な背景も恵まれないという方

がおられます。その中で、生まれつき聞こえない上

に、10代の後半に次第に視力を失って、二十歳近く

に完全失明されたという方がおられました。ご自分

は聞こえないって言ってらっしゃいますけど、昔、

話していたのを覚えておられて、一生懸命話されま

す。視力があった頃、簡単な文章を書かれていたの

で、こちらが手のひらに平仮名を書いてのやりとり

で、非常に難しいのですが、でもその方についての

僅かな予備知識や今ここの施設で最近どんな行事が

あって、みんながどう暮らしているかということを

つなぎながら、大体、こういうことかなっていうこ

とを想像しつつお話をしていく。手のひらに平仮名

を書くときに、同じ一つの字でも力を入れるところ

と抜くところありますね、でもあれは、自分で目を

つぶって手のひらに書いてみると、メリハリがきい

ているとかえって読みにくい。また同じ単語でも、

促音便は、小さな「つ」がなかなか分かりにくい。で

すから、もっと他の表現はないかとか、ずいぶん言

葉について、自ずと考えさせられるというやりとり

をしてきました。年を取って世話になるだけで、恥

ずかしいことばっかりで、生きている意味がないと

いうようなことを訴えられる方は何人もいらっしゃ

いますけれど、加えてその方は本当に苦しいことば

かりの多い人生で、そんな時にありきたりの慰めを

するというのは何か失礼なことですし、しらじらし

い。でもその方は、そういう生活の中ででも、少し

でも自分で出来ることをされようとしている。私は、

その生きることへの努力ってすごいなあという尊敬

の気持ちを抱えながら、その人とやりとりする。そ

して「今日までこのようにこられたことを私はとて

も偉いと思います」などとゆっくり書いたりしまし

た。そのうちに、苦い思い出ばかりの人が、本当に

一つ点のような小さなことを思い出されるんですね。

私は他人ですし、そんな苦労しておりませんし、そ

の方と同じようには分かるわけではないですけど、

語られる思い出を、こうなのだろうなあと思い描き

ながら、手のひらに字を書きつつ手をつないでいる

と、何かその方の内側からふっと気がつかれて、「私

がこうやって生きているのは、たくさんの人のお蔭

だというふうに思う。世話になってばかりというよ

り、世話をされてるそのことにこれからたくさんの

感謝を心からする。『感謝する』という仕事があるこ

とに気がつきました」とおっしゃるわけです。その

方は、母親に早く死に別れ、経済的にも家族関係で

も恵まれない、しかも身体に障害があるという方で
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すけど、幼少の頃、お母さんが、ひょっとしてどこ

かで耳が聞こえるように治る可能性はないかと、乏

しい経済の中からその人の手を引いて耳鼻科に行か

れた。そのときの手のひらの感触を思い出したので

すね。後は何にも思い出せないけれど、ふっと気持

ちが変わられて「自分のすることは感謝することだ」

とおっしゃったのですね。人を理解するときに、

ちゃんと筋道のたった因果関係で説明がつくように

その人の歴史を考え、それによって問題行動を解き

明かすという、それは基本であることには違いはあ

りません。しかしやはりその人の時とその人の話題、

そしてその場所と相手ということを考えて、時には

ここのところはどうなっているのかなあと思うよう

なことを空白に残しながら、やがてその人がその時

が来たということでその空白を埋められるのを待つ

ことができるということ、これが長い過程の中で傷

を癒し育てていくという養育にとって非常に大事な

ことではないかと思うんです。生活史や個人史はそ

の人が必要なときに、その人が受け入れられる程度

にどう扱うかということが大切なわけです。

　これに関連して考えさせられたのは、施設に送ら

れてくる児童相談所の記録からです。ある施設の園

長先生がおっしゃっておりましたが、それを読むと

打ちのめされるようなことだけが列挙してあり、ど

うしたらいいかという手立ての記述が乏しい。若い

職員はそれを読んで、「こんな大変な生活してきた

子どもに私が会っていいんでしょうか」と元気がな

くなる。しかも記録はボリュームが非常に多くて、

こんなに忙しいのに読むのが大変だということでし

た。そこで送られてきた記録をB４、１枚に要約し

て書き直すようにしたというのです。それは大変な

ロスでもありますよね。こうした親で、不幸は三世

代にも四世代にもわたっていて、こんなことがあっ

てここでこういうことをして、だからこの子はこう

だということを、非常に鮮やかに解説して終わるよ

りも、なじみのなかった子どもが今日入所して暮ら

し始めるという状況です。とにかくぐずぐず泣いた

らば、この子はこういうものがとっても好きで、こ

れ食べてこんなやり取りしたら気分が少し落ち着き

ましたとか、何か一行でもそういうことが書いてあ

ると、そこからその子どもが癒され、変わっていく

ことの始まりになるのではないかと思うのです。個

人史を明確にしようとするよりも、私はむしろ、あ

る語りえない、あるいはそれを思い出すことがつら

いその人の、あるうつろな部分を一緒に大事に抱え

て時間を待つ人があるときに、その人はそれを埋め

ていけるのではないか。だから時々、因果関係の解

説というのは、それを知るとそうだなあと思えるの

ですが、よくよく考えるとそれはこちらが安心する

ための理屈付けではないかと思うことがあります。

もちろん、生育史の理解は援助方針を立てる資料で

あるには違いがありませんけれども。私はよく、若

い人と勉強しているときに、何とか理論でナントカ

何々であるという解釈や意味付けをした後に、では

どういうところから始めていくかという具象的な行

為の展開が生き生きと浮かぶかどうかが大切である

と申しています。それがすぐ浮かばないような、「そ

れがどうした」という下の句がつく解釈は、ほとん

ど意味がない。ですから「それがどうした」がつく

かつかないかを確かめてから書いたり言ったりする

ようにすれば、次にどうしたらいいかということが

思い浮かんでくる力がつくのではないかと申してい

ます。

　過去の痛手を振り返ってもう一度自分がそれを捉

えなおすということは大事ですけれど、捉えなおす

だけの自我の育ちができていて、しかもそれの共同

作業をする人が確かにあって、その場がそういうふ

うに整っているときに初めて、その経験は自分の中

に別の意味合いを持ってきちんと振り返ることがで

きるのです。雨だれがポトンと落ちる必然性がある

ときに、ああそうだっていうふうに扱うべきではな

いでしょうか。「こういう相談をするときには大体

生育歴っていうのが大事で」と、そして「この辺が

すごい大きなトラウマで、それが結局こういう形で

自分のあるベースを作っていて…」と全部解説して

くださる方が時々ありますが、何か理屈付けのよう

なところに思考がぐるぐる回りしているようで、私

はあまりそれは生産的ではないと。人の話を聴くと

きにそうならぬようにということが大事で、そのた

めには待つことができるということが大切であると
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思います。その個人が本当にそれを受け入れられる

かどうかということに対して、極めて敏感であるこ

との方が、何があったのだろうということを上手に

聞き出そうということにエネルギーを払うより大事

な気がいたします。

　施設の子どもたちの示す行動は、時に憎まれ口で

あってもそれは自分の表現ですね。それは子どもの

力であると同時に、ぱっと会ったときにその人の受

け皿の度合いというのを感じている、感じ取ってい

るのではないでしょうか。スタッフは、自分自身を

見つめ、自分の人生はそれなりに意味があって、生

きるということの楽しさ、喜びというものを素直に

抱いているかどうかを正直に振り返っていることが

とても大事です。それから必要以上に自分が感情的

に駆り立てられてしまうような子どもというのは、

どこか自分が触れないようにしている、自分の未解

決の問題をその子の行動が引きずり出していること

が非常に多いといってもいいかと思います。ですか

ら子どものことを理解していこうということと並行

して、いつも自分の一部は少し醒めた気持ちで、素

直に自分のことを見つめるということが大切です。

これがあるとき初めて、子どもは「この人は妙に決

め付けや独断で関わるのではなくて、自分と一緒に

変わり、考えていこうという人だ」と思うのではな

いかと考えています。そういう意味では、専門家と

いうのは、最新の知識や理論に対して意識的で、そ

ういう勉強を怠らない、ということも大事ですが、

一方で、毎日自分が淀まないで新鮮な自分であるか

どうかという自問が大切なのではないでしょうか。

このことは大人と関わるとき以上に、子どもに会う

ときに必要なことのように思います。

　淀まず新鮮であるための一つの方法ですが、その

子どもの記録を、たくさん書くのは忙しくて大変で

すけれども、一番やり取りに苦労したようなある出

来事を用紙の３分の２くらいに線を引きまして、一

方にそのやり取りの事実を書く。そしてもう一方に

自分がそのとき思っていたこと、書き終えて思って

いることを書いておく。それを少なくとも２、３ヶ

月…もう、忘れてしまってつまびらかに思い出せな

いくらいになったときに、最初の事実の記録を読み、

今自分はどう思うかどうかを問うてみる。自分のあ

る局面の行為を、忘れた頃に何回か繰り返し仔細に

見る。そこで気づくことというのは、勉強会に行っ

ていろいろ他の人から言われることも大切ですが、

気づく力、考える力の深まりが得られます。それか

ら前より気がつかないときがありますね。それは自

分が「最近やっぱりボルテージが下がって全体に感

度が落ちてる」などと、セルフモニターにもなりま

す。人は今日の自分が受け入れられる程度に人間は

意識化するわけですから、自分で気づいてゆくとい

うことはとても大切だと思います。また地方の方と

か、忙しくて会議や研修などそうそう行けないとい

うような方も、今のような方法は、お一人でもでき

る、確実に自分の力量が上がる方法ですね。

　それと午前中のお話しの中に笑い声がないような

施設で子どもが成長・変容できないという話があり

ましたが、その通りだと思います。笑いがあるとい

うのはお互いが認め合い、助け合い、補い合いとい

うことを気張らないで自然にできて、自分をそのま

ま伸びやかに出しているということだと思います。

だから管理職は、職場がそうなるように器を整える

ことに力を注ぐ度量が必要です。そういう方が少し

でも増えるようひそかに祈っています。そして、「さ

あこれから会議をします」といって会議室で記録を

広げてやるフォーマルな話し合いも大事ですけども、

ただ何か、洗面所で手を拭きながら「実は・・・」と

いうほんのちょっとした、数分のやり取りの中でむ

しろ率直に自分の着想や迷いを言葉にし、また一

言、何か励みになるコメントが返るということもな

かなか、大事なような気がいたします。今世の中は

どんどん専門分化していって、何か普通のことでも

敢えて細分化した理屈で言わないと、それは価値が

ないように思われがちですが、私はインフォーマル

なやり取りを活発にする場であるように心がけてい

ると、仕事の雰囲気は大変和らぐのではないかと思

います。

　最後に、子どもが密かに「ああいう大人はいいな

あ」と思えるようなモデルがあるということは必要

だと思いますが、一方で、よき子どもらしさ

（childlikeness）を職員がもっていることが大切と思
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います。健康な子どもというのは、いろんなことに

興味を生き生きと持って、とても活力に満ちている。

いろんな意味で依存しなくては生き延びられなくて、

しかもこれからどうなるかということは分からない、

すごく不確定な状況の中で、生き生きとしていろん

なことに関心をもてる。子どもと一緒に暮らす大人

というのは、いくつになってもこの健康なchildlike-

nessをずっともっていることだろうと思います。あ

んまり分別の塊とか、当為の塊になると、正しいけ

れども、正しいことを正しく言ったからといって、

それは相手に正しく伝わらないという、何か笑って

も笑えない悲喜劇になります。子どもと一緒にいる

ときの大人に求められる要因の大きな一つは、この

良い子どもらしさを、成人としてのモデルになるよ

うな成熟と同時に併せもっている、これはとても矛

盾したことですけど、それが私たちの課題であり、

それを本当に一人の人の中に具現化しているのが、

本当の意味でのプロフェッショナルだと思います。

そのことは子どもが一番よく分かって、そういう人

を選ぶんじゃないかと思うんですね。

　今日は大人に求められる要因についていくつかお

話しして参りました。何かご質問があればどうぞ。

発言者C：学級崩壊に至るような逸脱行動をする子

どもがおりまして、学校からいろいろな指摘や要

請を受けることがあります。中には父兄の苦情を、

先生は直接おっしゃらないのですが、後ろの方か

ら聞こえて、責められている感じもあります。私

どもは子どもを預かって養育しているという一面

と、学校に子どもを預かってもらっているという

一面がありまして、どの辺で折り合いをつけたら

いいのかという、非常に悩みを持つのですが。

　そうですねえ。現実の問題として、学校の先生方

ご自身も、疲弊感や自信を失っていらして、余裕が

なくなっているような気もします。養護児童のお子

さん達が小学校高学年くらいになってくると、いろ

んなハンディを人生の初めから多く担ってきたよう

な自分は、如何に努力しても先行きはかなり閉ざさ

れていて、どうやら親が歩んだと同じ道のりになり

そうだということを意識的・無意識的に感じ始めて

いて、だけどそれをはっきり話してどうにかできる

ようでもなく、茫漠と突き上げてくる不安にとらわ

れる。大人になるっていうのは遠い先のことだと

思っていたのが、どうやら自分の身体は大人になり、

でも大人になって自分の生活は閉ざされたものにな

りそうだという不安をもやもやーっと…。しかしそ

れは逃れることのない自分の課題と感じ始めたとき

に、学校へ行けなくなったり、行けば行ったで、だっ

たら他の子も一蓮托生、一緒に引きずりおろしてや

ろうというような気持ちになるのでしょう。ですか

ら、一つには、そういう個々の子どもの喉もと一枚

下の、言葉になりきらないでいる気持ちをその子に

即して言葉にして、思いを汲み取るようなやりとり

の上で、それはいけないという現実的な制止も必要

でしょう。もう一つは、皆さんが例えば父兄会など

で、養護の子どもの言葉にならない真実のけなげさ

とか、その子に直接関わる我々のみならず、広い世

の中のまなざしが大きな力になるというようなこと

を、アピールなさったらどうでしょうか。それは先

生や父兄にとっても、大切な気付きの機会になると

思います。養護施設の多くの先生は父兄会などにい

らしても、わりとそーっと控えめにしてらっしゃる

んじゃないでしょうか？私はこれからいい意味での

アピールなさるということも大きな役割ではないか

と思います。

質問者D：午前中の話にありましたが、子ども達は

施設職員を「～先生」とか「～さん」とかなどと

呼んでいますが、呼ばせ方がどのような意味を持

つか、お伺いできれば。

　この呼び方について施設にうかがうようになって、

私はとても注意を引かれたのですね。職員をどうい

うふうにお呼びになるかは、その施設が基本的に方

針としてお考えになるところから出てくるので、私

が画一的なことを申し上げる立場にはございません。

「お姉さん、お兄さん」っていうところが５、６年前

には日本で一番多いと聞きました。私は関わりをも

つ前、外部で関係なくいた頃は、「先生」って呼ぶの
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かなと思っていたら、「子どもたちにとっては学校

に行っても先生、帰っても先生、先生だらけで休ま

ることがないから、先生とは呼ばない」と言われて

「それもそうか」と思いました。私は、もう50歳を

過ぎた方もお姉さんお兄さんと呼ばれることに、最

初はちょっとびっくりしたのです。でも、距離の取

り方としたら、ママとかパパっていうのは子どもか

らすれば、イコールではないのにという気持ちも起

きてくるでしょうし。いつか家庭復帰ということを

考えて「あなたにとっての一番よりどころは家族で

す」というメッセージという意味では、「先生」も妥

当なのかなーとも思います。しかしそこは、その施

設が大舎制なのか小舎制なのか、大舎制でも子ども

の人数がどれくらいか、またはその地域の文化とか

いろんなことで呼び方って決まると思うのですね。

ニックネームも良いと思うのですけれど、ものごと

にはメリハリが必要ということを知った上でニック

ネームで呼ぶ、ということが大事に思うのですね。

浅くべったりした親しさと、深く的確な理解は似て

いるけれど違います。やっぱりどこか大人の中に畏

敬を感ずるということは、子どもが育っていくとき

には必要欠くべからざることで、親しみを持って

ニックネームで呼ぶけど、きちんと大事な話をする

ときには、「先生」とか、折り目によってけじめをつ

けるということもお考えになるとどうかなあという

ふうに思います。

質問者D：児童養護施設は基準定数６対１ですけれ

ども、実際には24時間を８時間で割りますと、18

対１、というような忙しさです。そういう中で子

どもの心を汲み取るどころか、そういうことが

まったくなわけで、そういう忙しさの中で心を

フォローしていくわけです。職員は疲弊してい

て、どうしたらそういう状態から抜け出せるんだ

ろうか、日々思いながらいるのですけれども。

　ある学校の先生が、とても忙しい中で自分のクラ

スの子どもに５分間タイムというのを用意されて、

20分休みと給食の後と放課後15分くらい毎日割いて

クラスの子どもに、その５分は先生を独占できるっ

ていう時間を作ったのです。先生は大変ですけど、

そうすると緘黙みたいだった子が話したり、とって

も反抗的な子どもが、５分間の間に先生の腕時計を

覗き込みながら、「お父さんは商売が失敗して夜中に

二人でお母さんとけんかしていた、先生どうしよう」

と話し始め、５分たって「でもいい、先生に言えた

から」と話したそうです。登校途中で拾った蝉の抜

け殻を見せて過ごすだけで納得した子もいたそうで

す。結果としてクラス生徒達は集中して、聴くとき

は聴く、遊ぶときはとっても元気に遊ぶようになっ

たそうです。要するにそれはもう短い時間をどう工

夫するかでしょうか。例えば買った絵葉書よりもそ

の子の好きだと思う動物の絵をちょこっと描くとか、

手作りってとっても子どもたちは好きなのかなあと

思います。上手下手に関係なく、自分の気持ちをど

う伝えるかというチャンネルを、いつも気持ちをフ

レッシュにもって、工夫しながら生きることだと思

います。そうやって一生懸命考えてる方が、「疲れ

たー」って思って座り込むよりは、少し疲れが少な

くなるんじゃないでしょうか。
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　はじめに

　「ケースの進行管理などスーパーバイザー（以下、

ＳＶｒと言う。）の役割」というテーマでお話させて

いただきます。

　さて、厳しい虐待問題に直面するようになり、児

童相談所の業務がすっかり様変わりしました。それ

は、相談に来られた方に親切にご相談に応じるとい

う従来の立場から、極めて強権的、介入的なケース

ワーク（以下、ＣＷと言う。）をも実践するように変

わってきたためです。

　大阪府の場合は虐待新法ができてから、虐待相談

の受付件数は少し落ち着き始めました。大阪府の人

口は全国人口の５％弱ですが、全国の１割の虐待相

談受付件数にあります。

　現実に虐待相談が多いことは、大阪だけが特に他

の都市部と比較して子育て環境が悪いためだけで虐

待相談が多いとは考えていません。これは、地域の

ネットワーク、発見のシステムが多くの市町村で構

築されており、保健、福祉、医療、教育各分野での

連携ができていることもあって、虐待の発見が早く

なり、虐待ケースの捕捉が進んでいる結果でもある

と思っています。

　小学校高学年以上の身体的虐待などのように長期

間にわたる虐待を受けていたケースが、初めて子ど

も家庭センターに来ることがほとんどなくなってい

ます。勿論、性的虐待が長年にわたっており中学生

の高学年、高校生ぐらいになって子ども家庭セン

ターが初めて関与するというケースは散見されてい

ます。現状的には、乳幼児、小学校低学年ぐらいの

児童の身体的虐待、ネグレクト、性的虐待に虐待相

ケース進行管理などスーパーバイザーの役割

赤　井　兼　太

（大阪府中央子ども家庭センター所長）

談の傾向がシフトし始めました。このように、少し

虐待相談の様相が変わりつつあるという印象です。

　今年度は死亡事故が起こっていませんし、マスコ

ミで取り上げられた、ないしは取り上げられなくて

も取材攻勢に遭ったような重大事故の発生は、なく

なってきています。外部からの厳しい批判に晒され

ることも減ってまいりました。これは幸運に恵まれ

ていることもあるとは思っています。

　しかし、我々の足元を見ますと、やはり、児童の

権利擁護意識はまだまだ社会的にも低いですし、教

育、医療の分野でも、虐待問題への理解・認識はま

だまだ薄い状態です。また、虐待防止法の法改正を

始め、色々な支援事業･活動など国制度の部分につい

ても、しっかりやっていただきたいと思います。

　それから、児童福祉施設の状況を見ますと、児童

養護施設は秋口にかけてここ数年、定員オーバーの

状態になってしまうことがあります。情緒障害児短

期治療施設も児童自立支援施設も満員状態です。

　虐待相談の受付件数が落ち着きを見せ始めている

と言うものの、どうしても即日に保護しなければな

らないというケースはしっかりあり、一時保護所も

ほぼ常時、満員状況にあります。

　最近、一時保護所で、特に目立つことは、施設入

所後にフラッシュバック、パニック、性的な問題行

動、集団のイジメ・無断外出・盗みなどの不適応や

問題行動を発現する子どもが多くなり、これら施設

入所児童を一時保護することです。

　また、大阪は少年犯罪が全国一という実態があ

り、身柄付通告が増え、非行児の一時保護も増加し

ました。

　しかし、大阪の場合、昭和36年に専門職制度を採

※　平成14年度児童相談所スーパーバイザー研修で行われた研修講演をまとめたものです。
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用しており、40数年の歴史的経過の中で、随分政策

立案部門が我々現場の仕事を理解してくれており、

随分恵まれた組織、人員体制にあります。いま、大

阪府子ども家庭センターでは、ヒト・モノ・カネを

担当する行政事務以外の職員は、所長以下、ケース

ワーカー（以下、ＣＷｒと言う。）、心理職など、全

員が専門職となっております。なお、いま専門職が

30人ぐらい本庁におりまして、現場の情報なり考え

方を伝えつつ、政策立案業務等に従事しております。

このことが我々の組織、人事や業務執行にも大変役

立っているのだろうと思っています。

　虐待対応は、平成12年に虐待総括主査を府下４セ

ンターに４名拠点配置し、翌年の平成13年４月に虐

待対応課を府下７カ所の全子ども家庭センターに設

置しました。これは、従来、所長課長体制でしたが、

次長制を創設し、緊急事案発生のときに所長が不在

であった場合、次長がその対応を決定できるよう次

長兼虐待対応課長という形にしました。７センター

の虐待対応課の総員は32名で、ＣＷｒ職と心理職の

混成になっています。なお、管内人口の少ない子ど

も家庭センターの場合は、３名の心理職が他の課を

兼任しています。

　また、平成14年は、７センターの母子相談課にＤ

Ｖ相談員を１名ずつ配置しました。

　もう一つ大阪府の特徴としては、施設等と非常に

連携・交流が活発に行われていることです。これは

共同研究や合同の研修を実施したり合同のケースカ

ンファレンスを開催したり、いろんな交流行事を一

緒にする中で培ってきたものです。もちろん、対立

もしますし、いろんなシビアなことが起こりますが、

基本的に非常に友好な関係にあります。

　また、弁護士の先生方の絶大な支援があります。

各センター５名ぐらいの弁護士が危機介入援助チー

ムの委員となり、助言・指導やケースカンファレン

スに出ていただいております。28条の申し立てなど

法的対応は当然ですが、いろんなケース処遇上の適

法性ないしは違法性がどの程度あるか、訴訟の可能

性等電話でも相談に乗っていただいています。

　もう一つは、市町村における虐待の取り組みが、

他府県に比べますと相当進んでいると思います。本

年度中に全市町村ネットワークが立ち上がることに

なっています。

　ご存知かもしれませんが、泉大津市が設置された

ＣＡＰＩＯ（キャピオ）というネットワークがあり、

非常に有効な働きをしていただいています。早期発

見、地域の社会資源でできる虐待対応、家庭復帰後

の見守りをやっていただいて、機動的に動いていた

だいています。核になった市とそれを支えている乳

児院・児童養護施設と我々とのトライアングルに

よってでき上がった組織です。

　ケースの進行管理

　さて、職員が暴行・傷害の被害に遭わない、バー

ンアウトしない、しかも、仕事に生きがいを持てる

ように、我々も一緒になってやりたいと思っていま

す。そこで、テーマのケースの進行管理とＳＶが極

めて肝要になってまいります。

　全国の虐待対応の児童福祉司に関する実態調査を

子ども家庭総合研究所がされ、その報告を読みます

と、全国的には目頭が熱くなるほど、苦しい状況で

涙ぐましい努力をされていることがわかります。

１．危機管理

　さて、「ケースの進行管理」は大きく言いますと、

やはり重大事案、事故が起こらないようにする危機

管理的観点がまず必要です。具体的には、虐待死、保

護者の自殺、施設内事故それから著しい権利侵害事

案が起こらないようにする。

　それを支えるための安全管理の徹底。これは日ご

ろから大事なことだと思います。庁舎管理のあり方、

電話の受け方、対応の仕方などや、お互いに他の職

員は何をしているのかということを知っておくこと

が安全管理につながります。

　また、むだを省く効率的な運用・運営も大事です。

我々が虐待対応を本格的に始めて間もなくのころで

すが、いざ立ち入り調査というときに、バタバタと

立ち入り調査決定通知書を起案したり、いろいろと

必要な書類や物品などを用意したりするような泥縄

をやっておりました。こんなことに気や手を取ら
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れ、肝心なことに手をつけられない。事前に準備を

しておけば良いことはやっておく、泥縄は結果的に

非効率になり、事故の元にもなります。そして複数

対応するときの役割分担も、相当部分の役割は想定

できるわけですから、緊急連絡網だとか、組織対応

だとかを手順化、マニュアル化、文書化しておくこ

とが大事ではないかと思います。

　「建物構造・設備についての安全管理」は、２方向

避難のできる面接室が幾つか必要です。また、ロッ

クアウトされない、外から開錠できる面接室の施錠

の仕方が必要です。なお、高所の窓の安全管理にも

気をつける必要があります。面接室に来談者だけを

残して、ＣＷｒが出た隙に、窓から飛び降り自殺さ

れたら、大変です。備品については、防刃チョッキ

のＳ、Ｍ、Ｌサイズをそろえました。

　また、危険性の高い来談者の面接の場合でも、絶

えず隣の部屋で様子を伺うこともできません。険悪

な空気になったときに、ＣＷｒがポケットの小さな

発信機のボタンを押しますと、電波が飛んで、別室

の緊急ブザーが鳴って回転灯が回るようにしていま

す。

２．行政機関としてのケース管理等

　「行政機関としてのケース管理・事務管理等」につ

いてですが、これは事務的な取り扱いも含めての話

ですが、共有化・共通化、様式化しておくことが大

事です。あまりに詳細にすると、だれも読まないマ

ニュアルになります。使いやすさを考えた、編集の

仕方が必要です。厚生労働省の虐待対応のマニュア

ルでさえ、読む気をそがれてしまう程のボリュウム

になっています。マニュアルを作ったらそれで終わ

りではなく、マニュアルをどう活用・手直ししてい

くかも考えておく必要があります。

　次に、「公権力の行使」の前提には、行政機関とし

ての虐待認定する必要があります。新法で虐待を四

つに類型化した定義が定められましたが、グレー

ゾーンの多い虐待で、マルトリートメント（不適切

な養育）がどこまでで、どこから行政的な関与・介

入が必要な虐待かが弁別できる臨床的な診断基準・

判断基準が、まだ十分にありません。これは我々自

身が現場の実践を積み上げる中で判断基準をつくる

べきだと思っています。

　対応に危険性があれば警察官の派遣を依頼します

が、新法のおかげで随分容易になりました。ただ、

警察は警察なりの行政目的を持っており、どうして

も加害者が中心となるきらいがあります。我々のや

り方と少し齟齬が生じることがありますから、どの

部分・範囲をどの程度に協力を願うかの事前調整が

大事だと思っております。

　それから「法的・行政的なトラブル」としては、

「訴訟」事案の発生だと思います。訴訟で特に困難

なことは、所長個人・児童福祉司個人が訴えられる

場合です。この点の制度的なバックアップ体制の創

設が必要であると思っています。

　「組織的対応」の必要性についてですが、組織内の

報告・連絡・相談（ホウレンソウ）は当然ですが、各

種の設置された会議の開催が特に重要です。

３．専門機関としてのケース進行管理

　ちょっと話しを飛ばしますが、「専門機関として

ケースの進行管理」について話したいと思います。

まずは、「リスク・アセスメント」のことですが、府

でも実情に合わせ作成しています。また、保健医療

部門と福祉部門との間に縦割り行政の溝があり、現

場的には保健師とＣＷｒが感情的対立になったり、

相手の動きを十分に理解していなかったりで、共管

ケースで重大事故が発生したこともありました。原

因の一つに、臨床的な判断基準が違ったこともあ

り、２年ほど議論・協議し、共通のアセスメントを

つくり上げました。お陰で、随分、円滑になってお

ります。教育部門とも医療部門ともこのようなこと

をやる必要があると思っております。

　次に「危機管理」ですが、まず、危険性の判断が

最も重要だと思います。最近は、クライシス・マネ

ジメント、リスク・マネジメントについて、特に医

療機関、高齢者施設、知的障害者施設で議論が盛ん

に行われ、具体的な取り組みがあります。相談機関

では十分ではないと思います。危機管理理論とその

実践例には、大変有益な専門的な知識・情報があり

ますので、ぜひ学習をしていただきたいと思いま
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す。

　大阪府では、施設児童を巡る深刻なトラブルや危

機的状況の発生が多くなっていまして、施設長とセ

ンター長の間に携帯電話によるホットラインを設定

するとともに施設職員とプロジェクトチームを立ち

上げ、共有する危機管理マニュアルを作成中です。

　危機管理の基本は、まず事案に直面したときに、

過去の経験と専門的な判断に基づき、理論的推論を

立てて、最大最悪の事態をしっかりシミュレーショ

ン（想定）して、対応策をたてることです。できる

だけ多くのカード（対応策の）を前もって用意して

おくことが必要です。それを現場にいるＣＷｒと

いっしょに検討し提示しておく。カードを十分に持

たせないで、一枚のカードだけで勝負してこいで

は、現場のＣＷｒは追い詰められてしまいます。現

場状況は想定した状況とは違う状況が必ず起こりま

すから、カードを多く用意し、カードの選択は現場

に任せる。そうすると、ＣＷｒは安心し、ゆとりの

ある対応ができ、ひいては事故防止につながります。

現場で揉んだカードや検討したシミュレーションを

きちんと残してマニュアル化していく作業は必要だ

ろうと思います。

　次に、危機管理では職員の安全確保も重要なこと

です。立ち入り調査や職権保護を安全に行うために

は円滑にスピーディーに行動すべき場面が多くあり

ます。移動手段の確立がその一つです。我々の経験

では家庭訪問用、学校訪問用、一時保護所への護送

用、それから病院搬送用という複数の配車をしまし

た。タクシーチケットも予備的に用意しました。職

員は所をあげて対応し20名ほど動員・配置しまし

た。職員間の個人的な協力や援助だけでは危機管理

できませんから、しっかりした組織的な対応が必要

で、事務的な準備から役割分担と連携のあり方まで

決定し、職員に周知しておくことは重要です。

　訴訟を始めとする法的なトラブルという危機を管

理するためには、弁護士からのコンサルテーション

は非常に重要です。法的対応するときには、手間暇

がかかりますが多面的に検討すべきで、必ず法的

チェックをする必要があります。ただ、守秘義務の

担保と弁護士の位置づけの点は、きっちりしておく

必要があります。

　スーパービジョン

１．定義

　いよいよもう一つの本論、スーパービジョン（以

下、ＳＶと言う。）についてお話しますが、従来、Ｓ

Ｖは、欧米の専門社会福祉事業の方法論から生み出

されてきたものであり、そういう意味で本質的に非

常に専門性の度合いの強いものが伝統的なＳＶです。

しかし、いま児童相談所のＳＶｒと呼ばれている係

長級の方々は、そういったものをお持ちでない方も

多いから、専門的な立場から、だめだ、だめだと言っ

ていても、建設的な話にはなりません。そこで、本

質的に言われていることと、我々の所与の条件、日

本の法律に従って行政機構で虐待対応をやっている

という状況で、どんなＳＶのやり方があるかという

ことを考え、実践していかなければならないと思い

ます。

　とりあえず、専門的ＳＶの定義からお話します。

「専門的な知識・技術・経験を有する者（ＳＶｒ）が、

福祉専門職（スーパーバイジー／以下、ＳＶｅと言

う）の援助能力を高めるために福祉専門職を管理・

教育・支援する専門的対人援助活動の過程をいう」

ということです。

　ここで言う、専門職とは、大学で専門的な課程を

履修し、専門的な訓練を受けた人でその専門領域の

業務に就いている者というように限定的なものには

なります。しかし、我々の世界では、その仕事をま

じめに取り組んでこられて、経験も積み、学んでこ

られた方が専門性を志向されているという幅のある

意味合いで、理解したほうがいいのだろうと思いま

す。特に、専門性として求められておりますのは、

倫理性です。これは行政事務の方がおやりになろう

が、心理の方がおやりになろうが、専門性の一番大

事なところは倫理性です。子どもたちの命を守り、

福祉を守る、健全な育成を願う、最善の利益を図る

のだという価値観を守る使命・責任があるという倫

理性がなければ、専門性の根拠を失うことになりま

す。その次に必要なのは、科学性です。これは精神
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医学、心理学、社会福祉学等々いろんな対人援助活

動に必要な学問・理論・知識があります。科学性に

よって、技術が生み出され、体系化されております。

我々は、できるだけ現場で実践したことを言語化し、

文章化し、マニュアル化し、理論化していくという

ようなことをしなければ、体験主義になってしまい

ます。そういった意味で科学性は抜きにするわけに

はいかない大切な要素の一つです。三つ目には、社

会的有効性であります。いかに科学的であっても社

会の役に立たなければ何の値打ちもありません。こ

の倫理性、科学性、有効性の三つの柱をもって専門

性というのが担保されるのだと思います。定義の後

段で「専門的対人援助活動」という表現をしました

が、ＳＶｒとＳＶｅが対等な人間関係を結ぶことが

原則であるということです。おれは係長だ、おれは

課長だ、黙って聞け、というような権力的関係では、

ＳＶは成立しません。しかし、官僚組織ですから指

揮命令的なことも必要だとは思いますが、対等な人

間関係が基本的原則となります。これがないと、Ｃ

Ｗｒは自分の悩み、苦しみ、痛みなどをＳＶｒに伝

えようとは思いません。我々がＣＷｒを守り、ＣＷ

ｒの仕事を支援することができません。

　人間関係の力動というのは、ＳＶは、相互のやり

とりで成り立つことですから、キャッチボールのよ

うに一たんボールをミットに受けて、ボールを握り

直してからゆっくりと投げ返すというようなことは

あまりできません。ピンポンのように割合、即時的

対応を求められます。と同時に、過去の事例をリ

サーチして判断するというようなこともできない。

創造的なことです。そこでは、いろんなサインをＣ

Ｗｒは出してきます。頭が痛い、おなかをこわした、

ぜんそくが出たなどの体調不良や疾病などの器官言

語（オーガニック・ランゲージ）を用いての表現。

休む、遅れる、落ち着きがないなどいろんな行動に

よって伝えようとする行動言語などもあります。そ

れから言語表現を用いての口頭言語。など複数の

チャンネルでサインがＣＷｒからでています。皆さ

ん方が机に齧り付いて、ＣＷｒの顔を見ない、ＣＷ

ｒの行動や様子を見ないでおられると、相当部分を

見失ってしまう。こちらも働きかけ、相手も返して

くるということができるとは思われません。そう

いったことがＳＶの定義に含まれている意味だろう

と思います。ただ、役所という行政組織の中ですか

ら、理想的なあるいは専門的な欧米的なＳＶは困難

ですので、管理的なＳＶということであろうかと思

います。日本語の管理といいますと、双方向ではな

く一方的な印象がありますので、私だけの造語で申

しわけないのですが、「マネージメンタル・ＳＶ」と

いう言い方をさせていただくことにしております。

２．マネージメンタル・ＳＶ

　そこで、福祉行政機関の所与の条件・前提条件と

して、我々はいくつかの特性を持っております。官

僚制というのは、本来、合理的な目的や手法で成立

した組織ですが、不可避的に権力機構というような

要素もあります。その結果、専門職がよって立つに

必要な性質である平等、対等、自由等が削がれてい

くことがありますから、この点を絶えず意識してお

く必要があります。

　また、官僚制には安全策の優先、大過なくの事な

かれ主義、前例主義などがあります。

　なお、横並びなり、周りの動きを見てとか、他の

関係機関に責任を押しつけてとかになると、手順･

手続きがふえて、がんじがらめのマニュアルとな

り、決断、決定、実施が、先送りになってしまいま

す。結果、現場のＣＷｒのモラールが低下し、主体

性が無くなってきます。

　それから、虐待新法ができて非常に強権を与えら

れましたが、ＣＷとかＳＶは、元来、非権力的な性

格を持っているものです。クライエントの自己決

定、審判的態度などの尊重、ＣＷｒとクライエント

の平等性、ＳＶにおける対等性などを見れば明らか

です。この制度的・法的な権力性と専門的援助手法

における非権力性とを上手に織り上げていくという

ことが必要であると思います。

　それから、本来的にはＳＶには、臨床的責任ある

いは道義的責任はありましても、制度的、組織的な

責任は、ＳＶｒに問われることはありません。しか

し、皆さん方には行政機関における管理責任を果た

すことが当然求められているために、マネージメン
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タル・ＳＶという表現をしているわけです。

　従来から、ＳＶｒについて、外部の人材を用いる

考え方もあります。この場合、守秘義務が問題にな

ります。また外部のＳＶｒの方は、どうしても理想

論を言われ、現実遊離する嫌いがあります。そうい

う意味で、よほど児童相談所の仕事、現場の我々の

与えられている責任と権限、福祉施設の状況等々の

現場情報をお知りにならないと役に立たないばかり

か、内部のいろんな問題点を一方的に見られて、外

部で児童相談所はけしからんというお話をされるこ

とにもなりかねません。

　内部の人材が専任してスタッフ的にできれば一番

いいかと思いますが、虐待対応の場合はやはり意思

決定をしていかなければいけないという意味では、

スタッフ職で専任のＳＶｒを設置するということも、

大変難しい要素も出てくるかと思っています。

　それから、ライン職がＳＶ機能を持っていると、

どうしても上司という位置づけでＣＷｒたちは見ま

して、十分なＣＷｒの感情吐露ができない。しんど

いとか、堪忍してくれとか、怖いとか、助けてとか

と言うと、上司は自分の人事評価を厳しくするので

はないかという思いが出て当然ですし、また、そう

いう思いも必要な場合もあります。この辺りからア

フターファイブのつき合いも時には要ることにもな

るかと思います。

　また、外部のＳＶｒを用いていない理由の一つ

は、日本人の器用さという面もあるかと思います。

日本人は非常に複合的な機能・役割を担いながら社

会生活を送っている。

　欧米ではレストランなんかでも、テーブルを掃除

する係り、食事の注文を聞く係り、ワインの注文を

受ける係りなどと３人ぐらいで役割分担している。

日本だと１人でやっています。そういう器用さが

あってできているのかなという感じもあります。

　また、行政職の方で、非常に人格的に愛他精神の

豊かな、人間の機微に通じたような方だったら、下

手な専門職よりもずっといい仕事をしていただいて

いることも、見聞きします。ラインと兼務のＳＶｒ

というのが現実性の高いところかなと思っておりま

すが、一方では、このままではいけないのではない

かとも思っております。

　そんなことで実際のマネージメンタル・ＳＶの場

合には、ＣＷｒを管理することも当然あるわけです。

しかし、まず人間的に管理する。それから、組織人、

職員、部下として管理する。そして、ＣＷｒを指揮

する。この指揮ということも、一々細かく全部指揮

しなければいけない人もいますが、やっぱり一部で

はＣＷｒの欠点とか癖とか知識とか意欲とか人間性

とかなどを見抜いて、任せるということも指揮する

中の一つだろうと思います。

　この任せることができなくなると、ＣＷｒの自主

性、自律性、創造性が育ちません。ＣＷｒのワーカ

ビリティーをしっかり見て、任せるということも、

指揮することの一つだろうと思っております。

　それから、教育する。この仕事の基本的で重要な

価値観、命の尊さ、民主主義的な人間理解などにつ

いて教育する。人間に対するスタンスの取り方。そ

れから、必要不可欠なスキル――理論であったり、

知識であったり、情報であったり、技術であったり

することを教育する。そして、次にはＣＷを支援す

る。本当の支援をしようと思ったら、親切にべたべ

たと甘くすることではなく、本当にＣＷを理解し、

ＣＷの気持ちに共感し、支えるということが支援で

す。

　もう一つは、ケースを見立てることが、マネージ

メンタルＳＶｒとしては要ります。見立てとは、

ケースを分析・評価・診断し、処遇方針を樹立する

ことです。これをおやりになるには、ＣＷｒからの

文字情報、言語情報を頼りにされる他はない。この

情報にはＣＷｒの人格のバイアスがかかっています。

心理のバイアス、状況等がバイアスとしてＣＷｒか

らの情報に影響しています。ＣＷｒから得たことに

足したり、引いたり、割ったり、掛けたりして、ケー

スの状況を把握されて、ケース診断を見立てること

ができなければなりません。この見立てができない

と、ＣＷｒを支援できませんし、つぶれることすら

ありますし、事故にもつながりかねません。バイア

スのない情報をＣＷｒから得ようとするあまり、記

録の書き方と内容、情報提供のタイミングというよ

うな事務的な手順・手続の執りかたなどにガアーッ
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とＳＶｒの働きかけが偏ってしまうと、ＣＷｒの心

が見えなくなります。その上に、事故不安なり処遇

不安なりがＣＷｒの中で高じている時には、いよい

よ問題が悪化します。まずは、ＣＷｒとの人間関係、

人格関係をつくってから、見立てができるようにし

てください。

　それから、先ほどから言っています危機管理です。

今の、この、ワーカー・クライアント関係は、もう

危ないぞ、これ以上やるとクライアントが爆発的な

攻撃行動に出るぞ、ないしはＣＷｒが潰れてしまう

ぞということを嗅ぎ取って、危機管理する。こんな

場合にはＣＷｒを変えるとか、家庭訪問のときに複

数対応させるとか事前に手を打つ必要があります。

これらのことをするには、ＳＶｒはＣＷｒを十分に

知っていなければなりません。

　ＣＷｒ自身がいかにしっかりと生きているかとい

うところです。ＣＷｒ自身が非常に不安定で、ない

しは表層的な生き方をしている場合は問題がありま

す。ＳＶｒをされている皆さん方自身においても同

じことです。

　「しっかりと生きている」ということは、「問題な

く生きている」という意味や「悩みなく」という意

味ではありません。悩みも、問題も、苦しみもみん

ながそれぞれに生活の中できっとあろうかと思いま

す。しかし、それをいかにきちんと捕まえて、とい

うとカッコ良過ぎるかもしれませんが、オタオタし

ながら、躓きながらでも真剣にしっかりと生きてい

ることが求められるわけです。そうすることによっ

て福祉臨床における知識・情報・専門的技術が生か

されてくると信じています。

　ＣＷｒはクライアントから脅迫されたり、攻撃さ

れたり、執拗にねばられたりして、感情を刺激され

ているわけです。そんなときにＣＷｒはＳＶによっ

て、気持ちを受け入れられた上に、科学的に論理的

にクライアントを理解・認識することができる。そ

ういったことでＣＷｒは情緒のかかわりを少し外し

て、安定して対応することができる。そういう意味

では、当然虐待の原因――この親はなぜ子どもにこ

んなことをするようになったのかという原因分析、

動機はどうなのか、家族でどんな位置づけになって

いるのか、どんな評価を家族からされているのか、

どんな期待を受けているのかというような、そう

いったことをしっかり分析・評価･診断することに

よって、ＣＷｒが安定していくというようなことに

なると思います。

３．対人援助活動技術の習得

　「対人援助活動技術を習得させる」ことについてお

話します。我々は、痛めつけられ、さいなまれ、苦

しんでいる子どもたちの社会的代弁機能（アドボカ

シー機能）を果たすべき役割を担っていることを第

一に認識することが重要です。すなわち代弁者のス

タンスを取ることが、援助活動するときの大事な自

己像の描き方だろうと思います。対人援助活動技術

というと、非常にテクニカルな表層的な感じにとら

れる表現ですので、何度も価値観だとかスタンスだ

とか申し上げているわけです。そして、技術などと

いっても、そんなに具体的なケースでこの技術を適

用すれば快刀乱麻、すぐに有効性があるような技術

はありません。そういう意味では失敗があったり、

誤りがあったりします。そのために技術を捨てると

いうわけにもいきません。技術は相変わらず必要で

すが。しかし、それをやったから必ずうまくいくと

いうわけにはいかないのが、我々の今の技術の状況

だと思います。これは多分対人援助活動における本

質的な性格だろうと思います。失敗や不十分なこと

があっても、基本的なスタンスがあれば、やり直し

や改善、修正が有効なのだというような思いを持っ

ておくことも大事です。死亡事故がありますと、過

去の経過を振り返って、あれをやっていなかった、

これをやっていなかった、こうすべきだった、ああ

すべきだったということが、ダアーッと出てくるわ

けです。そんなことが全部できるほど専門性も高く

ないし、人員もない。事故がおこったときに、結果

論的に完全に問題点の洗い出しをすると、ＣＷｒは

縮み上がって仕事ができなくなってしまう。そこで、

先ほどから言っているようにいろんな手立てを講じ

て、やるべきことはやって、なお失敗しても、死亡

事故だとか重大事件に至らなければやり直しがきく、

対人援助活動というものはそういうものだというこ
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とを、我々自身が思っていなければ、ＣＷｒに安心

した積極的な気持ちを持たせられないだろうと思い

ます。

　その上で、基本的なスタンスが権力的であったり

事務的であったりしなければなど、スタンスの誤り

がなければ、やり直しがきいて、失敗に懲りずに、う

まずたゆまずに繰り返しやっていくことが我々の仕

事なのだと。その中でクライアントが良い方向に動

いてくるという確信を皆さん方もお持ちになってい

ただいて、ＳＶしていただきたいと思います。

　精神医学なり心理学では、人格変容ということま

で言われておりますが、我々の環境と能力では、人

格障害の方ないしは虐待を長期にわたって確信的に

している方の人格変容、行動変容を図ることは、あ

る種、おこがましいことだろうとも思います。ほぼ

そのことは無理なことだろうと思います。しかし、

この場面のこの状況の親の行動を少し変える。この

ときの家族の力動を少し変えて、子どもを保護する。

という少しの程度のところで仕事をしている、その

安心感とそれに対する責任感というのを持っていな

いと、虐待の家族を立ち直らせるのだ、傷めつけら

れた子どもに完全に幸せな人生を送らせるのだとい

う、あまりに大きな望みを持ちますと、我々自身が

つぶれることになります。

　ちょっとしたこと、大したことではないことと

我々自身が思って話をしたこと、やったこと、家庭

訪問した時ににこっと笑ったなどということですら

クライアントが劇的に変わることがあります。そう

いった意味で、小さなことでも大変な値打ちが生ま

れてくるような妙味を味わえるときもあります。

　技術の理論・知識、座学は重要ではありますが、

習うより慣れろ、場数を踏ませることが大事かと思

います。虐待対応の経験のないＣＷｒに難ケースか

ら経験させ始めことは避けるべきです。ある県の課

長さんが、虐待対応は公務員としての使命感でやっ

ていただきますなどとを言ってましたけれど、心意

気だけではできません。やさしいケースから初め

て、少し難しいケースは少し関与させて、しっかり

ＳＶ、しっかりバックアップして、成功体験を積ま

せていく、自信と経験を積ませていくことが大切で

す。

　従来の受容的、非審判的なＣＷ理論では、虐待対

応はできない。大阪市の津崎所長は、父性的ＣＷと

言われていますが、どんな表現が適正なのかまだ私

はわかりませんが、とりあえず私どもでは介入的Ｃ

Ｗと言っています。従来、児童相談所でしておりま

したカウンセリング、セラピー、面接・指導等は、受

容的なＣＷを基本としていました。それは相談者に

ニーズがあることが前提で、相談に乗って欲しいと

お越しになった方に対応しておりました。しかし、

従来から、養護相談の虐待と非行相談は別であり、

ある意味でいうと、そこでは児童相談所は伝統的に

介入的ＣＷをしておりました。それを行政的な手続

事務の中でしており、介入的手法をＣＷ的にきちっ

と位置づけるということが十分してこなかったこと

と、対人援助活動の重要な部分を行政的、事務的に

やらざるを得ないという専門職としての罪障感など

が働き、自覚的にそのことを認識しないでおりまし

た。しかし、今は相談ニーズのないケースにどうア

プローチするのか、どう介入的にＣＷするのかが求

められています。

　虐待親への対応で大切なことは、虐待は許されな

いことだという社会の価値観をきちんと伝えること。

社会はあなたのしていることを非難し、糾弾します

よ。虐待は認められないという社会的に明確な意思

を伝えること。この線は譲れないという毅然たる意

思表明をすることです。これをソフトに時間をかけ

て丁寧にするなかでクライエントとの信頼関係を築

いていき、介入していく。介入的ＣＷは、権力的に、

事務的に行うことではないと思います。そういう意

味でいうと、伝統的な受容的ＣＷを原理原則としつ

つも、現状適応型の虐待対応ＣＷをしていくという

ようなことになるかと思います。

　特に28条適用ケースなどでは、親御さん自身の自

己イメージが極めて悪く、社会性に欠け、社会生活

能力も低く、激情的、爆発的な攻撃性を持ってる方

が多くおられる。なかなか我々と人間関係が結べな

い。しかも、自分の問題が非常に深刻であるにもか

かわらず、問題解決へのセルフ・オリエンテーショ

ンや動機づけや意欲などが低いという傾向にありま
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す。このような性格行動特徴の人が、児童の生命、人

権を侵している。この状況に対して受容的ＣＷで臨

んでいたのでは、子どもたちは救われません。そこ

で、納得させる、あきらめさせるなどの説得する能

力が要ると思います。このためには、クライアント

の持っている健全な部分を見つけて、そこを強化

（エンパワーメント）していく。それから、苦労話な

どを聞いて、それに共感する。あなたの苦労は大変

な苦労だったんだという、そういう苦しみやつらさ

を引き出して親の持つ悩みに共感していくことを織

りまぜながら、こちらの主張をしていく。同時に、相

手の混乱した気持ちをそういう中で、言語化して、

整理していく。矛盾を追及するのではなしに、整理

をしていくことが大切です。

　この方法は、クライエントへの命令や指示ではな

くて、交渉技術（ネゴシエーション）だと思います。

これはＦＢＩなどが誘拐犯、立てこもり犯に対して

用いる技術です。ネゴシエーションで一番大事なの

は、信頼関係をまず築くことで、権威的、権力的な

対応はしないことです。そのためにはＣＷｒの服装

にも気を配る。また、話すときのピッチとトーンは

大切で、早口や大声でしゃべらない。相手が話して

いるときにかぶせて話さない、さえぎらない、一方

的に話さない、タイミングを図って話し掛ける。高

い姿勢で話をしないで目線を低くする。非難、攻撃

や理論勝ち、理屈詰めにしない。法律的用語、専門

的用語は使わない。平明な言い方で相手より少し丁

寧な言い方をする。

　約束した日には必ず行く。お電話しますと言った

ら絶対に電話する。電話すると言って手紙を出す

と、だめになることもありますから。ちょっとした

違いも非常に敏感に、針小棒大に反応をしてくるこ

とがありますから。それは相手を人間としてきちん

と位置付けた対応をするということから生まれてく

ることだと思います。そして、親の状況、家庭の状

況、親子関係の状況で具体的にできるようなゴール

をこちらが見つけて設定し、提案して、譲れるとこ

ろは譲って、譲れないことは譲らないで交渉する。

そんな中からＣＷｒとクライアントとの信頼関係が

深まってきます。

　先ほど言いましたように、絶対に譲れない点――

例えばもうこのケースの在宅処遇は限界で28条を申

し立てるとの判断が出れば、28条を出させていただ

きますということをきっちりと言う。「あなたは否

定されても、我々は子どもさんからの話を聞くと性

的虐待だと思います」ということをきちんと言う。

そのタイミングや場を外してしまうと、次に告知す

るのはなかなか難しいですから、事前にシミュレー

ションしておくことの一つでもあると思います。

　それから、人格障害の方に多いですが、非常に針

小棒大にへ理屈をこねられる。それで相手を混乱に

陥れて、自分のところに引きずり込もうとされます

から。そういった議論に乗っていかない。相手のす

りかえの論理に反論していかない。それに理屈勝ち

をしようとしてやると負けます。こちらは良識的で

すから。相手の非常識な論理の展開に理論勝ちしよ

うとしたら必ず負けます。ほかの話になかなか持っ

ていきにくいですが、そういったことなどが技術的

なことだろうと思います。

　もう一つあります。こちらが社会的存在として位

置づけられた機関であるという存在感を相手に伝え

るということです。どうしても怖いケース、ややこ

しいケースには、相手からの動きや働きかけがな

かったら放置してしまうことに陥りやすい。施設入

所措置後に親が何も言ってこなければ放置しやすく

なりますが、そこを働きかけて、そして、必ずフェー

ス・トゥー・フェースでこちらの顔を見せて、存在

を伝えていくことが大切です。

　そして、家庭訪問や相手の時間帯の面接など相手

の城に入っていくことも必要です。しかし、あまり

ＣＷｒにそれをさせ過ぎると、ＣＷｒが入り込み過

ぎてしまい、クライエントに飲み込まれる可能性が

あり、危険になってしまったりします。そのときに

は、適正な距離感を取らせるということが要ると思

います。ＣＷｒとクライアントの関係がぐあい悪い

というのは、転移や逆転移が起こったり、非常に強

い攻撃が予想されたりすることで、これは、ＣＷｒ

の反応を見れば、お気づきになれると思います。
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４．専門的人格の育成

　「専門的人格の育成」についてお話します。専門的

人格を用いてＣＷｒは仕事をしております。専門性

が低いから専門的人格でないという言い方も一方で

はあるかもしれませんが、いくばくか乱暴ではあり

ますが、この仕事を職業として真剣にしているとい

うことでは、そういう言い方も許されるだろうと思

います。この仕事は我々の人間性、人格を使わなけ

ればできない仕事です。それをＣＷｒがしているわ

けですから、ＣＷｒの人格・性格・行動特性等など

をしっかりと把握する必要があります。

　そのためには、ＳＶｒ自身が、自分の目が老眼な

のか、近視なのか、乱視なのかということにお気づ

きになっておかなければならない。それを直せと

言っているのではなく、自分は非常に消極的な性格

だとか、自分は攻撃的だとか、自分はどうもコミュ

ニケーションが下手だとか、そういう自分の性格を

知って、ＣＷｒと自分との関係の距離なり状況なり

を修正して、ＣＷｒとのＳＶ関係を築くことが大事

であると思います。

　自分のことを知るという自己覚知は、極めて難し

いことですし、苦しいことでもあります。人とのか

かわり、接触がなければ、自分の像、自画像は浮か

んできません。沈思黙考して、黙想を重ねて自分の

人格や人間性は、なかなかわかりません。自分を映

し出す鏡は他者だと思って、ご自分を知りたければ

ＣＷｒと接触を深めていく。その中で、いろんなＣ

Ｗｒの反応が返ってきます。その中でＣＷｒを鏡と

して自分を知っていく。その自分の経験をＣＷｒに

伝えていって、ＣＷｒの自己覚知を図るということ。

そういうＣＷｒの人格をつかんだ上で、ＣＷｒとク

ライアントとの人間関係を皆さん方が把握していく。

　特に虐待対応の場合には、虐待のシビアな状況

――血だらけで子どもが傷めつけられている、やせ

細って死にそうな状態、性的虐待の悲惨な状況、こ

んなことに馴れている人は滅多にいない。ですから、

だれもが嫌悪感を持ったり、拒否感を持ったり、憤

りを感じたりしますし、当たり前のことです。この

ようなケースに直面したときの最初の、第一段階の

心理的反応というのは、見落とし、聞き落としが意

外に多いものです。これはそういうあまりに悲惨な

ことに直面したくないということがあります。子ど

もが性的虐待のことを言っていたにもかかわらず、

ＣＷｒは聞いていないという場合があります。これ

は嘘を言ったり、責任を回避したりしではなくて、

無意識的な規制がかかって、無意識的に見落とし、

聞き落としをしてしまっているのです。子どもが

「私は性的虐待を受けています」と、ここまではっき

り言ったら別ですが、子どもの言っていることがど

う聞いても、それは性的虐待を受けているというサ

インではないかというようなことを、見落としたり

聞き落としたりするのです。また、強い戸惑いが

あったり、混乱したりします。その次に、この虐待

に対して怒りを持ったり、親がけしからんという攻

撃的な反応をしたり。同時に、自分の攻撃性を抑え

るタイプの人は、自分の無力感を感じたり、何とか

しなくてはいかんという焦燥感を感じたりします。

次の第２段階では、責任を転嫁し、あの子のお母

ちゃんが守ってないからこんなことになったという

気持ちになったりします。

　第３段階で、問題をなかなか直視できないままで

いますと、虐待の認知、告知をせずに、それを横に

置いておいて、テーマをほかのテーマにすりかえて

しまう。妥協的に親と話をする。例えば、ケースに

性的虐待とネグレクトが重複してあったとすると、

ネグレクトに付随する経済的問題に話の中心を持っ

ていって、子どもを単純養護ケースとして保護しよ

うとする。結局、親には性的虐待、ネグレクトの問

題提起を全然しないままに施設入所させる。これが

なぜ問題かというと、家族の再統合につながってい

かない。そういう妥協によるごまかしというのは、

ＣＷｒの苦しさのあまり出てくるメカニズムで怠け

ているという意味ではなしに現れたりする。また、

事態を無視したり、自分と距離をバーンと置いてし

まう等閑視があったりすることがある。そんなとき

に皆さん方が、問題点を露骨に断罪的に言うのでは

なしに、ＣＷｒ自身が気づくようにＳＶによるコ

ミュニケーションを通じ図る。ケースカンファレン

スもそうですし、時には厳しい苦いことも言わなけ

ればならないかもしれないですけれども、基本的な
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信頼関係を崩さない中で、そのことをＣＷｒに気づ

かせていくことが必要です。

　第４段階では、サポーティブなＳＶを皆さん方が

されていると、ＣＷｒはケースのメカニズムが理解

できたり、そうならざるを得なかった加虐者の気持

ちを受容ができたり、理解ができたりします。人間

的理解を得ると、クライアントに対して、虐待行為

は拒否していて非難していても、親として人間とし

ての存在なり、ないしは彼、彼女の持っている苦し

みに共感ができるようになります。形式的に無理な

共感をしていると、相手は必ず見抜きます。この見

抜く能力たるや、すさまじい感性、感覚の持ち主が

多く、ごまかしが絶対に通じないと思っていて間違

いはありません。その中で支援しようというアク

ティブな気持ちがＣＷｒの中に、第４段階になった

ら出てきます。これらのプロセスは直線的に第１段

階から第４段階に移行するわけではなしに、行きつ

戻りつが絶えずあります。第１段階から第２段階に、

第３段階に来てから、また第１段階。また、ケース

の様子によっては、すっと各段階を行ったり、ＣＷ

ｒの資質に応じて第３段階からバンと入っていくこ

ともあります。

　おわりに

　というようなことでお話を終わらせていただきま

すが、私共は非常にシビアな中で、虐待対応をして

おりますが、こんなにいい仕事は世の中に滅多にな

いものと思っております。しかも仲間がいて、組織

的バックアップがあって、この仕事ができています。

こんないい仕事をして、給料を頂いて、しかも個人

的な自己実現も図れる。若い方々がこの仕事をされ

るときにつぶれることのないように、この職場でこ

の仕事をやってきてよかった、それが社会的な役に

立っていて、自分の人生も豊かになれたというよう

な、そういうスーパーバイジーに仕事をさせること

ができるようになると、我々ももっと幸せな職業生

活を送れるのではないかと思います。

　ようやく定年１年前になって気づいたのが、ただ

今のような話です。もっと早くに気づいていたら、

もっといい仕事ができたのではないかと思う今日で

す。どうもご清聴ありがとうございました。
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　皆さんこんにちは。久しぶりに顔を合わせ懐かし

く思っております。今日はかつての友にお目にかか

れる、そんな気分でやってまいりました。

　日頃、大変な仕事をなさっておられ、こういう時

間があるのは素晴らしいことですね。私自身、こう

いった時にできた仲間の支えでここまでやってこら

れた、そんな気さえしております。

　今日は、スライドを使って、まず１時間ほどレク

チャーをします。その間に、お手もとの用紙に、こ

んなことが話し合えたらと思われるエピソードを紹

介して下さい。事前のアンケートを読ませていただ

きました。どなたもかなり疲れておられる。だれか

が悩んでいる。このままにしておいては危ないん

じゃないか、そんなことも含めてですね。

　ところで、疲れているのは職員だけじゃなくて、

施設や組織がおかしくなることもある。そこに組み

立てられているソフト、システムとかルール、そう

いったものが疲れてしまう。そういったことも実は

職員の燃え尽きと表裏にあるんではないか。私自身

が、あるいは皆で、あるいは誰かがおかしくなって

しまう時に、こういう問題と照らし合わせながら考

える必要があると思いこんな題にしました。

　テーマの背景

　情短施設は、子どもの問題がだんだん重く難しく

なってきております。PTSDは今まで、あまり気に

留められなかったんですが、大震災以来よく耳にす

るようになってきました。この概念自体は昔から

あったんですけれども、PTSDとしてまとめられた

職員のサポートを考える
�―― 組織が病み、システムが倦むことがある ――

杉　山　信　作

（広島市児童療育指導センター）

のは、主にはベトナムの帰還兵のメンタルヘルス、

それからレイプとか犯罪被害、被害者の支援という

ようなところからです。その中でも《複雑性の

PTSD》といわれるものですね。一回的なトラウマ

ではなく、繰り返し慢性的にトラウマ状況に置かれ

た、そういうケースをPTSDと並んで概念化しよう

とする動きがあったようです。この概念はまだDSM

にも ICDにも採用はされておりません。ジュディ

ス・ハーマンの提唱で議論になりました。やや包括

的に〈DESNOS〉とも言われます。Eはエクストリー

ムですね。ものすごいストレスにさらされた障害の、

しかもNOS（Not Otherwise Specified）、その他の

どこにもうまく分類しきれないようなという省略で

す。こういう問題が情短の中にも増えております。

　かねてより、そんな問題はいっぱいあったわけで

すが、虐待が注目を集めるにつれ溢れかえってきま

した。境界性病理、境界人格形成途上の子どもたち

が増え、情短の抱える子どもの未熟性が深刻化し、

このような研修が必要になってきたのでしょう。

　要はとても関わり難い、信頼とか安心な関係を持

ち難く、しかもすごく屈折した怒りを抱えている子

どもたち。そして、色々な揺さぶりとか試しとか、

対人関係を操り、行動化を重ねる。そういうタイプ

の子どもたちが増え、援助者が苦しい状況に置かれ

るようになり、疲れ切っているのではないかと思い

ます。

　この背景のもう１つは、児童福祉法の一部改正。

'97 年ごろでしたか。情短施設を定義する条項から

「概ね12歳未満」という規定が外されました。しか

し、それに見合う設置基準の改正がなされないまま

※　平成14年度情緒障害児短期治療施設指導職員研修における研修講演をまとめたものです。
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現在に至っています。ハード不足にソフト不備。そ

ういった無防備な受け入れ。ただただ責任感と情熱

と誠意でケースを抱えていく。そういう無理を承知

なやり方も、現在の苦境の遠因としてあげられま

す。今日は後半をディスカッションにしたいと思い

ます。

　施設治療の原理

　子どもの感情や親子の問題が、職員の心に響き渡

る。それを我々は「共感する」とか「理解する」と

いうふうに言っているかと思います。そして、親子

の病理が職員を相手に繰り返される。なぜなら子ど

もの基本的な問題ですので、園でも家庭や学校で

あったことが繰り返されます。それに対し、ときに、

職員のなかの未発達な問題が触発されてしまったり

とか、カウンターアクションが起きる。その転移は

担当者１人の中にとどまることではなく、チーム全

体を巻き込んでしまって、治療者、援助者の対人関

係の癖、それは親子の問題に触発されることですか

ら、親子の問題が《チーム》という拡大人格の葛藤

として広がってしまう。転移の拡大ということが起

きてきます。

　その転移状況を理解すること、あるいはその転移

状況が理解された時に湧いてくる感情に支えられて、

子どもは自分自身の問題に取り組むことができる。

ということはスタッフ、あるいはチームが自分自身

を理解する、あるいは治療状況を理解しており、問

題に気づいているということが治療の手だてになる

ということです。

　ところが、それがまた生易しいことではありませ

ん。怒りや痛み。職員間の亀裂やさざ波を伴うもの

です。転移に動かされ、その解決や納得に多大な労

力を要することもあります。重い病理を扱うと、こ

ういうことがよく起きます。したがって、こちら側、

自分たち、チームやシステムに起きている問題をよ

くつかんでおく。そういう職員の心的な能力。器の

力ですね。あるいはそれは施設長の人格といってよ

いこともあります。そういったことが治療の成否を

左右することも稀ではありません。

　こういうことが、時に、我々が苦しむことの要点

になろうと思います。従って、こういう理解をもた

ない、あるいはそういう関係の成立しないところで

は、こんなことは全く問題にもなりません。どちら

かというと、治療者の資質、援助者としての天性に
さら

恵まれた将来のある人が曝されるタイプの問題です。

古き良き養護施設は、初めの段階までをスタッフの

度量といいますか、愛情でもって包み込んできまし

た。その後段の処理は個人的な素養に任されてきた

のではないでしょうか。色々な苦しさはあろうとは

思うんですが、それなりに明快で、こういった子ど

もたちを壊すことなく抱えることが出来たんじゃな

いかと思います。ところが近年、心理スタッフが入

り、なまじ治療しようとして、パンドラの箱を開け

てしまい、現在の児童養護施設はこういった子ども

を抱えられなくなりつつあるのではないか。生活ス

タッフとして入るのがよかったのではないか。そん

なことを思ってみたりもしますが、違っていたら

ディスカッションして下さい。

　暴力や拒否のなかで育った子どもの側から見ると

　これを、子どもの側から見ますと、何がどうなっ

ているのやら訳が分からない。何が起きるんだろ

う。どうなるんだろう。何をされるんだろうという

状況ですね。先生たちは殴ったりするわけじゃな

い。色々浮かんでくることを一生懸命話してごらん

なんて言うけど。本当だろうか。そんなことないと

思う。そんなことあるものか。どこまでそうなんだ

ろう。本当に自分を出していいんだろうか。また怒

られるんじゃないだろうか。分かってもらえるとい

うけど、『どうせまた裏切られるに決まってる。い

つまた見捨てられるやら。信じられない。どうせ自

分なんて可愛がられるはずがない。叱られても嫌わ

れても、騒がれて構ってもらえる方がまだまし』。

そういう感じと裏表をなしているでしょう。あるい

は、『叩かれて拒否されてきた、こんな悪い自分、つ

まらない自分、いけない子を本当に誰かが大切に受

け入れ続けてくれるの？本当に受け容れられるもの

なの？』っていうようなそういう思いもあるんだと
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思いますね。極端に低い自尊心と人の親切になかな

か応えることができない子どもたちの心の動きから

見ると、職員の苦境っていうのは、こういう感情と

セットになっているんじゃないかと思われます。

　危険の在り処

　問題はケースの病理によるところ、つまり少し旧

い言葉で言えば養護問題や教護児童。要は心的外傷

や剥奪を抱えた子どもたち。それも非常に早期の、

心が生まれる時期、分離個体化途上の障害。見捨て

られ不安に特徴づけられるようなケースの病理によ

るところがあるかと思います。そして―― こちら

側、スタッフの心的な要因もあると思います。具体

的には、高い自我理想と強迫心性。そして我慢づよ

さ。転移にまつわる感情に否認の働く人。あるいは

相手を悪く思うことのできない人たち。いずれも援

助者としては悪くない資質なんですが、そういった

援助者の要件に加えて、まだ仕事を始めたばかりで

経験不足である。そういう時にこの問題がこじれ

る。まさにそこに解決への目途が見えることでもあ

るんですが、まずい時には、コミュニケーションの

希薄とか歪み、チームの不安が加わり、ことがどん

どん大変になっていきますね。―― それから施設や

組織にまつわること。なかなか報われない。やって

当たり前の世界で認められないしいたわられない。

若い施設は、管理機構がまだ整備途上にあって、あ

ちこちに不備を抱えている。古い所は古い所なり

に、施設って、時に、ものすごく硬直化してしまう

ことがありますよね。組織の未整備や硬直化、こう

いったようなことでグループやチームが動きづらく

なることもあります。

　こんな中で燃え尽きやすいのは多忙な中堅どころ

です。全体の問題がかかるが、それでいてまだ十分

には権限的な裏付けを得られていない。そんなとこ

ろにある人。それから仕事を始めたばかりの初任

者。希望に胸膨らませてやってきたんですが、あま

りにも凄まじい現実のショック。やってもやっても

自分がどのように役に立っているのかつかめない。

それに援助者の誠実さ。そして身近に相談できる人

がいない。そのうえ忙しくてコミュニケーションが

ない。今日はこんな研修がなされております。児童

福祉法の改正以降、ただ情熱だけで仕事を走らせ、

水だけで頑張れと言われてきたんですが、やっとこ

ういう形でスタッフが生き返る。そういう研修が用

意され本当によかったですね。

　形成途上のところでは、システムの不備により曖

昧な決定に曝されるとか、リリーフのルールがまだ

確立していないとか、施設やグループの未構造。そ

ういうような問題の重なりもあるかと思います。そ

して慌しく余裕のない日々。そのようなことで焼け

切れるわけですね。

　今日は資料の終わりに、フロイデンバーガーとパ

インの２つの自己チェックリストを用意しました。

時には自分の燃え尽き度を、これで大丈夫なのか

チェックしてみるのもいいでしょう。

　愛育園の五月

　私は５年ほど前に戦列を離れることになりました。

当時、自分の整理のために書いてみたもの（こころ

の科学．98年）を資料に挙げておきました。75年に

器を組み立て皆さんと一緒に仕事をして参りました。

　今だから口にできますけれども、半年ほどしまし

て施設が動かなくなってしまったんです。重い緘黙

の子どもを抱え、その子の難しさに苛立つ部分と、

その子が抱えているはずの不安を汲む部分に、ス

タッフが引き裂かれるようなことがありました。緘

黙の子どもは喋らないで自分の思いを伝えることに

長けております。あちらではこう言い、こちらでは

ああ言い、「このことはあの先生には黙っていて

ね」っていうようなことで、職員の間が暗々裏に割

れ、難しいことになってしまいました。

　それは引き金なんですけども、職員が幼児化して

しまい、皆で浮かれ、落とし穴作って歓声を上げた

り、もうまるで皆が子どもになってしまいました。

職員関係のたがが外れ、どこかの同好会みたいな雰

囲気です。だから遠慮会釈のない批判を加えてみた

り、過剰な共感をしたり、そういうことで不仲が起

きたり、関係が近すぎたりというようなことになり

■ 研修講演より ■
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ました。気がついてみたら、出来そうもない子ども

のグループ作りや、綿密すぎて誰にも出来そうもな

い生活プログラムができ上がっていました。混沌状

態に強迫的で過剰な自己コントロールが働いたので

しょう。

　みんなおかしくなり、暫らくスケジュールを止め

て、遊ぼうということになりました。当時話題の

『カッコーの巣の上で』という映画を見に行きまし

た。帰りにお食事をして、ケースカンファレンスの

スーパーバイザーの先生に入っていただき、一緒に

飲むとかですね。まあ、何でこんなことになるの

か、全然分かってなかったわけですが、我々が思い

ついた方法でした。

　緘黙のパッシブ・コントロールに捲き込まれてい

るところを指摘され、皆の目が明るくなったことが

思い出されます。転移に動かされるとか、そんな言

葉なんて持っておりませんでした。皆でおかしく

なってたんだけど、ある子の問題に激しくあぶり出

されてしまったんだとも思うことができ、おたがい

を許せる気持ちになったようなことがありました。

１週間ほど皆で草むしりをしたり、子どもはどんな

目で見てたんだろうと思うんですが、そんなことし

ながら水入りになった思い出があります。

　思い出されるエピソード

　もう１つエピソードを紹介します。近頃は、虐待

に目が向かい、些か、向き過ぎてるんじゃないかと

思うこともあるんですが、ある時期、『いじめ』に皆

の目が向かった時期がありますよね。いじめられて

いた子がいじめる側に回り、弱い子がさらに弱い子

をいじめ、この間までいじめられていたのに、とい

うようなことを連綿と繰り返す。みんな虐めを気に

していた頃のエピソードです。援助にも、その時々

の流行り廃りがあり、それが全てのようになること

がありますよね。我々にはそういうブームやファッ

ションの虜になるところがあります。

　背景のもう一つは、先ほど施設の硬直化をあげま

したが、私のいた施設は市の行政組織の中にありま

すので、どうしても役所の持っている雰囲気が周期

的に蔓延してくるんですね。だんだんお役人ぽく

なってきて、形式論理に縛られ、自分で自分を締め

付ける。臨床組織までがそんなことになってしまう

と困るんですが、誰一人としてそれを上手く止めら

れない。まるで今の国際情勢みたいなものですね。

分かってるんだけども、やっぱり誰も止められな

い。

　内輪のことで、痛みがあるのですが、職員も人の

子です。それぞれにその人特有の「影」を抱えてい

ます。大きな組織の常で、適性のない人を抱え、そ

の病理に巻き込まれるようなこともあります。全体

に、無力感が漂い、子どもは連日のように問題を起

こしてくれ、疲れが蔓延してきます。だんだんと物

を言うのが億劫になり、ミーティングも、本来なら

30分かけて、あちこちから活発に出ていた報告が、

５分で終わってしまい、話すことが尽きてしまうん

です。そんなことが続く経験をしたこともありま

す。

　私はミーティングによる施設運営を目指しており

ました。精神病院で考えるところがありましたの

で、生活と治療を重ね合わせ、治療的な場を作りな

がらも、ノーマライゼーションを大切にする。管理

は極力平板化していくのがよいと考えておりました。

まあ自分の問題ですが、私自身は60年70年の子、強

権を振るうことができませんでした。そういうこと

が人を苦しめてしまった苦い思いを持っております。

　それに発足したばかりの施設のことです。経験不

足で技術も足りない。こういう問題があることもろ

くに知らない。場がこういうことに育てられ力をつ

ける、その途上でのことでした。まあ、縦関係のき

つい所では、この様なことはあまり起こらないで

しょう。

　メシア・コンプレックスの裏返り

　やや個人的なエピソードになってしまいました。

ボーダーライン・パーソナリティに当たる難しさに

話を進めます。境界人格障害を抱えた時に、若い治

療者の陥りやすい過ちを成田さんの本から借りてき

ました。何とか力になってやりたい。Rescue Com-

■ 研修講演より ■
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plexとか言われている事態です。こういう子どもた

ちは治療者の未熟な願望や空想を刺激します。援助

者は、まさに心理療法の本領をためされている、我

が事のように感じ、治療者としての情熱をくすぐら

れるようなところがあります。あちこちで見捨てら

れてきたこのケースを分かってやれるのは、もうこ

こしかない。そんな気分になってしまいます。

　ところが関わってみると、色々な病理が花開い

て、「えっ」て言うようなことになってきます。ない

ものねだりに振りまわされ、その処理に追われ、治

療者の誠意を散々試される。その当たりから治療者

は困ってしまう。「こんなはずじゃなかった」「どう

して」。でもどうにもならない。援助的な関わりが滅

茶苦茶になってしまい収拾がつかない。それまでは

援助者だったんですが、生身の個人的な側面がくす

ぐりだされ、援助者が裏返ってしまい、ただただ腹

を立てている、ただの人になってしまう。あちこち

で問題を起こし見離されてきたのも仕様のないこと

に思え、治療にはならなくなってしまう。

　スライドは、そういうことに対して成田さんが挙

げているいくつかのポイントです。抱え込みすぎな

い。本人に考えさせ本人に預けていく。若い治療者

はついお兄さんお姉さんの気分で助言までしてしま

う。どこかで治療者の立場を踏み外してしまう。

やっぱり立場をわきまえ、こちらが代わりに決める

ことではなく、相手側のものは相手にちゃんと返し

ていく。１人で抱え込み過ぎないとかね、第三者的

な目を取り入れていくとか、色々な知恵を書いてく

れています。『精神療法の経験』という本から引用し

ました。

　二次受傷と共感疲弊

　トラウマに接していて近頃気づかれてきたことに

ふれます。被害者臨床で近年言われていることに、

共感疲弊、あるいは二次的トラウマ、援助職の代理

受傷の問題があります。人のトラウマに触れ、しか

も共感的に聴こうとする。そのことが、実は、援助

者にとってもトラウマになる。DSMや ICDのトラ

ウマの定義には、自分がそういう恐怖に直面するだ

けじゃなく、近しい人の遭遇している苦悶を知るこ

ともまたPTSD の遠因になるように書かれていま

す。援助の仕事にはそういう危険性があるというこ

とですね。

　いろいろな出来事は知ればこんなものだというこ

とは分かる。知的には慣れてきます。知的であるこ

とは大事なんですけども、そこに流れる感情にはな

かなか慣れられるものではなく、聴くたびに動揺し

ます。怒りとか恐怖、不信や無力感に我々も苛まれ

ます。

　援助者が自分の中に起きていることを理解できな

いと、あるいはそういう癒しのシステムや対応の

ルールが確立していないと、だんだん不安定になり、

援助者としての能力も落ちてくる。絶望感とか虚無

感とか徒労感、そんな感情の虜になる。そうでなけ

れば、先ほど紹介しましたような強迫状態に陥るか

も知れません。時には、援助者が加害性を帯びてく

るようなこともあるかも知れません。だんだんチー

ムとうまくいかなくなり居心地が悪くなっていく。

自分は向いてないんじゃないかと悩み始め、辞めた

くなる。そういう時ってありますよね。

　こういうことは単独では行わない。グループで取

り組んで、語り合いやシェアリングを頻繁に持つ。

批判じゃなく癒しあい支えあう。そういうサポー

ターの側の態勢が大事になります。それから自分を

大切に。クライエントに接するように自分にも優し

い声をかけてやり、自分の感情を共感してやること

が大事になります。

　システムの未熟や場の不備

　次に、構造から来る問題です。施設は分業と協業

という２つのシステムからなり、外来とは一風違っ

た、パワフルな臨床を展開します。分担に伴う役割

の定義、役割の関係とか責任の範囲、物事を決めて

いく方法、統合や調整のシステム、そういうことが

整備されていないと、職員の間に不安が持ち上がっ

てきます。

　分担が役割として納得されていること。権限の流

れが熟していること。交代や異動のルールが整って
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いること。職員の側にも制限や限界がはっきりして

いることが大切です。意思の集約や決定のルールが

合意されてないと、何を良しとしてよいのか、不全

感が漂い、混乱が誘発され、チームはバラバラに

なってきます。

　組織は色々な個性の集まりですから絶えず内紛を

抱えるものです。そういう時に、葛藤を和らげ、決

裂しないで済むような安全機構を備えている必要が

あるわけですね。仕組みとして。また文化として。職

員を癒していくとか、和を構築していくような積極

的な仕組みの成熟が大切なことになります。　　　

　職員の疲れとかトラウマを癒し合う催しがありま

すね。例えば職員旅行とかね。バレーボールチーム

やライダーのツーリング。そういうことにも職場の

マナーが必要になります。ペアリングや周りを排除

する仲良しができると、集団は幼児化し、ちゃんと

抑制されていた筈の感情や集団の無意識がうごめい

てしまいます。個人的な付き合いなら、職場から遠

く離れてしてくれとかね。やるのであれば、誰もが

入れ、嫌なら断れる、例えばそんな約束事ですとか。

そういうこともまたチームを守るためには必要なこ

とです。

　皆さんアンケートにいろいろ書いておられました

ね。システムとしてミーティングやカンファレンス

をきちんと持つ。それから記録のことを書かれた方

もありましたね。激しく動き出すと細かいやりとり

の時間はなくなリます。その人が書いたものを見な

がら「きっとこんなことを考えたんだろうな」と分

かるようなファイルや日誌が必要になります。書か

れたものによる紙上（あるいはネット上）のディス

カッションで補わないと、いちいち顔を合わせるの

は無理になってきます。毎日２回くらいのミーティ

ングがきちんと持てる時はそれで済みますが、だん

だんと勤務体系が複雑になり、ミーティングに出ら

れない人もあると、コミュニケーションを補うシス

テムとして書くことが大切になりますね。

　危機への備え（リスク管理）

　何か起きる度に、その都度ミーティングを開いて

たんでは間に合いません。例えば、子どもが万引き

して電話が入った。どうする。どこも、一つのパター

ンを作って動いておられるでしょう。先ほど愛育園

の五月と呼んでいるエピソードを紹介しました。そ

の時に学んだことが、ルールブック、約束集のこと

です。これには職員のものと子どものものがありま

す。

　広大に長くおられた鑪先生よりマサチューセッツ

のオースティンリッグスセンターでのものを頂戴し

ました。そこではオレンジブックって呼ばれている

そうです。ドラッグを持ち込んだ時にどうするか。

スピード違反で保護された時にどうするか。そうい

うことが細かく書かれています。コミュニティ（治

療共同体）としてはどう対応するか、「場」と「治療」

を守るためのルールブックですね。

　それぞれの施設のオレンジブックが要ります。リ

スク管理の根幹ですね。文書であったり、慣例だっ

たりするでしょう。これは、火事がおきたらどうす

るとか、不審者が入ってきたらどうするといったこ

とも含め、年輪を経るにつれ充実してきますが、若

い人にも伝えられるよう文章にしておくことも必要

になります。

　ただ、こういうことには、功罪あい半ばするとこ

ろがあり、あまり整備されすぎ、隙間のないシステ

ムには息苦しいものがあります。運用の柔軟さを失

うことをインスティチューショナリズムと言います。

脱施設化というとき、一番言わなきゃならないのは、

施設の存在ではなく、その仕組みからくる制度の自

己目的化です。行き過ぎると、施設という有機体の

変化や自己の再組織化を封殺してしまう。その際た

るものが軍隊や行政の組織です。戦時には必要なこ

とでしょう。迅速さや公平性には大事な仕組みで

す。しかし、施設までもがそういう色に染まると大

きな弊害を抱えることになります。

　燃え尽き症候群

　もう少し先まで話を進めます。燃え尽きのことで

す。今まで考えてきたことに重なりますが、やは

り、仕事の質と量を見直す必要があります。休息と
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か勤務時間のことです。ある学術集会で、田中万里

子さんが、スタッフは被虐待の難しい子どもと、危

機面接のことでしょうが、15分以上会ってはいけな

いというルールを持っている話をしておられました。

それを越えると、虐待の子どものパターンに巻き込

まれ、援助者の能力を保てなくなるということです。

10分で交代できるシステムなんて夢のような話です

が、近頃は、外科の手術も時間が来れば、チームが

入れ替わり、その続きをやる時代になってきていま

す。

　わたしの考えは、皆さんのアンケートとほとんど

同じです。こういう研修ってとても大事ですね。初

任者の研修。それからサイクリックな再研修です

ね。言ってくれる人がいるって大事なことです。そ

ういう人に恵まれない時には勉強会や学会に所属す

るのも方法です。私自身のことでいえば、師を仰ぐ

とか仲間を持つこともありました。

　それから忘れてならないのは、自分の家族を大事

にするということですね。それから自分にあったリ

ラクゼーションの方法をもつことです。人間の筋肉

は収縮はするけれども伸びる力はないわけで、スト

レッチをしてやらなければならない。心のストレッ

チですね。リラクゼーションの術を持たなければな

りません。もうこれは色々で、ヒーリンググッズと

か、ツボとか呼吸とか、自分の好きなものをやれば

いい。私はキャンドルが好きで、しんどくなると、

ろうそくをいくつか灯して仕事するとか、職場では

危なくて出来ませんが、ろうそくの明かりって好き

ですね。

　ストレスへの積極的な対処ということでは皆さん

専門家です。色々お考えがおありでしょう。話し合

える土壌をどう作るか。これが、また古くて新しい、

分かるような、分かってもなかなか上手くいかない

ところです。そういう空気をどう醸し、どう守るか。

その難しさを知り、話し合うことを大切にしようと

することが、バーンアウトしないための方法になり

ます。

　職場として見ると、あまりな長時間の過重な労働

はよくない。自分がちゃんと理解され、認められ、ね

ぎらわれている。そう思えている時には燃え尽きな

くてすむ。そういう意味では上司の力量が大事にな

ります。

　虐待病理の特性からくること

　虐待ゆえに起きることをここで少し挙げておきま

す。この研修でずっと学んでこられたことでしょう。

先ず、関係を取り結ぶことが非常に難しいこと。そ

れから治療導入期の抵抗処理の問題です。限界を揺

さぶる試しの問題。リミットテスティングやセッ

ティングの問題ですね。我々は色々な挑発に曝され

ます。それに対応する的確な読みがいります。チー

ムの一貫した態度にはチームの一体感も大事なこと

になります。うまくいかないと、限界を確かめる子

どものアクティングアウトとの、根比べのようなこ

とになってしまいます。

　それから虐待、被虐待の子どもは、内に激しい怒

りと無力感を秘めております。その攻撃性への対処

ですね。身を持って抑えなきゃならないことも少な

くない。タフであることも要りますし、抑えながら

もそれを何とか言葉の世界へ持ち帰ろうとする努力

も必要になってきます。

　次に、彼らを突き動かしている原始的な心性から

くることですね。どうしても巻き込まれます。それ

を分かっていて見守ってくれるチームメイトの存在。

そして時に延べられる助けの手。全く巻き込まれな

ければ、初めにも言いましたように、こんな苦労は

ありません。その転移に、少しのってやることで、

子どもの深層を扱おうとしています。しかし、巻き

込まれてしまうと消耗に終わります。問題を繰り返

して、かつての虐待者と同じようなことに終わりか

ねません。したがいまして、時に我々を襲う徒労感

とか怒りに対して、それがどういうことに由来する

ものであるのか、賽の河原に石を積むようかも知れ

ないけれど、どういう意味を持ち、どういう位置に

いるのか、治療のプロセスとして理解していること

が大切になります。チームで話すことで浮き彫りに

なってくることです。

　そして、虐待の反復再現傾向とか反復強迫と言わ

れる問題ですね。子どもの行動化には、本当に自分
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が受容されているのかどうかを試すような意味だけ

ではなく、そういう自分を受け入れられ、やがて、自

分を受け入れてゆくような自己受容へのステップと

しての意味もあります。我々は乗りすぎず、崩さず、

壊さず、見捨てず、仕返ししない。行動化は抑える

が、言葉で気持ちを理解しようとします。しかし、そ

れは容易なことではありません。しかし、そんなに

うまくいかなくても、持ちこたえるだけで救われる

こともありますね。解決はないけれども、同じ状況

はそういつまでも続くものではない。よい関係さえ

続けば時間が救ってくれる。持ちこたえたことで展

開することもあります

�
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虐待病理の特性からくること��
 ■ 関係形成の難しさ，無差別な愛着から極端なデッタチメント�
　 ● 絶えず安全を伝える細心な注意�
　 ● 安心，信頼，依存，共感をめぐる陰性感情～過度な従順�
 ■ リミット・テスティング，挑発的な言動�
� ● 的確な読みとチームの一体性，一致し一貫した対応を要す�
� ● 限界確認の根比べ，伝わらない失望や苛立ちが湧きやすい�
 ■ 激しい攻撃性と怒りへのタフで大胆な対処�
　 ● 行動表現の制限，安全の確保，コントロールの体験，象徴化の促進�
 ■ 転移・投影・同一視・解離・スプリッテイングなど病的な防衛�
　 ● 捲き込まれ，救済者空想，境界や構造の混乱，迫害の再現　�
　 ● 徒労感や怒りに対して，たえず意味やプロセスへの理解が必要�
 ■ 虐待関係の再現傾向，反復の克服と自己受容�
　 ● 注意すればするほど，一生懸命になればなるほどこじれてゆく�
　 ● 児のなめてきた体験をくみ取りながら，じっくり，ゆっくり，そっと�
　 ● 乗り過ぎず，崩さず，見捨てず，復讐しない　もちこたえるだけでも�

お　わ　り　に��
 ■ 利用児に，虐待・DESNOS・境界病理・思春期心性・�
　未熟性が増すにつれ，病的な防衛や行動化が多発し，
　施設治療は疲弊し困窮の度を増している　　　　　　　�
 ■ “個別治療”と“組織治療”に分解還元するのではなく，�
　チームという，個人と組織の中間に人格モデルをすえ，�
　チ－ム・アプロ－チにより抱え，解決しようとすると，
　その双方に見えてくるものもある　　　��
 ■ 援助関係で起きることをチームのなかで捉え返し理解し�
　対処する研修とそれにたえる人材の計画的な育成による�
　専門性の強化と蓄積が望まれる�　�
 ■ ゆとりのある施設環境・生活スタッフの思い切った増強
　がないと，ソフトだけではスタッフが燃え尽きる�

　問題はハードとソフトの両面に及びます。先ず

は、設備の問題と人的条件の問題ですね。やはり１

人にでき、１人になれる空間がないとこの問題は受

けられないですね。それとチームに迅速に手を伸べ

られる、見守りと交代のシステムがいります。チー

ムアプローチを単位にしていることがこの問題の難

しさを救うのではないでしょうか。

　次に、ソフトの問題ですね。やはり子どもの歴史

性や状況性への深い理解がなければ話になりません。

色々な技法や理論はあろうと思いますが、関係性に

対する感受性を高めていくような、そういう雰囲気

を欠かせません。

　ミーティングが大切になろうと思います。それぞ

れの施設にあった会議システムを皆さんお持ちで

しょう。

　それから治療者の人格的な成熟の問題。自分の

なかのサディズムを解決している程よさ、good

enoughであること。そういうスタッフ個人の成熟を

支えようとする施設であることも大切になります。

　そして、違いに学び合おうとする意志がなけれ

ば、チームは意味のないものになります。違いを大

切にしようとする気風がなければチームは成り立ち

ません。何の差異もない専門性のない者がいくら集

まってみても、それは、ただの寄せ集めでしかあり

ません。そのためには色々な理論やパーソナリティ

があるべきですけども、やはり、どこかで、分かり

合える人とでなければなりません。何らかの好感を

持ち合えなければ一緒にはなれません。

　それに、まあ、評価されているということ、大変

な仕事をしていて、しかるべき給料をもらっている、

これは当然の前提になりますよね。今日はいくらた

くさんのお金をかけても、それだけではやれないお

話をしました。しかし、この難しさはやっぱり高く

評価してもらいたいものですね。

　ということで、個人心理治療と組織的な環境療法

の中間にチーム概念を導入することにより、今日の

話題である燃え尽きの問題、巻き込まれの問題、あ

るいは代理受傷の問題に少しは解決が見えてくるん

ではないかとお話しました。

　お話としてはここまでで一区切りさせていただき

56



ます。後半をディスカッションにしたいと思いま

す。それでは、皆さんが書かれた物を見せていただ

いて、一休みしてから、後半に入りたいと思います。

�

　〔とても大事なテーマであったと思います。この

テーマを重視され、取り上げられた『子どもの虹研

修センター』の見識に敬意を表します。また、この

魅力的なテーマを私に下さいましたことに感謝しま

す。こういった研修が続けられ、もっと多くの情短

の皆さんにその機会が回ってくることを願っており

ます。

　皆さまにはこのあと、熱心なディスカッションを

していただき、もり立てて下さり有り難うございま

した。色々な工夫や面白い試み、アイディアを沢山

いただき、私には大いに学ぶところがありました。

後半の要約として整理し紹介したかったのですが、

紙数によりかないませんでした。ここにお礼をもっ

て代えます。

　やはり、私たちも癒されなければなりません。子

どもに対するように自分にも優しくなり、お互いに

は優しくしながら、支えあい癒し合う治療施設であ

りたいものです。去って行く優れた援助者の哀しみ

にふれるにつけ、身につまされます。

　私は情短から少し離れましたが、同じキャンパス

の中におり、決して離れてしまったわけではありま

せん。久しぶりに皆さんにお会いでき、とってもい

い時間でした。またどこかでお会いできればと思い

ます。〕
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　さて、いま児童相談所で児童虐待に対する対応に、

大変労力を割かれていると思います。この児童虐待

の問題は、児童相談所の仕事の中でも、特に法律と

背中合わせになっている、常に法律を意識しないと

仕事にならないという問題であります。なぜかとい

いますと、児童虐待に取り組むときには、親と真っ

向から対立することが少なくないということからな

のです。親と真っ向から対立するということは、こ

れからお話ししますが親権、親の権利というものと

どう対峙していくのかという問題に直面するという

ことです。

　親権について

　親権というのは、民法をごらんいただきますと、

民法818条に、「成年に達しない子は、父母の親権に

服する」と書かれているわけです。成年に達しない

子ということですから、我が国では20歳未満の子ど

もは親の親権に服する。ここで「服する」という言

葉がでてくるんですね。

　これはちょっと前時代的ではないか、あたかも支

配、服従というような関係をほうふつとさせるもの

でおかしいんじゃないかという意見もありますが、

この「服する」という関係がいろいろなところに色

濃く出ているわけです。

　この親権に服するというのは具体的にどういうこ

となのかというと、820条をごらんください。「親権

を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、

義務を負う」と書かれています。監護教育権などと

言いますけれども、簡単に言えば「育てる」という

ことです。

「虐待に対する法的手段の適切な活用」

磯　谷　文　明

（弁護士・くれたけ弁護士事務所）

※　平成14年度新任児童相談所長研修で行われた研修講演をまとめたものです。

　子の監護教育権でおもしろいことは、監護教育を

する権利を親が有しているというだけではないんで

す。義務も負っているんだと。通常、法律上の権利

というのはだれかに何かを請求する、つまり「何か

をやってくれ、金を支払ってくれ」といえる立場に

ある時に権利があるのであって、その相手方になる

人、つまり何かしなければならない人が義務を負う

わけですけれども、この条文はそうではないんです。

親が子どもを育てる権利もあるし義務もあるという、

そういう意味ではとてもおもしろい条文になってい

ます。

　どうしてこんなことになったのか。この条文は明

治時代から変わらないわけですけれども、実は核に

あるのは義務なんです。子どもというのは自分だけ

では生きていけません。ですから、親が育ててあげ

なければいけない。子どもをもうけた以上それは親

の義務なんです。だから、「親義務」というのが、む

しろ中心にあるんです。しかし、一方でその義務を

履行するために、つまり子どもをきちんと育ててい

くためには、一定の権限を与えておく必要がある。

だから権利というものも必要になってくる。

　しかし、主客が変わってしまって、権利の「権」と

いう言葉だけが強調されるようになってしまった。

何だか親に与えられた崇高な権利のようなイメージ

になってしまったんです。しかし、本当は中核は義

務なんだよということは、今でも十分確認しておく

必要があるだろうと思っています。　

　さて監護教育権、つまりきちんと子どもを育てて

いくために、幾つかの権限というものが与えられて

いるというふうに申し上げました。何が与えられて

いるんだろう。それは821条以下に、幾つか権利が
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定められています。まず、821条には「子は、親権を

行う者が、指定した場所にその居所を定めなければ

ならない」と定められています。これを居所指定権

と言います。つまり、子どもは親がここに住めと

言ったら、ここに住まなければいけないわけです。

　では、子どもが従わないときどうするかというと、

法律はそれについては全然手当をしていないんです。

例えば、執行官にお願いして子どもの首根っこを捕

まえて、「おまえはここに住め」、というふうに強制

執行ができるかというと、これはできません。つま

り、居所指定権はあるけれども、それはあくまでも

親が日ごろの信頼関係によって、子どもを従わせる

べきであって、何もにそれを外部的な強制力でやれ

るわけではない。そういう意味では、やはりこれは

親と子の信頼関係を基礎にした権限だと言うことが

できると思います。

　次に書いてあるのが822条で、「親権を行う者は、

必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判

所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができ

る」。懲戒場。怖いですね。でもご安心ください。現

在、この懲戒場というものはありません。しかし、前

文のほうの「必要な範囲内で自らその子を懲戒し」

という部分、すなわち懲戒権というものは今も厳然

として残っています。

　この懲戒権というのが実は非常に厄介なのです。

大体、親が子どもをしかるという場合に、懲戒権に

基づいて子どもをしかっていると自覚している親は、

ほとんどいませんね。子どももまた、懲戒権に基づ

いてしかられているなんて考えない。やはり、しか

るという行為も先ほどと同じように、ふだんからの

親子の信頼関係を前提に行われるわけです。そうす

ると、懲戒権なんて本当は要らないんじゃないか。

一体いま何に使われているんだといいますと、これ

は専ら児童虐待の弁解に使われるということになり

ます。

　子どもを殴った、そしてけがをさせた。そういう

親が、「おれは懲戒権を行使するつもりでやったん

だ、だから違法ではないはずだ」、「法律上の権利な

んだから問題ないはずだ、ちょっと行き過ぎだった

かもしれないけど問題ない」と、弁解をするわけで

す。確かに法律に懲戒権と書いてあるものですか

ら、児童相談所のほうも、強く言えないんじゃない

かと考えてしまいがちです。

　ここのところは前からやはり問題になっておりま

して、懲戒権の行使といっても、もちろん限度があ

る。一切たたいてはだめだというところまで社会的

コンセンサスがあるかどうか分かりませんが、少な

くとも子どもがけがをするような暴力というものは、

これはもう適切な懲戒権の行使の範囲を超えている

という理解で、当然だろうと思うわけです。「児童虐

待の防止等に関する法律」の２条１号に、「身体的な

虐待の定義において、児童の身体に外傷が生じ、又

は生じるおそれのある暴行を加えること」は児童虐

待だと書かれています。これが身体的虐待なのです。

　つまり、どういう目的だったか、しつけの目的

だったか懲罰の目的だったか、そんなことは関係な

い。とにかく子どもに外傷が生じ、または生じるお

それのある暴行は身体的虐待ですよというようなこ

とを、まずはっきりさせたわけです。それに加えて

14条には、「児童の親権を行う者は、児童のしつけに

際して、その適切な行使に配慮しなければならない」

と書かれている。この条文の言いたいことは、懲戒

権の行使といっても、何でも許されるわけではない、

やはり限度というものがあるんだということをはっ

きりさせたわけです。

　ちなみに、第２項を見ますと、「親権を行う者は、

虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、

当該児童の親権者であることを理由として、その責

めを免れることはない」と書かれています。このよ

うに行き過ぎた懲戒権については、法的にある程度

歯どめをかけたと言えると思います。もっとも今、

ご承知のとおり児童虐待防止法改正という動きが

あって、その中ではこの懲戒権はぜひ廃止すべきだ

というふうな見解も出されています。

　民法の823条をみてみましょう。「子は、親権を行

う者の許可を得なければ、職業を営むことができな

い」と書かれていて、これを職業許可権と言います。

もともとこの条文というのは、子どもが悪質な使用

者に搾取をされないがために設けられたものです。

つまり、子どもがいかがわしいところで仕事をしよ
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うとして、そこで労働契約を締結してしまうと子ど

もは食い物にされてしまう。ですから、子どもが職

業を営むときには親の同意が必ず必要になります。

そして、それがないときには、その契約を取り消す

ことができます。

　つまり、子どもを守るための職業許可権だという

ことなのです。しかし、最近はなかなか困った事態

になっています。というのは子どもがもう年長者に

なって、施設を出て自立したいという場合に、親が

それに反対するんですね。その職業につくことは許

さんと。そういうふうに言いますと雇い主のほうは

非常に不安定な地位に置かれてしまう。そうする

と、そんな面倒くさい子どもは雇いたくないという

ことになってしまうんですね。つまり、子どもを守

るための条文というのが、むしろ子どもの自立を妨

げるようなことになっている。これについては、な

くしてしまえとはもちろん申し上げませんけれども、

困った問題だなと考えています。

　さて、いま幾つかの親権の中身について触れてき

ましたけれども、児童相談所が一番遭遇するのは、

子どもを返せという親の権利行使です。例えば、一

時保護、施設入所といったときに、子どもを返せ、お

れは親権者だというふうな親は少なくないわけで、

こういう子どもを返せという権利は一体どこから出

てきているんでしょうか。これについては、実は学

説上もやや異論はありますけれども、通説的な見解

をベースにご説明しますと、親が子どもを返せとい

う権利を子の引渡請求権といいます。しかし、それ

はこの民法のどこを見ても書いていない。つまり、

条文としての規定はない。だけども、当然に親に認

められている権利だという理解なのです。条文に書

いていないものをどうして認めるんだということに

なりますが、これは先ほどの820条の子に対する監

護教育権に由来するわけです。

　例えば、第三者に子どもを連れ去られてしまうと

いうことがあります。誘拐犯が子どもを連れ去って

いっている場合に、親は適切に子どもを育てる権

利、義務を履行することができるだろうか。やっぱ

りそれは無理でしょう。そうすると、その第三者に

対して子どもを返せという権利を親に認めてあげな

いと、一番重要な監護教育権が行使できないという

ことになってしまいます。ですから、子の監護教育

権を認める以上、当然、子の引渡請求権を認めるべ

きだというわけです。

　誘拐犯が連れていっている場合に子どもを返せと

言えるのは当然ですね。しかし残念ながら、児童相

談所が子どもを保護している場合も、施設に子ども

がいる場合も、基本的な法の枠組みは同じというこ

とになります。それは善意の隣のおじさん、おばさ

ん、あるいは病院であっても、第三者が子どもを連

れ去っている場合には子どもを返せという権利があ

る。これがまずこの大前提になってくるわけです。

　そうすると、特に児童相談所が虐待を受けた子ど

もを保護する場合には、子の引渡請求権というのを

制限しなければいけない。その方法というのが次に

ご説明する児童福祉法28条の承認、もう一つは親権

喪失宣告という方法によって、引取請求権を制限ま

たは剥奪していくということになるわけです。

　児童福祉法27条1項3号の措置

　それでは次に、児童福祉法27条１項３号の措置に

お話を移したいと思います。虐待を受けた子どもを

一番手っ取り早く保護してしまうのは、文字どおり

子どもを児童福祉施設に入れるということですね。

親も一緒に入るというわけにはいきませんので、必

然的にそこで親子分離ができる。そうすると、虐待

をしている親から子どもを守ることができるという

ことになるわけです。

　この児童福祉法27条１項３号の措置というのは、

児童虐待における対応でしばしばとられる措置であ

ります。条文を見ますと、児童を里親とか保護受託

者に委託したり、あるいは乳児院、児童養護施設そ

の他の施設に入所させることができる、というふう

なことになっているわけです。

　こういうふうな形で親子分離をするわけですけれ

ども、この27条１項３号には重大な制限がかかって

います。それが27条４項です。「１項３号の措置は、

児童に親権を行う者又は後見人があるときは、…

（中略）…その親権を行う者又は後見人の意に反し
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て、これを採ることができない」と書かれています。

簡単に言ってしまえば、親が嫌だと言ったら施設に

入れられないということなんですね。

　しかし、実際には児童虐待のケースにおいて、親

が施設入所に反対するということは少なくありませ

ん。そういう場合に保護できないということになる

と、虐待を受けた子どもを救うことができなくなり

ます。そこで設けられているのが、次の28条という

条文になります。「保護者が、その児童虐待し、著し

くその監護を怠り、その他保護者に監護させること

が著しく当該児童の福祉を害する場合において、第

27条第１項第３号の措置を採ることが児童の親権を

行う者又は後見人の意に反するときは、都道府県は、

次の各号の措置を採ることができる」とあって、そ

の１号として「保護者が親権を行う者又は後見人で

あるときは、家庭裁判所の承認を得て、27条１項３

号の措置を採ること」と定められています。

　つまり、ここもまた簡単に言いますと、親が施設

入所を嫌だと言った場合で、かつ、この28条に書い

てあるように例えば虐待、ネグレクト、あるいはそ

れに限らず保護者に監護させること（保護者に育て

させること）が著しくその子どもの福祉を害する場

合――ここが実は一番重要な要件ですが、―著しく

福祉を害する場合には家庭裁判所が親の代わりに施

設入所のお墨つきをあげましょうということなんで

す。ここで親の説得が最終的にうまくいかなくなっ

たら、児童相談所は裁判をやらなければいけないと

いうことになるわけです。

　どうでしょう。昔は結構、裁判に抵抗があったよ

うに思いますけど、最近は所長さん方はいかがで

しょうか。訴訟はぜひ一度やってみたいとお考えの

方も結構多いのかなと思いますけれども。訴訟とい

いましてもいわゆる民事裁判、刑事裁判のように、
かんかんがくがく

公開の法廷で傍聴人もたくさんいる中で侃々諤々議

論をやるというふうなものではありません。家庭裁

判所の審判というのは非公開になっております。一

応、審判廷というところをやりますけれども、テレ

ビドラマなんかでよくやる壇上から裁判官が見おろ

すという構造ではなくて、あくまでも平場で、裁判

官も基本的には法服を着ない状態で話をするという

ことになります。

　さて、今度は今の28条を中心にお話ししていくこ

とになります。まず、この28条の承認を求めるのは

児童についてなんですね。児童福祉法上児童といえ

ば18歳に満たない者です。では18歳になってしまっ

たらどうかというと、これはもう児童には含まれな

い。したがって、児童福祉法上の措置はとれないし、

それから児童虐待防止法の対象にもならない。

　しかし、親権に服するのは20歳までなのです。20

歳になるまでは親権に服さなければいけない。とい

うことは、常に親権濫用の危険にさらされていると

いうことになるわけです。そうすると、18歳から19

歳の子どもたちは一体どうやって守ればいいんだろ

うか。実はここは立法論的にも大変課題になってい

ます。この児童福祉法や児童虐待防止法は18 歳で

切っていて親権は20歳までという、この２年のブラ

ンクというものが、その間隙での虐待から子どもを

救うための大きな障害になっているというのが現状

です。

　しかし、実は興味深い裁判例が一つありまして、

18歳になってしまった子どもに対して28条の審判を

出したという事例があります。これはどういう事例

だったかといいますと、お母さんはずっと昔に離婚

していなくなっていて、女の子と父親の２人家族で

した。この女の子に対して父親は身体的な虐待を繰

り返していまして、警察が何度も保護して身柄通告

をするんですけれども、以前の児童相談所というの

はなかなか保護してくれなかったんですね。保護し

てくれなかったというか、保護してくれたんですが

また結局返してしまっていたんです。返してしばら

くすると、また暴力を振るわれて逃げてきて、警察

を経由して児童相談所を経由して、また家に戻され

るということを繰り返していたわけです。

　この子が17歳になってしばらくして、また親が危

険なことをやっていた。殴ったりけったりというこ

とは当然ですけれども、はさみを突きつけたり階段

から突き落としたということがあったんです。これ

でまたその子は警察に保護されまして、児童相談所

に身柄通告で来た。もうこの子を返すわけにはいか

んと児童相談所は考えたわけです。それで、父親に
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対して施設入所に同意してください、同意しないん

だったら裁判をやりますよということを、警察と一

緒になって言ったんです。そうすると、親のほうも

そこに気おされてか、わかりました、では施設入所

に同意しましょうと同意をしました。

　施設入所後ところが、親はこの同意を撤回したん

ですね。やっぱり嫌だ、やっぱり返せと言い始めた

んです。しかも、そう言い始めたのが、実は18歳に

なる数日前だったんです。慌ててその児童相談所は

その日の夕方、家庭裁判所に28条の承認の申し立て

をしました。しかし、家裁の審理が始まる前に18歳

になってしまった。さてどうしたものかと。18歳に

なってしまった子どもについて、果たして28条の承

認なんかできるんだろうかということになったわけ

です。

　このケースは事前にちょっと相談も受けていまし

たので、申し立てをした直後に私を含めてもう１人

の弁護士が児童相談所長さんの代理人という形でつ

きまして、裁判をやることになったわけです。

　それで、委任状を出した途端、裁判官からすぐ私

のところに電話がありまして、「先生、これもう18歳

になってしまいましたね。18歳になってしまって、

家庭裁判所は承認ってできるんですかね」と言われ

ました。私は、根拠はないですけど「できます」、「理

屈は後で考えます」と答えました。「いや、先生。し

かしこれ、ほかに何か方法はないんでしょうかね」、

「いや、ほかには方法はありません」というふうな問

答がありました。裁判所のほうもとりあえず調査官

に調査を命じて、いろいろ調べてみたんです。調べ

てみると、やっぱりひどい話だったんですね。逃げ

出したくなるのも無理ないという事案だったんです。

　調査してひどいということがわかってしまうと、

裁判所もなかなか引けなくなるんですね。だから、

こういうケースはまず調査をしてもらうということ

が大変重要なのかなとよく思います。いずれにして

も、なるほど、これはひどいケースだと。それで、１

カ月ぐらいたって裁判所のほうから、では、とにか

く何とか理由がつくかどうか、法律上の主張をして

くださいというふうな話をしてきました。こちらも

わかりましたと言って、18歳になっても28条の承認

ができるという法的な根拠を考えました。立法時の

資料にあたってみますと、別に18歳で切る積極的な

理由ってないんです。18歳ぐらいでないと自立もで

きんだろうと。だから18歳ぐらいまで上げておいた

ほうがいいのではないかというようなことで、18歳

にされたようなのです。だから、積極的に20歳にし

ない理由はついぞ見当たらなかったんですね。

　それからご承知のとおり、児童福祉法の中でも一

たん27条１項３号の措置をとった子どもについて、

18 歳になっても延長できるというのがある。つま

り、児童福祉法自体も別に、18歳で一切この子ども

への援助を切ってしまうという考え方でもないんだ

ろうと。

　こんなことをいろいろ主張したところ、最終的に

は裁判所も納得してくれたのか、一応わかったとい

うことで承認を出してくれました。幸いこれは即時

抗告されませんでしたので、そのまま確定をしてお

ります。

　こういうように、やっぱり裁判というのはやって

みなければわからないというところがあるんですね。

　さらに最近28条で、いろいろ新しい審判も結構出

てきています。つい最近『家庭裁判月報』、に、ＭＳ

ＢＰ（代理によるミュンヒハウゼン症候群）のケー

スで28条の承認が出た事例が載っていました。こ

れは宮崎県都城児童相談所だったと思いますけれど

も、そういう新しいケースも出てきています。

　その後、話に聞くところによりますと、どうも北

海道や東京でも、ＭＳＢＰに関する審判も出てきて

いるようで、今までの身体的虐待・性的虐待・ネグ

レクト・心的虐待という、いわゆる４分類に当ては

まらないようなものについても、著しく福祉を害す

るという、ある意味では少し幅の広い要件の中で解

決をしてきているということになります。

　これについて時々ご相談されるのは、心理的虐待

について28条は無理なのかということです。　

　これもまた程度問題で、特に年長の子どもで長い

間の親子関係で大変修復が難しくなっている状況、

そして子ども自身も家に帰るのは嫌だと言っている

場合で、心理的虐待が顕著であるというふうなケー

スでは、やはり申し立てをしていく十分な理由があ
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るだろうと考えています。

　それから、27条１項３号の措置というのは親権者

の意思に反するときにはできない、だから親権者の

意思に反するときは28条の申し立てをするというふ

うな仕組みであると、先ほどお話ししました。で

は、親権者が同意している場合、27条１項３号の措

置をとっていいと言っている場合で、なお28条の承

認を求めることができるのかという問題も実はあり

ます。これは親が同意してくれるんだったらそれで

解決する話ですから、普通はあまり問題にならない

んです。

　しかし、問題になるのは、その同意というのがア

テにならない不安定な同意である場合です。私が実

際に扱ったケースでは、統合失調症の母親が最初は

同意しなかったんですけれども、審判が継続してい

る間に、「わかった、もういい。」ということで同意

するようになったんです。しかし、このケースでは

前にも母親の同意を得て児童相談所が措置をしたけ

れども、後から同意が撤回されて戻さざるを得な

かったということがあったんです。そこで、児童相

談所としては、たとえ今、同意書を書くと言ってい

るとしても、そんな同意にはもう乗れないと。同意

があるからといって取り下げをしてやっても、また

いつ翻意するかわからないので、とにかく28条の承

認を出してほしいと言ったわけです。

　これに対してもやはり裁判所のほうから、しかし

同意があるのに出すわけにはいかないのではないか、

法律上28条は「意に反するときは」と書かれている

んで、意に反しないときはそもそも要件を欠くので

はないか、というような疑問が示されました。それ

で、裁判所から、「何かほかにそういう類似のケー

スってありませんか」なんてことを聞かれるんです。

こちらも裏のネットワークがありまして、そういう

ところでいろいろ聞くわけですけれども、あまり参

考になるケースはなかったんですが、とりあえずい

くつか見つくろって、裁判所に提出しました。

　ここでも法律論をいろいろ展開しました。要する

に、法が、親権者の意に反してはいけない、親権者

の意に反する場合は裁判所の承認が必要だという仕

組みをとっているのは、親の同意があるのか、ある

いは裁判所がお墨つきを与えるか、どっちかなけれ

ばいけないということでしょうと。どっちかがあれ

ばいいんだったら、どっちもあったっていいだろう

と、こういう理屈を言ったんです。親の同意もあっ

てかつ裁判所の承認があったっていいでしょうと。

そういう趣旨で主張したわけです。これについては

裁判所のご理解もいただけまして承認をいただきま

した。

　親権喪失宣告

　次に「親権喪失宣告」のお話に入りたいと思いま

す。この親権喪失宣告というのは、児童虐待から子

どもを救う、親権の濫用から子どもを救う非常に強

力な制度になっています。

　ちょっと条文を見てみましょう。民法 834 条に

「父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であ

るときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請

求によって、その親権の喪失を宣告することができ

る」と定められています。

　親権を喪失されますと、先ほどいろいろご説明し

た監護教育権、そしてその中にいろいろありました

懲戒権、職業許可権、子の引渡請求権といったもの

もみんな根こそぎ奪われてしまう、何もなくなって

しまうんです。従って非常に強力な宣告と言えると

思います。今、何もなくなってしまうと言いました

けれども、親子関係そのものがなくなるわけではあ

りません。つまり相続であるとか扶養であるとか、

こういった点については残ります。

　ですから、親権喪失宣告を親子関係を断ち切るも

ののように誤解されている方が時々いらっしゃいま

すがそうではありません。しかし、子どもに対する

さまざまな権利、権限、義務といったものはすべて

奪われてしまう。ですから、親権喪失宣告になりま

すと子どもを返せとは言えなくなるということにな

るわけです。条文をごらんいただければおわかりの

ように、宣告をするのは家庭裁判所ということにな

ります。

　では、家庭裁判所はいつでも宣告できるのか。例

えば、路上を歩いていて、どうも子どもをしかり飛

63



■ 研修講演より ■

ばしている親がいる。この親はけしからん、おまえ

は親権喪失宣告だというふうなことができるかとい

うと、できないですね。家庭裁判所はあくまでも申

し立てがないと親権喪失宣告をできない。では、だ

れが申し立てをできるかというと、子の親族、検察

官、そして児童相談所の所長です。この児童相談所

の所長に申立権が認められているということは、児

童福祉法の33条の６に規定されています。

　しかし、この民法834条は、実に機能していない

制度だと指摘されています。最近は、多少申立てが

増えているように聞いていますけれども、少し前ま

では年間の申立件数は全国でも大体100件ちょっと

ぐらいでした。これは児童相談所長の申立件数だけ

ではないですよ。むしろ親族によるものが多いと思

われますけれども、そういった申立のなかで認容さ

れるのは大体18件とか20件とかそのぐらい。年に

よって変動はありますけれども、そんなような数字

で推移している。それで、こんなに少ないなら、こ

の制度というのはほとんど機能していないんだとい

うふうに、家族法の学者からは指摘されていたわけ

です。

　これが機能していない理由は幾つかあります。そ

のひとつは、申立権者が皆さん申立てに消極的だと

いうことです。子どもの親戚、法的にいうと６親等

内の血族、３親等内の姻族ということで、通常おじ

いちゃん、おばあちゃん、おじさん、おばさん、い

とこ、そのあたりはみんな含まれますけれども、ま

ずこういった人たちに申立権がある。しかし、こう

いった人たちもこの申立てには非常に消極的なので

す。

　私どもは以前、知的障害を持った女の子に対する

性的虐待について、この親権喪失申立てをやったこ

とがあります。このとき、私どもはこの子の親族に

対して片っ端から連絡をとって、何とかこの子を助

けるために親権喪失宣告の申立人になってください

とお願いしました。しかしながら、ことごとく断ら

れる。こういう児童虐待が問題になる家庭というの

は、言葉を選ばずに言うと、大体、親がトラブルメー

カーであることが多いんです。そうすると、親族も

あの親にはもうかかわりたくないと思っていること

が少なくない。この間、親に何か注意したら包丁を

持って押しかけてきた、なんてこともあります。で

すから、親族は、あんな家族とは金輪際、関わり合

いたくありませんということもあるのです。

　しかし、そういった気持ちも無理もないかも知れ

ません。やっぱり子の親族といっても一般の市民で、

後ろで守ってくれる人がいるわけではないのです。

そういう中で我が身を顧みず申し立てをするという

のはよほど正義感があるか、あるいはその子とのこ

れまでのさまざまな信頼関係といいますか、そう

いったものがないとなかなか踏み切れないという状

況にあります。

　それでは、検察官はどうでしょう。検察官は公益

の代表者であって、正義感の強い方々が多いでしょ

うから、率先して申立をしていただけるようにも思

われます。しかし、実際には検察官もまた大変多忙

でありますし、家事事件にはあまり慣れていらっ

しゃらないという事情もあって、ほとんど申立をす

ることはありません。実は検察官の申し立てという

のは、私が知る限り１件だけということになってい

ます。

　それでは、児童相談所の所長さんはどうか。皆さ

ん、いかがでしょうか。このあたりは大変難しい問

題があるんですが、実際には親との対立を避けたい

という気持ちが強く、申立てはとても少ないと言わ

ざるを得ません。それで結局、親権喪失宣告制度は

機能しない。

　ですから、一部の弁護士が主張しているのは、立

法論になりますが、各地の弁護士会の会長にもこの

申立権をくださいということです。そうしたらもっ

と積極的に親権喪失宣告制度を使えると思うわけで

す。

　ともかく、今のままではやはり機能しないだろう

と思います。確かに、虐待防止法で、この親権喪失

宣告の申し立ては適切に運用しなければならないと

規定されましたが、そういうスローガン的なお話で

解決するようなことではないと思います。

　親権喪失宣告制度が機能しないもうひとつの原因

は、要件の点にもあります。

　民法834条を見ますと、親権喪失宣告の要件とし
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て、「親権を濫用し、又は著しく不行跡」とあります。

親権濫用そのものがあればすぐ親権喪失になるん

だったら話は簡単ですけれども、この親権を濫用と

いうのは、ちょっとトートロジーみたいなところが

ありますが、実際は親権喪失をするだけの親権濫用

でなければいけない。それで、このハードルが非常

に高くなってしまっています。

　しかし、このあたりは民法836条をごらんいただ

きますと、実際には「前２条に定める原因が止んだ

とき」、つまり親権濫用とか著しい不行跡がなく

なったとき、「家庭裁判所は本人」、この本人という

のは親ですけれども、「（親）又はその親族の請求に

よって、失権の宣告を取り消すことができる」。つま

り、いったん親権喪失宣告をしても、それをまた元

に戻すことができるという規定を、法は設けてくれ

ているわけです。ですから、本当はもっとこの親権

喪失というのを使っていいはずですなんですが、な

かなかそうなっていない。

　もう一つ重要なのは、戸籍に載るという点で、こ

こも裁判官が宣告をためらう理由のひとつになって

いると言われています。戸籍にはっきり親権喪失と

記載されますので、何か親失格という烙印を押して

いるような感じなんですね。しかも、戸籍は後々ま

で残ります。しかし、よく考えてみますと、子ども

は実際にいま虐待で苦しんでいるわけですから、子

どもの救出と戸籍上の記載と、一体どっちが大切な

んだというような話です。私としましては、あまり

戸籍を重視するのもいかがなものかと考えています。

　親権濫用というのは、「アビューズ」、すなわち本

来の目的に沿わず、例えば親がうっぷんを晴らすた

めにたたくとか、親が悪いことをやったのを隠すた

めに保護に反対するとか、そういったことに親権を

使うということです。身体的虐待は懲戒権の濫用と

言えるでしょうし、ネグレクトも監護権の消極的濫

用と言えるでしょうから、いずれも親権濫用に含ま

れると解されています。一方、「著しい不行跡」とい

うのは何だかよくわからない表現です。国語辞典で

確認すると「よくない行い」とか書いてあったりす

る。よくない行いで親が親権を剥奪された日には、

大変なことになると世のお父さん方は心配するで

しょう。しかし、これは実際には、戦前、例えば夫

が戦死したり病死したりして、妻だけが残って子育

てをしているという状況で、妻がほかの男性と交際

したりしますね。そういうときに、死んだ夫側の親

族からあの女はふしだらだと、著しい不行跡だとい

う形で主張されてきました。

　もちろん今はもうそんなことはありません。この

著しい不行跡については一つおもしろい裁判があり

ました。常盤御前判決なんて言っていますが、要す

るに今のように戦死したんだったか病死したんだっ

たかで、お父さんがいなくなってしまった。それで、

お母さんは子どもを抱えて一生懸命、女手一つで生

計を立てていくわけですけれども、これまた非常に

厳しい時代で、女性１人でやっていくというのはな
めかけ

かなか難しい。そういうなかで、ある男性のお妾さ

んになるという、妾契約を結びまして生活をやって

いったというような事件があったんです。これで、

やはりだんなのほうの親族から、あの女はけしから

ん、妾になるなんてとんでもない、あんな女に自分

のかわいい孫をまかせておけんということになりま

して、親権喪失宣告を申し立てました。

　しかし、裁判所はここでおもしろい判決をしたん

ですね。なるほど、お妾さんになるということは道

徳的にはあまりよろしくないことかもしれない。し

かし、親権喪失で重要なのは道徳的にどうかという

ことではなくて、その子どもにとってどうなのかで

ある。このお母さんはあくまでも子どもを育てると

いうために、この厳しい時代にお妾さんになった。

それが道徳的に正しいかどうかは別にして、これが

ために子どもの親として不適格だということにはな

らないというような判断をしまして、親権喪失の宣

告の請求を棄却したという事例がありました。この

判決を契機に、「著しい不行跡」という要件について

も、子どもの福祉を基準に判断すべきではないかと

いう議論が主流になってきたものと理解しています。

　さて、親権喪失宣告がなされますと、子どものた

めに親権を行使してくれる人がいなくなってしまい

ますから、原則として後見人を選ぶということにな

ります。そこで、だれが後見人になるのかという問

題が浮上します。最も穏当なのは、しっかりした親
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族の方がいらっしゃれば、その方にお願いするとい

うことになりましょうけれども、なかなかそのあた

りがうまくいかない。ここも親権喪失宣告が機能し

ない理由のひとつと言われています。

　では、児童相談所の所長がやってはどうか。しか

し、そうしますと、現行法上は未成年者の後見人は

個人で、かつひとりでなければなりませんので、児

童相談所の所長さんが個人として後見人にならざる

を得ません。人事異動で他の部署に移っても、なお

その子どもの後見人であり続けることになります。

これはキツいですね。いわゆる成年後見ですと複数

でできたり、あるいは法人でも構わないということ

になっていますが、未成年後見は「子育て」も含ま

れてきてしまうものですから、今のところはまだそ

こまでに至っておりません。法改正を要する点だと

考えています。

　この親権喪失宣告には、いかんせん時間がかかり

ます。ですから、実務上は保全処分というのをあわ

せて申し立てをします。正式な名前は「親権者職務

執行停止決定」というものですけれども、これを親

権喪失宣告と同時に申し立てをしておく。何で同時

でないといけないかというと、親権喪失の事件が継

続している状況でないと、親権者職務執行停止決定

というのは法律上申し立てられないということに

なってきますから、先行するわけにはいかないとい

うことになっています。

　保全処分は比較的短期で決定が出ます。従って、

保全処分によって、とりあえず親権者の職務執行を

停止させておいて、後はゆっくり親権喪失させるか

どうか検討しましょう、ということができるわけで

す。　

　ちなみに親権者職務執行停止決定をとりますと、

同時に親権代行者という人を定めます。私どもは

「仮パパ」とか「仮ママ」なんて呼んだりしますけれ

ども、この親権代行者の資格は特にありませんが、

一般的には後見人候補者が就任したり、弁護士や児

童相談所長が就任したりすることが多いようです。

親がわりといっても実際に引き取って育てるという

ことはあまりありませんが、必要な親権行使という

のはやはりございますので、そういうときには親権

代行者を決めます。

　最近、興味深いケースがありましたので、ちょっ

とご報告したいと思います。これは同意入所で子ど

もを施設に入れたケースです。父親による身体的虐

待で、父は暴行罪で略式起訴されまして罰金を払っ

た経緯があります。そのときは親も施設入所で構わ

ないと児童相談所に対して同意をするんですね。そ

れで、施設に入れて１年ぐらいが経過したんですが、

突然、施設に親があらわれまして、私たちはこの子

の親で、この子を引き取って帰りますと言って拉致

していなくなってしまった。　

　これは非常にびっくりしまして、一体どこにいっ

たんだと探し回ったわけですけれども、しばらくし

て、別の県のもともと家があったところにどうも

行っているようだと。しかし、そこでも一切、外と

は接点を持たないような形で完全に閉じこもってお

り、中で一体どうなっているかわからない。このま

までは非常に危険なので何とか保護をしたいと。し

かし親側は完全にガードを固めていまして一時保護

は事実上できない。

　しかし、これは施設からさらっていったんだから、

何かそのあたりで取っかかりができないかというふ

うにも考えましたけど、これは同意入所だったので

28条の承認を得ているわけではない。親が子どもを

連れ去ったということは親権者の意に反することが

明確になった。だから27条１項３号の措置を継続し

ておく適法性がなくなった。ただそれだけの話なの

です。そこでいろいろ考えまして、この親権喪失宣

告を使おうということになりました。たまたま母親

側の親族で、大変しっかりした方が非常に遠隔地に

いらっしゃいまして、その人のご協力も得て児童相

談所長さんが親権喪失宣告の申し立てをしました。

あわせて先ほどの保全処分もやりまして、親権代行

者を親族の方にお願いしたいということをまずやっ

たわけです。それについてはもちろん刑事事件にも

なっていますから、そのあたりの資料を出してやっ

たんです。

　家庭裁判所の対応は比較的早かったですね。約２

週間で保全処分の決定が出まして親権代行者として

その親族の方が選ばれたんです。そうすると、今度
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すぐ親族の方から子どもを返せ、引き渡しなさいと

いう書面を送ったんです。内容証明とか普通郵便と

か、ファクスとか、いろいろな方法で送ったんです。

もちろん、「はいはい、わかりました」なんて渡さな

いだろうと思っていましたけど、とにかく親権代行

者から、「私に引き渡せ」ときちんと言ってもらうと

いうことが重要なわけです。それで言ってもらった

が引き渡さない。

　そこで、何をやるかというと「人身保護請求」な

んですね。人身保護請求というのは、その身柄拘束

の違法性が顕著である場合に、身柄の解放を求める

ものです。通常、親権者のままですと、親権に基づ

いて子どもの身柄を確保しているわけですから、違

法性があるとは言えませんね。もちろん、虐待だと

いうことが立証できればまた違うのかもしれません

けれども、人身保護請求というのは地方裁判所の迅

速な手続の中でやりますので、難しい立証なんてで

きないんです。

　そうすると、まず家庭裁判所がかかわった状況で

親権代行者を定めている。親権代行者を定めるとい

うことは、親のほうは逆に親権を一時的に行使でき

なくなるわけです。親権代行者のほうは返せと言っ

ているのに返さない、これは違法な身柄拘束なわけ

だというふうなことになるわけです。人身保護請求

というのは裁判所から子どもを裁判所に連れてきな

さいという命令が出まして、その命令に従わないと

処罰されます。つまり、一定の強制力が働くことに

なります。場合によっては警察がかかわって、乗り

込んで身柄を捕まえてくるということも可能なわけ

です。こういうふうな形で対応した。

　しかし、実際にはそこまでいきますと親のほうも

折れまして、児童相談所には絶対に返してやらな

い、だけど親族には返してやろうというところで和

解ができたようです。結局、その親族の方が子ども

の身柄を引き取って随分遠くのほうに行かれて、い

ま平穏に暮らしています。親権喪失宣告をこのよう

に使ったケースもありました。

　いわゆる医療ネグレクトでも、親権喪失宣告ない

し保全処分が使えるのではないか、あるいはそれし

か手がないのではないかなどとも言われています。

何かと大げさに見えてしまう親権喪失宣告ですが、

児童虐待問題を解決する上で、ひとつの強力な選択

肢として認識しておく必要があるでしょう。
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　児童相談所に勤務するようになっておよそ８年に

なるが、児童相談所の精神科医としての研修を受け

たこともなく、さりとて孤独な専門職であるため上

司からの指導も少なく、自己のアイデンティティー

の確立に悩み苦しむ青年期のような毎日を過ごして

きたようにも思う。そもそも児童精神科医というも

の自身がきわめて少ない我が国において、児童相談

所の精神科医（常勤）となると更に稀な存在となり、

平成14年度に筆者らが行った全国調査では、常勤精

神科医が勤務する児童相談所は全国に18か所（兼務

も含む）で、医師数は23人に過ぎない状況であった。

この医療の世界においても児童福祉の世界において

も、圧倒的なマイノリティーである「児童相談所の

精神科医」に対して、研修の機会や業務のガイドラ

インが与えられていなかったとしても、それほど不

思議なことでもないであろう。

　そんな児童相談所の精神科医たちの世界に、最近

大きな変化が起きてきた。深刻化する児童虐待問題

に対して、児童虐待防止法が制定され、児童相談所

が児童虐待への対応の第一線機関としての役割を担

うことがより明確になったことで、児童相談所にお

ける精神科医の必要性が今まで以上に認識されるよ

うになったと思われる。このことは厚生労働省が策

定した「すこやか親子21」の中に、2010年までに全

国のすべての児童相談所に常勤の児童精神科医を置

くことが目標として明記されたことにも反映されて

いると思われる。そして、今回新たに創設された児

童相談所と情緒障害児短期治療施設の医師を対象と

した専門研修もまた、児童福祉に関わる児童精神科

医の必要性と重要性の表れであるに違いないと、私

は勝手に思いこんでいる。

　ともかく、こうして公式な研修の機会が与えられ

たことは、我々にとっては願ってもないことであっ

医師専門研修への期待

和歌山県子ども・障害者相談センター　小　野　善　郎

た。何よりも、こういう機会をつうじて全国の児童

相談所と情短で勤務している児童精神科医とのコ

ミュニケーションが可能となり、さらには同業者の

ネットワークができることは、孤独な専門職にとっ

ては本当にありがたいことである。２日間の研修の

内容は、単なる知識や技術の習得ではなく、参加者

相互が活発な議論をする形に重点が置かれていて、

非常に良質なコミュニケーションの機会が得られた。

これらのコミュニケーションは、自分たちの仕事へ

の示唆に富んだものであり、とても貴重な収穫と

なった。本研修が提供するネットワークとコミュニ

ケーションから、今後さらに期待したいことをアメ

リカにおける児童相談Child Guidanceの歴史と重ね

ながら少し書き綴ってみたい。

　アメリカの児童相談は、1922年に私的慈善団体で

あるコモンウェルス基金が非行防止プログラムとし

て、少年審判所に対して非行少年への精神医学的診

断や心理アセスメントのサービスを提供することで

始まった。その活動の場として児童相談クリニック

Child Guidance Clinic（CGC）が設置され、最盛期

には全米に500か所以上のCGCが展開した（児童相

談運動）。CGCが生まれた頃のアメリカには児童精

神科の医療機関は数カ所あったのみで、CGCは間も

なく非行だけでなく、さまざまな問題を呈する子ど

もたちの診断や治療を行うようになり、子どものメ

ンタルヘルスに関する専門機関としての位置づけを

確立していった。1920年頃の児童精神医学の診断で

は、今日の精神遅滞に相当するfeeblemindedと精神

病であるinsaneが主な診断であり、このどちらにも

属さない非行やさまざまな問題行動を示す子どもは

「正常な子ども」であり医療の対象にはならなかっ

た。これらの問題行動を示す「正常な子ども」を扱っ
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たのが児童相談であり、CGCの臨床経験と調査研究

は今日の児童青年精神医学の基礎となったことは、

その後のCGCが大学病院や子ども病院の付属施設に

併合され、児童精神科医療の普及とともに姿を消し

ていったことからもうかがい知ることができる。

　1920年代から40年代にかけてのアメリカの児童相

談運動が残した功績として、（1）子どものメンタル

ヘルスサービスの実践の場としてのCGC を作り、

（2）精神科医、心理学者、精神科ソーシャルワーカー

という専門職による標準的なサービスモデルを確立

し、（3）これらの専門職の養成を行ったことが挙げ

られる。アメリカのCGCはクリニックという表現に

表されているように、あくまでも精神科医を中心と

したメディカルモデルであるのが特徴であった。専

門職の養成、特にソーシャルワーカーの養成にコモ

ンウェルス基金は多大な貢献をしているが、心理学

者や児童精神科医の養成のためのフェローシップ・

プログラムも提供していた。このフェローシップを

受けた心理学者の中には有名なカール・メニンガー

が含まれ、児童精神科医のレオ・カナーも1928年か

ら30年にかけてフェローシップを受けてアドルフ・

マイヤーの指導を受け、1935年に児童精神医学の初

めての教科書であるChild Psychiatryを出版した。

CGCの専門職のグループは、1926年にアメリカ矯正

精神医学会American Orthopsychiatric Association

という団体を組織し、精神医学の世界において一定

の位置を確立していったのであった。

　戦後制定された児童福祉法に基づいて設立された

我が国の児童相談所は、1940～50年代にアメリカで

全盛期を迎えていたCGCの強い影響を受けて整備・

運営がなされたが、クリニックとしての機能は弱

く、かなり性格の違うものとして展開し、アメリカ

のCGCに相当する機関はほとんど存在していない。

それどころか、我が国では依然として児童精神科医

療機関がきわめて少なく、子どものメンタルヘルス

サービスはまさにこれからの課題という状況にある。

この状況はアメリカで児童相談運動が始まった1920

年代と似ていて、児童精神医学の「夜明け前」の状

態なのかもしれない。そうだとすれば、我々児童相

談所でさまざまな問題を抱えた子どもたちと日々接

している精神科医は、アメリカにおける児童相談運

動のようにサービスの場を作り、サービスモデルを

確立し、そして人材を養成することによって子ども

のメンタルヘルスの向上に寄与すべく努力していく

ことが、沈滞している日本の児童精神科医療を普及

することにも繋がるのではないかと思ったりしてい

る。

　そこで、これからの期待である。少し話が大きく

なりすぎるかもしれないが、医師専門研修を通じて

児童相談所や情短に関わる精神科医が、互いに参加

し協力することによって児童福祉に密接に関連する

精神科臨床、すなわち「児相臨床」とでもいうべき

分野を確立することができればなと思う。この「児

相臨床」は、病院での臨床とは異なり、より予防的

な視点も持った子どもの精神保健サービスとしての

性格の強いもので、さまざまな専門職と協同する学

際的なものである。また、さらに話が大きくなるが、

人材の養成についても、単に児童相談所や情短で働

く精神科医を養成するだけでなく、大学医学部に児

童精神医学の講座がほとんどない我が国では、児童

精神医学を志す若い精神科医を対象としたトレーニ

ングコースをも提供できるようになれば素晴らしい

ことだと思う。

　ここまで話が大きくなると、もはやファンタジー

の世界になってしまうかもしれない。1920年代のア

メリカの児童相談では、過度のファンタジーは「前

非行状態 predelinquency」の兆候とされ、早期に対

処しなければ非行少年になり、さらには成人になっ

て犯罪を犯すことになると「啓発」されていたらし

い。非行中年になってしまっても大変なので、私の

ファンタジーはこのあたりで止めることにしたい。

とりあえず、児童相談所の精神科医としての自分自

身のアイデンティティーを一日も早く確立し、精神

科医としての青年期を卒業できるよう、医師専門研

修が手助けしてくれることを期待したい。
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　私が大村子供の家に勤め始めた頃、30年以上も昔

の話ですが、指導員・保育士は今の様に専門的な知

識を要求される職業ではなかった様な気がします。

お母さん役としてこどもを愛し、子どもと共に生活

し、子どもと共に成長しようという思いがあり、

様々な問題行動を持つ子どもも居たけれど、子ども

と一緒に居ることが心から楽しいと思う毎日だった

様に思います。

　最近、虐待を受け入所してくる子どもが増加して

きました。その子ども達の示す衝動的、攻撃的な言

動、又その家族も人格障害やアルコール依存、男性

依存、買物依存等の問題を持ち、職員は子どもが怖

いという親への関わりもなかなかうまく行きません。

このような現状の中、個別対応職員としての指名を

受け１年半平常の業務を兼ねながら子ども達の休日

を利用し、個別に話しをしたり、コラージュや描画

を作ったり、書道の指導や野菜作り等をしながら、

子どもの心を少しでも癒し、心を開かせることが出

来ればとやって来ました。しかし、子ども一人に関

われる時間は限られており、多くの子ども達に関わ

ることができません。

　心理担当職員にしても専門的立場から対応してい

ますが、心理療法対象児童が49名もいる中、非常勤

１名では全ての子どもに充分に関わって行くことは

難しい現状です。

　子ども達は私も私もと一緒に遊ぶことを求めて来

ます。子ども達の希望に添えずにいることが多く

なっています。

　そのため、施設の職員全員が心理療法的なケアー

の出来る技量を持たなければ難しいのではと考える

毎日でした。

　そんな思いをしている中、今回の研修参加への案

内を受け取りました。

児童養護施設研修に参加して

大村子供の家・主任指導員（個別対応職員）　福　崎　洋　子

　研修事前課題として、①フェイスシート　②アン

ケート　③ケース概要　の提出を求められました。

　③ケース概要については、下記のとおりＡ君の

ケースを発表可能として提出しました。

　Ａ君　　現在の年齢16歳（高２）

　〈生育歴概要〉　

　それぞれ会社に勤める父と母は、仕事に追われ

あまり家庭をかえりみない。

　本児は２人兄弟の長男として生まれ、母は完璧

を求めがちで、父とも本児への要求水準が高く、

度々厳しい躾をされたが、それなりの愛情も受け

ていた。母は本児を自分の所有物の様に扱ってい

る。

　中学生になり、反抗的になった本児を母はうま

く受け入れることが出来ず、母と本児の仲も悪く

なる。その頃母に親しい男性が居ることが解り父

母の仲も、本児と母の仲も悪くなり手がつけられ

ない位になり施設入所となっている。

　〈子どもの問題をどの様に理解しましたか。〉

　幼少期から充分に保護された環境ではなかった

様でネグレクト、心理的虐待等、解離状態まで呈

す背景を考えた時、本児の行動が少しは理解でき

る。

　〈当初立てた援助方針はどの様なものですか。〉

　受容的に接し、愛情欲求、承認欲求を満たし自

己評価を高めて行くこと。進学を強く希望してい

るので、高校受験に向けた学習指導を行う。

　母親との面会は本児の気持ちを十分確認した上

で、職員同席で行う。帰省は父親が居る時に行う。

　〈経過の概要〉

入所当日

　職員が、本児及び児童相談所の職員を駅まで

迎えに行く。母が一緒に来園する予定であった
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が来ていない。

　口数が少なく、声をかけると返事はする。表

情は暗い。おとなしい感じがする。

　遅れて母親が来園し本児と面会する。本児と

は１ケ月ぶりに会うとのことであったが、身体

を硬直させ、両手のひらを震わせ興奮を抑えき

れない様子。

　二人を離し、本児を別室に連れて行くが、外

に出て壁を蹴り上げ気分の高まりを抑えきれず。

大丈夫なのかと声をかけるとポロポロと涙を流

す。話せるようになるまで時間がかかる。

入所後の様子

　学校は友人も出来たと毎日楽しそうに登校す

るが、気に入らないことがあると授業中に、ガ

ムを噛む事や、ウォークマンのボリュームをわ

ざと大きくすること等があった。

　躾の厳しさからの虐待と聞いていたが、かた

づけ等も一切出来ず、自分の持ち物もよく無く

し、それも他人のせいにして小さい子に当たる。

　毎日喫煙がある。

　小さい子に当たっているとき、職員が止めよ

うとすると職員に当たる。特に優しく対応する

職員に当たる。

　一つの目標であった高校合格は達成出来た。

　高校入学当初は、高校教師、友人、先輩との

トラブルが多かったが現在は随分落ち着いてい

る。

　〈今振り返ってみて子どもの理解や方針で〉

Ａ．これで良かったと思う点

・ 目標の高校へ合格出来たこと。

　（学習指導は男性指導員が１：１で行った。）

・ 担当職員以外の職員と話をする時間をもった。

・ 心理担当職員のカウンセリング。

・ 問題が発生する度に職員は逃げず対応した。

・ 医療機関でのカウンセリング。

・ 友人を受け入れた事。（施設へ遊びに来る一見

　問題のありそうな子ども達を。）

Ｂ．こうすれば良かったと思う点

・ 担当保育士との関係が母の口調に似ていると

いう理由でうまく行かずもう少し積極的な関

係調整が必要でなかったか。

・ 通院していた医療機関のドクターは、母親と

の関係修復にはあまり賛成ではなかったが、

（本児の要求に母親が応えられなかった時の本

児の行動を考えて）やはり少しでも介入する

ことが必要ではなかったか。

　数日して、研修センターの係の方から小倉先生が

助言して下さるので事例を発表してみませんか、と

の電話をいただきました。人前で話すことの苦手な

私ですが、今一番悩んでいるケースでありお願いす

る事にしました。

�

〈研修第３日目　ケースカンファランス１〉

　―関わりにおいて困難なケース―　として取り上

げていただきました。

　参加者66名が２つのグループに分かれ１グループ

が私の発表。小倉先生の助言ということでした。

　私のケースの説明を聞いていただきながら、その

度々に、小倉先生が質問なりアドバイスなりをして

下さるという形式で進められました。

　例えば、「人見知りせず、素直で優しく茶目っ気な

所もある。」と説明すると、「それは本当の姿ではな

い。ただシッポをふっているだけ。」「精神科医のカ

ウンセリングを受けています。」という説明には、

「精神科医への通院で得られるものはない。医者はす

ぐに薬を出す。」「でも病院へ通院していることで私

たちは安心感があります。」と述べると、「病院へ通

院することで安心するのですか？」と言われフロ

アーからは笑いがもれる。「皆さん自負を持って下

さい。子どもをしっかりとらえて声のかけ方、目を

見て話をするのです。」

　この様に楽しい雰囲気の中、一つ一つの言葉に適

切なアドバイスがなされました。

　私が今回の事例発表で一番知りたかったのは、解

離性障害というのは暴力的な行動が終わって行くと、

次にどのような行動を起こすのか。という事でした。

　先生は、このケースの場合、解離とは思えないの

だが…、と前置きされ、自分は解離という患者さん

には会ったことはないのだが、演技の場合が多い。
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一回やって成功すると病みつきになるのだろう。と

いうことでした。

　振り返って見ると、本当にその通りだ。入所当日

の行動であぜんとさせられ、それが意識しているの

か、していないのかわからないけれど、本児の思い

通りになったのだろうと考えさせられました。それ

だけではなく、その状況を目にしている他児達も暴

力を振るうと、自分の思い通りになる、職員も引い

てしまうと思うのか、同じ様な行動を取る様にな

り、かき回される事になってしまいます。

　フロアーの皆さんからは

・自分の所でも同じ様なことがあったが、（職員

に対する暴力について）措置変更した例等自分

の施設の経験談が沢山出ました。

・措置変更してもその子の問題行動は改善されて

いない。どちらが良かったのかわからない。

・実際に貴方はその子に何をやっているのです

か。

・職員がその様に傷ついていることに対し、貴方

の施設の危機管理はどの様になっているのです

か。

　等々同情や叱咤激励、又厳しい意見も出ました。

言われている事は全て納得行くもので、本当に私は

何をしているのだろうと思いました。今回の研修会

に参加して、Ａ君のケースから、関わりについてど

こが、何が大切だったのか。そして、施設には今何

が欠けているのか見えたような気がしました。

　Ａ君も最近では暴力的行動が少しずつ治まりつつ

あります。しかし頭痛がするといって学校を休む事

が多くなっており、不登校症状が出ています。

　小倉先生のアドバイス「一度成功すると、くせに

なる。」を頭に入れ小さい問題でも正面から向き合

い、あきらめずにねばり強く、そしてあせらずに関

わって行きたいと思います。

　これまで、沢山の研修会に参加してきましたが、

実際にそこで得た知識や情報が職場ですぐ活用出来

るのは少ないと思います。講演会でも、そうだと納

得しても、だからそれをどうすればよいか、とそこ

までの解答を得られるのは少ないと思います。グ

ループ討議でも研修会のあり方によっては、グルー

プの誰か一人が自分の施設や自慢話で終わってしま

う様な事が多くありますが、今回の研修は、システ

ムとしても、必ず全員が話しをしなければならない

様になっており、全国各地から施設で中心となって

活躍されておられる皆さんが一同に集い、それぞれ

が色々な難問に直面されておられる体験から活発な

討議をされました。

　研修が終了し、九州から参加された方達と空港や

飛行機の中でもお話をして、何だか来る時の気持ち

とは異なり気持ちがスッキリし、施設に戻ったら

やっぱりこうしようとやる気満々…。参加して良

かったと思いました。

　小倉先生他講師の先生方、参加者の皆さん、研修

センターの皆さんへ心より感謝申し上げます。

　最後に、提出ケースは、プライバシー保護のため、

ケースの本質を損なわない程度に改変を加えている

ことをおことわりします。

■ エッセイ ■
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■ エッセイ ■

１．心理判定員から児童福祉司になって

　昨年１月末、前任者の急死に伴い、当時、県庁児

童家庭課にいた私に突然現職への異動辞令が発令さ

れた。児童相談所では心理職として仕事をしてきた

私にとって「児童福祉司」の職は初めてな上、そこ

の「長」としての職責が果たせるか不安な気持ちで

一杯の中、２月から仕事が始まった。そして、主に

所内で仕事をする心理判定員と違って、相手方の現

場に出て行って仕事をする児童福祉司のしんどさを

身にしみて感じるとともに、課員を支援するために

は自分にもっと的確な判断ができなければならない

と感じていたところで、子どもの虹情報研修セン

ターでのスーパーバイザー研修に参加することがで

きた。

　私は児童相談所を離れていた時期もあり、他県の

児童相談所の人々と接触するのは、十数年前の横浜

での全国心理判定員セミナー以来であった。10年前

のセミナーのテーマは「養護問題」であり、心理判

定員として「心理治療」を志向していた私にとって、

「養護ケース」こそ児童相談所の基本で、それは判定

員にとっても同様であるということを強烈に認識さ

せられた研修であり、その後の仕事の仕方に大きな

影響を与えられた。

　そして、今回同じ横浜で密度の濃い研修を受け、

他県の方々から様々な刺激を受けることができた。

他県の方々の経験とそのまとめられたものの力強さ

に圧倒され、正直に言うと自分が「遅れてきた児相

職員」の思いが強くなったが、今は私なりにできる

ことからやってみようという思いでいる。

　また、スーパーバイザー研修には心理判定員出身

の方もかなりいて､同じように苦労しながらスー

パーバイザーとしての仕事をする中で、現在の「心

理判定員」のあり方を危惧している人も多かった。

虐待と「学校で暴れる子」
　～個別対応から学校コンサルテーションへ～

千葉県柏児童相談所　水鳥川　洋　子

児童相談所では、当事者の相談ニーズが低く医療モ

デルが通用しないケースがますます増えてきており、

「泥臭い現実に対応できる心理」としての専門性が

求められているといえる。特に、問題を抱えながら

相談に来所しない親子に対すると、このような状況

をもたらした社会環境をどうにかしなければと強く

感じる。

２．現代の子どもたちと虐待

　平成８年、３年ぶりに大人の相談所から児童相談

所に戻った私は、児相で会う子どもたちの変化に驚

いた。そこで、一時保護課の保育士たちと最近の子

どもたちの変化を整理してみたところ、①パニック

を起こし暴れる、②注意されたとき素直に聞かな

い、③甘え強く、身体接触を求めてくる、④自信が

ない、自分を大切にしない、⑤被害的に捉えやすい、

⑥基本的生活習慣が身に付いていない、⑦持続力が

なく、落ち着きがない、⑧見通しを立てる力が弱い、

⑨遊ぶことが下手、⑩言語表現力が乏しいなどの姿

が浮かび上がってきた。そして、これらの傾向は、

保育所や学校の先生も最近の子どもたちに同様な印

象を持っていることが分かるとともに、現在、ます

ますその傾向が強くなっていると思われる。

　これら現代の子どもたちの様相は、虐待を受けた

子どもたちの特徴と重なる部分が多い。

　そして、また、心の発達の視点から見ると、エリ

クソンのいう基本的信頼感、自律性、自主性、勤勉

性の獲得が不十分ないしは失敗しており、そのた

め、外界に対する不信が強く、自信や自尊心に欠け､

自律性＝自己コントロール力や自主性及び勤勉性が

乏しく、恥の感覚や罰への恐怖が強く、劣等感が強

いと考えられる。このことは、現代の子どもたちの

多くが心の育ちを阻害する虐待環境に育ってきてい
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■ エッセイ ■

るといえる。

　それは、現代の子どもの問題が単に親の個人的な

問題ではなく､社会の変化による面が大きいというこ

とである。例えば、おんぶをする母親をほとんど見

なくなって久しいと同時に子どもの描く人物画に手

足の関節が描かれることが少なくなっている。つま

り、子どもたちは親に直接的に肌に触れられること

が減り、自分の身体感覚の育ちが不十分であるとと

もに、共感性も乏しくなっているのではないか。ま

た、テレビが家に１台であるときは否応なしに自分

の欲求を抑えたり、主張したりという訓練がなされ

たが、何台もあるようになるとそのような訓練の機

会がなくなる。かつては意識しなくても子どもの心

の育ちを保証していた環境が逆に阻害するような環

境に変化してきているといえる。

　一方、最近､虐待相談の増加とともに目立つのは性

格行動相談、中でも特に「学校でパニックを起こし

暴れる」という相談の増加である。そして、そのよ

うな相談の中には､原因か結果かはともかく虐待が絡

んでいる場合が少なくない。以下では、学校と険悪

な関係となっている父母の対応について｢虐待｣とい

うことで相談を受けたが、主訴を子ども自身の問題

行動（パニック）と捉え直し、親子に直接アプロー

チできないため、パニックを起こす子どもへの対応

方法について学校にコンサルテーションした事例を

紹介したい。

�

３．虐待と学校で暴れる子

（1）主訴の整理・・・問題は何か？

　昨年12月半ば、ある小学校長が「父母に虐待され

ている子のことで相談したい。」と担任とともに来

所。主訴は「学校で授業には参加せず、少しのこと

でパニックを起こし大暴れする小学２年生Ａ男がい

る。父母にそれを伝えると体罰で対応し、Ａ男はそ

れで家に帰りたがらない。１年の担任は療休を取

り、２年の担任もノイローゼ寸前である。学校はＡ

男はＡＤＨＤと思い、専門医の受診と情緒障害児学

級入級を薦めたところ、父母はＢ病院の小児科を受

診し『病気ではない』と言われたという。父母は大

学卒の専門職で、『Ａ男は家では問題ないので、学校

で暴れるのは学校の指導が悪い』という。教員委員

会等にも相談し援助を受けているが、Ａ男の状況は

ますます悪くなるばかりで、父母とも話し合いがで

きない状態である。何とか児童相談所で父母の指導

をして欲しい。」というものであった。なお､６年生

の姉は優秀で問題はないとのことであった。

　主訴を整理すると、「学校で暴れる」ということが

問題であり、現学級では指導困難なため「情緒障害

児学級に入れたい」、そのために児童相談所に「話し

合いに応じず、体罰で対応する父母の説得をして欲

しい。」というものである。（但し､現状では学校や教

育委員会が父母を児童相談所につなげることは困難

とのこと。）

　そこで、現段階では児童相談所が「虐待通告」を

受けた形で父母に強制介入することはさらに問題を

こじらせる心配があること、父母の体罰はＡ男が学

校で色々問題を起こすことが原因であるので、まず

は学校でのＡ男の対応を一緒に考えたい旨伝えた。

現状で強制介入することの危険性は理解してもらえ

たが、Ａ男への対応の具体的助言に対しては、「そう

いうことはすべてやってきた。」と否定的であった。

その日は、学校での対応方法をこれ以上説明しても

耳に入らないと判断し、近いうちに児童福祉司が学

校訪問し、Ａ男の様子を見て、今後の対応を検討す

ることを伝え、面接を終了とした。

（2）問題の明確化と対応方針

・・・学校コンサルテーション

　校長は「虐待」であるから児童相談所で親を何と

かして欲しいという考えだったが、問題は「Ａ男の

パニックを中心とした問題行動に学校が対応できな

いでいること」であると考えた。もちろん、Ａ男の

問題行動の背景には親子関係の不調があるが、虐待

というより、性格行動相談と捉えた。さらに、学校

側はＡ男のパニックはおそらくＡＤＨＤによるもの

であり、普通学級では対応困難と考えていたが、家

庭及びＢ病院の診察場面では多動ではなく、パニッ

クも起こさないと言うことから、対応方法によりパ

ニックはコントロール可能と考えた。ただ、学校

は、１年以上Ａ男への対応に様々な努力をしたにも

かかわらず、問題が改善しないことで学校内での問
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■ エッセイ ■

題解決の可能性に希望を持てなくなっていた。　

　そこで、いかに学校をエンパワーメントし、パ

ニックは押さえられると言うことを信じてもらい具

体的対応に取り組んでもらえるかが課題と思われた。

そのため、相談所が現段階で指導の対象とするのは

Ａ男ではなく、「学校」であり、学校全体を対象とす

る以上、こちらもチームで対応する必要があると考

え、担当福祉司（元中学教員）に加え元小学校教員

の福祉司を本ケースの担当とし、さらに毎回の学校

訪問の前、及び訪問後に私を含めて福祉司とカン

ファレンスを開き、何をどのように伝えるかについ

て検討した。（図１）

（3）具体的援助・・・ホールディング

　私は、パニックを起こす自閉症児を一時保護し、

そのパニックと取り組んだ体験から、学校で暴れる

子は、自律心が育っていず、自分の衝動が自分で抑

えられないので、教師が断固抑えてあげることが必

要であり、その抑えはホールディング（抱っこ）で

なければならないことを学んだ。つまり、暴れる子

に対して大人は全身の力で暴れを抑止するが、その

時の気持ちと言葉かけは子どものどうしようもない

気持ちを受け入れるとともに「大丈夫、絶対この暴

れを抑えることができるからね」と子どもの力を信

じるもの（基本的信頼感）であることが大切である。

むずかって暴れる乳児を抑える親のような態度であ

り、ホールディング（抱っこ）である。（図２、３）

　私は過去の体験から、教員が１つにまとまり、き

ちんとホールディングができれば１ヵ月以内にＡ男

のパニックは一応落ち着くと考え､福祉司とカンファ

レンスを繰り返し、それをもとに２人の福祉司が学

校訪問して説明。学校側も校長、担任はじめ関係教

員、及び教育委員会、教育出張所指導主事そして児

童相談所福祉司でＡ男プロジェクトを作り、学校全

体で取り組んでいった。しかし、児童相談所が関わ

るまではパニックを起こさせないよう腫れ物に触る

ような対応をしてきた教員に、ホールディングにつ

いてなかなか理解が得られないでいた。しかし、Ａ

男の保育所時代の様子を調査した上で福祉司が表に

して説明したことが功を奏し、３月になり、毎週３

回くらい学校訪問していた指導主事が、ホールディ

ングをし、Ａ男のパニックを抑えることができた。

教員と一緒にＡ男に取り組んできた指導主事がホー

ルディングの手応えを感じたことで、学校教員の中

にホールディングをやる人も出てきた。まもなくパ

ニックが減少してきて、何とかなりそうだという雰
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　ことを信じ、子どもにも伝え、パニックを起こして
　いない場面での甘えを十分に受け入れる
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囲気で３学期を終了することができた。そして、こ

の４月からはパニックを起こすことなく教室で授業

を受けるようになり、５月はじめの運動会には初め

て他児と一緒に参加。母親は涙を流して喜んだとい

う。５月の連休明けから崩れたが、逆戻りがあるこ

とを事前に伝えていたこともあり、学校側は落ち着

いて対応。母親ととてもよい雰囲気で面接ができ、

母親は叩かないことを約束したという。そして、翌

日からＡ男の行動は落ち着いた｡

　ようやくＡ男に自律心が芽生えてきたがまだ脆弱

であり、今後も揺れ戻しは繰り返される可能性はあ

り、児童相談所としては、学校への支援とともに、

これから、親子関係不調の問題に取り組んでいくこ

とが課題である。

�

　ＡＤＨＤの３割が被虐待児であり、被虐待児の３

割がＡＤＨＤであるとも言われている。

　彼らの問題は薬や個別の心理治療だけでは解決せ

ず、学校・地域での援助が不可欠である。

　児童相談所が学校・地域の「家庭及び彼らを抱え､

支援していく力」を高めていく具体的方法が求めら

れていると言える。そして､１人の暴れる子を支援

した体験は、発達課題の獲得が不十分な現代の子ど

もたちへの対応に様々なヒントを与えてくれるもの

と思われる。
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　はじめに

　筆者が虐待問題に系統的に取り組んだのは、1986

年の事であるから18年を経過している。国立小児病

院に小児医療研究センターが新たに設置され、その

職場（小児生態研究部）で全国主要病院小児科の被

虐待児調査を行ったのが端緒であった。以降多くの

論文や、研究発表を行ってきたが１－４、筆者が「全く

手が出せなかった」児童虐待の課題が幾つか存在す

る。そのひとつは、表記の国際比較の課題であった。

語学に堪能でなく、法制度の理解に弱い筆者の非力

のためであるが、最近の国内外の虐待関連情報の豊

富さ（氾濫？）をみると時代の変化を痛感する。

　英語圏の情報は著書や論文（日本語、英語）ある

いは最近ではインターネット・ホームページで豊富

な情報入手が可能となっているが、日本の虐待問題

を考える際に英語圏だけの情報で良いのか？、とい

う問題がある。つまり、非英語圏を除いた情報だけ

で、虐待対策や要保護児童対策を考察するには大き

な問題があろうと感じていたわけである。

　2002年に子どもの虹情報研修センターが発足し、

筆者も参画する事となった。そこで、児童虐待研究

の諸課題のひとつに、国際情報を取り上げ、論議を

広げ、深めることを意図した。その事が日本の虐待

予防や対応、治療や政策のうえで役立つよう期待し

たく考えた。今回はまづ英語圏の情報を鳥瞰・整理

し、次回にフランス、ドイツなど非英語圏での取り

組みを紹介したい。

�

　Ⅰ　英米・英語圏の情報の整理

�

１）児童虐待に関する情報（論文、書籍）の急増

　日本では過去15年間に児童虐待が20倍に激増し、

児童虐待の国際比較

松　井　一　郎

（子どもの虹情報研修センター・研究主幹）

最近の実態調査５）では年間の新規虐待発生数は

35,000人と推定された。2000年に児童虐待防止法が

制定され、３年後の見直しが予定されており、それ

は今年の秋に当たる。大きな論議が予想される。

　児童虐待防止法が制定された３年前頃から、国内

の虐待関連の著書が増加し、それらは、事例解説、総

説、虐待の歴史や児童福祉論、虐待対応マニュアル、

活動（地域活動の紹介）、子どもの権利と虐待、欧米

の現状の紹介、翻訳書、治療・指導書、その他多岐

にわたっている。

　実際の著書数や日本語論文数は、我が国の各領域

のデータベース整備が遅れているため、何編、何タ

イトルといった全体数の具体的な数字は把握できな

い様である。

　欧米の英文医学論文検索の標準は、米・国立医学

図書館（NLM）のパブメドデータベース（PubMed）

で無料開放されており、インターネットで容易に接

続できる。児童虐待（child abuseなど関連用語）で

検索を行うと、約15,000件が表示され、1960年以来

のNLMで整備された論文数で、これだけの数の児童

虐待関連論文が存在する事を示している。医学学術

雑誌のキーワード検索だから、単行本は含まれない。

論文は疫学から臨床、心理、治療、性虐待、予防、全

ての領域を網羅している。ごく少数は、非・英語の

翻訳が含まれるがこれらの論文はタイトル表示のみ

のことが多い。

　手近に入手できる児童虐待専門誌は、国際児童虐

待防止協会（ISPCAN）発行のChild Abuse and

Neglect：The International Journal（Pergamon社

発行）と、Child Abuse Review （Wiley社発行）で、

前者は33年の、後者は12年の歴史を有している。 英

文書籍（単行本）は統一的なデータベースがないと

思うので、商業用の検索エンジンを使って、英文図
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書の虐待キーワード検索を試みると、2,000以上の書

物がリストされる。多数の虐待関連図書の出版があ

り、日本の急増傾向も欧米の反映かも知れない。こ

れらの中には、Classic Papers in Child Abuse など

虐待古典論文の再録著書もある６。遡って50年の歴

史をもつこの領域の憶昔の左証であろう。

�

２）英語圏の虐待対応の現況

　欧米諸国の児童虐待への対応は30～40年の歴史

と苦悩があり、それぞれの国の社会制度、法制度、歴

史や文化に従って具体的な体系の整備が進められて

いる。第二次大戦後の児童虐待の啓蒙と対応は米国に

端を発した。米国、英国、カナダなど英語圏の状況に

ついては、研究報告、著書などでこれらの国々の児童

虐待の現状や対応の情報把握が可能である。インター

ネットホームページでも多くの情報を入手できる。

　米国の詳しい状況については、明石書店から子ど

も虐待問題・百科事典の翻訳が発行された７。この書

は事典形式をとっているが、米国における虐待の歴

史と制度の変化、すなわち時系列と、各州の対応や

特徴、諸統計にみる横の広がりの記載がある。虐待の

定義や、どこからを虐待とするかの線引き－ジレンマ

問題なども率直に論じている。用語解説や添付の参

考資料も有用で、特に医学・保健・予防の用語を豊

富に見出しとしておりその解説も極めて適正である。

　英語圏とはいえ、異なった制度の国々の虐待対応

を比較する事は容易ではない。児童福祉の国際比較

については、平成13年度厚生科学研究のなかで、吉

田恒雄論文：児童虐待防止法制度の国際比較から見

た我が国の法制度上の課題；［児童保護システムと児

童福祉法の国際比較研究－主任研究者鈴木博人］に

まとめられている８。

　論文は、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ド

イツ、イギリスを対象とした比較研究で、その要旨

は以下である。

１．児童虐待防止法制度として、児童虐待防止法の

ような単独法によることなく、民法、児童福祉法

等により総合的に対応することも可能であること。

２．家庭の維持を優先的に考慮し、親子分離はやむ

を得ないときの手段として、位置付けられている

こと。

３．家庭維持の目的を達成するために、児童福祉関

係の資源が質・量ともに確保されていること。

４．虐待の定義規定が設けられていない国もあること。

５．通報義務付け法を持たない国もあること。

６．虐待家庭への援助に当たり、その処遇決定に当

事者の参加が保証されていること。

７．児童福祉機関による援助が、裁判所の手続きに

より担保されていること。

８．親子分離が必要な場合は、タイムスケジュール

に沿って、適正手続きの理念にもとづいて、司法

的判断がされていること。

９．親子分離中の親および公的機関の権限が明らか

にされていること。

10．懲戒権のあり方について、各国の対応は多様で

あること。

　なお、結びに代えて以下を論じている。

　…諸外国においては、こうした問題に対して、民

法の伝統的手法によりまたは新たな立法により、対

応を試みてきている。これらの試みがすべて成功し

ているとは言い難いが、我が国に先立って重大な児

童虐待問題を経験してきた国々に学ぶべき点は少な

くない。社会文化的背景や法制度の差異から、諸外

国の制度をそのまま移入することは出来ないし、こ

れらの国々における制度改正が、充分な時間と論議

の積み重ねの上に行われていることにも留意しなけ

ればならない。児童虐待問題は子どもの養育をめぐ

る家族（親）と国家の関係にかかわる基本的な問題

だけに、国民的な論議が今後さらに深められ、充分

なコンセンサスを元にして、児童虐待防止制度のあ

り方が検討される必要があろう。

　筆者も全く同感であり、諸外国の経験を、英語圏

のみならず、ドイツ、フランスなど、非英語圏の主

要国の実態も可能な限り実地調査し、参考にすべき

であろうと考えている。

３）児童虐待／英語圏の主要比較

　巻末論文の引用から、表１のごとく、アメリカ合

衆国（全体）、カナダ（オンタリオ州）、カナダ（ブ

リティッシュコロンビア州）、イギリス（イングラン

78



表１　児童虐待／主要点の国際比較�

国　　　名 アメリカ合衆国
（全体）

カナダ
（オンタリオ州）

カナダ
（ブリティッシュコロンビア）

イギリス
（イングランド）

報　告　者 厚生科学（鈴木班）
山口亮子、桐野由美子

著者：高橋正子
著書、厚科：高橋重宏

庄司純一、岩井宣子
木村真理子

著書：峰本耕治、雑誌：D.ゴフ、
事業団報告：町田美保

現　　　状 連邦厚生省まとめ
通告：297万、被害82万
通告者：半数は専門家
　　　　残りは家族近隣
調査迄の時間：64時間
サービス：156万
里親：被虐待児17万

州人口：1,187万
　　　　全人口の38％
保護：４万
　　　／257万17歳以下
通告の半数：インテイク
　　　半数：ファミリー
　　　　　　サービス

州人口：385万

通告：2.1万
　　　／児童93万
要保護：通告の24％

イングランド人口：
子ども人口：1,100万
通 告 数： 16万
調　　査： 14万
保護会議： ４万
保護登録：2.5万

法制度
／政策

虐待防止の州法、1963－
1967までの期間に全州で
1974年虐待防止の連邦法
　連邦の役割、州支援
　対応手続き、…
1996　改正
1980　養子縁組促進および
　児童福祉法
1993　家庭維持と家庭支援
　サービス法
1997、2001
　安全安定家庭促進改訂法
　各州独自に家庭維持、
　支援プログラム

1984　子ども家庭サービ
　ス法
1999　大幅改訂

1984　子ども家庭サービ
　ス法
1994　子ども青少年家庭
　権利用語法・改正
1996　子ども・家庭・コ
　ミュニティサービス法

1980　児童保護法、児童青少年
　法
1988　Working together…
　英保健省の要保護児童のガイ
　ドライン
1989　児童法
1996　家族法
1999　ワーキング…改正
1999　子ども保護法
1998　Quality Protects Programme
2000　Framework for assesment of  
Children in Need and their Families

2000　リービング・ケア法

対 応 機 関 連邦厚生省
全国児童虐待情報センター
州政府：市・郡のサービス 
　部門が通告・調査・裁判
　の業務
　連邦と州の関係
司法：民間研究所

子ども保護援助協会 州：子ども家庭省
公益法人：子ども家庭
　サービスセンター
　アドポケット（子ども
　の権利擁護者）

地方当局の福祉担当部門
　　〃　　法務部門
警察：専門チーム設置
　共同調査、72時間保護
裁判所：親子分離に関する命令、
　訴訟公証人制度
子ども保護会議（ACPC）
間団体：National Children's Home
全国児童虐待防止協会：
　児童の登録

対応手続き
通告→
→終了

（二次予防）

ペンシルバニア州の場合
通告→監護（24時間まで）
　暫定拘束命令（24時＜）
　未決拘束審理（72時＞）
　事実認定審理（10日＞）
　処分決定審理（20日＜）
→恒久的計画審理
　親権終了審理
　養子縁組審理

通告→子ども保護援助協
　会・インテークチーム
　が中心
　・徹底調査
　・安全確認＆介入
　・保護の権限
　・リスクアセスメント
→子ども福祉裁判／イン
　ケア／ファミリー・
　サービス・何れか

通告→インテーク
　→保護の調査／
　→家庭支援サービス
ケアに入る
　・一時保護と家庭引き
　　取りに向けた支援
　・引き取り困難で永続
　　的代理養育

保健省作成の緻密なフローチャ
ートあり
通告→初期評価
　→援助は不要→終了
　→援助は必要→コア・アセス
　　メント
　→援助必要＋重大侵害→♯1
　　♯1ストラテジー討論→♯2
　　♯2犯罪調査→♯3
　　♯3虐待と認定＋告訴
　　　　＋子ども保護ケース会議
　→保護登録、諸施策と連動…

親（子ども）
へのケア
（三次予防）

連邦法に基づく家庭維持、
家庭支援のプログラム
ペアレンティング　クラス
　子育てや効果的なしつけ
　の実際的なスキル教育
　→治療プログラム

インケア：
　里親
　グループホーム
　治療施設

？：
　自助グループ？
　代替えケア

家族グループ会議
ペアレンティング
自助グループ
カウンセリング

�通告制度通告義務者

罰則規定

通告義務すべての大人に
専門家が通告を怠った場
合は罰則規定

通告義務

違反罰則

一般的な通告義務
罰則規定なし
通告受理機関
緻密なガイドライン

“at risk”
children
対策

（一次予防）

言及なし 子ども保護援助協会：
　16歳以下の子どものケ
　アプログラム、予防プ
　ログラム（詳細不明）

言及なし visiting nurse（訪問看護婦）の記
載はあるが、連係機能として位
置づけされていない
（注）全ての新生児・乳幼児に対
し助産婦・看護婦の健康訪問が
なされているが、保健活動⇔福
祉の連動は薄い（松井）
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ド）の４カ国の作表を行った８－13。

　報告者の論文と著書から、現状、法制度／政策、

対応機関、通告制度、対応手続きなど主要点を所定

のコラムに挿入したために、かなりの省略や無理が

あった。

　しかし、それぞれの国で、極めて大きな対応策の

相違があることが瞥見できる。

　虐待が発生してからの、二次予防すなわち、早期

発見、早期対応、地域虐待対応ネットワークなどの

諸活動と、三次予防、治療と再発防止などは、それ

ぞれの著者・報告者により詳細な記載がなされてい

る。また、これらについては、インターネットを通

じての日本からの検索でもある部分までは資料の収

集が可能となっている。

　しかし、一次予防すなわち、育児支援や健全育成

の確認、リスク軽減、子どもの安全教育、など地域

子ども関連機関の連携等については、これらの児童

擁護や保護・福祉の調査では殆ど記載されていな

い。実際には地域の母子保健活動が活発に行われて

いる国も少なくないし（英国は優れた母子保健活動

を行っている！）、実情の報告がないと言うよりも､

主題を虐待に絞ったために母子保健活動の記載を省

略したものであろう。あるいは、福祉と保健の連携

が必ずしも良くないのかもしれない（縦割り行政の

弱点）。地域の母子保健活動としては、“at - r i sk

children”が二次、三次システムの対応に連結する

状況を知りたいものである。

　児童福祉関係者の研修・教育プログラム等は、欧

米の幾つかのホームページで知ることができるが、

社会福祉活動資格取得と地域研修との関係も国の施

策と関連して調査したいものである。

�

４）国際児童虐待防止協会（ISPCAN）の国際調査14

　米国デンバーのケンプ子どもセンターに本拠を置

く国際児童虐待防止協会（ISPCAN）は定期のChild

Abuse and Neglect：The International Journal の雑

誌発行と併行して児童虐待の啓蒙・研修その他の諸

活動を行っている。資源としての活動機関の国際的

な調査を行っており、2002年で第５回目の World

Perspectives on Child Abuse をまとめた。児童虐

待の世界展望であるこの調査はISPCAN会員を対象

としたかなり主観的な部分も含まれるが、世界的に

見た虐待対応の進展が記載されている。ISPCAN会

員所属の国々が、発展途上国から先進国まで、人口

や経済指標、健康指標なども区々であることから単

純な比較は出来ない。

　通報義務を課す国は56.7％、任意通報は29.9％、不

明13.4％となっている。

　虐待対応の組織化、治療、予防、司法関係の活動

度で全体の評価をみているが、先進国で得点の高い

国は、フランス、スコットランド、米国などであっ

た。調査自身がバイアスをもつが、概要把握の指標

として価値があろう。

�

５）海外（英語圏）情報に有用なインターネット

　　ホームページサイト

　近年インターネットが重要な情報流通手段となっ

ている。表２に有用と思われる英米系のサイトの幾

つかを一覧した。

　インターネットホームページは組織や官公庁の情

報周知手段として極めて重要となってきた。政府の

各省庁も国内向け及び海外向けのホームページを用

意しており、後者は殆どが英訳となっている。

　表２は、１）ユネスコ・国連機関、２）児童擁護・

児童福祉の国際活動、３）米国の虐待防止諸活動を

中心に区分し、まとめた。成書の引用７、15のほか検

索で有用な情報サイトを閲覧評価し一部をリストし

たものである。児童福祉や虐待防止のホームページ

は膨大な数が存在し、それぞれの工夫があり、参考

になる点も多く、公的機関・民間を問わずどの国に

おいても児童虐待の対応と防止に苦慮していること

が理解できる。

　検索は簡単なブール演算が可能であるから、国別

のサイト抽出も可能であり、各国の概要も見当づけ

ができる。こうした受身の情報収集、周知啓蒙活動

のほか、最近では双方向通信のサイトも増加してい

る。

　虐待防止の諸活動において、インターネットの重

要性は一層増加すると思う。余談であるが、筆者も

含め英語が苦手の方も多いと思う。最近人工知能搭
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表２　海外（英語圏）情報に有用なインターネットホームページサイト�

ユネスコ�
（UNESCO・全般）�

http://www.unesco.org

サイト区分 サイトアドレス 内容・特徴・その他

ユネスコ全般の紹介ＨＰ。�
検索で児童虐待情報へ。�

ユネスコ�
（情報展望）�

http://www.unesco.org/webworld/�
observatory/index.html

最新のユネスコ情報および連結したデータベ
ース。�

ユネスコ�
（コンピュータ倫理）�

http://www.unesco.org/webworld/�
infoethics_2/index.htm

1998年の国際会議記録、専門家による倫理提
言など。�

国連機関�
UNICEFF

http://www.unicef.org 子どもの権利保護や援助、とくに発展途上国、
戦争犠牲に対して。�

国連機関�
ＷＨＯ�

http://www.who.org 世界保健機構の全容。児童虐待の検索で
2,000件以上。�

国連機関�
ＩＬＯ�

http://www.ilo.org 国際労働機構の全容。最低労働時間や子ども
の権利と労働問題。�

国際組織�
国際チャイルドネット�

http://www.childnet-int.org 子どもの福祉、教育等のＮＧＯ団体のＨＰ。�

国際ネットワーク�
児童虐待防止�

http://childhouse.uio.no/workshops 国際的ＮＧＯ集団ＨＰ。1996年世界会議より
継続。children@riskとの闘いを目標としている。�

子どもの権利の�
国際ビューロー�

http://www.ibcr.org 1994年以降国際会議を継続しているＮＧＯの
ＨＰ。�

国際クリアリングハウス�
子どものメディア暴力�

http://www.nordicom.gu.se/unesco.html スウェーデン政府とユネスコが協力。メディ
ア暴力対応が主な内容。�

セーブザチルドレンの�
国際活動�

http://www.savechildren.or.jp 英国で80年前に始まった運動で120国が参加している。
ＮＧＯ日本支部のＨＰ（日本語）。啓蒙と募金活動。�

国際児童虐待防止協会� http://www.ispcan.org 世界最大の虐待専門組織で多数の国、個人、団体
が加入し、年次の国際学会、地域学会を開催して
いる。啓蒙、研修、会議開催、出版など。1976年
より学会誌を発行。活動は全世界に広がっている。�

インターネット看視機構� http://www.iwf.org.uk 警察・政府・ソフトプロバイダーに働きかけ
てインターネットの不正利用、特に暴力場面
の減少に貢献している。ホットライン通報を
設けている。�

インターネット看視の�
サイバーエンジェルズ�

http://www.cyberangels.org インターネット上の児童ポルノやストーカー
行為に対し、インターネット利用者の防衛教
育のためのＮＰＯ。英・独・仏・スペイン語
あり。�

児童福祉の�
ヨーロッパフォーラム�

http://www.efcw.org 22ヶ国参加の国際児童福祉ＮＧＯのＨＰ。�
子どもの権利保護と健全育成推進。�

母の連帯と子どもの保護�
（米国が中心）�

http://www.soc-um.org カルフォルニアから発したＮＰＯ組織。�
虐待の啓蒙・教育・予防に関する情報提供。�
（Safegurding Our Children-United Mothers）�

子どものインターネット�
教育漫画�

（米国が中心）�

http://www.wiredkids.org 両親、子ども、教師等の一般啓蒙と安全教育
に有用な情報をディズニー方式で分かり易く
提供。�

英国こどもチャリティ�
基金�
（英国）�

http://www.nchafc.org.uk @risk children、youthと家族支援の英国内
ボランティア組織。虐待対応の諸活動も含ま
れる。�
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（注）１）ＨＰはホームページの略�

　　　２）@risk＝at risk, vulnerableの意味�

　　　３）文献７、15がホームページ検索の参考になるが、一般の検索エンジン「Yahoo！」「Google！」などでも�
　　　　　ウェブサイトのリンクが可能。後者は英文専用検索エンジンで、アルファベットならどの国の言語でも�
　　　　　検索が可能。�

米国児童虐待情報の�
連邦クリアリングハウス�

http://www.calib.com/nccanch

サイト区分 サイトアドレス 内容・特徴・その他

虐待・ネグレクト情報の連邦レベルの集積デ
ータベース。統計、論文、出版物、マニュア
ル、研究、助成金、その他諸活動が網羅され
ている。�

米国保健サービス省�
子ども家庭行政局�

http://www.acf.hhs.gov 総括的なＨＰで、児童福祉の法律、行政、里
子、養子制度、児童虐待、統計、研究、研究
助成、出版まで膨大な資料集積となっている。�

米国養子縁組の�
連邦クリアリングハウス�

http://www.calib.com/naic 米国で養子制度が進められているが、法律、
実践状況、関連情報が集積されている。�

米国乳児突然死�
症候群�

（ＨＰは多い）�

1）http://www.sidscenter.org�
2）http://www.sids.org�
3）http://www.sidsalliance.org�
4）http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/�
            suddenintantdeathsyndrone.html

揺りかご死（crib death）として昔から話題
となった。一部に虐待死が含まれ、予防の啓
蒙教育の実践活動が進められている。�

米国揺さぶられっ子�
症候群�

（ＨＰは多い）�

1）http://www.dontshake.com�
�
2）http://www.shakenbaby.com

1）揺さぶられっ子症候群予防のナショナル
センター�

2）揺さぶられっ子連盟ＨＰで具体的な予防
法を提示。�

米国子ども家族のための�
国家法律支援センター�

http://www.nationallawcenter.org 首都圏の連邦啓蒙活動に連動している。�

米国子ども保護弁護活動�
の国家連盟�

http://www.naccchildlaw.org ＮＰＯ専門家で構成する啓蒙活動。子どもと
法律、支援技術、虐待、保護政策など。�

米国州政府法廷に関する�
国家連盟�

http://www.ncsconline.org ＮＰＯ組織による法源的情報集積、啓蒙、出
版活動など。�

米国青少年関連法に�
関する国家連盟�

http://www.youthlaw.org カリフォルニア（オークランド）のＮＰＯ専
門家が母体の活動で個別課題も多い。�

児童虐待の米国専門家�
協会�

http://www.apsac.org 米国における虐待支援専門家の最大組織。サ
ービス、教育、年次大会、出版など多彩な活
動を行っている。（American Professional 
Society on the Abuse of Children）�

米国子どもの保護協会� http://www.americanhumane.org 子ども及び動物への残虐行為の防止活動団体。
1873年のMary Ellen事件を機に設立をされた
とされている。�

ケンプ子どもセンター�
（米国）�

http://www.kempecenter.org デンバー大学小児科ケンプ教授が米国医師会
を牽引して虐待対応を進めたが、記念施設と
して全世界の防止活動の中心となっている。�

英国保健・社会サービス�
諸統計�

http://www.doh.gov.uk 保健・社会サービス・医療の総合統計。�
要保護児童や虐待統計も含む。　　�

表２　海外（英語圏）情報に有用なインターネットホームページサイト（続き）�

82



83

■ 研究報告 ■

載の翻訳エンジンが多く発売されているが、訓練次

第で意外と使える！との印象をもっている。

　今春「子どもの虹情報研修センター」の発足にあ

わせてホームページの整備を行ったが、このセン

ターの将来性を考えて、筆者が英文ページを作成

し、センター紹介、日本の児童虐待の現状、我国の

虐待防止法を世界に紹介した。これらが活用される

日を願っている。

〈引用文献〉
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　はじめに

　被虐待児の特徴として、人との信頼関係の築けな

さ、外界に対する恐怖感、独占欲の強さ、被害感の

強さ等があげられる（四方・増沢　1999）。しかし、

被虐待児の特徴は心理面、対人関係面だけにとどま

らない。被虐待児と接していると、よく転ぶ、手か

ら物をすぐ落とす、「気をつけ」の姿勢がとれない、

なわとびが飛べない、よく人や物にぶつかるなど、

身体面、運動面における様々な不器用さも目立つ。

運動機能、感覚機能が育っていない、または統合さ

れていないようで、それが心理面、対人関係面の問

題と相まって、彼らの成長をはばみ生きにくくさせ

ている。

　本研究の対象となるグループワークは、入所施設

（以下A施設）Ⅰにおいて上述のような特徴をもつ子

ども達の機能改善を目的として始められた。

　運動機能、感覚機能改善のために身体に働きかけ

ることは、機能改善という変化を引き起こすだけに

はとどまらない。援助法として様々な身体を通じた

アプローチがあるが、その多くは身体の機能改善と

共に、日常生活における構えや人格の発達をも視野

に入れている。例えば、臨床心理学の動作療法では

身体運動による被虐待児へのグループアプローチ１
―　運動課題の設定を中心に　―

　　　　　　　研究代表者　　藤　岡　孝　志（日本社会事業大学）

　　　　　　　共同研究者　　山　下　聖　隆（横浜いずみ学園）

　　　　　　　　　　　　　　今　村　享　史（横浜いずみ学園）

　　　　　　　　　　　　　　上神谷　周　子（元横浜いずみ学園）

　　　　　　　　　　　　　　　　田　　　治（横浜いずみ学園）

「課題通りの動作をしようと努力するプロセスの中で

得られる様々な体験が、当人にとって必要・有効・有

用な治療体験として経験されることが真の狙いであ

る」（成瀬　2000）とされている。また、障害児教育

のムーブメント活動でも「自己の身体を動かすこと

により、諸行動を適切に行うために必要な要素とし

ての感覚・運動技能の修得と身体意識の形成を図り

ながら、心理的諸機能を高め、究極的に子どもの『健

康と幸福感』の達成をねらいとする」（小口、小林、

高山　1981）とされている。

　本グループワークも、当初は身体運動の機能改善

を主目的としていたが、回を重ねるごとに、心理面・

情緒面の発達や生活面での変化が目的の中心になっ

ていった。本稿ではグループワークの目的が変化・

発展していく過程と、プログラムの変遷・発展を中

心に記述した上で、子どもたちの心理・情緒面にも

働きかけうる運動課題の設定に必要な視点を考察す

る。（本グループワークでの個々の子どもの変化や、

グループダイナミクスの問題等は別稿で論じる予定

である。）

�

Ⅰ　本研究の対象となるグループワークは、Ａ情緒障害児短期治療施設（以下Ａ施設と略す。）において以前よりあった「グルー

プワーク・トレーニングB」を継続発展させたものである。そのグループについて論じたものとしては　増沢高　下木猛史　

竹下洋子　岡部美穂「グループワークにおける治療的側面―グループワーク・トレーニングの変遷を通して―」『心理治療と治

療教育　情緒障害児短期治療施設研究紀要　第4号』1992　がある。
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　グループの構造

　身体の動きがぎこちないＡ施設入所中の子ども達

４人で、一つのグループを作った。施設職員がグ

ループを運営し、外部の臨床動作法のスーパーヴァ

イザー有資格者（以下ＳＶと略す）が、グループに

参加すると共に、子どもの動き、グループの進め方、

プログラムの組み立て等について助言を行った。参

加児童４名に対し、スタッフ（ＳＶも含め）５名が

参加して、個々の子どもの身体動作をしっかり補助、

観察できるようにした。記録にはビデオを用い、終

了後撮影したビデオを見ながら、子ども達の動きの

特徴や次回のプログラムⅡについて検討を重ねた。

撮影については子ども達にあらかじめ了承を得た。

　本グループワークは毎月 1 回、施設内の体育館

で、2002年５月から2003年３月まで計７回、各回45

分間で行った。

　参加した子ども達には、幼少期から心理的、身体

的虐待を受けてきたという共通点がある。

　〈参加児童（在園年数は2002年５月開始時）〉

　　Ａさん（小５・女子　在園３年３ヶ月）

　　Ｂさん（小４・女子　在園２年２ヶ月）

　　Ｃ君（小５・男子　在園３年４ヶ月）

　　Ｄ君（小３・男子　在園１年７ヶ月）

�

　運動課題の具体的内容、そのねらいについては資

料１を、毎回のプログラムと子ども達の様子につい

ては資料２を参照していただきたい。

�

　結果

グループワークの目的の変化

　本グループの当初の目的は機能改善であり、非移

動性能力の運動（スティック体操）、移動性能力の運

動（歩行、走跳運動）、感覚を刺激することをねらっ

た運動（毛布ゆらんこ、ローラーボード）の三種類

Ⅱ　本論文では、毎回のグループワークにおける運動課題の一連の流れを「プログラム」、一つ一つの運動課題は「課題」とよび、

明確に区別する。

の運動から、それぞれ課題を一つずつ選び、プログ

ラムを組んだ。子ども達に多様な動きを体験しても

らうために、なるべく異なる運動課題を取り入れた。

　そのようなプログラムを行う中で、子ども達の動

作の特徴が、生活場面でのあり様と密接に関連し、

重なり合っていると、気づいたことが大きな転換点

となった。身体面、運動面における不器用さは、身

体機能自体の問題もあるが、それ以上に心理情緒的

問題が根本にあるのではないかと、考えられた。そ

して、その心理情緒的問題に運動という観点からア

プローチする道を探ることになった。その結果とし

て、プログラムも、前述の三つの分類にはこだわら

ず、対象の子ども達にあった運動課題を反復、継続

する形に変化していった。

　以下では、身体運動という観点からの心理治療的

アプローチについて、特に子ども達の発達や構えの

変化に寄与できた三つのプログラムの発展過程と子

ども達の動きの変化とを関連させながら、記述する。

　なお、本文、資料ともに子ども達の発言は〈　〉、

スタッフの発言は「　」で表わすこととする。

�

スティック体操（＃１～＃４）・バランスボード（＃

５～＃７）

　「スティック体操」・「バランスボード」は共に、非

移動性能力の運動にあたり、身体の軸の安定性や、

体軸のバランスを保つことを中心とした課題である。

「スティック体操」はリーダーの様々な動きを真似す

ることで、身体の動かし方を身につけると同時に、

身体を伸ばす際の心地よい感覚を味わってもらうこ

とが目的であった。

　「スティック体操」は子どもによって取り組み方

や身体の動きが大きく異なり、動作についての様々

な情報を得ることができた。例えば、普段落ち着か

ないＣ君は意外にも、ゆっくりと身体を伸ばした

り、曲げたりすることが得意で、また、その際に心

地よい感覚を味合うことを楽しめていた。Bさんは

腰がひけ、お尻が出っぱった体勢しかとれず、身体
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を前後に傾けるとすぐに倒れてしまう。また、身体

を伸ばすように補助すると、伸びきる直前に身体の

軸をくずして、まっすぐに伸びることに抵抗をしめ

した。D君はリーダーの真似をして身体を動かすこ

とすらできなかった。また、一度バランスが崩れ始

めると、その動きを止めて、バランスを立て直すこ

とができなかった。例えば、上半身を横に倒すと、

そのまま身体ごと倒れてしまうなどの特徴が見られ

た。

　「スティック体操」は、子ども達の動作の特徴が現

れ、見立てを得るには有用であった。しかし、動き

が多様で課題としては拡散していたため、準備体操

の域を超える課題にはならなかった。

　そこで＃５からは、静止することのできないD君

に着目した。D君は生活場面で些細なきっかけでイ

ライラし、それを収めることができず、パニックに

至るまで興奮することが目立った。D君がグループ

の中で見せた、自分の身体を静止させられない様子

は、自分の身体をコントロールできないこと、自分

の身体が自分のものである、もしくは自分自身であ

るという感覚が弱いことの現れと考えられた。その

ような運動面・心理面の両方の問題にアプローチす

るために、不安定な床の上で、自分の身体を立った

まま静止させることを課題とする「バランスボード」

を導入した。

　＃５ではボードを前後左右に傾けた状態で、立位

を保持することを課題としたが、D君は板を前に倒

せば、その勢いが強すぎて、身体ごと前に倒れてし

まうことが目立った。しかし、できないからと課題

を拒否することはなかった。＃６では、倒れる前に

職員が補助することにした。最初のうちは、板を傾

けた方向に倒れるなど、前回と同じような様子が見

られたが、補助されるうちに少しずつこつをつか

み、自分で様々な方向にボードを倒し、試しながら

取り組む様子が見られ始めた。＃７でようやく、体

重をかけたまま静止することができるようになり、

日常でも転ぶことが減るなど、身体の軸が安定して

きた。

�

毛布ゆらんこ（＃１）・毛布ロデオ（＃４～７）

　「毛布ゆらんこ」は、大きな毛布の上に子どもが寝

転がり、それを大人二人が向かい合って持ち、ゆり

かごのように左右にゆっくり揺らすという課題であ

る。

　「毛布ゆらんこ」は毛布の揺れが心地よく、以前

行っていたグループワークでも子ども達に人気が

あった。その目的は毛布の揺れに身をまかせること

によって安心感を得てもらうこと、前庭感覚刺激を

経験してもらうことがあげられる。Ⅲ　

　＃１では子ども達は２回ずつ「毛布ゆらんこ」を

行った。1回目は仰向けになって身をまかせ、２回目

は途中で仰向けからうつぶせに体勢を変えるという

ように課題に変化をつけた。ところが、C君は１回

目には揺れのリズムよりかなり早いリズムで手足を

動かし、ふざけてしまい、２回目ではうつぶせに体

勢を変えようとしてもうまく行かず、ただ毛布の上

で暴れるだけになってしまう。D 君は揺らされる

と、興奮したのかケラケラと高笑いをして、「もっと

はやく」と揺らしている職員に頼んでいた。＜気持

ち良かった人？＞というリーダーの質問には二人と

も手を上げるものの、こちらが想定していた心地よ

さとはかけ離れている感じがあり、違和感が残った。

その後のクールダウンでも、C君とD君は静けさに

耐えられず、笑い出し、なぜか二人で顔を軽くはた

きあってしまった。

　「毛布ゆらんこ」は感覚を直接刺激するには適した

課題である。外界に働きかける力が弱い自閉症の子

どもや、精神遅滞の子どもにとっては、良い刺激と

なるのであろう。しかし、被虐待児のように、日々

暴力にさらされ、次に何が起こるか分からない状況

で育ってきた子ども達は、いわゆる不快な刺激だけ

ではなく、「毛布ゆらんこ」のようなゆったりとした

Ⅲ　「毛布ゆらんこ」は元々ムーブメント教育の運動課題である。ムーブメント教育は「脳幹に深く関連した触覚・前庭覚・公有

感触等感覚刺激となるムーブメント（運動刺激）が脳幹の機能を高めることになる。」（小口他　1981）という考えに基づいて、

様々な運動課題を考案している。
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刺激にも身を委ねられず、自分に合ったリズムを保

持しようと抵抗するうちに、自分のコントロールを

失ってしまうことがあるように思われた。グループ

にいること自体がC君、D君にとっては強い刺激で

あり、それに「毛布ゆらんこ」での刺激が加わり、お

互いに顔をはたきあうまで興奮してしまったようで

ある。そのため、まず全員が継続してグループに参

加できることを優先して、＃１以降は「毛布ゆらん

こ」をプログラムからはずした。

　毛布を使った課題は、「毛布ロデオ」という異なる

形で＃４から再びプログラムにとり入れられた。

「毛布ロデオ」は、毛布の４つ端を持った４人のス

タッフが自由に毛布を揺らす。子ども達は四つんば

いでその毛布の上に乗りながら、体勢を保持する課

題である。その際の子どもの様子がロデオに似てい

るので、この名がつけられた。

　「毛布ロデオ」が＃４で導入されたきっかけは、A

さんの特徴的な動きにあった。A さんはグループ

ワーク開始当初からすべての課題を無難にこなし、

これといった動きの特徴は見えてこなかった。しか

し、＃３の「スティックバランス」では、他の三人

の子どもはスティックを倒さないように、自分の身

体を動かしてバランスをとろうとした。しかし、A

さんだけは全く動こうとせず、スティックが手のひ

らから倒れだすと、即座にもう片方の手でとってし

まう。そして再びじっと姿勢を正し、手のひらに

そっとスティックを乗せ、同じことを繰り返してい

た。＃３の「セラピーボール乗り」でも同じような

動きが見られた。ボールに腹這いになって、うまく

バランスをとった後は自分の身体をほとんど動かさ

ない。自分の身体がボールからずり落ち始めても、

そのまま動こうとせず、棒のようにゴロリと落ちて

しまった。

　これらの様子から、Ａさんはたえず変わる環境に

対して能動的に自分で働きかけることができない、

またはそのような能動性を発揮できない環境に育っ

てきたと考えられた。生活の中でも自分ができない

とみると、努力することはなく、すぐ文句を言い始

め、止まらなくなることが多かった。文句を言って

周囲を責めたり、周囲を動かしたりすることは、自

分の動けなさにバランスをとるための対処方法なの

だろう。環境の変化に対して、Aさんが能動的に関

わろうとする力をどう引き出すかが重要であった。

　身を委ねることが得意なAさんにとって、「毛布ゆ

らんこ」は好きなプログラムであり、毛布というな

じみのある素材を用いて、４人の大人に囲まれてい

るという安心感の中ならば、環境に能動的に働きか

ける力が引き出せるのではと、「毛布ロデオ」がプロ

グラムに加えられた。

　初めて「毛布ロデオ」が導入された＃４では、A

さんはがんばって踏ん張ろうという意識はあるが、

一度身体をひっくり返されると、体勢を立て直すこ

とはできず、毛布の揺れになされるがままになった。

＃５では、揺らす時間を５秒・５秒・10秒と区切り、

耐える時間に見通しをつけやすくし、体勢を立て直

す機会を作った。このように課題を工夫するうちに、

失敗しても文句は言わずに体勢を直す姿が見られ、

＃６では「分かった。T先生が一番揺らすから、T先

生の動きを見ていればいいんだ」と、自分なりのや

り方を発見し、試してみるなど、自分の置かれた状

況に文句を言うやり方ではなく、不器用ながらも、

楽しみつつ前向きに対処しようとする構えが確実に

生まれた。

　「毛布ゆらんこ」ではゆったりした揺れに身をまか

せられず、興奮してしまったC君、D君も、「毛布ロ

デオ」の早い揺れは楽しむことができた。Aさんと

同様に、他の子も自分なりの対処の仕方を発見して

いった。例えば、Bさんは「頭を（毛布に）つける」

であり、D君は「毛布をしっかり両手でつかむ」で

あった。それぞれの子どもが課題を達成するための

方法を生み出し、＃５には自分の発見を他の子ども

達に伝え、共有しようとする姿も見られ始めた。

�

セラピーボール乗り（＃３～＃７）

　「セラピーボール乗り」は、当初は感覚を刺激する

運動課題として取り入れられた。感覚刺激を目的と

した運動としては、＃１で「毛布ゆらんこ」を行なっ

た。しかし、前述したように、参加した子ども達に

は合わなかった。＃２で「ローラーボード」を行っ

たが、発展性に欠ける印象があり、＃３では「セラ
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ピーボール乗り」を試すことにした。すると、課題

自体はかなり難しいものの、子どもが動くとそれに

対応してボールが動き、同時にボールの動きに合わ

せて子ども自身も動かなければならない、という循

環が起こり、あたかも人間同士の関係のような相互

性をもっていることが明らかになった。そのため、

この課題は単に感覚刺激の課題としてではなく、子

ども達の対人関係での問題と重なり、その問題改善

に役立つ可能性がある課題と考えられた。

　職員が子どもの様子を見て揺られ方を変えられる

「毛布ロデオ」に比べると、「セラピーボール乗り」

は、弾性のあるボールの跳ね返りは、すべて子ども

の働きかけのみに左右される。環境に働きかけると

同時に自分の身体のバランスにも働きかけねばなら

ず、「毛布ロデオ」より高度な課題と位置づけられ

た。Ⅳ

　また、「セラピーボール乗り」の課題は、ボールの

弾力感が醸す楽しさだけではなく、落ちるかもしれ

ないというスリルと緊張感がある分、「毛布ゆらん

こ」のように楽しさが強すぎて、自己コントロール

を失うことは少なかった。

　＃３ではセラピーボールに自由に乗って、5秒間

耐えるという課題設定をしたが、皆ボールの弾力は

楽しめたものの、課題自体は難しくうまくいかな

かった。そのため＃４では１回目はセラピーボール

の両端を大きなマットではさみ固定し、ボールを前

後にしか動かないようにした。左右をマットで守ら

れ、前後のバランスのみ集中すればよいため、課題

としては簡単になったが、身体の重心をうまくボー

ルに乗せられない子が多かった。＃５でも同様に左

右をマットで挟み、前後から職員がゆっくり転が

して、それに合わせて体勢を動かしていく課題を試

した。するとC君は腕をうまく使ってセラピーボー

ルを引き寄せるようにして自力で前にボールを転が

し、自分から課題に働きかける姿が見られた。それ

を見た他の子も、自分の力で乗ってみたいと課題に

積極的に関わろうとした。グループ全体に意欲がで

てきたこともあり、＃６からは子ども自身が、セラ

ピーボールに乗り、それを前後に動かすことを中心

の課題とした。すると、他の子は課題が難しくなっ

たにもかかわらず、積極的に課題に取り組んだが、

Ｃ君だけは集中できなくなり、＃７では足でマット

を押さえて、バランスをとっているように見せるな

ど、課題に対してごまかしてしまうことが増えた。

また、他の子が課題に取り組んでいる最中にちょっ

かいを出すなど、Ｃ君の生活場面での気になるあり

方が表れるようになった。

�

　考察

　上記の過程をふまえて、グループワークの核と

なった運動課題の設定に必要な視点を提示し、対象

となった被虐待児との特徴との関連について考察を

行い、まとめとしたい。

�

・楽しめるもの－素材、感覚の吟味

Ⅳ　この三つのメニューを考察するのに、自体操作、対象操作という概念を導きとすると理解しやすい。自体操作とは自分の手

を口に持っていく、身体のかゆい部分を手でかくなど、自分の身体そのものをうまく使うことである。また、対象操作は机の

上にある鉛筆をとる、相手に向かってボールを投げるというように、外の世界に自分の身体を働きかけてゆくことである。発

達的に考えると、人は生まれるとまず指しゃぶりなどによって自分の身体像を形づくり始める。その後に、外の物を触ったり、

口にいれたり探索行動をして、外の世界と接触していく。人間の成長においては自体操作がまず生じ、その後対象操作が生ま

れ、加齢と共に両者がお互いに密接に関わりながら発達していくと考えられる。

　　この観点から考えると、「バランスボード」は自分の身体を静止させるという自体操作を中心とした課題である。また、「毛

布ロデオ」「セラピーボール乗り」は対象（毛布、ボール）に働きかける課題であると同時に、自分の身体も意識してバランス

をとならなければならず、自体操作、対象操作の両方を見据えた課題である。しかし、「毛布ロデオ」は、職員が毛布から子ど

もが落ちないように調節しているため、自分の体勢に意識をそれほど向ける必要がなく、対象操作に重点がある。それに対し

て、「セラピーボール乗り」は自分の身体のバランスにも気を配らなければ、すぐにボールから落ちてしまうので、自体操作、

対象操作の両方ともが重要となる。したがって「セラピーボール乗り」は、他の課題に比べて高度な課題と位置づけられる。
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　させられるのではなく子ども達から課題に積極的

に関わるためには、単純に楽しめるもの、安心感を

得られるものが適している。そのため、課題選択の

際には、素材やその素材が子ども達に与える感覚の

吟味が必要となる。上記で述べた三つの課題に共通

しているのは、足場のゆらゆらとする不安定感であ

り、それが子どもたちに適度なスリルと面白さを与

えている。また、「毛布ロデオ」の毛布の肌触りのよ

い、柔らかい質感や、「セラピーボール乗り」のボー

ルの持つ弾力性などは、子ども達が、その素材に触

れたいという感情を喚起させ、活動への参加動機を

高める。参加動機が高まることで課題への不安が軽

減される。

　一方で、スタッフが心地よいと感じる感覚が、同

じように子ども達にも心地よい感覚であるかは吟味

が必要である。「毛布ゆらんこ」のゆっくりした揺れ

に身をまかせることは、外界に対して緊張している

子ども達にとっては、不安をかきたてられるようで、

楽しめる課題にはならなかった。

�　

・前向きにとりくめる課題の設定－見立て

　グループや課題への不安感が軽減し、安心感を抱

けるようになると、子ども達は課題に前向きに取り

組むようになる。しかし、そのためには子どもの運

動発達についての見立て、それに基づいた課題設定

が必要となる。各々の子どもに合った課題とは、過

去の環境の中で十分味わえず、未だに達成できてい

ない課題である。なおかつ、支援を受ければ、挑戦

し、超えられるレベルの課題設定が必要となる。例

えば、「毛布ロデオ」は、Ａさんが能動的に外界に働

きかけていくことを支援する課題であったが、当初

の課題設定では、Ａさんにはまだ難しすぎるように

感じられた。そこで５秒・５秒・10秒のインターバ

ルをいれ、課題を簡単にした。Ａさんが課題の難し

さに圧倒されず、能動的に働きかける力を発揮でき

るようになるには、そのような工夫が必要であっ

た。

　逆に、課題設定と子ども達への見立てとが食い違

うこともある。例えば、＃５の「セラピーボール乗

り」で、職員がマットに挟まれたボールを前後に

ゆっくり転がし、その動きに合わせて子ども達がバ

ランスを保って進む課題の際に、Ｃ君が自分の腕を

使って、セラピーボールを引き寄せて動かし、自分

から課題に働きかける姿が見られた。環境に適切に

働きかける力が子ども達についてきていたので、課

題を難しくし、セラピーボールに乗った子ども自身

が、そのボールを前後に動かしてバランスをとりな

がら進むことにした。すると、他の子は課題が難し

くなったにもかかわらず、積極的に課題に取り組む

ことができたが、この課題設定のきっかけを作った

Ｃ君は、この課題に集中できなくなり、＃７では足

でマットを押さえて、バランスをとっているように

見せるなど、課題に対するごまかしが増えてしまっ

た。

　Ｃ君は、自分から外に積極的に働きかけるものの、

外からの刺激に合わせて自分を調節して動くことが

難しかった。生活の中でも、前を見ずに走って友達

と正面からぶつかる、食事中に台ふきをとろうとし

て、それに気をとられるうちにひじでコップを倒す

など、自分の周りの状況にお構いなく、自分勝手に

動くことが目立った。

　＃５の「セラピーボール乗り」で、Ｃ君はボール

からの跳ね返りに合わせて自分を調節したのではな

く、偶然うまくいって動きをスタッフが過大評価し

てしまったのである。＃１の「毛布ゆらんこ」の際

に、揺れの刺激に耐えられず、暴れるだけになって

しまったＣ君や、＃３の「セラピーボール」でうま

く乗ったにもかかわらず、わざと落ちてしまったＣ

君の姿を忘れてしまったのである。課題の難しさが、

Ｃ君の対処能力を超えたようであった。子どもの見

立てと課題設定の食い違いが、不適切な対処方法を

引き出してしまった。Ⅴ

�

Ⅴ　本グループワークの過程を眺めてみると、Ｃ君の不適切な対処方法の現われは、多義的な解釈が可能で、思春期の観点やグ

ループダイナミクスの観点からも考察することができる。それらの観点については別稿で扱うこととし、本論文は課題設定と

いう観点からのみ論じることとする。
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・反復し、克服できると感じられるもの

　課題には自発的に試行錯誤できる余地（時間・気

持ちの余裕等）がなければならない。運動課題はス

タッフが決定したものであるが、それを子ども達が

自分自身の課題として引き受け、試行錯誤すること

が必要である。その試行錯誤の結果、前よりも自分

がうまくできるようになったという成功体験が伴え

ばさらに望ましい。

　子ども達の動きがその子の心理・情緒的問題と関

連していることが分かりはじめたグループワークの

後半では、その子どもに必要と考えられるプログラ

ムはできる限り反復して行なうことにした。多くの

プログラムが継続性をもったことで、１ヶ月に1回

のグループワークにもかかわらず、子どもたちの中

には連続性の感覚が生まれ、前回と同じメニューを

今回はどうやってみようかと工夫し、試行錯誤する

姿がみられるようになった。

　参加者は、幼少期から虐待を受け続けてきた子ど

も達であり、幼いころから次の瞬間にはどうなるか

分からない環境に翻弄され、無力感にさいなまれな

がら生きぬいてきた。そのような子ども達にとっ

て、自ら環境に働きかけ、反復して練習することに

よって、できなかった状態ができる状態に変わって

いくことは大変重要な過程である。その過程で自己

肯定感や自己信頼感を得ることができる。反復強迫

が苦手な場面の克服につながるのと類似した治療的

意味があるだろう。反復し、その状況を自力で克服

し、操作できるようになることは被虐待児にとっ

て、特に重要な視点である。

�

・他者と努力を共有できるもの－グループへの帰属感

　集団で身体を動かす場面はできる・できないが明

確にあらわれる場面である。学校の教科で体育ほど

好き嫌いが分かれる教科はない。その理由は、でき

るできない、得意不得意が、誰から見てもはっきり

と分かってしまうことにある。また、体育の目標と

して課題（マット、鉄棒など）ができるようになる

ことを目指しているので、できなかった時に挫折感

や失敗感を強く感じてしまうのだろう。

　本グループではできる・できないが明確にならな

い工夫や課題、できなくても楽しい課題を選ぶこと

が重要であった。できる子（Ｃ君）とできない子（Ｄ

君）が明確だった「バランスボード」では、４人一

緒に課題に取り組み、課題をゆるやかにして自由に

ボードに取り組む時間をとる工夫をした。「毛布ロ

デオ」は、苦手な子には比較的ゆるやかに、得意な

子には激しくと、職員が揺れを調節するため、でき

る子できない子の差がなくなる。「セラピーボール

乗り」は誰もが職員の補助を必要としている上に、

そもそもできるということがあまり明確でない。

　「毛布ロデオ」「セラピーボール乗り」など、でき

る・できないが不明確な課題に取り組む中で、自分

の発見したやり方を他の子に教え、他の子のやり方

も認め合い、他の子の取り組みを応援する子ども達

の姿が見られた。被虐待児はできないことに敏感

で、日常生活では、自分よりできない子をばかにし

たり、できることを必要以上に自慢したりすること

ばかりで、上記の姿はそれを見ていたスタッフに感

動を与えるほどの出来事であった。　　

　そもそも皆がうまくできない課題だからこそ、評

価を気にせず、他人と比べての競争にむきになるこ

ともなく、それぞれの子どもが自分自身に向き合

い、前回よりもできる自分になることを目指し挑戦

していく方向性が生まれたように思えた。また、そ

のような課題設定は、同じ立場で同じ目的に挑戦し

ているという仲間意識を強め、グループとしての一

体感や、個々の子どものグループへの帰属感を強め

ることにつながった。

　本グループワーク終了後、他の運動グループにつ

いていけなくなったＣ君が、このグループに戻りた

いと言ったことがあった。集団の動きには全く無頓

着で、自分勝手に動いてしまうＣ君にとっても、で

きるできないが明確でない課題設定の中で皆それぞ

れが自分自身に挑戦していた本グループが、他のグ

ループとは異なり、帰属感を得られた貴重な場所と

なっていたことが窺われた。

�

　まとめ　環境作りと支援

　最後に、エリクソンの子どもの遊びについての定
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義を援用し、本グループワークの意味を考察してみ

たい。エリクソンは子どもの遊びについて「遊びは

事態の雛型を創造し、そこで過去の諸側面を再体験

し、現在を再演し再生し、さらに未来を予測すると

いう生得的形成の幼児的形態を提供するもの」

（Erikson　1977）と述べている。本グループワーク

での子ども達の運動課題への取り組みは、エリクソ

ンの述べる、遊びと同じ意味を持っていたのではな

いだろうか。

　このグループワークが行ったことは、子ども達に

安心感を与えつつ、それまで生きてきた中で十分獲

得できなかった能力の成長を促す課題を設定したこ

とである。例えば、自分の身体の感覚に向き合う、

相互作用のある環境で自分から働きかけてみるなど

である。その課題は一つの運動課題であると同時

に、それまで子ども達が圧倒され、自分の力を発揮

することのできなかった「事態の雛型」である。

　子ども達はそのような課題に自発的に取り組むこ

とで、それまで圧倒されてきた環境や、その環境に

おいて無力であった自分という「過去の諸側面を再

体験」していく。しかし、過去と大きく異なるのは、

場の安心感やスタッフの支援を後ろ盾に、その課題

を自発的に反復することで、何とか対処でき、やっ

ていけるという自己肯定感や自尊心を得られた点で

ある。課題に取り組むことによって「現在を再演し

再生し、さらに未来を予測する」ことができたので

ある。

　スタッフは、子ども達が楽しさや安心感を抱ける

工夫をし、子ども達の課題への努力の過程を支え、

共有しながら、その子の抱える心理的課題を具体的

な形を持った運動課題として提示することを繰り返

した。個々の子どもの抱えている問題と、運動課題

の目的が明確になるにつれ、その子が苦闘していれ

ば、励まし、うまく達成できれば喜ぶなど、子ども

の重要な経験・感情に即した応答がより実感を伴っ

てできるようになった。子どもの成長と共に、ス

タッフも、グループも成長していたのである。

�

　今後は、子ども達の動きについての見立てをより

精緻化すると共に、その見立てに即した様々な運動

課題を考案することが必要となる。

　本論文で検討した課題についての４つの観点は、

個人心理面接においても適応可能なものである。

様々な運動課題を開発し、積み重ねることで、新た

な治療技法として確立することも可能ではないだろ

うか。
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運動課題の具体的内容とそのねらい

　運動課題の選定については、運動遊びを通して他の諸機能の発達も促すという考えに基づく障害児教育のムーブメント活動（小

林　1993）を参考にした。

　ねらいについては当初想定していたものだけではなく、グループを進めるうちに新たに見えてきたものも列記してある。

�

・準備体操・ランニング（＃１～７）

　屈伸、伸脚、アキレス腱伸ばし。手首、足首、首などを柔らかくする。体育館の中を５周ランニング。けがをしないよう体をあ

たためることが目的である。ランニングは競争にならないようにリーダーより前を走らないことを約束とした。

・スティック体操（＃１～４）

　長さ80センチ程度のスティックを両手で持って、自分の体を前後左右に曲げたり伸ばしたりする運動。何も持たない時に比べ

て、筋肉が伸ばしやすく、身体の動きが意識しやすい。自分の身体の動きを知るとともに、しっかり立てるようになることも目指

した。

・バランスボード（＃５～７）

　木の板の下に高さ2.5センチの半球状のゴムをつけ、前後左右に傾けることができるようにした。その上に乗ることで、不安定

さを楽しみながら、自分の重心を傾け、傾けたままバランスをとることを目的とした。

�

・輪っか飛び（＃６）

　直径50センチ程度のフラフープを基点として、リーダーの指示通りの方向（前後左右）にジャンプし、もう一度フラフープの

中に戻ってくる。一度動き出した自分の身体を止めることを目的とした。

・ローラーボード（＃２）

　４つの車輪のついた板の上に、座ったり、寝転がったりし、それを職員に押してもらい楽しむ。感覚を刺激することがねらいで、

特にスピード感を味わってもらう。

・毛布ゆらんこ（＃１）・毛布ロデオ（＃４～７）

　毛布ゆらんこは、毛布の上に子どもが寝転がり、その両端を大人二人が持ち、ゆりかごのようにゆっくりとゆらす。感覚に刺激

をあたえることや気持ちよく体をまかせることを目的としている。

　毛布ロデオは、毛布の上に子どもが四つんばいになり、毛布の4つ端にいるスタッフがそれぞれ自由に揺らす。子どもはその揺

れに負けないように耐える。楽しみつつ、自分から不安定な環境に耐えたり、環境に能動的に働きかけたりすることを目指す。

・スティックバランス（＃３）

　スティックを手のひらにのせ、それを落さないようにバランスをとる。バランス感覚を養うとともに、スティックと自分との相

互の関係をコントロールしていく。

・サーキットトレーニング（＃１～３）

　サーキットトレーニングは平均台やマット、フラフープなどを使った簡単なアスレチックである。移動運動や手足の協応に焦点

を当てている。

・セラピーボール乗り（＃３～７）

　子どもが直径１メートルぐらいの弾性のあるセラピーボールの上に乗り、それを職員が前後に転がす、子ども自身がバランスを

とりながら静止する、などいくつかのバージョンがある。セラピーボールの柔らかい感覚を楽しむとともに、環境（ボール）と自

分自身との相互作用を楽しみつつ、それをコントロールする構えを身につける。

・クールダウン（＃１～７）

　体育座りをする。目をつぶる。簡単な整理体操をするなど。ねらいとしては、それまでのメニューで興奮した心と身体を落ち着

け、日常生活に戻る準備をする。
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グループ１回ごとの子どもの動きの特徴�

うまくつかえない。
身体が倒れるまでね
じってしまう。

興奮しケラケラ高笑
い。「もっとはやく」
と。
２回目の変化はうま
くできる。
＜気持ちよかった
人？＞には手を挙げ
る。

幼児のようなぎこち
ない走り方が目立
つ。
１ではケン・ケンが
同じ足で連続してで
きず、パーも両足そ
ろわない。
３はできず、平均台
から落ちる。
できないこと多く、
課題をごまかしてこ
なす。

静けさに耐えきれず
笑いが止まらなくな
り、Ｃ君と顔のはた
きあいになる。

Ｄ君

日常と変わらず、緊
張は見られない。ビ
デオにピースするな
ど、ビデオを意識し
ているのが緊張かも
しれない。

身体はまっすぐ伸ば
せるが、腕は曲がっ
てしまう。

マット準備にお構い
なく、マットに乗
り、勝手にはね始め
る。「楽しい」と言う
が、ふざけた感じ。
２回目の変化は、う
まくできず暴れるだ
けになる。

３の平均台かに歩
き、勢いを調節でき
ず、最後までわたり
きれず、落ちる。
４．肋木はわざわざ
高いところからジャ
ンプしようとする
が、ジャンプ自体は
慎重。

静けさに耐えきれず
笑いが止まらなくな
り、Ｄ君と顔のはた
きあいになる。

Ｃ君

少し固い表情、担当
の先生に髪の毛を結
んでもらい、初めて
の人、初めての場所
への防衛といった感
じ。常にお尻が突き
出た姿勢でいる。

後ろに体をそらせよ
うとすると、そりき
る寸前に、身体の軸
をくにゃっと崩す
か、耐えきれず後ろ
に倒れる。

結んでもらった髪の
毛が気になり、身体
を固くしてゆだねる
ことはできないが、
＜気持ちよかった人
＞には手を挙げる。

途中で「あの人（Ｓ
Ｖ）は見ているだけ
なの？」と確認。
３では、お尻が突き
出た姿勢のためうま
くできない。＜カニ
さんだよ＞と声をか
けると、手をカニの
ようにし、その途
端、姿勢がよくなり
うまくできる。２も
練習の慎重な時よ
り、本番でスピード
乗った時のほうが上
手。

Ｂさん

非常に「いい子」で
この場にいる。何事
にも一所懸命。全体
的に動きがよい。

慣れている。２回目
の変化すばやくでき
る。

参加の態度

準備体操

スティック体操　　　　
　上に伸ばす
　左右に倒す
　前後屈
　ねじり

毛布ゆらんこ
　１回目　
　あおむけ　
　
　２回目　
　あおむけからうつ伏せ
　に動いてみる

サーキットトレーニング
　１．フラフープの中を
　　　ケン・ケン・パで
　　　進む
　２．ロープ渡り
　３．平均台かに歩き
　４．肋木からマットへ
　　　ジャンプ

クールダウン

Ａさん♯１（５月）

資料２�
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不参加

Ｄ君

伸脚で後ろに倒れ
る。

スティックをもって
の上方への伸びで
は、しっかり地面を
つかんで身体を立ち
上げていった。その
まま左右に曲げても
体軸はずれないで残
っている。リーダー
のところまできて
「もっと伸ばして」
とお願いする。

怖いのか、すぐに手
でブレーキをかけて
しまう。4つ足で進
む。

３では平均台にまっ
すぐ向かっていき、
派手に転ぶ。
２ではロープをまっ
たく無視し、力の調
整ができない。調節
する気がない。

Ｃ君

伸脚で後ろに倒れ
る。

スティック体操は
「これ嫌い」と。職
員が補助して身体を
伸ばそうとするが補
助しづらい。拒否さ
れる感じがある。身
体が伸びきる寸前に
膝をまげたり、身体
の軸を崩したりす
る。
身体の感覚ははっき
りしているようで、
利き足での片足立ち
では「こっちは得
意」「見て見て」と
スタッフに声をかけ
る。

乗りなれている。止
まりそうになるとボ
ードを自分で動か
す。

Ｂさん

屈伸や伸脚で後ろに
倒れる。

スティック体操では
木が伸びるイメージ
を『トトロの木が伸
びる場面』と重ね、
うまくやる。

乗りなれている。止
まりそうになるとボ
ードを自分で動か
す。

準備体操

スティック体操
　上前下に伸ばす
　ジャンプしてしゃがみ、
　のびていく、木をイメ
　ージしてゆっくり上に
　伸びる
　左右に倒す
　スティックに片足を乗
　せる

ローラーボード
　うつ伏せに乗り職員に
　押してもらう×３

サーキットトレーニング１

　１．フラフープを並べ
　　　た中をどちらの足
　　　も使いケン・ケ
　　　ン・パ
　２．ロープで作った道
　　　に沿ってローラー
　　　ボードを走らせる
　３．平均台をカニ歩き
　４．肋木に登ってぶら
　　　下がる

クールダウン

Ａさん♯２（６月）

１　この回はビデオのバッテリーが切れるアクシデントがあり、「サーキットトレーニング」についてはそれぞれの子どもの動きを詳

細に記述することができなかった。�
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スティック体操では
一つ一つの動作の間
隔が短く、止まる瞬
間がない。身体を横
に曲げるとそのまま
倒れてしまう。

一所懸命だが、じた
ばたしてしまい逆に
それが事態を悪化さ
せる。
自分の時も、他人の
時も笑いがとまらな
い。

懸命だが、じたばたし
てしまい逆にそれが
事態を悪化させる。や
はり笑いがとまらない。

１では、右足、左足
の両方を使うように
置いてあるフープ通
りには動けない。全
部利き足で無理矢理
こなす。

１では、赤フープで
止まることできな
い。
３の後ろ平均台を中
心に、バランス崩し
た時にリカバリーが
できない。

Ｄ君

しっかり地面をつか
んでいる。立ち上が
り完璧。

うまく乗った後、わ
ざとゆさぶり、落ち
る。課題に対して、
あきらめているのか
も。

１ではフープの位置
を見ていない。フー
プをとばしていく。

１ではフープを見
て、しっかり動け
る。慎重にできる。

Ｃ君

肩があがり、腰が引
けて、背中が前屈み
になる姿勢目立つ。
（Ｇパターン）2 

２回目、補助がある
と手足を伸ばして飛
行機の真似。のびの
びすごす。

１の課題には乗れな
い。表情悪い。
２は「これ難しい」
と。
３は慎重に一人すり
足で。

ストレッチで片手を
挙げると体軸がずれ
る。

Ｂさん

伸脚で後ろに倒れる。

腰の入りが悪い。

１回目は座って、じ
たばたと耐えようと
する。
２回目で四つんばい
になった時は、何も
せずに落ちる。

姿勢はいいが、ステ
ィックが傾き始める
と、さっと逆の手で
とってしまう。

軽快に動ける。

前の子に追いつき始
めると、気になるの
か、集中できず、失
敗しがち。

準備体操

スティック体操
　ジャンプしてからしゃが
　み木のイメージを利用し
　てだんだん上に伸びる
　横に倒してみる
　体を旋回させてみる

セラピーボール乗り
　１回目
　（姿勢自由）補助の手
　を離し５秒耐える
　２回目
　うまくいかないので補
　助をつけて５秒耐える

スティックバランス

サーキットトレーニング
うさぎ組
　＜テンポ良く軽快に＞
　１．フープを使ってケ
　　　ン・ケン・パ
　２．テープで線路を作り
　　　それに沿って歩く（広
　　　いのから段々狭く）
　３．幅・高さ違い平均台
　４．肋木（上方のタンバ
　　　リンをたたいてから
　　　ジャンプして降りる）

サーキットトレーニング
かめ組　　
　＜ゆっくり確実に＞
　１．フープを使ってケ
　　　ン・ケン・パ（赤の
　　　フープでは停止）
　２．ロープで作った道を、
　　　バトミントンの羽
　　　を拾いながら歩く
　３．幅・高さ違い平均
　　　台後ろ歩き
　４．肋木ぶら下がり

クールダウン

Ａさん♯３（７月）

２　「Ｇパターン」とはあご、肩、背中、腰、股、膝を屈曲させた姿勢のことをいう。横から見るとその姿勢がアルファベットのＧに似ている

ことからその名がついている。新生児期の身体を丸めた胎児姿勢のような、全身的で非活性的な緊張が特徴であり、脳性麻痺の子どもには、

Ｇパターンを崩せないで、かなり大きく成長した後も、身体を丸める緊張や姿勢パターンが残っている場合も多い。（大野　村田　1993）�
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両手をまっすぐ上に
伸ばせない。
アキレス腱のばしで
きない。
静止できない。
腰入れは、膝立ち自
体が難しい。

比較的うまく、毛布
のゆれに身体を合わ
せる。

まっすぐに乗ってい
たのに、ばたばたし
て逆にバランス崩し
てしまう。
補助してもどこに乗
ればよいのか分から
ない。

Ｄ君

きれいに伸び、身体
の軸がずれない。

１回目
笑ってすぐ裏返しに
なる。
２回目
笑いも減り、しっか
り耐える。

身体や筋肉がしなや
かでないのか固い。
力が入っている。怖
さもあるのか。左右
の感覚が薄くまっす
ぐ乗れない。
自分の思うバランス
位置と実際のバラン
ス位置がかなり異な
る。

Ｃ君

前後左右に身体を傾
ける課題では、完全
に職員に身体を預け
てしまう。その時に
は腰がしっかりして
いるが、身体を伸ば
す時はくにゃっと崩
れる。
スティックをもって
体を回す課題では、
自分の前側でしか回
せない。後ろではで
っ尻の姿勢のせいで
回らない。

人に任せつつ自分で
持ちこたえるところ
が楽しそう。笑いな
がらも「くそっ、く
そっ」とがんばる。

左右の感覚が薄いの
かまっすぐ乗れな
い。

ストレッチ、座って
いてもお尻がでっぱ
っている。

Ｂさん

１回目
左右にすぐ倒れてし
まう。楽しくて笑い
がでる。
２回目
がんばる気がある
が、一度崩れてしま
うと立て直せない。

左右のついたてがな
い２回目も棒のよう
に乗る。（他の三人
は足でボールをはさ
むように乗った。）

スティック体操
　朝起きたときのイメー
　ジを使って上に伸ばす
　左右に曲げる
　体を回す
　片膝立ち（腰入れ）
　体を前後左右に傾ける

毛布ロデオ×２

セラピーボール乗り
　（静止してバランスを
　５秒間とる）
　１回目　
　マットで両側をはさみ、
　前後のバランスをとる
　２回目　
　マットなしでバランス
　をとる

クールダウン

Ａさん♯４（10月）
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アキレス腱のばしで
きない。まっすぐ後
ろに足を伸ばせず、
外側に崩れてしま
う。
ランニングゆっくり
でも５周ついてこら
れない。

勢いが強すぎて、板
を傾けた方向に、そ
のまま倒れてしま
う。

一所懸命だが慣性の
法則にしたがい、右
に飛べば、そのまま
右に倒れてしまい、
勢いに負ける。戻れ
ない。

毛布をつかんで耐え
ようとする。

１回目はC君のまね
をしようとするが、
ボールにお構いなく
自分勝手に暴れて落
ちる。
２回目はじっとのれ
ない。自分で勝手に
課題を変えてしま
う。

Ｄ君

なぜかスキップ。

うまい。どうやって
も倒れそうにない。
後ろに傾いた時にも
膝を使ってバランス
取れる。

力を抜いて乗ってお
り、うまい。
真剣に取り組める。

１回目は、腕で引き
寄せようと前後に動
かし、自分から働き
かける。
２回目一人だけ、10
秒間乗っていられな
い。重心が分からな
い。

Ｃ君

横に飛ぶ時、どうし
ても斜め後ろに飛ん
でしまう。

頭を毛布につけて前
かがみになり工夫し
ている。いつもの背
中をそった姿勢では
ない。自分のこの発
見を皆に教えてあげ
る。

１回目まっすぐ乗れ
ない。

Ｂさん

慎重に取り組む。

耐える気がないよう
に感じられてしま
う。
一度倒れると笑って
しまい、体勢を戻せ
ない。

動かないことで調整
している。「腹に力
を入れたほうがい
い」と皆にアドバイ
ス。

準備体操
軽いランニング

バランスボード
　前後左右に傾ける
　回転
　片足立ち

輪っか飛び

毛布ロデオ
　今回は５秒・５秒・10
　秒と秒数を決め、数回
　立ち直るための間を入
　れながら

セラピーボール乗り（ボ
ールの空気がかなり抜け
ている）
　マットで両側をはさみ、
　前後のバランスに集中
　する
　１回目
　職員が前後で補助して
　動かす 
　２回目
　座ってバランスをとる

クールダウン

Ａさん♯５（１月）
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５周もたない。

やはり難しい。

前に進む時は担当職
員がいたため、飛び
ついていく遊びのよ
うになってしまう。
後ろに進む時は慎重
にできる。
課題を課題通りに行
わず、変えてしま
う。
想像の中ではスーパ
ープレーをしている
かの様子。

課題ごとの合間には
崩れてしまうが、課
題には真剣に取り組
む。

Ｄ君

遅い時はスキップ
で、速度を調整？

毛布の動きに合わせ
て動く。（新しい工
夫）

ボールの上でバラン
スを取ることすらで
きない。
課題が難しくなって
きたのか、集中でき
ない。

Ｃ君

姿勢よい。でっ尻が
目立たない。

毛布つかむ。（前回
のD君の方法）
笑いながらもしっか
り耐える。

課題に対して真剣
で、一番上手。腕で
うまくボールを引き
寄せ、その間に身体
を浮かせながら進
む。他の子がやって
いる間、マットの上
で遊んでしまうが、
注意は聞ける。

Ｂさん

きれいな走り方。

傾けて安定するまで
時間がかかる

ある職員の動きを見
てそれに合わせる方
法を考え出す。回を
重ねるごとにコミッ
トしていく。

やる前に職員とどう
すればいいか考えて
いる。
乗るのは下手だが、
うまく手を使って進
む。

準備体操
軽いランニング

バランスボード 
　前後左右に傾ける
　回転
　指示した方向に倒し静
　止
　自由遊び

毛布ロデオ
　秒数（５秒、５秒、10
　秒）を決め、立ち直る
　時間を入れて

セラピーボール乗り（ボ
ールの空気は抜けたま
ま）
　マットで両側をはさみ、
　前後のバランスのみに
　集中する
　職員がボールを前後に
　転がし移動する

クールダウン

全体の様子

Ａさん♯６（２月）
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Ｃ君に影響され、奇
声などまねをする
が、声かけで戻る。

５周走りきれない。

落ち着いて取り組め
るが、時々派手に倒
れる。

地蔵のように耐え
る。最後は毛布の揺
れに合わせて自分で
飛んでみる。

Ｄ君

来たとたんから奇声
あげる。自分の座る
位置をなかなか定め
られない。

ランニングではわざ
とリーダーの邪魔を
する。むらのある走
り。

安定して乗れる。

３回目は「毛布ゆら
んこ」を選択する
が、「コマネチ」の
まねでふざけてしま
う。楽しすぎる？

身体が大きくなり、
ボールが小さいのか
乗りにくい。足でマ
ットを押さえるな
ど、課題に対してご
まかしが目立つ。途
中で他の子が課題に
とりくんでいるのに
ちょっかいを出し注
意される。

Ｃ君

傾けた状態で体勢を
保持した後、ボード
なしで立ってもら
う。＜足下しっかり
しない？＞に「ほん
とだー」と実感す
る。
出っ尻はほとんど目
立たなくなった。

最初は毛布をつかん
でいたが、ゆれが激
しくなると、それに
合わせて、トランポ
リンのように飛ぶ。

横向きに乗り、その
ままうまく動く、＜
縦にのってみて？＞
には「難しいことい
うね」と言いつつ、
しっかり取り組め
る。なおかつ上手。

Ｂさん

＜膝をつかってごら
ん＞という声かけに
すんなりのることで
き、こつをつかむ。

すぐ落ちるが、笑顔
でやりなおす。
自然な身のこなし。

参加への態度

準備体操
軽いランニング

バランスボード 
　前後左右に傾ける
　指示した方向に倒し静
　止（８秒）
　ボードを床につけない
　で静止（３秒）

毛布ロデオ
　秒数（５秒・10秒・10
　秒）を決め３回に分け
　立ち直る時間を入れな
　がら
　３回目は毛布ゆらんこ
　を選ぶのもＯＫ

セラピーボール乗り
　（今回はボールの空気
　を少し入れて）
　マットで両側をはさみ
　子どもがバランスを取
　りつつ転がりながら進
　む（前後にスタッフの
　補助あり）

クールダウン

Ａさん♯７（３月）
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　1．目的　

　本研究は児童虐待に対する情緒障害児短期治療施

設でのケアの実態、有効性、問題点を調査をもとに

分析し、情緒障害児短期治療施設の児童虐待への治

療的課題を整理し今後の方向付けを目的とするもの

である。先に行われた滝川他2001「児童虐待に対す

る情緒障害児短期治療施設の有効利用に関する調査

研究」（「平成12年度児童環境づくり等総合調査研究

事業報告書」恩賜財団母子愛育会　所収）に続く縦

断研究である。

　深刻化する児童虐待に対する情緒障害児短期治療

施設（以下、情短と記す）の具体的な活用のあり方

についての研究は未だ不十分であり、特にその治療

効果についての実証的研究は少ない。先の調査研究

においても入所児童の退所時の状態や治療効果につ

いては明らかにできなかったため、被虐待児のケア

の実態、有効性、問題点をとらえる上で課題が残さ

れた。本研究は児童の在所中の状態を縦断的に調査

し、退所時の状態の調査結果と併せて分析し、虐待

問題への情短の治療的課題を整理し現実的かつ具体

的な指針を示すことを目的とする。５年間の縦断調

査の中途であり、縦断調査の終了を待って報告する

予定である。今回はその中間報告である。

�

　2．調査方法　

　滝川他（2001）の調査は、全国情緒障害児短期治

療施設協議会の協力のもとに行われた。全国の情短

の入所部門に2000年９月１日現在在籍していた子ど

「児童虐待に対する情緒障害児短期治療施設の

有効活用に関する縦断研究」（中間発表１）

　　　　　研究代表者　　滝　川　一　廣（大正大学）

　　　　　共同研究者　　四　方　燿　子（子どもの虹情報研修センター）

　　　　　　　　　　　　　　田　　　治（横浜いずみ学園）

も全員を対象とし、調査用紙を各施設に郵送し、

2000年10月から11月にかけて、各施設の職員が各

子どもについて「入所後６ヶ月程度に見られた状態

像」と「調査時点での状態像」を評定してもらった

（入所して６ヶ月たたない子は入所後の状態像のみ評

定を求めた）。返送された回答をチェックし回答漏

れを指摘し返答を得ている。

　本研究の縦断研究においても全国情緒障害児短期

治療施設協議会の協力のもとに行われ、滝川他

（2001）で調査した全国の情短17施設の対象児童に

ついて、2004年まで毎年10月に同一項目の状態像の

調査を同様の手順で行う。また、退所した児童につ

いては退所時の状態等の調査も行い、併せて分析を

行う。

　調査質問項目の分析については、滝川他（2001）の

データおよび上記のデータを用いる。

�

　3．調査項目　

（1）子どもの状態像に関する調査

　性別、入所年齢、被虐待児か否か、入所年月日

の他、185の状態を示す項目からなる。　

（2）リスクアセスメント指標

　加藤他（2000）の「リスクアセスメント指標」を

用いた。

（3）退所児に関する調査

　退所児の退所時点での状況を調べるために、「治

療効果」「退所の形態」「転帰」「進路」「退所後の

援助」について回答を求めた。
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　4．調査結果　

（1）2000年調査の対象集団とその特徴　

　17施設571名、虐待経験の有無と性別による入

所年齢の平均（（　）内は標準偏差）は以下の通り

である。

　被虐待児　　男子168名　 9.86歳（2.41歳）

　　　　　　　女子130名　10.69歳（2.70歳）

　非被虐待児　男子169名　11.86歳（2.35歳）

　　　　　　　女子  99名　12.05歳（2.29歳）

①　虐待の種別

　虐待の種別の人数は以下の通りである。ただ

し重複がある。

　身体的虐待192名（被虐待児の64.0％）

　ネグレクト159名（被虐待児の53.0％）

　心理的虐待115名（被虐待児の38.3％）

　性的虐待　  18名（被虐待児の  6.0％）

②　虐待の発生年齢の平均（（　）内は標準偏差）

　男子5.31歳（3.56歳）、女子5.87歳（3.92歳）

である｡

③　養育者（表１）

　両親のそろっている家庭が少なく、母子家庭

が多い。父子家庭も１割近く見られる。

　実母－継（養）父、実父－継（養）母など再

婚家庭も多く、複雑な家庭事情がうかがわれる。

④　虐待者（表２）

　実母からの虐待が半数を越える。実父からの

虐待が３割強である。

⑤　子どもの負因（表３）

　情短の対象が、知的な遅れや身体障害などを

除くことから、この数字になったと思われる。

精神薄弱児施設や肢体不自由児施設の実態を参

考とすべきである。

⑥　入所前の環境、様子（リスクアセスメント

　　（表４）より）

　半数以上の家庭が経済的な問題を抱え、夫婦

間に問題があり、社会的サポートが得られてい

ない状態にある。半数以上の子どもの養育者は

養育知識にも問題があり、虐待の自覚も乏しい。

�

（2）被虐待児の状態像の分析　

　①　被虐待児の状態像

　入所後６ヶ月の全項目について、被虐待児と

非被虐待児を分け、該当人数（例えば「寝付き

が悪い」の項目に○のついた人数）をクロス表

にした（表５）。

　各領域での「問題のない」とされる項目をみ

ると、「睡眠領域」「食欲」「排泄」「身体運動」「身

体発育」「特定の大人との関係」「生活上の問題」

ではほぼ半数以上の子どもが問題がないと評定

されている。一方、「情動の傾向」「大人に対す

る態度」「他の子どもに対する目立った行動」

「自分自身に対する構え」といった領域では大

半の子どもが何らかの問題があると評定されて

いる。　

　個々の質問項目では、該等人数（出現率）が

少ない項目が多い。被虐待児の特徴としてよく

挙げられる項目に関しても、過半数の被虐待児

には見られないという結果である。

　ほとんどの質問項目で被虐待児の方が非被虐

待児よりも出現率が高く、虐待体験が子どもの

成長のすべての領域に影響していることが予想

される。

　②　状態像に影響する因子

　各状態の出現に影響する因子（性別、虐待の

種類別など）を推定するため、ロジスティック

回帰分析（標本数529名）を行なった。表６に

各状態の出現に関与する因子（有意水準５％）

をまとめた。

ａ　虐待経験の影響

　虐待の種類にかかわらず虐待的養育は、「睡

眠」、「食欲」、「大人に対する態度」、「大人に

対する行動」「生活上の問題」の各領域に何ら

かの問題を出現させる率が高く、生理的な面

と大人への態度といった生活の基本的な面に

影響を与えるようだ。「夜尿」、「痛覚の敏感

さ」、「情動の過敏さ」、「衝動性」、大人に対す

る「不自然さ」、「浮き沈み」、大人との関係「不

安定さ」「手のひらを返したような態度」、
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｢両価的な態度｣といった、過敏さ不安定さを

示す項目に影響を与えている。「自分に無関

心」、「自分の外見」、「将来」、「他者から好か

れること」に対するなげやり、諦めの態度に

影響することが特徴的である。虐待体験を受

けたことにより、自分を大切にできないなげ

やりな生き方に傾くことが示されており、虐

待の根本的な問題が浮き彫りになっていると

思われる。

ｂ　身体的虐待の影響

　「約束を守れない」「嘘」など「社会的ルー

ルや約束」の問題、多動、衝動性、粗暴行為、

大人に対する反発や操作的な態度と他の子ど

もに対する喧嘩､妬みなど、虐待との関係で

よく指摘される面は身体的虐待経験に影響さ

れる面である。さらに「痛覚の敏感さ」、「鈍

感さ」、「温度感覚の鈍感さ」など「身体感覚」

の問題への影響が特徴的である。

ｃ　ネグレクトの影響

　ネグレクト経験の有無で出現率が影響を受

ける項目は少ない。ネグレクトを受けた子ど

もは著しい問題を生じないため、このような

結果になったと思われるが、根深い問題が現

場では関知されている。「浅眠」「悪夢」「苛め

られ」といったあまり目立たない状態との関

連は示されており、職員、友人との関係が安

定しないことなども気になるところである。

ｄ　心理的虐待の影響

　心理的虐待は基準が曖昧で認定しづらい虐

待であるが、「不活発」「意識の解離」「感情の

解離」「自傷」「養育者への拒否感」といった

問題に影響している。

ｅ　性的虐待の影響

　性的虐待が認められる子どもの数が少なく、

特徴の推測には限界があるが、問題行動や攻

撃的な様子に加え、「抑鬱」「不安」といった

情緒の問題や、「自分」「未来」に対する諦め

の様子、「自信のなさ」、他人に対する攻撃だ

けでなく自傷行為も見られ、幅広い領域に影

響を与えている。特に、解離については、「痛

覚の鈍さ」と「感情面での解離」が見られ、性

的虐待体験の影響がうかがわれる。

ｆ　入所年齢

　年齢的要因であるが、「夜泣き」「夜尿」「遺

尿」「転びやすい」「多動」「注意の持続ができ

ない」といった問題や、「生活上の問題」の領

域に影響していることは理解しやすい。

ｇ　虐待の発生年齢について

　虐待を早い時期から受けた方が、大人に対

する態度、行動、他の子どもに対する行動、

ルール違反といった問題を呈しやすい。人間

不信が強くうかがわれる結果である。

ｈ　性差

　多動、衝動的、暴力、物品の破壊など粗暴

傾向は男子であることと関連が示される一方、

女子は憂鬱、悲哀、感情の浮き沈みなど情緒

面の問題や職員に対してのかかわりの問題を

出現しやすいことが示されている。

　上記のように、虐待の種別の特徴などが顕著に見

られる一方、種別を越えて虐待経験に共通する特徴

もある。虐待経験で一括りにした議論が散見される

が、今後は虐待の種別などを分けて論じる必要が示

されている。

�

（3）情短入所による治療効果　

　①　退所児について（中間報告）

ａ　治療効果、転帰

　2000年11月から2001年10月のあいだに、

被虐待児300名中104名（34.7％）、非被虐待

児271名中138名（51.0％）が退所した。平均

在所期間は、被虐待児27.3ヶ月、非被虐待児

26.1ヶ月で、入所して半年から３年以内の子

が大きな割合を占めていた。退所時点の改善

度（図１）を見ると、被虐待児の約31％が「改

善」、54％が「やや改善」で、それなりの治療

効果が上がっているといえる。興味深いの

は、非被虐待児の改善度もあまり変わらない

ことで、虐待でもないのに家庭から離して入

所ケアに及ばねばならなかった児童は、それ

だけ重い問題を抱えており、虐待だけが深刻
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な問題ではないことを示している。

　被虐待児の117名（59％）は、最初の調査

時点から２年以上経てもなお退所できない児

童で、非被虐待児の67名（25％）と大きな差

があり、平均在所期間の差も広がると予想さ

れる。非被虐待児も被虐待児も１、２年を越

えるケアが必要だが、被虐待児の方が改善の

勾配がずっと緩やかで、より長期にわたる粘

り強いケアが必要であることを示唆している。

　退所後の約半数は家庭復帰ができている

（図２）が、半数はやはり家庭復帰は困難であ

る。注目したいのは非被虐待児においても、

退所後、家庭復帰できず他の福祉施設を受け

皿とするケースが10～15％でていることで、

家庭基盤の脆弱な子どもが非被虐待児にも一

定の割合いることを示している。

ｂ　退所時の状態（図３）

　被虐待児によく見られる睡眠障害、過食異

食、遺尿遺糞、身体感覚や身体運動のアンバ

ランスなど身体にまつわる障害は早期に改善

し、退所時点での改善率も高い。また安定し

た対人関係を培うことの困難さも被虐待児の

特徴だが、そのなかにあって担当スタッフな

ど「特定の大人との関係」も高い改善率を示

していることは注目される。一対一の個別的

なかかわりを重視する情短の伝統と、そのな

かで身の回りのこまやかな保護的なケアを大

切にするという方法が、被虐待児の治療に有

効なことを示唆する。それに支えられるよう

に食事、洗面、トイレ、着替えなど基本的な

生活習慣も退園時にはかなりの改善率をみせ

ている。「生活の問題」「社会的ルールや約束」

「大人に対して目立った行動」「特定の大人と

の関係」「特定の子どもとの関係」「問題行動」

などが50％近くまで改善されており、集団生

活を営む上で大事にされていることが、退所

の判断や治療効果の評価に関与しているのか

もしれない。

　激しい暴力などに代表される問題行動や社

会ルールの逸脱も入所６ヶ月目に比べると退

所時にはかなり改善しているが、なお「問題

あり」が半数いる。ここに被虐待児特有の攻

撃性の深さという問題と、この改善率をさら

に高めるにはどうすればよいかの課題が浮か

び上がる。ただ、「有無」だけでなく頻度に

よって重みをつけた経過（下記②、図４）を

見れば治療期間とともに、特に対職員暴力は

明らかに軽度化しており、これは「特定の大

人（職員）との関係」の改善と相関している

可能性があり、治療のヒントがありそうであ

る。　

　これに対して子ども同士の関係のあり方は、

なかなか改善しない。虐待の再現現象でどう

しても傷つけあったり、大人を奪いあったり

で親密な友人関係が育ちにくいことが推測さ

れる。こうした際などには職員が手数をかけ

て介在し、子ども集団が否定的な影響を与え

あう集団にならないようにして、子ども同士

の親密な関係を育て上げることが必要だが、

現実にはそこまで手がまわらず、大きな課題

となっていると思われる。　

　これに併せて自己評価の低さと、その改善

率の悪さも気になる。下位項目（表７）を見

ると、自己評価のうち、被虐待児がしばしば

抱く「なげやりで自分に無関心（どうでもよ

い）」「未来へ関心、希望を持たない」といっ

た自己存在に対する否定感は改善している

が、「自分に対する自信」が非常に伸び悩んで

自己評価を低めていることがわかる。学力の

低さなどが、端的な自信のなさにつながって

いる可能性が大きい。また一般家庭の子ども

と比べたとき、物心ともども恵まれていない

施設生活を余儀なくされている事実自体、子

どもがプライドや自信を育むのを妨げている

現実を無視できない。最低基準の見直しは、

こうした観点からも重要だろう。

　対養育者との関係の改善の低さは、虐待と

いう問題の性質のしからしめるところで、家

庭復帰の困難さにつながっている問題である。

しかし、この改善率の低さの割には約半数の
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子どもが家庭復帰していることは注目される。

上記の他の領域の改善率を考慮すると、情短

ケアのなかで子ども自身が改善し成長し、養

育者との直接的な関係改善が得られなくて

も、それなりに折り合いをつけて家庭復帰を

してゆく子どもが少なくないことが十分に推

測される。退所時点の家庭環境のデ－タがな

いため推測の域をでないが、彼らが虐待体験

による傷を抱えながら歩む道は容易でない。

復帰後のアフターフォローの必要性を示唆し

ている。　

　②　被虐待児の在所中の変化について

　入所から各調査時までの月数（在所月数）を

もとに在所期間別に各状態の出現率を求めた。

在所期間は在所月数により、０－６月、７－18

月、19－30月、31－42月、43－54月に分け

た。①で挙げた結果と、大きな相違は見られな

い。今後縦断調査が進めば、在所期間による変

化の様子、どのくらいたてば改善が始まるかと

いった特徴が推定できると思われる。

�

　結語

　本報告では、2000年10月のデータを用いて、母集

団の特徴を考察し、ロジスティック回帰分析により

各項目（状態）に影響を与える要因（性別、虐待の

種別等）を探った。性差や虐待種別の特徴など興味

深い結果も見られた。また、中間報告として、改善

の様子も探ってみた。縦断調査のデータがそろえば、

各項目の変化の様子などが探れ、情緒障害児短期治

療施設の治療経過についての考察が深められる手応

えが得られた。今後の縦断調査の重要性が確認され、

その成果が期待される。

（追記）統計的解析は、国立成育医療センター研究所

成育社会医学研究部長谷村雅子先生と同研究部共

同研究員大熊加奈子さんの協力を得た。また、統

計解析にはSPSS11.0Jを用いた。
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実 父 母
実 母 の み
実 父 の み
継 母 の み
継 父 の み
義 母 の み
義 父 の み
養 母 の み
養 父 の み
祖 母 の み
母方祖母のみ
養育代行者
内 夫

兄

実母－継父
実母－養父
実母－義父
実母－内夫
実母－祖母

　実母－  兄
実父－継母
実父－養母
実父－祖母
養父－養母
祖父母
実母－継母
実母－元義父
実母－同居人
実母－知人
実父－養父
義兄－義姉
継父－里母

実母－実父－叔父
実母－実父－祖母
実母－実父－継母
実母－祖母－祖父

男子（168名）
  17.3％（29）
  30.4％（51）
  16.1％（27）
   2.4％  （4）
   3.0％ （5）
   0.6％ （1）
   1.2％ （2）
   0.6％ （1）
   3.0％ （5）
   1.2％ （2）
   0.6％ （1）
   1.8％ （3）
   1.2％ （2）
   1.2％ （2）

女子（130名）
16.9％（22）
 33.8％（44）
 16.2％（21）
  3.1％ （4）
  3.1％ （4）

  0.8％ （1）
  2.3％ （3）

男子（168名）
 3.6％  （6）
 0.6％  （1）
 0.6％  （1）

 0.6％  （1）
 2.4％  （4）

 0.6％  （1）

 0.6％  （1）

 0.6％  （1）

 0.6％  （1）

 1.2％  （2）
 1.2％  （2）
 1.2％  （2）

 0.6％  （1）
 1.2％  （2）

女子（130名）
 4.6％  （6）
 2.3％  （3）

 0.8％  （1）
 1.5％  （2）

 2.3％  （3）

 0.8％  （1）
 1.5％  （2）

 0.8％  （1）

 0.8％  （1）

 0.8％  （1）

 0.8％  （1）
 0.8％  （1）

実 父 母
実 母 の み
実 父 の み
継 母 の み
継 父 の み
義 母 の み
義 父 の み
養 母 の み
養 父 の み
祖 母 の み
祖 父 の み
祖 父 の み
叔 父 の み
実 姉
里 母
養育代行者
施 設

実母－継父
実母－養父
実母－義父
実母－内夫
実母－祖母
実母－  姉
実父－継母
実父－養母
実父－祖母
養父－養母
祖父母

祖母－叔母

男子（168名）
16.1％（27）
45.7％（63）
 9.5％（16）
 0.6％  （1）
 0.6％  （1）
 0.6％  （1）
 0.6％  （1）

 1.8％  （3）
 6.5％（11）

 0.8％  （1）

 0.8％  （1）
 3.0％  （5）

女子（130名）
18.5％（24）
32.3％（42）
9.2％（12）
1.5％  （2）
0.8％  （1）

0.8％  （1）
0.8％  （1）
0.8％  （1）
0.8％  （1）
0.8％  （1）
1.5％  （2）
0.8％  （1）

2.3％  （3）

男子（168名）
4.2％  （7）
2.4％  （4）
0.6％  （1）
0.6％  （1）
1.2％  （2）

4.2％  （7）
0.6％  （1）
0.6％  （1）
0.6％  （1）
1.2％  （2）

女子（130名）
8.5％（11）
2.3％  （3）

0.8％  （1）
5.4％  （7）
1.5％  （2）

3.1％  （4）
0.8％  （1）

知 的 な 遅 れ
脳 波 異 常
未 熟 児
慢 性 疾 患
身 体 障 害

男子（168名）
4.2%  （7）
 6.0%（10）
3.6%  （6） 
1.8%  （3）
3.0%  （5）

該 当 率 （ 度 数 ）
女子（130名）
   10.0%（13）
2.3%  （3）
4.8%  （8）
2.3%  （3）
0.8%  （1）

表１　被虐待児の養育者�

表２　虐待者�

表３　被虐待児の特徴�

実母－実父－祖母－兄
実母－継父－継祖母
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6.0％  （10）

27.8％  （47）

14.2％  （24）

0％    （0）

0.6％    （1）

14.3％  （24）

1.8％    （3）

4.2％    （7）

14.3％  （24）

16.7％  （28）

0％    （0）

62.5％（105）

7.7％  （13）

29.8％  （50）

8.3％  （14）

33.6％  （57）

46.4％  （78）

4.8％    （8）

0％    （0）

87.5％（147）

0.6％    （1）

0％    （0）

60.7％（102）

22.0％  （37）

6.5％  （11）

0％    （0）

4.2％    （7）

10.1％  （17）

32.7％  （55）

50.0％  （84）

4.2％    （7）

10.1％  （17）

7.7％  （13）

59.5％（100）

8.9％  （15）

26.2％  （44）

4.8％    （8）

1.8％    （3）

3.6％    （6）

10.1％  （17）

14.9％  （25）

該当率（度数） 該当率（度数）

9.2％（12）

15.4％（20）

13.1％（17）

0.8％  （1）

0％  （0）

11.5％（15）

1.5％  （2）

2.3％  （3）

10.0％（13）

14.6％（19）

0％  （0）

66.2％（86）

6.9％  （9）

36.2％（47）

3.8％  （5）

26.9％（35）

50.8％（66）

6.2％  （8）

13.8％（18）

66.9％（87）

12.3％（16）

0.8％  （1）

68.5％（89）

19.2％（25）

10.8％（14）

0.8％  （1）

3.1％  （4）

10.0％（13）

26.2％（34）

57.7％（75）

1.5％  （2）

9.2％（12）

4.6％  （6）

66.9％（87）

12.3％（16）

40.0％（52）

7.7％（10）

3.1％  （4）

10.0％（13）

14.6％（19）

30.8％（40）

19.6％（33）

28.4％（48）

17.2％（29）

0.6％  （1）

1.2％  （2）

10.1％（17）

1.8％  （3）

5.4％  （9）

0％  （0）

1.4％  （4）

22.0％（37）

6.0％（10）

17.3％（29）

7.7％（13）

6.5％（11）

16.7％（28）

0％  （0）

6.5％（11）

0％  （0）

10.7％（18）

1.8％  （3）

13.1％（22）

47.6％（80）

12.5％（21）

5.4％  （9）

10.1％（17）

1.8％  （3）

5.4％  （9）

11.3％（19）

29.2％（49）

1.2％  （2）

17.3％（29）

7.7％（13）

11.9％（20）

1.2％  （2）

41.1％（69）

10.8％（14）

42.3％（55）

11.5％（15）

1.5％  （2）

3.1％  （4）

9.2％（12）

2.3％  （3）

3.8％  （5）

0.8％  （1）

1.5％  （2）

13.8％（18）

8.5％（11）

21.5％（28）

7.7％（10）

3.8％  （5）

11.5％（15）

3.1％  （4）

10.0％（13）

0％  （0）

6.9％  （9）

1.5％  （2）

10.0％（13）

45.4％（59）

15.4％（20）

7.7％（10）

6.9％  （9）

0.8％  （1）

5.4％  （7）

7.7％（10）

20.8％（27）

0％  （0）

18.5％（24）

1.5％  （2）

17.7％（23）

0.8％  （1）

30.0％（39）

中 度

不 明

顔 面

頸 部

臀 部

下 肢

骨 折

火 傷

や や

不 明

常 習

や や

不 明

施設歴

や や

不 明

性 病

や や

不 明

警 察

学 校

や や

不 明

持 病

や や

不 明

恐 れ

チック

夜 尿

異 食

攻撃的

脱水症状

みみずばれ

福祉事務所

再三の近隣報告

発育不全

表４－１　リスクアセスメントの該当率�

１．傷の程度

　　　部位

　　　状態

２．虐待の継続

３．虐待歴

４．性的虐待

５．関係機関

　  からの情報

６．身体状態

　  （子ども）

７．精神的状態

　  （子ども）

生命／重度

皮膚疾患

繰り返し

子を何日も放置する

民生児童委員

発達遅れ

アレルギー体質

暗い表情

男子（168名） 女子（130名）男子（168名） 女子（130名）

軽 度

頭 部

性 器

内 蔵

上 肢

血 腫

裂 傷

打 撲

あ ざ

は い

いいえ

は い

いいえ

入 院

は い

いいえ

擬

妊娠等

は い

いいえ

医 療

保 健

保健所

は い

いいえ

障 害

は い

いいえ

不 安

鬱 的

脱 毛

遺 尿

無表情
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表４－２　リスクアセスメントの該当率�

は い

いいえ

は い

いいえ

暴 力

家 出

は い

いいえ

は い

いいえ

鬱 的

通 院

は い

いいえ

衝動的

攻撃的

は い

いいえ

依 存

は い

いいえ

は い

いいえ

は い

いいえ

41.7％  （70）

30.4％  （51）

17.3％  （29）

8.3％  （14）

66.7％（112）

16.7％  （28）

25.0％  （42）

24.4％  （41）

3.6％    （6）

14.3％  （24）

57.7％  （97）

19.0％  （32）

14.9％  （25）

35.7％  （60）

25.0％  （42）

50.6％  （85）

6.5％  （11）

12.5％  （21）

8.9％  （15）

61.3％（103）

7.1％  （12）

25.6％  （43）

26.2％  （44）

16.1％  （27）

16.1％  （27）

53.0％  （89）

8.3％  （14）

28.6％  （48）

15.5％  （26）

12.5％  （21）

32.7％  （55）

32.7％  （55）

4.8％    （8）

25.6％  （43）

51.8％  （87）

16.7％  （28）

31.0％  （52）

25.6％  （43）

該当率（度数） 該当率（度数）

38.5％（50）

27.7％（36）

18.5％（24）

2.3％  （3）

66.2％（86）

23.8％（31）

9.2％（12）

21.5％（28）

3.1％  （4）

8.5％（11）

63.1％（82）

16.2％（21）

14.6％（19）

43.1％（56）

38.5％（50）

34.6％（45）

13.1％（17）

20.0％（26）

10.8％（14）

66.2％（86）

5.4％  （7）

26.2％（34）

32.3％（42）

23.1％（30）

17.7％（23）

50.8％（66）

8.5％（11）

28.5％（37）

9.2％（12）

13.8％（18）

34.6％（45）

24.6％（32）

5.4％  （7）

30.0％（39）

56.2％（73）

19.2％（25）

38.5％（50）

20.0％（26）

22.6％（38）

3.6％  （6）

18.5％（31）

41.7％（70）

14.3％（24）

1.2％  （2）

36.9％（62）

19.0％（32）

3.0％  （5）

13.7％（23）

14.3％（24）

8.3％（14）

20.8％（35）

8.9％（15）

11.3％（19）

8.9％（15）

8.9％（15）

19.6％（33）

10.7％（18）

39.3％（66）

17.9％（30）

6.0％（10）

22.6％（38）

8.9％（15）

1.2％  （2）

7.1％（12）

46.4％（78）

19.6％（33）

13.1％（22）

19.6％（33）

4.2％  （7）

22.6％（38）

8.3％（14）

14.9％（25）

25.4％（33）

3.8％  （5）

18.5％（24）

25.4％（33）

6.2％  （8）

1.5％  （2）

33.8％（44）

27.7％（36）

7.7％（10）

6.2％  （8）

15.4％（20）

5.4％  （7）

23.1％（30）

10.0％（13）

12.3％（16）

18.5％（24）

13.8％（18）

18.5％（24）

7.7％（10）

40.0％（52）

22.3％（29）

5.4％  （7）

21.5％（28）

10.8％（14）

4.6％  （6）

3.1％  （4）

55.4％（72）

21.5％（28）

14.6％（19）

23.1％（30）

6.2％  （8）

17.7％（23）

6.2％  （8）

11.5％（15）

８．日常的状態

　  （子ども）

９．問題行動

　  （子ども）

10．意思･気持ち

　  （子ども）

11．精神的状態

　  （養育者） 

12．性格的問題

　  （養育者）

13．アルコール／

　  薬物（養育者）

14．被虐待歴

　  （養育者）

15．子感情／態度

16．虐待自覚なし

衣食住の監護なし

医療の放置

性的逸脱

深夜徘徊

親を嫌う

アンビバレントな気持ち

疑いはあるが通院歴なし

共感性欠如

被虐待歴

子ども嫌い

アンビバレントな気持ち

問題意識　なし

しつけ主張

や や

不 明

や や

不 明

盗 み

虚 言

怠 学

や や

不 明

や や

不 明

服 薬

や や

不 明

未 熟

偏 り

や や

不 明

や や

不 明

や や

不 明

や や

不 明

非衛生､不潔

監督不十分

自傷行為

帰りたがらない

精神症状

酔うと暴力

有機溶剤や覚醒剤乱用の疑い

愛されなかった思い

産まなければ

体罰容認

男子（168名） 女子（130名）男子（168名） 女子（130名）
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表４－３　リスクアセスメントの該当率�

はい

いいえ

は い

いいえ

若年親

不適切

はい

いいえ

孤立的

転 居

は い

いいえ

別 居

は い

いいえ

ローン

失 業

は い

いいえ

は い

いいえ

は い

いいえ

はい

いいえ

32.1％  （54）

34.5％  （58）

21.4％  （36）

4.2％    （7）

55.4％  （93）

16.7％  （28）

8.9％  （15）

48.8％  （82）

52.4％  （88）

17.9％  （30）

50.6％  （85）

3.6％    （6）

7.7％  （13）

68.5％（115）

14.3％  （24）

20.8％  （35）

8.9％  （15）

39.9％  （67）

54.2％  （91）

27.4％  （46）

10.7％  （18）

6.0％  （10）

23.2％  （39）

23.2％  （39）

47.6％  （80）

20.2％  （34）

13.1％  （22）

61.3％（103）

7.1％  （12）

21.4％  （36）

39.3％  （66）

36.9％  （62）

29.2％  （49）

該当率（度数） 該当率（度数）

54.6％（71）

27.7％（36）

23.8％（31）

4.6％  （6）

66.2％（86）

14.6％（19）

14.6％（19）

47.7％（62）

57.7％（75）

20.8％（27）

45.4％（59）

4.6％  （6）

5.4％  （7）

61.5％（80）

20.0％（26）

29.2％（38）

8.5％（11）

26.2％（34）

51.5％（67）

22.3％（29）

11.5％（15）

15,4％（20）

16.2％（21）

26.2％（34）

43.8％（57）

19.2％（25）

13.8％（18）

49.2％（64）

6.9％  （9）

19.2％（25）

33.8％（44）

32.3％（42）

36.2％（47）

25.0％（42）

6.5％（11）

19.6％（33）

20.8％（35）

5.4％  （9）

16.7％（28）

13.7％（23）

23.2％（39）

6.0％（10）

15.5％（26）

1.8％  （3）

9.5％（16）

6.5％（11）

15.5％（26）

6.0％（10）

12.5％（21）

5.4％  （9）

42.3％（71）

7.1％（12）

16.7％（28）

8.3％（14）

8.9％（15）

17.9％（30）

1.2％  （2）

11.9％（20）

31.5％（53）

1.8％  （3）

10.1％（17）

23.8％（40）

4.2％  （7）

16.1％（27）

11.3％（19）

13.1％（17）

3.8％  （5）

32.3％（42）

10.8％（14）

5.4％  （7）

20.0％（26）

13.1％（17）

11.5％（15）

9.2％（12）

16.2％（21）

2.3％  （3）

8.5％（11）

6.2％  （8）

14.6％（19）

7.7％（10）

16.2％（21）

8.5％（11）

37.7％（49）

3.8％  （5）

13.1％（17）

12.3％（16）

13.8％（18）

25.4％（33）

2.3％  （3）

14.6％（19）

32.3％（42）

6.2％  （8）

7.7％（10）

16.9％（22）

6.9％  （9）

16.2％（21）

16.2％（21）

17．養育意欲／能力

18．養育知識

19．社会的サポート

20．夫婦問題

21．経済問題

22．生活環境

23．協力態度なし

24．援助効果なし

25．子を守る人なし

意欲なし

知的障害

親族過干渉

夫婦不和

離婚問題

計画性欠如

劣悪住居

機関介入拒否

や や

不 明

や や

不 明

や や

不 明

や や

不 明

家 出

や や

不 明

生活苦

転 居

や や

不 明

や や

不 明

や や

不 明

や や

不 明

能力低下

知識不足

期待過剰

親族の対立

保育なし

夫婦間暴力

安全確保への配慮なし

接触困難

調整改善期待できない

日常的に子供を危険から守る人がいない

危険な時、子の逃げ場がない

男子（168名） 女子（130名）男子（168名） 女子（130名）
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表５－１　各項目の出現率�

Ａ．睡眠領域

特に問題なし

ねつきが悪い

夜中に目を覚ましやすい、眠りが浅い

早朝に目が覚めてしまう

夜泣き、激しい寝ぼけ、夜驚

悪夢の訴え

その他

Ｂ．食欲

特に問題なし

食欲がない、拒食傾向

異常なほどの食欲、過食傾向

むさぼり食い

極端な偏食

極端な味付け（調味料のかけすぎなど）

盗み食い

異食症（食べられないものを食べてしまう）

食欲の極端なむら

その他

Ｃ．排泄

特に問題なし

頻尿

遺尿もしくは遺糞

頻繁な夜尿

トイレ以外（居室など）での排尿便

頻繁な便秘

頻繁な下痢

その他

Ｄ．身体感覚

特に問題なし

痛みに敏感（わずかな痛みも大きく訴える、わずかな怪我にも

パニックなど）

痛みに鈍感（痛みを感じないかのよう、怪我に気づかないなど）

暑さ・寒さに敏感（極端に暑がる、寒がる）

暑さ・寒さに鈍感（夏でも平気で厚着、冬でも平気で薄着など）

過敏さと鈍感さが混在していて、ちぐはぐ（身体感覚の異常）

その他

　　　領域

　　　　　　　　　項　目

略 語

な し

寝 付

浅 眠

早朝覚

夜 泣

悪 夢

な し

拒 食

過 食

貪り食

偏 食

過味付

盗 食

異 食

食むら

な し

頻 尿

遺 尿

夜 尿

他所尿

便 秘

下 痢

な し

痛覚敏

痛覚鈍

温覚敏

温覚鈍

敏覚鈍

56.0

26.2

13.7

5.4

4.8

6.0

8.9

48.2

7.1

13.1

10.7

13.7

11.9

5.4

0.6

13.1

9.5

73.2

3.6

7.1

14.3

5.4

0.6

0.6

7.7

62.5

12.5

6.0

1.2

20.2

2.4

1.8

66.3

20.7

13.0

4.7

0.6

0.6

7.7

72.8

7.1

4.7

1.2

5.3

3.0

0.0

0.6

7.1

7.1

79.9

2.4

3.6

3.6

1.2

2.4

3.0

7.1

72.2

6.5

3.6

2.4

10.1

3.6

5.3

56.2

27.7

23.8

5.4

6.2

15.4

7.7

64.6

8.5

5.4

3.1

10.8

5.4

3.8

0.8

10.8

9.2

65.4

6.9

10.8

14.6

5.4

5.4

0.8

4.6

63.1

20.8

8.5

3.1

4.6

4.6

5.4

66.7

11.1

16.2

3.0

2.0

5.1

6.1

70.7

7.1

8.1

0.0

14.1

1.0

0.0

0.0

7.1

4.0

82.8

3.0

2.0

2.0

0.0

5.1

2.0

5.1

80.8

2.0

0.0

3.0

3.0

6.1

5.1

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）
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表５－２　各項目の出現率�

Ｅ．身体運動

特に問題なし

大きな運動機能のまずさ（転びやすい、ボールがよけられない  

など）

微細な運動機能のまずさ（極端な手先の不器用さ）

運動発達の遅れ（極端に足が遅いなど年齢に比して著しい運動  

発達の遅れ）

その他

Ｆ．身体発育

特に問題なし

その年齢の標準に比して低身長・低体重

その他の身体発達上の問題

Ｇ．情動の傾向

特に問題なし

元気がない、ふさぎ込み（抑うつが目立つ）

表情が乏しい、もしくは不活発で硬い表情が目立つ

すぐ泣き出す、すぐ涙ぐむ、悲しげ（悲哀が目立つ）

不安、もしくは怯えの表情が目立つ

過敏な反応（ぎくっと驚愕したり、怯えを示すなど）

過度の落ち着きのなさ（多動傾向）

注意の集中や持続の困難が目立つ

衝動性が目立つ、衝動のコントロールが困難

不自然なはしゃぎやハイテンションが目立つ

気分の浮き沈みが激しい、感情が移ろいやすい

些細な刺激やきっかけで癇癪やパニックが起きる

周りには訳が分からないことで、突然キレたり激しい癇癪を起  

こしたりパニックを起こす

ぼーっとして、心がどこかに行ってしまったような表情を示す､  

叱られたり注意されたときに起きやすい、その間のことはほと

んど頭に入っていない（意識の解離）

ふつうなら激しい感情反応（泣くとか怖がるとか）が引き出さ  

れるはずの状況で、まるで何も感じてないかような無反応さ・

無感情さを示す（感情の解離）

些細なことへのこだわりが目立つ

その他

　　　領域

　　　　　　　　　項　目

略 語

な し

易転倒

不器用

遅発達

な し

低身長

な し

抑 鬱

不活発

悲 哀

不 安

過 敏

多 動

注 意

衝 動

不自然

浮 沈

癇 癪

キレル

意解離

感解離

拘 り

78.6

7.7

13.1

8.3

3.0

62.5

28.6

7.7

7.7

8.3

24.4

6.5

13.7

12.5

39.3

45.2

48.8

26.2

11.9

31.5

14.2

9.5

6.5

19.0

6.0

79.2

7.7

11.3

3.0

3.6

79.3

11.2

9.5

17.8

14.2

26.6

5.9

10.7

9.5

17.8

27.2

25.4

16.0

12.4

13.6

8.3

4.7

4.1

20.7

8.3

82.3

6.2

8.5

2.3

0.8

76.9

16.2

8.5

4.6

22.3

34.6

16.9

24.6

19.2

15.4

27.7

33.1

42.3

29.2

23.1

9.2

10.8

11.5

10.8

7.7

86.9

2.0

7.1

5.1

3.0

76.8

12.1

11.1

28.3

23.2

26.3

20.2

15.2

8.1

5.1

24.1

11.1

24.2

25.3

7.1

1.0

4.0

3.0

17.2

8.1

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）
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表５－３　各項目の出現率�

Ｈ．大人（スタッフ）に対する態度

特に気づく点はない

無関心で関わりを持とうとしない、或いはどうでもよいという

様子

拒否的で関わりを拒む、或いは放っておいて欲しいという様子

攻撃的で怒りやイライラをぶつけてくる、或いはつっぱった態

度

凍りついたような目つきや様子

表面的で、心を開かない様子

おずおずとした態度、おどおどとした態度

近づきたい様子はあるが、うまく近づけない

過剰に接近しがち（べたべたする、過度なじゃれつきなど）

そのときそのときで近づいたり離れたり不安定（安定しない距

離の取り方）

極端な依存や見捨てられ不安がうかがわれる態度（つきまとい､

しがみつき）

オーバーな甘え方と手のひらを返したような無視の態度

大人に合わせてできるだけ「いい子」として受け入れられよう

とする態度（不自然なにこやかさ）

相手の様子にお構いなく身勝手に近づいてくる

その他

Ｉ．大人（スタッフ）に対して目立つ行動

特に気づく点はない

スタッフの注意を引こうとする（逸脱した振る舞いなどによっ

て）

思いどおりに動かそうとする（操作的）

裏表のある言動、相手によってまったく異なる言動

反発や攻撃

神経を逆なでしたり、かっとさせるような言動

独りじめしようとする

顔色をうかがう

甘え（依存）と反発（拒否）が入り混じる（アンビバレンツ）

スタッフへの好意や愛着を強く示そうとする（過剰なサービス）

その他

　　　領域

　　　　　　　　　項　目

略 語

な し

無関心

拒 否

攻 撃

凍り付

表 面

オドオド

難接近

過接近

不 定

過依存

両 極

いい子

勝 手

な し

気引く

操 作

裏 表

反 発

逆 撫

独 占

顔 窺

両 価

過好意

8.9

8.9

9.5

30.4

6.0

20.2

17.3

23.2

27.4

19.6

7.7

2.4

17.3

19.0

4.2

17.3

26.8

20.8

15.5

23.2

23.8

19.0

39.9

29.2

10.7

3.6

16.0

11.8

7.7

8.9

1.2

20.7

17.2

20.7

11.2

7.7

3.0

1.8

12.4

15.4

6.5

38.5

9.5

6.5

6.5

10.7

14.2

3.6

22.5

12.4

8.9

6.5

6.2

6.9

9.2

23.8

11.5

23.8

16.9

22.3

36.9

21.5

20.8

15.4

26.2

30.8

2.3

13.1

32.3

19.2

18.5

23.1

16.9

26.9

36.9

28.5

21.5

6.2

15.2

5.1

7.1

10.1

3.0

16.2

12.1

26.3

19.2

10.1

8.1

4.0

17.2

19.0

4.0

39.4

13.1

14.1

12.1

6.1

5.1

8.1

25.3

19.2

10.1

2.0

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）
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表５－４　各項目の出現率�

Ｊ．他の子どもに対する目立った行動

特に目立つ行動に気づかない

一緒に遊べず、孤立している

すぐに喧嘩や衝突になる

すぐいじめる

いじめられやすい

ねたみやすい、嫉妬心が強い、すぐうらむ

ひがみやすい

攻撃的、他の子を口でやっつけたり、或いは暴力に訴えやすい

支配的、他の子を思うように動かそうとする

他の子の言うがままになりやすい

競争心が強くすぐはりあう

競争を避ける、しり込みする

独占欲が強い、物や人を独り占めにしたがる

物への執着が薄く、すぐ他児に譲ったり取られても気にしない

依存的で他の子に頼る、一人ではできない

物品などで他の子の好意や関心を得ようとする

神経を逆なでするような、かっとさせるような言動

その場の様子を気にせず、勝手なので嫌われる（傍若無人）

他の子が叱られるのを喜ぶ

告げ口が多い

性的な遊びをする（同性と）

その他

Ｋ．社会的なルールや約束

特に気づく点はない

わかっていても自己コントロールができず守れない

反抗や反発からわざと破る

注意されたり指示されたことが残らない、ルールや約束をすぐ  

忘れる

虚言が多い　責められることを避けようとしての嘘

　　　　　　関心を引こうとしての嘘

　　　　　　空想やファンタジーがいりまっじた嘘

　　　　　　その他

ルールに過度に忠実、融通がきかない、強迫的にこだわる

ルールに無頓着

その他

　　　領域

　　　　　　　　　項　目

略 語

な し

孤 立

喧 嘩

苛 め

被苛め

妬 み

僻 み

子攻撃

支 配

被支配

張合う

避競争

子独占

無物執

依 存

物で釣

子逆撫

子勝手

喜他叱

告 口

性的遊

な し

守れず

反 抗

忘

嘘逃げ

嘘気引

嘘空想

嘘 他

強 迫

無 頓

7.1

28.6

38.1

16.1

33.3

17.9

22.6

36.9

17.3

16.7

13.7

11.3

14.3

4.2

3.6

8.3

23.2

20.8

5.4

13.7

3.0

8.9

25.0

43.5

15.5

29.8

21.4

4.2

6.0

1.2

7.7

15.5

6.5

21.9

28.4

13.0

6.5

22.5

8.9

11.8

16.0

7.1

16.0

4.7

14.8

3.6

3.6

10.1

4.7

13.0

16.6

0.6

5.9

1.2

5.9

46.7

26.6

6.5

18.9

8.3

1.2

0.6

0.6

7.7

13.6

3.0

6.9

35.4

33.1

18.5

21.5

25.4

33.1

28.5

14.6

18.5

23.8

13.1

23.1

6.9

10.0

7.7

20.0

24.6

6.2

17.7

8.5

5.4

38.5

30.0

14.6

16.9

16.9

5.4

6.2

0.0

3.1

13.1

6.9

15.2

26.3

14.1

3.0

11.1

6.1

10.1

10.1

7.1

20.2

8.1

17.2

7.1

0.0

10.1

4.0

6.1

17.2

0.0

7.1

0.0

8.1

60.6

14.1

5.1

5.1

2.0

3.0

1.0

0.0

8.1

5.1

7.1

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）
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表５－５　各項目の出現率�

Ｌ．特定の大人との関係

特定の大人（スタッフ）と親しい関係を持ち、その関係は持続

的で安定

特定の大人（スタッフ）と親しい関係を持つが、その相手がよ

く替わり一定しない

特定の大人（スタッフ）と親しい関係を持ちにくい

その他

Ｍ．特定の子どもとの関係

特定の子と親しい友人関係を持ち、その関係は持続的

特定の子と親しい友人関係を持つが、その相手がよく替わり一

定しない

特定の子と親しい友人関係を持ちにくい

その他

Ｎ．自分自身に対する構え

特に気づく点はない

どうせ・・・となげやりで自分に無関心（どうでもよい）

自分の外見や人目（身なり、服装や体の清潔など）に無関心で

注意を払わない

自分の健康や身体の状態に無関心で注意を払わない

自分の未来への関心ないし希望を持たない

自分が他の人から好かれる（愛される）とは思っていない、或

いは好かれる努力を放棄している

自分にいろいろ自信がない

自分のことしか考えない、自分のことで精一杯

その他

Ｏ．認知能力（知的能力）と基本的な学習能力（読み書き､計算など）

知的発達は普通で、それ相応の学習能力がうかがわれる

知的発達は普通なのに、それに比して学習能力の低下やバラン

スの悪さが目立つ

境界～軽度の知的遅れがあり、それ相応の学習能力がうかがわ

れる

境界～軽度の知的遅れがあるが、それ以上の学習能力の低さや

バランスの悪さが目立つ

中度以上の知的遅れがみられる

その他

　　　領域

　　　　　　　　　項　目

略 語

職持続

職不定

職難係

友持続

友不定

友難係

な し

自無関

外 見

健 康

未 来

棄評価

自信無

自のみ

普 普

普 低

遅 普

遅 低

知 遅

50.6

22.9

29.2

7.7

27.4

13.7

53.6

4.2

11.3

32.7

26.2

11.9

19.6

18.5

52.4

38.1

2.4

35.7

39.9

11.3

11.3

0.0

3.0

56.2

6.5

32.5

4.1

41.4

17.2

37.3

5.3

14.8

16.6

13.6

4.7

8.3

7.7

59.2

26.0

4.7

34.3

39.6

16.0

8.9

0.0

1.8

47.7

13.8

34.6

5.4

30.8

19.2

44.6

6.2

11.5

30.0

20.0

11.5

22.3

18.5

54.6

37.7

3.8

37.7

34.6

14.6

13.1

2.3

3.1

59.6

7.1

25.3

8.1

39.4

13.1

45.5

4.0

19.2

13.1

9.1

3.0

12.1

5.1

52.5

35.4

3.0

45.5

24.2

17.2

9.1

2.0

4.0

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）
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表５－６　各項目の出現率�

　　　領域

　　　　　　　　　項　目

略 語

な し

食多動

食ダラダラ

膝 乗

入 浴

下 着

生 理

ＷＣ怖

不 拭

水 怖

時 計

空 想

養自然

養過度

養 弱

養不信

養拒否

養両価

養諦め

養無関

養不明

養 無

医不要

医常時

医定期

医不定

医希望

助 言

助言求

35.1

32.7

20.8

3.6

3.6

8.3

0.0

7.7

7.1

1.8

9.5

3.0

15.5

11.9

14.3

23.2

11.3

8.9

26.2

12.5

4.2

4.2

1.2

3.6

29.8

14.9

10.1

8.3

3.6

30.4

4.2

3.0

66.3

10.1

8.3

0.6

3.6

2.4

0.0

3.0

3.0

0.6

5.9

4.1

12.4

26.0

17.8

18.9

7.1

3.6

14.8

7.7

4.1

4.7

1.2

3.6

42.0

10.7

16.0

10.1

1.2

10.1

1.2

1.8

53.1

11.5

19.2

6.9

6.9

8.5

6.2

9.2

4.6

0.0

10.0

6.2

7.7

14.6

20.0

15.4

11.5

10.8

26.2

16.9

1.5

2.3

1.5

0.8

41.5

10.0

6.2

3.8

1.5

31.5

3.8

3.1

73.7

2.0

7.1

1.0

1.0

1.0

4.0

1.0

0.0

0.0

3.0

4.0

13.1

24.2

17.8

15.2

10.1

3.6

19.2

14.1

3.0

3.0

0.0

4.0

33.3

15.2

11.1

10.1

1.0

13.1

3.0

3.0

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）

Ｐ．生活上の様子

特に目だった点はない

食事中ひどく落ち着かない

だらだら食べていて、なかなか終わらない

人の膝にのれない、爪切りをこわがる

入浴中背中を流させない

下着を取り替えない

生理の始末ができない

トイレが怖い

トイレでお尻をふかない

水が怖くて顔が洗えない

時計が読めない

空想の世界に入りきっている姿が目立つ（踊ったり、学級委員

などの役割与えられたときなど、何かのりうつっているような）

その他

Ｒ．主たる養育者に示す愛着と拒否

自然な愛着や愛情欲求が示される

愛着もしくは愛情欲求が過度に強い

愛着や愛情欲求を示すが弱い（相手をうかがっているような）

愛着や愛情欲求よりも不信や拒否感情の方が優位に示される

愛着や愛情欲求はほとんど示されず、不信や拒否感情が強く示

される

愛着や愛情欲求と不信や拒否感情との間で揺れたり混乱する　

（アンビバレンツ）

あきらめたような、さめたような様子でいる

いずれも示さない、或いは無関心

不明（よくつかめない）

養育者がいない

その他

Ｔ．児童精神科領域についての医学的ケア（投薬、診察、医師

　　によるアドバイス）の必要性について

受ける必要がない

常時、定期的に医学的ケアを受けている

定期的に経過観察のために医学的ケアを受けている

状態によって受けることがある

受けていないが、適切な医療があれば受けたい

子どもは直接医学的ケアを受けていないが、職員が児童精神科

医師の指導助言を受けている

子どもは直接医学的ケアを受けていないが、職員が児童精神科

医師の指導助言を受けたい

その他
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表５－７　各項目の出現率（Ｑ問題行動）�

大きな「問題行動」はない

           項目

無断外出・無断外泊

窓ガラスを割るなど公共物・共有物への器物破壊

他の人の私有物への器物破壊

大人（スタッフ）への、けがを負わせる暴力

大人（スタッフ）への、けがを負わせない程度の暴力

他の子への、けがを負わせる暴力

他の子への、けがを負わせない程度の暴力

頻度  ４　しじゅう：毎日のように　　　

３　しばしば：週に１～２度くらい

２　ときどき：月に１～２度くらい

１　たまに　：何ケ月に１度くらい

頻 度

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

略 語

無断泊

公破壊

他破壊

職傷害

職傷軽

子傷害

子傷軽

27.4

1.2

2.4

3.0

10.1

1.8

4.8

9.5

13.1

0.0

3.6

8.3

5.4

0.0

0.6

2.4

1.8

6.5

6.0

4.2

3.6

0.6

0.6

4.2

4.2

6.5

7.7

14.9

7.7

54.4

1.2

0.0

0.6

6.5

0.6

0.6

3.6

8.9

1.2

0.6

2.4

1.8

0.6

0.0

0.0

1.2

0.6

1.2

1.2

0.0

0.6

0.6

1.2

1.2

1.8

4.1

5.9

10.7

46.2

2.3

2.3

2.3

11.5

0.8

2.3

1.5

1.5

0.0

3.1

3.1

2.3

0.0

0.8

0.8

1.5

0.8

3.1

3.1

0.8

0.0

1.5

0.0

1.5

0.8

4.6

3.8

5.4

67.7

1.0

4.0

2.0

2.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

2.0

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）
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表５－８　各項目の出現率（Ｑ問題行動）�

           項目

自傷行為

自殺企図

施設外での盗み、万引きなど

施設内での盗み

喫煙

飲酒

性的な逸脱行為

その他

頻度  ４　しじゅう：毎日のように　　　

３　しばしば：週に１～２度くらい

２　ときどき：月に１～２度くらい

１　たまに　：何ケ月に１度くらい

頻 度

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

略 語

自 傷

自 殺

万 引

内 盗

喫 煙

飲 酒

性逸脱

1.2

0.0

0.0

2.4

0.0

0.0

0.6

0.6

0.0

1.8

1.8

6.0

0.6

5.4

3.0

4.8

0.6

1.8

0.0

3.0

0.0

0.6

0.0

0.0

1.8

0.6

2.4

2.4

11.1

1.2

0.6

0.0

0.0

0.6

0.0

0.6

0.0

0.6

0.6

1.8

3.0

0.6

1.8

0.6

4.1

3.6

1.8

1.8

1.2

1.2

0.6

0.6

1.2

1.2

0.0

0.6

1.8

5.9

1.5

4.6

3.1

3.1

0.0

1.5

0.0

2.3

0.0

1.5

3.8

6.2

2.3

4.6

6.9

6.2

0.8

0.0

0.8

3.8

0.0

0.8

0.0

0.8

0.8

0.0

4.6

3.8

8.5

0.0

0.0

1.0

4.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

2.0

5.1

2.0

0.0

1.0

2.0

0.0

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

2.0

7.1

被虐待児

168名

被虐待児

130名

非

169名

非

99名

男 子 女 子

出現率（％）
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表６－１　入所６ヶ月以内の状態像－各症状の出現に影響する因子－�
　　　　　（ロジスティック回帰分析で、虐待有無、年齢、発生年齢、性別が関与すると推定された症状）�

Ａ．睡  眠

Ｂ．食  欲

Ｃ．排  泄

Ｄ．身  体

　  感  覚

Ｅ．身  体

　  運  動

Ｆ．成  長

Ｇ．情  動

　  傾  向

Ｈ．対大人

　  態　度

Ｉ．対大人

　  行　動

症　状 虐待有無 入所年齢 発生年齢 性 別

悪 夢

過 食

他処排

痛覚敏

痛覚鈍

温覚鈍

(なし )

( なし )

(不活発)

不 安

多 動

注 意

癇 癪

キレル

(なし )

攻 撃

凍り付

過接近

勝 手

気引く

操 作

反 発

独 占

顔 窺

(なし )

身　体 ネ　グ 心　理 性　的

な し

な し

な し

な し

寝 付

夜 泣

貪り食

盗 食

夜 尿

痛覚敏

過 敏

衝 動

不自然

浮 沈

不 定

両 極

いい子

両 価

虐　待 非 年　少 年　長 早　発 晩　発 男 女

(寝付 )

浅 眠

悪 夢

過接近

独 占

顔 窺

浅 眠

(過食 )

(易転倒)

不活発

意解離

感解離

(なし )

表 面

逆 撫

浅 眠

悪 夢

遺 尿

便 秘

痛覚鈍

抑 鬱

不 安

注 意

癇 癪

キレル

意解離

攻 撃

過依存

いい子

反 発

独 占

過好意

夜 泣

な し

異 食

遺 尿

夜 尿

他処排

易転倒

不器用

遅発達

多 動

注 意

癇 癪

過接近

勝 手

独 占

浅 眠

な し

な し

な し

抑 鬱

浮 沈

表 面

オドオド

偏 食

過味付

低身長

衝 動

攻 撃

凍り付

オドオド

過依存

気引く

操 作

裏 表

反 発

逆 撫

過好意

下 痢

いい子

貪り食

温覚鈍

多 動

注 意

衝 動

癇 癪

キレル

逆 撫

悪 夢

便 秘

抑 鬱

悲 哀

不 安

不自然

浮 沈

凍り付

過接近

過依存

両 極

勝 手

独 占

（　）：負の影響
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表６－２　入所６ヶ月以内の状態像－各症状の出現に影響する因子－�
　　　　　（ロジスティック回帰分析で、虐待有無、年齢、発生年齢、性別が関与すると推定された症状）�

Ｊ．対子供

Ｋ．社　会
　  ルール

Ｌ．特  定
　  大  人
Ｍ．特  定
　    子
Ｎ．自  己

Ｏ．学  力

Ｐ．生  活

Ｑ．問  題
　  行  動

Ｒ．対養育

Ｓ．対虐待

Ｔ．医  療

症　状 虐待有無 入所年齢 発生年齢 性 別

喧 嘩
妬 み
子攻撃
子独占
物で釣
子逆撫
性的遊
守れず
反 抗
嘘逃げ
嘘気引
嘘空想
（なし）

遅 低

W C 恐

公破壊
他破壊
職傷害
職傷軽
子傷害
子傷軽
万引き
（なし）

養不信
養拒否

虐拒否
（虐不明）
医希望
助 言
助言求
（医不要）

身　体 ネ　グ 心　理 性　的

な し

医不定

僻 み
喜他叱

自無関
外 見
未 来
棄評価

無断泊

養両価

助 言

虐　待 非 年　少 年　長 早　発 晩　発 男 女

被苛め
（子攻撃）

職不定

友不定

（普普）

職傷軽

虐過度
　
（医希望）
医不要

（職持続）

（友不定）

普 普
（遅普）
膝 乗
入 浴

自 傷

（養自然）
養拒否
養諦め
（虐自然）
虐拒否
（医定期）

孤 立
喧 嘩
妬 み
子独占

自無関
未 来
自信無

食ダラダラ

無断泊
公破壊
他破壊
職傷害
職傷軽
子傷軽
自 傷
自 殺
万 引

助言求

喧 嘩
子独占
無物執
子逆撫

無 頓

食多動
食ダラダラ
入 浴
W C 怖
不 拭
時 計

養過度

避競争

嘘気引

自信無

な し

無断泊
喫 煙
飲 酒

養両価

虐両価

苛 め
被苛め
子攻撃
支 配
張合う
子勝手
告 口
守れず
反 抗
忘

嘘逃げ

友難係

健 康
自のみ

食多動
膝 乗
下 着

内 盗
性逸脱

虐 弱

依 存
な し

な し

友持続

養拒否

虐拒否

被苛め

守れず
忘

無 頓

普 低

食多動

公破壊
他破壊
職傷軽
子傷害
子傷軽

子独占
性的遊
張合う

な し

知 遅

生 理
な し

自 傷
な し

養諦め

（　）：負の影響
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表７　入所時の状態像と退所時の状態像�

自分自身に対する構え

自分に無関心、投げやり

自分の外見や人目に無関心

健康に無関心

未来への関心、希望なし

好かれることを放棄

自信がない

自分のことで精一杯

特になし

認知能力と学習能力

知的に普通で、相応の学力

知的に普通で、学力が低い

知的に遅れ、相応の学力

遅れ、それ以上の学力の低さ

中度以上の知的遅れ

Ｎ

Ｎ１自無関

Ｎ２外　見

Ｎ３健　康

Ｎ４未　来

Ｎ５棄評価

Ｎ６自信無

Ｎ７自のみ

Ｎ８な　し

Ｏ

Ｏ１普　普

Ｏ２普　低

Ｏ３遅　普

Ｏ４遅　低

Ｏ５知　遅

* * 0.17�

0.16�

* 0.05�

0.14�

* 0.08�

0.50�

0.27�

* 0.21�

�

0.29�

0.47�

0.11�

0.11�

0.01

0.17�

0.12�

0.06�

0.09

0.09�

0.59�

0.30�

0.14�

0.34�

0.41�

0.14�

0.09�

0.00

0.12�

0.07�

0.03�

0.09�

0.06�

0.51�

0.25�

* * 0.26�

�

0.35�

0.40�

0.16�

0.09�

0.00

0.31�

0.23�

0.14�

0.26�

0.19�

0.52�

0.36�

0.11�

�

0.43�

0.31�

0.15�

0.11�

0.04

* * 0.15�

* * 0.07�

0.06�

* * 0.09�

0.12�

0.51�

0.32�

* * 0.26�

�

0.40�

0.30�

0.18�

0.10�

0.01

0.13�

0.05�

0.03�

0.12�

0.05�

0.55�

0.44�

0.20�

�

0.45�

0.23�

0.17�

0.13�

0.03

0.09�

0.01�

0.01�

0.05�

0.07�

0.49�

0.35�

0.24�

�

0.45�

0.29�

0.20�

* 0.03�

0.03

0.30�

0.24�

0.13�

0.22�

0.18�

0.60�

0.40�

0.09�

�

0.32�

0.43�

0.10�

0.06�

0.00

入所時 退所時 入所時 退所時 入所時 退所時 入所時 退所時

被虐待児男子 非被虐待児男子 被虐待児女子 非被虐待児女子

*は５％、* *は１％水準で有意な対
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図１　2000年11月から2001年10月に退所した児童の効果�

図２　2000年11月から2001年10月に退所した児童の転帰�
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図３－１　退所時の状態� 図３－２　退所時の状態�
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対大人行動

対大人態度

対子供
社会ルール
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身体感覚
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対大人行動
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図４　問題行動（重み付け）の出現率の経年変化�
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平成14年度専門研修を振り返って

　1．研修の基本方針と実施した研修

　（1）基本方針

　平成12年に施行された児童虐待防止法において、児童相談所職員や児童養護施設職員などこの問題に関

わる援助者の研修の充実がうたわれました。こうした背景のなかで子どもの虹情報研修センター（以下、虹

センター）は関わる職員の専門研修を企画実施することになりました。しかしこの問題に関わる機関や職員

は多岐に及び、その全てに対して研修を実施することは不可能です。そこで虹センターの研修は中央研修と

して位置づけ、参加された職員が中心になって地域研修を実施していただき、その後方支援を可能な限り行

うといった構想を描きました。従ってセンター研修の基本理念として、児童虐待、思春期問題対応を中心

に、地域における子ども家庭支援について高度な実践力を有する指導者を養成するとともに、高度な支援技

術を開発することとを掲げました。この基本理念をベースに次にあげます５つの基本方針を設定しました。

　　　　　　　　　　　　　Ⅰ　現場に対応する実践的研修

　　　　　　　　　　　　　Ⅱ　グループ討議などを重視した参加型研修

　　　　　　　　　　　　　Ⅲ　研修成果の持続性の確保

　　　　　　　　　　　　　Ⅳ　知識・技術の効果的な普及

　　　　　　　　　　　　　Ⅴ　全国的・分野横断的な人材ネットワークの構築

　（2）本年度の研修の特徴

　上記の基本方針にもとづいて、本年度の研修は次のような事柄や視点を取り入れ、実施いたしました。

　①　現場の状況を把握するためのアンケートの実施：研修ごと、現場の状況を把握するためのアンケート

　　を作成し、各参加者に回答してもらいました。これを集計し、研修会の参考資料といたしました。

　②　参加者の活動内容を紹介するフェイスシート：参加者の所属機関の紹介や参加者の業務内容や活動内

　　容などをまとめてもらいました。これらを印刷し冊子として作成の上、研修会でのグループ討議や参加

　　者同士の交流に役立ててもらいました。研修後の参加者ネットワークの構築にも役立ててもらおうと

　　考えました。

　③　ケース概要の作成：参加者がそれぞれの現場で関わっている事例を一つ取り上げて、まとめてもらい

　　ました。ケースをまとめることで、自らの援助を振り返る機会とすることと、研修参加の目的の明確化、

　　参加意欲の向上、事例検討等を行う上でのベースとして役立てばと考えました。

　④　グループ討議、ケースカンファレンスの実施：必須事項を講義により理解し、それらをベースとして、

　　参加者同士が話し合い、研鑽を深められるような研修プログラムを意識しました。グループは可能な限

　　り少人数で、経験年数や参加地域が固定しないように配慮いたしました。

　⑤　現場に役立つプログラム：各現場で課題となっていることや困っていることを把握し、それに適った

　　プログラムを工夫しました。講師も現場実践の豊富な方にお願いしました。

　⑥　交流の場、憩いの場の工夫：多忙で困難な課題を抱え、疲弊度が高い福祉現場職員が、研修に参加す

　　ることで現場から離れ、少しでもくつろぎ休めるような時間を設けました。本年度は交流会の実施やリ
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　　ラクゼーションタイム（大道芸）などをプログラムに盛り込むなどしました。

　⑦　研修後アンケートの実施：研修直後に各プログラムについての評価をしてもらいました。現場に役立

　　つ研修を行う上で、参加者の評価や要望は必須です。今後の研修計画の貴重な資料となりました。なお

　　研修参加１年後にもアンケートを実施し、研修が現場実践のどういったところで役立ち、あるいは役立

　　たなかったか、研修参加後の実践で新たにどういった視点の研修を必要とするのかなどを尋ねる予定で

　　す。センター研修の質を高めるための貴重な材料になるものと考えます。

　（3）研修事業を支える運営委員会と企画評価委員会

　研修事業の企画運営にあたりましては、虹センターの研修スタッフのみでできるものでは到底ありませ

ん。研修の全体構想や実施計画などについては、保健・医療・福祉・法律等の各分野の児童虐待等に関わる

機関や団体の代表者・学識者から構成されます運営委員会の協議（年２回）の上に企画されております。さ

らに研修のプログラム、講師の推薦、研修形式・内容の工夫など、具体的に踏み込んだ助言をいただく委員

会として企画評価委員会が設けられています。企画評価委員会はソーシャルワーク、保健医療、精神科医

療、心理、乳幼児母子臨床、法律、司法、児童福祉などの領域で第一線におられる有識者の方々で構成され

ております。委員会は年２回開催されておりますが、各研修ごと随時相談し、助言をいただいております。

　（4）平成14年度に実施した研修一覧

　平成14年度に実施しました研修会と参加者数は表１の通りです。全研修で510名が参加されました。

新任児童相談所長研修�

児童相談所スーパーバイザー研修　�

第１グループ�

児童相談所スーパーバイザー研修�

第２グループ�

児童養護施設主任指導員・個別対応職員・

主任保育士研修　　　　　　第１グループ�

児童養護施設主任指導員・個別対応職員・

主任保育士研修　　　　　　第２グループ�

児童相談所心理職員指導者研修�

児童相談所・情緒障害児短期治療施設医師

専門研修�

情緒障害児短期治療施設指導職員研修�

乳児院個別対応職員及び家庭支援専門相談

員研修�

保健機関と福祉機関の指導職員合同研修�

Ｈ14年７月15日（月）～16日（火）�

Ｈ14年９月９日（月）～13日（金）�

�

Ｈ15年１月27日（月）～31日（金）�

�

Ｈ14年10月８日（火）～11日（金）�

�

Ｈ15年１月14日（火）～17日（金）�
�

Ｈ14年11月11日（月）～15日（金）�

Ｈ14年12月５日（木）～６日（金）�
�

Ｈ15年２月３日（月）～７日（金）�

Ｈ15年２月25日（火）～28日（金）�
�

Ｈ15年３月12日（水）～14日（金）�

３１�

４７�

�

３１�

�

７２�

�

６５
�

�

４９�

３０�
�

１９�

６１�
�

１０５�

1�

2�

�

3�

�

4�

�

5�
�

6�

7�

�
8�

9�

�
10

表１　平成14年度に子どもの虹情報研修センターで実施した研修一覧�

研　　修　　名� 期　　　日� 参加者数�
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　2．全体の参加状況を振り返って

　（1）経験年数別参加状況

　各研修参加者の平均経験年数（児童養護施設経験年数～年、児童相談所経験年数～年など同種施設でのトー

タルな経験年数）を表２に示します。全ての研修について言えることですが、経験年数が０年（全研修で37

名）から30年以上（全研修で24名）と非常に幅がありました。

表２　研修別参加者の平均経験年数（年）と経験年数別参加者数（人）�

新任児童相談所長研修� 平均� 5.0年�

1 10０年�

15～19年� 2

6１～３年�

20～24年� 1

６�４～６年�

25～29年� １�

3７～９年�

30年以上� 0

010～14年�

無記入� 0

児童相談所スーパーバイザー研修　第１グループ� 平均� 9.7年�

2 3０年�

15～19年� 4

6１～３年�

20～24年� 1

6４～６年�

25～29年� 3

10７～９年�

30年以上� 0

1210～14年�

無記入� 0

児童相談所スーパーバイザー研修　第２グループ� 平均� 8.6年�

3 2０年�

15～19年� 1

8１～３年�

20～24年� 1

6４～６年�

25～29年� 1

4７～９年�

30年以上� 0

810～14年�

無記入� 0

児童養護施設主任指導員・個別対応職員・主任保育士研修　第１グループ� 平均� 13.7年�

4 0０年�

15～19年� 9

7１～３年�

20～24年� 11

12４～６年�

25～29年� 10

7７～９年�

30年以上� 1

1510～14年�

無記入� 0

児童養護施設主任指導員・個別対応職員・主任保育士研修　第２グループ� 平均� 20.0年�

5 2０年�

15～19年� 15

2１～３年�

20～24年� 7

4４～６年�

25～29年� 5

10７～９年�

30年以上� 5

1310～14年�

無記入� 2

児童相談所心理職員指導者研修� 平均� 8.3年�

6 3０年�

15～19年� 6

8１～３年�

20～24年� 3

9４～６年�

25～29年� 0

11７～９年�

30年以上� 0

910～14年�

無記入� 0

児童相談所・情緒障害児短期治療施設医師専門研修� 平均� 6.9年�

7 2０年�

15～19年� 2

8１～３年�

20～24年� 0

6４～６年�

25～29年� 0

7７～９年�

30年以上� 0

110～14年�

無記入� 4

情緒障害児短期治療施設指導職員研修� 平均� 4.7年�

8 6０年�

15～19年� 1

3１～３年�

20～24年� 0

3４～６年�

25～29年� 0

1７～９年�

30年以上� 0

310～14年�

無記入� 0

乳児院個別対応職員及び家庭支援専門相談員研修� 平均� 13.6年�

９� 6０年�

15～19年� 7

9１～３年�

20～24年� 6

11４～６年�

25～29年� 8

5７～９年�

30年以上� 5

410～14年�

無記入� 0

保健機関と福祉機関の指導職員合同研修� 平均� 12.9年�

10 3０年�

15～19年� 13

10１～３年�

20～24年� 19

9４～６年�

25～29年� 16

9７～９年�

30年以上� 13

1310～14年�

無記入� 0
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　専門研修の基本的理念として現場の指導者の養成を掲げており、全ての研修について経験年数10年程度を

想定してプログラムを編みました。従って経験年数が少ない方には難しく、長い方には物足りないという状

況が生じたように思います。経験年数が10年ともなりますと、現場では中心的な存在で、現場を離れにくい

という実状もあり、むしろ「新人に研修を」という声も聞かれました。討議などでのグループ編成はさまざ

まな立場の意見が集まるようにと、あえて経験年数がばらけるようにいたしましたが、キャリアの長い参加

者からは、「討議を深めるためにも経験年数別のグループ構成にしてほしい」との声も聴かれました。一方経

験の浅い方には、経験の多い方の意見はとても参考になるとの感想がありました。どの経験年数層にターゲッ

トを絞ってプログラムを作るのかは、非常に難しい課題と感じました。

　なお研修の要項を研修対象となる機関全てに送付いたしましたが、現場職員から「研修の存在を知らなかっ

た」「要項が届いていない」などの苦情が時々ございました。送付過程の手違いか、届いているものの職員へ

の周知が図られていないかのどちらかが考えられました。

　（2）都道府県指定都市別参加状況

　都道府県指定都市別の参加状況を表３に示します。

　都市部と地方とでは人口規模も異なり単純な比較はできませんが、地域ごとで参加状況が異なるようで

す。この背景として、その地域における、センター研修の周知の程度、児童虐待問題に対する関心の程度、機

関の人員配置、研修予算などの諸事情が推測されます。

表３　都道府県指定都市別の参加状況�

人数�

１４�

１２�

　５�

　７�

５０�

　６�

　６�

　９�

　５�

１３�

　７�

１１�

　７�

１０�

１０�

１３�

　３�

　６�

　６�

　２�

人数�

　５�

　５�

　３�

１１�

１８�

１２�

　８�

１８�

　６�

　４�

　３�

１０�

　４�

　５�

　４�

１１�

　２�

　８�

１０�

　６�

人数�

１３�

　６�

　２�

１０�

１１�

　４�

１０�

１０�

１１�

　５�

　６�

　７�

　２�

１４�

　７�

　７�

１３�

１３�

　４�

地　域　名�

北 海 道 �

宮 城 県 �

福 島 県 �

群 馬 県 �

東 京 都 �

富 山 県 �

山 梨 県 �

静 岡 県 �

滋 賀 県 �

兵 庫 県 �

鳥 取 県 �

広 島 県 �

香 川 県 �

福 岡 県 �

熊 本 県 �

鹿 児 島 県 �

仙 台 市 �

川 崎 市 �

大 阪 市 �

北 九 州 市 �

地　域　名�

青 森 県 �

秋 田 県 �

茨 城 県 �

埼 玉 県 �

神 奈 川 県 �

石 川 県 �

長 野 県 �

愛 知 県 �

京 都 府 �

奈 良 県 �

島 根 県 �

山 口 県 �

愛 媛 県 �

佐 賀 県 �

大 分 県 �

沖 縄 県 �

千 葉 市 �

名 古 屋 市 �

神 戸 市 �

福 岡 市 �

地　域　名�

岩 手 県 �

山 形 県 �

栃 木 県 �

千 葉 県 �

新 潟 県 �

福 井 県 �

岐 阜 県 �

三 重 県 �

大 阪 府 �

和 歌 山 県 �

岡 山 県 �

徳 島 県 �

高 知 県 �

長 崎 県 �

宮 崎 県 �

札 幌 市 �

横 浜 市 �

京 都 市 �

広 島 市 �

�
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　3．各研修を振り返って

　ここでは、各研修ごとにわけて振り返ることにします。それぞれについてのプログラムと担当した講師名、時

間配分等を表４～11に示します。

　（1）新任児童相談所長研修（表4）

　平成14年度に児相所長として新任された方の研修です（表4）。

　平成14年度の全国の児童相談所（以下、児相）数は180カ所です。毎年その内のおおよそ３分の１が新任

の児相所長であるといわれています。従って定員を60人として募集いたしましたが、14年度の参加者は31

名でした。児童相談所の経験が長い方が所長に就任した場合、「今更研修を…」という意識があったように

思います。実際、参加者の児相経験年数は５年と少なく、経験年数０年の方も10名おられ、児童虐待に対

する児相の役割など、基本的事項を内容に盛り込む必要がありました。今後どの経験層にポイントをおいて

プログラムや研修形式を考えるかが課題として残りました。また、研修後アンケートで今後の研修プログラ

ムとして要望の高かったものは、「関係法令に関する講義」と「事例検討」でした。１泊２日という短時間

でこうした要請に応えることは困難で、２泊３日の研修の必要性が感じられます。しかし一方で、所長が、

多忙で困難極まる現在の児童相談所の現場をこれ以上離れるのは難しく、研修参加のための担保をどうする

かが課題といえます。

　（2）児童相談所スーパーバイザー研修（計２グループ）

　この研修は児相で児童虐待に携わっている中心的かつ指導的立場のソーシャルワーカーを対象にした研修

です（表５）。グループ１が47名、グループ２が31名で計78名の参加でした。男性が58名で女性が20名

と男性の多さが目立ちました。

　児童虐待対応における児相の役割は多岐に及びます。通告・相談の受理、早期介入と保護、立入調査、診

断、援助などそれぞれが重厚なテーマで、一つのことを掘り下げて研修するだけでかなりの時間を要する事

柄です。14年度は可能な限り全体を網羅できるようなプログラムを組みました。その分慌ただしさと個々の

テーマの掘り下げの不充分さを感じた参加者も多かったようです。

　全体のプログラムの中で一番関心の高かったプログラムは初期対応に関するものでした。虐待死事件の

報道が相次ぎ、児相の対応に対する社会的批判の高まりの中、初期対応が緊急かつ急務の課題となっている

ことが背景としてあると思われます。一方児相職員が初期対応に追われ、その後の親子への援助にまで充分

に手が回らない現状も、パネルディスカッションや討議などから伺われました。事前のアンケートで「児童

表４　平成14年度新任児童相談所長研修�

1 . 5 �

1 . 0 �

1 . 5 �

3 . 0 �

3 . 5 �

�

児童相談所の今日的課題�

虐待に関する法的手段の適切な活用�

児童相談所の役割と課題�

被虐待児と家族の理解と援助�

いかに子どもと家族を援助するか�

坂本　正子（厚生労働省専門官）�

磯谷　文明（くれたけ法律事務所弁護士）�

参　加　者�

津崎　哲郎（大阪市中央児童相談所所長）�

津崎　哲郎（大阪市中央児童相談所所長）�

形式�

講義�

講義�

討議�

講義�

討議�

日� テ　　ー　　マ� 講　　師　　等� 時間�

1

2
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虐待対応における児相の果たす主な役割」を訪ねたところ、「親と子どもの援助機関である」と回答した参加

者が第１グループでは42％、第２グループでは60％を占め、「介入と保護を中心とした機関である」と答え

た参加者（それぞれ６％と3.3％）を大きく上回りました。「介入と援助の両方を行う機関である」と答えた

参加者は、それぞれ52％と36.7％でした。児相は援助機関であるとの認識を持つ職員が多いにもかかわらず、

それが充分に行えないジレンマを皆が抱えていると言えます。在宅による援助や施設入所後の援助について

の児相の果たす役割を明確化し、そのためのシステムを整える必要性が痛感されました。児相職員は日々多

忙であり、事前アンケートの、「日々の業務に疲れていますか」の質問には、７割以上が「かなり疲れている」

「もう辞めたいほど疲れている」という回答でした。それもあって「職員へのメンタルヘルスについて」のプ

ログラムへの関心は高いものがありました。また疲れている参加者に少しでもくつろいでいただこうと「リ

ラクゼーションタイム」を設けました。本年度は横浜野毛の大道芸をみていただき、つかの間ですが笑顔に

満ちた時間となりました。

表５－１　平成14年度児童相談所スーパーバイザー研修（第１グループ）�

1 . 5 �

1 . 5 �

1 . 0 �

3 . 0 �

4 . 0 �

�

3 . 0 �

�

3 . 0 �
�

�

3 . 0 �

4 . 0 �

3 . 0

児童相談所の役割と課題�

虐待に対する法的手段の適切な活用�

児童相談所の役割と課題�

初期対応のあり方�

初期対応のあり方について�

親と子をつなぐ援助のあり方�

�

�

親と子をつなぐ援助のあり方�

－実例にもとづいて－�

リラクゼーションタイム�

職員のメンタルヘルスについて�

引き取りを強要する親への対応�

スーパーバイザーの役割�

坂本　正子（厚生労働省専門官）�

平湯　真人（平湯法律事務所弁護士）�

参　加　者�

津崎　哲郎（大阪市中央児童相談所）�

津崎　哲郎（大阪市中央児童相談所）�

松橋　秀之（横浜市中央児相）�

小出太美夫（横浜市北部児相）�

坂井　　勉（フランシスコの町）�

同　　　上�
�

�

本間　博彰（宮城県子ども総合センター）�

加藤　博仁（吉備国際大学助教授）�

赤井　兼太（大阪府中央子ども家庭センター）�

形式�

講義�

講義�

討議�

講義�

討議�

パネル

ディスカ

ッション�

討議�
�

�

講義�

演習�

講義�

日� テ　　ー　　マ� 講　　師　　等� 時間�

1

2

4

3

5
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表５－２　平成14年度児童相談所スーパーバイザー研修（第２グループ）�

1 . 5 �

1 . 5 �

1 . 0 �

2 . 5 �

4 . 0 �

�

5 . 5 �

�

�

2 . 5 �

4 . 0 �

2 . 5

児童相談所の役割と課題�

虐待に対する法的手段の適切な活用�

児童相談所の役割と課題�

初期対応のあり方�

初期対応のあり方について�

�

親と子をつなぐ援助のあり方�

�

リラクゼーションタイム�

職員のメンタルヘルスについて�

引き取りを強要する親への対応�

スーパーバイザーの役割�

坂本　正子（厚生労働省専門官）�

岩佐　嘉彦（いぶき法律事務所弁護士）�

参　加　者�

津崎　哲郎（大阪市中央児童相談所所長）�

津崎　哲郎（大阪市中央児童相談所所長）�

佐藤　隆司（神奈川県相模原児相）�

大谷　基恵（名古屋市児童センター）�

新美　孝宏（児童養護施設唐池学園）�

�

本間　博彰（宮城県子ども総合センター）�

加藤　博仁（吉備国際大学助教授）�

赤井　兼太（大阪府中央子ども家庭センター）�

形式�

講義�

講義�

討議�

講義�

討議�

パネル

ディスカ

ッション�

�

講義�

演習�

講義�
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　なお月曜から金曜までの４泊５日の研修は、職場を実質９日間も離れることになります。このため参加を

躊躇される方も多かったかもしれません。参加者から「月曜は出勤して指示を出し、火曜日からの研修だと

ありがたい」との声が聞かれました。こうした現場の実状を鑑みて15年度は火曜日からの３泊４日の研修と

しました。１日短い分、最終日の終了時間を遅らせるなどして、プログラムを工夫しています。

　（3）児童養護施設主任指導員・個別対応職員・主任保育士研修（計２グループ）

　児童養護施設で中心となって子どもの援助にあたられている職員の研修で、２グループに分かれて実施し

ました（表６）。

表６－１　児童養護施設主任指導員・個別対応職員・主任保育士研修（第１グループ）�
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加賀美尤祥（山梨立正光生園）�

相澤　　仁（厚生労働省）�

参　加　者�

�

村瀬嘉代子（大正大学人間学部）�

�

村瀬嘉代子（大正大学人間学部）�

�

小倉　　清（クリニックおぐら）�

高橋　利一（法政大学現代福祉学部）�

小倉　　清（クリニックおぐら）�

高橋　利一（法政大学現代福祉学部）�

小倉　　清×高橋　利一�
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　児童養護施設は全国で550箇所あります。施設数も多いためか２グループとも定員を上回り、計137人の

参加でした。

　この研修では事前に参加者全員に事例を一つ取り上げ概要をまとめるよう求めました。いずれも子どもの

状態は重く、家庭状況など深刻な課題を抱えている事例ばかりで、援助過程での困難の程が伺われました。

研修では、人生早期から過酷な状況で生き抜いてきた子ども達に対しては、日々の営みの中での関わりこそ

が成長と回復を促す大きな要素であることが再認識されました。子どもの援助には、個々の子どもの生い立

ちや援助経過を捉え直し、その都度子どもの成長に適した関わりの工夫を続けることが重要です。そのた

めにもカンファレンスが極めて有効です。しかし事例についての必要な情報をまとめ、経過を振り返り、子

どもの理解や援助のあり方を検討するということに不慣れな方もおられたようです。研修後アンケートに

「ケースカンファレンスのやり方そのものを教えてほしい」と書いた方もいました。不慣れということも考

慮し、パネルディスカッションやケースカンファレンスでは発表前の充分な打ち合わせの必要があったと反

省しております。中には助言者からの指摘がつらく感じてしまう発表者や参加者もいたようです。ケースを

発表することは自分をさらけ出すことであり、欠けていた視点に気付くことでもあり、相当の負担がかかり

ます。援助者である以上自分の有り様と向き合い続けることは必須であり、カンファレンスはそうした意味

で援助者に大きな示唆を与えてくれます。また研修を通して生育歴などの情報を得る努力や、生活記録を残

すことの重要性についても再認識できました。カンファレンスを繰り返すことで子どもをより的確に理解し、

日々の援助の中で、その子にとって意味ある関わりの工夫をし続ける力が育つものと思われます。今後もカ

ンファレンスは必須のプログラムとして位置づけていく方針です。

　事前のアンケートで「施設の仕事はどれほど疲れますか」と尋ねたところ、「かなり疲れる」が７割を占め

「もう辞めたいほど疲れている」と答えた方も１割以上いました。何について疲れるかを尋ねたところ、「子

どもとの関わり」「子どもが起こす問題」「家族との関わり」「職場の人間関係」を主にあげられていました。

子どもや家族への援助の困難さもさることながら、職員間の連携について悩んでいる方が随分おられること

表６－２　児童養護施設主任指導員・個別対応職員・主任保育士研修（第２グループ）�
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児童養護施設の今日的課題�
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被虐待児の理解と援助のあり方�

リラクゼーションタイム�

関わりにおいて困難なケース�

�

虐待した親への関わり�
�

ケースのまとめとして�

現場の実状を分かち合う�

加賀美尤祥（山梨立正光生園）�

相澤　　仁（厚生労働省）�

参　加　者�

�

村瀬嘉代子（大正大学人間学部）�

�

村瀬嘉代子（大正大学人間学部）�

�

小倉　　清（クリニックおぐら）�

浜田多衛子（光の園白菊寮）�

小倉　　清（クリニックおぐら）�

浜田多衛子（光の園白菊寮）�

小倉　　清×浜田多衛子�

参　加　者�

形式�

講義�

講義�

討議�

パネル

ディスカ
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に驚かされました。いずれにせよ、施設の職員は高ストレス下に置かれているようです。最終日に「現場の

実状を分かち合う」というテーマでグループに分かれ自由に意見を交換しました。中にはためていた思いを

話してすっきりしたという方もおられました。話すこと聴いてもらえることの重要性について再認識しまし

た。虹センターでは今後もこうした時間を大切にしたいと考えております。

　研修全体を通して、児相との連携の不備が話題となる場面が目立ちました。事例検討やパネルディスカッ

ションでは、子どもを理解する上で、入所時における児相からの情報の少なさや充分な話し合いのなさが繰

り返し指摘されていました。中にはあまりに一方的な児相の措置に、驚きとため息がこぼれる報告もありま

した。事前アンケートで児相との話し合い、連携について尋ねたところ、「充分でない」が７割以上あり、「充

分」の２割を大きく上回りました。児相と施設との連携の問題は深刻のようです。「児相職員との合同の研修

の場を設けてほしい」との声も聴かれました。児相の研修に施設現場の声を反映できるようなプログラムを

組む必要性を感じました。

　（4）児童相談所心理職員指導者研修

　この研修は児相の心理判定員等、心理職で中心的役割を担っており、経験年数が概ね10年以上の方を対象

にしたものです（表７）。しかし他の研修同様経験年数には0年から20年以上と大きな幅がありました。男

性が17名で女性が32名と女性の多さも特徴的でした。

表７　児童相談所心理職員指導者研修�
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児童虐待のアセスメントにおける課

題�

改めて児童虐待のアセスメントを考

える�

被虐待児の心理治療�

�

在宅通所による児童虐待への援助�

�

ケースカンファレンスを振り返って�

入所施設での子どもの姿とケアの実

際�

施設入所後の援助�
�

ケースのまとめとして�
�

青年の非行、犯罪から見た児童虐待�

坂本　正子（厚生労働省児童福祉専門官）�

才村　　純（日本子ども家庭総合研究所）�

参加者がグループに分かれて�

野間　和子（野間メンタルヘルスクリニック）�

金井　　剛（横浜市中央児童相談所）�

川崎二三彦（京都府京都児童相談所）�

参加者がグループに分かれて�
�

平岡　篤武（静岡県こころと体の相談センター）�

平岡　篤武（静岡県こころと体の相談センター）�

小出太美夫（横浜市北部児童相談所）�

坂野　啓三（神奈川県立総合療育相談センター）�

参　加　者�

増沢　　高（子どもの虹情報研修センター）�
�

村瀬嘉代子（大正大学人間学部）�

滝川　一廣（愛知教育大学）�

村瀬嘉代子（大正大学人間学部）�

滝川　一廣（愛知教育大学）�

佐々木光郎（東京家庭裁判所）�
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講義�
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　心理職は障害児も含めた心理判定業務と通所指導などの治療的援助業務が主であると思われます。事前

アンケートによると、児童虐待対応に特化すると、上記に加え初期対応や立ち入り調査なども担っていると

いう参加者が４割程を占めました。一方主であるとされる援助業務ですが、児童虐待ケースについて、継続

して担当しているケース数を参加者に尋ねたところ、平均担当ケース数が在宅の児童で3.3人、在宅児童の親

で2.2人、施設入所児で2.3人、施設入所児の親で0.6人でした。幼少期の虐待は心身に深刻な影響を残すた

め、治療的援助が不可欠です。また虐待する親も心理精神的な問題を抱えている場合が多く、何らかの治療

的援助が必要と言われています。このため児童福祉施設や医療機関ではさまざまな工夫の中これらが行われ

つつあります。児相もその中心的機関として社会的に期待されています。従って、児相に集まる児童虐待相

談件数の割に心理職の担当するケース数の少なさは、大きな問題といえるでしょう。ただ児童虐待の場合、親

子とも治療動機が乏しく、児相に通ってこないといったことも背景にあるようです。また障害判定など心理

職の業務は日々忙しく、面接を入れようにも予約が一杯で時間がないのが実状のようです。一方、被虐待児

への援助における心理治療について尋ねたところ、「既存の心理治療で充分」と答えた参加者はわずかに８％

で「不充分」と答えた参加者は84％でした。治療的援助を行うにしろ、現行のノウハウでは対応が困難であ

るとの実感を抱いていることが分かりました。

　研修参加に当たりまして、参加者全員に現在関わっている児童虐待事例の概要を作成するよう求めました。

その中から７例をとりあげ、パネルディスカッションとケースカンファレンスで報告してもらいました。研

修を通じて、さまざまな治療的技法を学ぶと共に、子どもが生きる日常の生活の場への眼差しを持つ必要性

について認識を深めました。また思春期・青年期の非行や犯罪について、それが重度の子どもほどその背景

に幼少からの虐待体験があることにも触れました。ケースに継続して関わることは、子どもの成長の過程を

深く理解し、見立て力の向上につながることは言うまでもありません。またケースカンファレンスや対談な

どを通して援助者としてケースと向き合い関わるときの基本的かつ本質的な姿勢についての理解も深めまし

た。

　（5）児童相談所・情緒障害児短期治療医施設医師専門研修

　児相と情短で勤務する医師の専門研修です（表８）。全国から30名が参加され、内児相19名、情短９名、

その他２名でした。また常勤医師が22名、非常勤医師８名でした。

表８　児童相談所・情緒障害児短期治療施設医師専門研修�
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井出　　浩（神戸市こども家庭センター）�
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　児童虐待問題に携われている医師の方々は、それぞれの機関に単独で重責を担っている場合が多く、「孤

独な仕事である」との発言がありました。そのせいか皆が集まり話し合える場を望まれていた方が多かっ

たようです。１泊２日の短い研修でしたが、こうした場ができたことの意義は大きいように思います。「来年

も参加したい」という声を一番耳にした研修でした。

　２日間は、さまざまな立場からの情報や見解が出され、討論も積極的、活発になされ、学ぶことの多い研

修でした。

　今後の課題として、児相と情短の医師に限らず、児童虐待に関わる他の医師の方々の研修をどのように行

うのかがあげられます。

　

　（6）情緒障害児短期治療施設指導職員研修

　平成14年度に全国で21カ所ある情緒障害児短期治療施設（以下、情短）で中心となって親子の援助にあ

たっている職員の研修です（表９）。参加者は19名でしたが、これから情短を設立予定の施設の職員や児相

判定員など、直接研修対象でない方の参加も目立ちました。そのため施設経験年数が０年という方が６名お

り、全体の平均経験年数が下がることになりました。職種の異なる方々も参加したことで、ちょっとした合

同研修の色彩になりました。

表９　児童相談所心理職員指導者研修�
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相澤　　仁（厚生労働省）�
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青木紀久代（お茶の水女子大学）�

野間　和子（野間メンタルヘルスクリニック）�
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野間　和子（野間メンタルヘルスクリニック）�
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団　　士郎（仕事場Ｄ・Ａ・Ｎ）�
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西島　平子（興望館沓掛学荘）�

小倉　　清（クリニックおぐら）�
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小倉　　清（クリニックおぐら）�
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形式�

講義�

�

講義�

ケースカン

ファレンス�

講義�

討議�

ケースカン

ファレンス�

講義�

ケースカン

ファレンス�

講義�

講義�

講義�

日� テ　　ー　　マ� 講　　師　　等� 時間�

1

2

3

4

5

　研修は子どもと家族への治療的援助について、ケースカンファレンスを中心としたプログラムとしました。

事前課題として参加者がまとめた事例の中から３つ取り上げ、５日間の研修で３日間はケースカンファレン

スを行いました。どの事例も検討すべきテーマが多く、活発に討論されました。助言者の先生方からの的を

得たコメントに深くうなずく場面もありました。

　虐待を受けた子どもと親への治療的援助を行う専門機関として小児精神科医療施設があります。以前から

133



■ 事業報告 ■

多くの被虐待児に対する治療を行ってきた機関です。今後こうした機関との合同研修を行うことで、互いに

培われた叡智を出し合い、より高度な治療的技術や工夫の検討ができればと考えています。

　（7）乳児院個別対応職員及び家庭支援専門相談員研修

　乳児院で中心になって乳幼児の援助にあたられている職員の研修です（表10）。乳児院は全国で115カ所

あります。研修参加者は61名で、約半分の施設が参加したことになります。

　この研修でも事前課題として、事例の概要を提出していただきました。どの事例も深刻な課題を抱えてお

り、援助過程での相当の苦労が伺われました。また虐待の後遺症として重度の知的身体的障害を残すケー

ス、早期の母子関係に問題があり、対人関係上の問題を呈しているケース、中には乳児といえども極めて激

しい攻撃性に保育者が圧倒されるケースもありました。子どもの持つ問題の多様さに改めて乳児院の間口の

広さが認識されました。

表10　乳児院個別対応職員及び家庭支援専門相談員研修�
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�
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�

�

2 . 5 �

�

4 . 0 �
�

�

2 . 5

乳児院の今日的課題�

赤ちゃんの権利擁護�

乳児院の現状と課題�

乳幼児母子関係と虐待の心身の発達

に及ぼす影響�

�

初期発達を考える�
�

�

家族への援助�

�

関係機関との連携�
�

�

良好なチーム作りと職員のメンタル

ヘルス�

相澤　　仁（厚生労働省専門官）�

帆足　英一（ほあし子どものこころクリニック）�

参　加　者�

渡辺　久子（慶應義塾大学医学部）�
�

�

渡辺　久子（慶應義塾大学医学部）�
�

�

鈴木　祐子（二葉乳児院）�

�

鈴木　祐子（二葉乳児院）
�

�

�

長井　晶子（久良岐乳児院）�

形式�

講義�

講義�

討議�

講義
�

�

パ ネ

ルディ

スカッ

ション�

講義�

パ ネ

ルディ

スカッ

ション�

講義�

�

日� テ　　ー　　マ� 講　　師　　等� 時間�

1

2

3

4

　研修は「虐待を受けた乳幼児への理解と援助」と「虐待をした親への援助」という２つの柱をメインにし

ました。参加者からの事例をもとに両テーマについて報告していただき検討を行いました。どちらも大きな

課題であり、特に措置年齢が２歳までという限りの中で援助することの難しさが課題として浮き彫りになり

ました。特に親子再統合の課題について、戻すことなど到底無理ではないかといった事例が報告され、そこ

での児相の見解とのずれが問題となりました。事前のアンケートでも児相との連携について「充分でない」と

答えた参加者が69％を占めるなど、児童養護施設同様これについては検討すべき課題が多いようです。児相

との連携をテーマにした研修をどのように行うかは今後の課題と考えます。

　参加者の施設職員の疲弊について事前アンケートで尋ねたところ、「やや疲れているようだ」との回答が

７割、「かなり疲れている」と「もう辞めたいほど疲れているようだ」が２割でした。疲弊の理由として「衣
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食住に関する仕事」「職場の人間関係」「子どもとの関わり」が上位を占めました。ケアが困難な子どもや親

が増え、無力感や不全感を感じている職員も多いようでした。職員間のコミュニケーションに問題を抱えて

いる施設もあり、世代間のギャップに悩む職員もおられたようです。職員間連携や職員のメンタルヘルスは

重要な課題であり、今後も研修で取り上げていく方針です。

　（8）保健機関と福祉機関の指導職員合同研修

　保健所や児相をはじめ、市町村保健センター、児童家庭支援センター等で、児童虐待問題に中心となって

関わっておられる職員の研修です。児童福祉サイドと保健サイドの両方から参加していただくよう呼びかけ

ました。児童虐待の予防と早期発見、及びその後のケアを行う上で地域のネットワークは重要な意味を持ち

ます。この研修の参加者希望者は120名で、定員の80名を大幅に上回ったため、参加人数の調整を図り、105

名で実施しました。参加希望の多さは、地域ネットワークの必要性を強く認識されている結果と思われます。

　

表11　保健機関と福祉機関の指導職員合同研修�
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中塚　恒子（大阪府富田林子ども家庭センター）�

中原　裕美（松戸市健康福祉本部障害福祉課）�

才村　　純（日本子ども家庭総合研究所）�
�

加藤　曜子（流通科学大学）
�

�

参　加　者�

佐藤　拓代（大阪府健康福祉部地域保健福祉室）�

安部　計彦（北九州市子ども総合センター）�

佐藤　拓代（大阪府健康福祉部地域保健福祉室）�

安部　計彦（北九州市子ども総合センター）�

形式�
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討議�

討議
　　�
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　情報交換会やグループ討議では同一地域の保健分野と福祉分野の参加者が同じグループになるように配慮

しました。地域ネットワークの重要性は認識されても、実際の協働となると、見方や考え方の違いもあって

相当の困難が伴います。今回の研修でも、福祉と保健間でのこうした違いやズレが浮き彫りになる場面もあ

りましたが、互いの実状や考え方が理解できたと、同じ場で研修を行い、討議できたことでの意味を好意的

に受け止める参加者が多かったように思います。今後もこうした合同研修を大切に考え、より実りある研修

になるよう工夫したいと考えています。
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　3．今後の課題

　一年間センター研修を実施いたしましたが、虹センターとして、いたらなかったこと、修正すべき反省点な

ど多々あります。ここではその中でも特に重要である事柄について、短期的課題、長期的課題も含めてあげて

みました。

　（1）研修対象について

　平成14年度の研修では、児相所長、児相福祉司、児相判定員、児童養護施設職員、乳児院職員、情短職員、

保健所職員、児相・情短医師等、保健所等保健師が主な研修対象でした。しかし児童福祉領域ではこれ以外

に、児相一時保護所職員、児童自立支援施設職員、母子生活支援施設職員など多くの職員が児童虐待問題に

携わっています。これらの方々に対しては、これまで研修を実施している機関との連携の上、協力していく

方針です。なお平成15年度は児童養護施設や乳児院に配置された心理職に対する研修が新たに設けられま

した。

　（2）合同研修について

　一方、児童虐待に携わる機関や援助者は、保健・福祉分野に限らず、一般医療、司法、教育分野等多岐に

及びます。児童虐待問題は一部の機関や専門職のみで解決される問題ではなく、様々な機関の協働があって

初めて解決に向けて歩み始めます。しかしそれぞれの分野において、児童虐待についての研修が大なり小な

り実施されてはいるものの、分野横断的な研修はほとんどなされていません。その意味では分野別、機関別

といった研修のみでなく、それぞれの分野や機関の職員が場を同じくしての合同研修が極めて重要と考えま

す。

　平成14年度に行われました「保健機関と福祉機関の指導職員合同研修」、「児童相談所・情緒障害児短期治

療施設医師専門研修」、「情緒障害児短期治療施設指導職員研修」は、それぞれ異なる機関や職種が集まった

研修でした。違う分野の援助者が同じ場に集まっての合同研修は、実施する上で相当の困難が伴います。そ

れは、研修の規模や方式、募集の仕方、プログラム作成上の視点、時間配分、グループ討議のあり方、事例

検討のあり方など、研修を行う上での枠組などや方法について、それぞれの分野ごと築かれてきた「研修と

はこういうもの」といった慣習や考え方がすでにあり、それを調整、実施していくことが極めて難しいとい

うことです。しかし実際に集まってみると、お互いに不慣れな場面等にとまどいつつも、良い意味で異なる

視点に触れ、それまでの見方や考え方の幅を広げる契機となるなど、合同研修ならではの事柄を学び取るこ

とができたと考えております。

　児童虐待問題に対する、分野横断的なネットワークの重要性が認識されつつある昨今、センター研修にお

いても、合同研修の充実を可能な限り目指していきたいと考えています。そのためには各分野、機関の協力

無くしては何もできません。今後は関係する様々な分野、機関に対しても、積極的に働きかけ、連携協力を

得られるよう努めたいと考えています。

　平成15年度には、「情緒障害児短期治療施設指導職員研修」が情短施設、小児医療施設、小児精神科医療

施設、児相等の職員の合同研修である「治療施設専門研修」として生まれ変わりました。

　

　（3）研修評価について

　研修をどう評価するかについて、二つの視点から考えてみます。

　一つは参加者からの研修内容等に対する評価です。平成14年度は、研修直後にそれぞれのプログラムに
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対して「良かった」、「普通」、「工夫が必要」の3段階で評価していただき、その上で研修に対する要望を自

由記述していただきました。これらは貴重な資料としてその後の研修企画の際に大変役立ちました。

　次に参加者自身に対する評価があります。これについては、自己評価と第三者による評価が考えられます。

上記の研修直後のアンケートは、参加者の満足度という点で自己評価の一部とも考えられますが、研修を受

けたことで参加者がどれだけ向上されたかの第三者による客観的な評価にはなりません。そもそも実施した

全ての研修で「何をどれだけ習熟すべきか」の項目やどれだけ達成できたかのスケールの設定をせず、客観

的な評価ということに重きを置かなかったことは否定できません。しかし実際に客観的評価をしようしても、

研修の目標と達成すべき項目を具体的に明確化することは難しく、またたとえしたとしても、全国各地から

集まっての研修は、互いに刺激しあいながら学ぶ要素が大きく、研修主催者が考える以上に深く学べる可能

性を有しており、評価基準を作ることがそうした動きへの足かせにならないかとも感じます。センター研修

が参加型研修を中心に据えたのは、参加者自身の主体性による研鑽の深まりを期待したことがそもそもの背

景です。

　ただ研修で得たものが、その後の現場でどの様に有益であったかの評価をする必要があると考えます。そ

のため研修受講後１年経過した段階で、改めて研修を受けたことの再評価していただくことを考えています。

　（4）現場実習について

　平成14年度の研修は、長くて４泊５日、短いものはわずか１泊２日です。知識・情報の習得や何らかの気

づきや洞察を得ることはこの間の研修でもある程度なされるものと考えます。しかし研修をより深めていく

ために、一定期間をおいて繰り返し参加することが必要と思われます。また児童相談所や児童福祉施設など

の現場との連携の上、長期にわたる現場実習も有効と思われます。しかしこうした研修を実施するについて

は、人員配置や予算など、乗り越えなければならない現場の課題があるように思われます。
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